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足
立
家
文
書
０
１ 

（
解
題
）
本
文
書
は
江
州
高
島
郡
で
、
代
々
の
帯
刀
人
（
郷
士
）
で
あ
っ
た
足
立
藤
（
東
）
右
衛

門
と
、
当
地
支
配
の
郡
山
藩
海
津
代
官
と
の
様
々
な
交
渉
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
概
ね
郡
山

藩
主
柳
澤
保
光
期
の
寛
政
十
二
（
１
８
０
０
）
年
か
ら
、
保
泰
・
保
興
を
経
て
、
同
保
申
期

の
嘉
永
元
（
１
８
４
８
）
年
ま
で
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
藤
右
衛
門
は
、
足
立
元

樹
の
雅
号
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
当
地
は
近
江
聖
人
中
江
藤
樹
の
故
地
（
高
島
郡
小
川
村
）

に
近
く
、
或
い
は
聖
人
に
私
淑
し
た
故
と
も
察
せ
ら
れ
る
。 

 
 
 

高
島
郡
足
立
家
は
源
義
朝
麾
下
の
藤
原
系
武
将
と
し
て
、
頼
朝
挙
兵
に
功
績
が
あ
り
、
武

州
足
立
郡
を
安
堵
さ
れ
、
幕
府
公
文
所
に
重
き
を
な
し
た
足
立
（
藤
原
）
遠
元
を
祖
と
し
、

そ
の
末
子
遠
貞
が
近
江
に
移
住
し
、
土
地
の
豪
族
饗
庭
氏
と
縁
を
以
て
定
着
し
た
一
族
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
故
に
歴
代
藩
主
か
ら
帯
刀
人
（
郷
士
）
と
し
て
遇
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ

の
由
緒
か
ら
京
都
文
化
人
と
の
諸
縁
を
持
ち
、
伊
藤
仁
斎
長
男
の
東
涯
門
下
に
あ
り
、
青
蓮

院
宮
人
の
歌
人
並
河
基
広
と
の
親
交
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
故
か
交
友
録
に
は
公

家
侍
や
僧
侶
・
豪
商
の
名
も
散
見
さ
れ
る
。 

 
 

記
録
の
大
半
は
、
財
政
が
常
に
逼
迫
し
て
い
た
郡
山
藩
庁
か
ら
の
献
納
（
融
通
）
要
請
で
、

そ
の
様
々
な
要
請
理
由
と
、
筆
者
の
応
諾
折
衝
が
生
々
し
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
当
地
の
豊

か
さ
と
藩
の
依
存
度
が
窺
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
郡
山
本
領
で
は
三
手
の
代
官
と
そ
れ

に
属
す
る
大
庄
屋
が
、
傘
下
の
十
数
ケ
村
を
束
ね
る
大
庄
屋
制
行
政
が
敷
か
れ
て
い
た
が
、

何
故
か
北
近
江
領
で
は
金
堂
・
海
津
の
両
手
に
大
庄
屋
は
存
在
せ
ず
（
名
誉
称
号
と
し
て
の

「
大
庄
屋
格
」
は
あ
っ
た
）
、
数
人
の
帯
刀
人
が
非
公
式
に
村
々
を
束
ね
る
の
み
で
、
し
か

も
郡
山
藩
は
売
官
的
に
帯
刀
人
を
濫
造
し
て
い
た
の
で
、
か
な
り
複
雑
な
行
政
形
態
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
先
任
帯
刀
人
の
東
右
衛
門
等
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

加
え
て
藩
が
京
の
豪
商
か
ら
の
金
融
手
段
と
し
て
「
京
講
」
を
組
織
す
る
に
当
た
っ
て
も
、

彼
等
と
文
化
的
交
際
が
あ
っ
た
東
右
衛
門
等
の
協
力
が
不
可
欠
で
、
講
の
実
質
的
運
営
は
帯

刀
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
理
解
を
得
る
た
め
本
文
書
に
は
（
参
考

資
料
）
と
し
て
「
累
年
記
事
」
を
青
字
で
適
宜
挿
入
し
、
ま
た
付
属
の
紙
片
を
適
宜
挿
入
し

た
。 

 

な
お
本
件
は
、
足
立
家
末
裔
で
あ
る
足
立 

忠
氏
の
全
面
的
ご
協
力
に
よ
り
成
し
得
た
も
の

で
あ
り
、
様
々
な
ご
教
示
を
頂
い
た
が
、
文
責
は
「
郡
山
古
文
書
愛
好
会
」
に
あ
る
こ
と
を
、

感
謝
と
共
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。 
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１ 

（
注
）
文
中
の
西
洋
数
字
は
原
資
料
の
関
係
で
付
し
た
も
の
で
、
途
中
混
乱
も
あ
る
。 

 
寛
政
十
二
庚
申 

歳 
御
用
向
并

廻
状
書
留 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
元
樹 

記 

（
注
）
寛
政
十
二
庚
申
（
１
８
０
０
）
年
は
郡
山
藩
主
保
光
期
に
当
た
る
が
、
翌
享
和
元
年
に
伊
勢
（
四
日
市
）
領
一
万

三
千
余
石
が
上
知
（
信
楽
代
官
支
配
）
と
な
り
、
御
代
知
と
し
て
添
上
・
葛
下
郡
等
で
一
万
四
千
余
が
与
え
ら
れ

た
。
石
高
は
若
干
増
加
し
た
も
の
の
、
四
日
市
周
辺
の
代
替
と
し
て
奈
良
東
北
の
山
岳
地
で
は
経
済
的
に
大
き
な

損
失
と
な
っ
た
。 

 

２
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 

御
評
定
席
列
座 

寺
社
奉
行 

大
目
附 

月
番 

郡
代 

町
奉
行 

御
目
付 

月
番 

御
勘
定
奉
行 

日
記
方 

公
事
日
御
裁
許
二

ハ 

御
家
老
・
御
年
寄 

月
番 

 
 
 
 
 
 
 

御
立
会
被
成
候 

 

御
勘
定
奉
行
席 

御
馬
廻
席 

大
小
姓
席 

 
 
 
 
 
 

以
上
熨
斗
目
着
用 

 
 
 
 
 
 
 
 

本
侍
分
之
録
四
十
名 

御
徒
目
付
席 

相
之
間
席 

 
 

御
勘
定
席 

 
 

御
徒
士
席 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

是
迠
席
ト
申
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

録
三
十
名 

 
 

小
給
人
・
小
人
目
附
・
組
同
心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

是
ヲ
席
外
ト
云 

３ 

 
 
 
 
 

御
役
席 

 
 

御
家
老
・
御
城
代
・
御
一
族
・
大
寄
合 

 
 

御
年
寄
・
御
年
寄
並
・
寄
合
衆 

 
 

御
用
人
・
寺
社
御
奉
行
・
御
番
頭
・
御
用
人
見
習
・
御
用
人
並 

 
 

御
旗
奉
行
・
御
鑓
奉
行 

 

奥
御
用
達
・
御
奏
者
番
・
大
目
附
・
郡
代
・
町
奉
行
・
御
留
守
居
・
御
弓
鉄
炮
頭
・
御
物
頭 

 

 
 

御
前
様
付
・
御
側
御
用
役
・
御
留
守
居
助
役
・
御
廣
式
御
用
達
・
京
都
御
留
守
居 

 
 

御
使
番
・
御
近
習
取
次
役
・
御
目
附
・
十
人
・
御
普
請
奉
行 

 
 

御
勘
定
奉
行
・
御
台
所
頭
・
御
金
奉
行
・
御
書
院
詰
・
御
徒
士
頭 

 

御
番
方
組
頭
・
御
側
詰
・
松
の
間
詰
・
御
長
柄
頭
・
御
近
習
組
・
御
醫
師
・
御
馬
廻
り 

 
 

大
小
姓
組
・
大
小
姓
並 

 

御
徒
目
付
・
相
ノ
間
組
・
勘
定
衆
・
惣
与
力
・
御
徒
士
・
御
徒
士
並 

（
注
）
以
上
の
挿
入
部
分
は
郡
山
藩
の
最
高
評
議
機
関
で
あ
る
「
評
定
席
」
の
構
成
を
示
す
と
と
も
に
、
役
席
順
列
を
示

し
て
い
る
。
分
限
帳
に
示
さ
れ
た
役
席
順
で
は
「
御
鑓
奉
行
」
ま
で
が
銀
馬
代
、「
御
物
頭
」
ま
で
が
独
礼
、「
御

徒
頭
」
ま
で
が
家
老
支
配
、
大
小
姓
並
ま
で
が
月
並
出
仕
の
所
謂
上
士
（
御
目
見
）
で
分
限
帳
上
巻
、
御
徒
士
並

ま
で
が
下
士
と
さ
れ
て
い
た
（
分
限
帳
中
巻
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
上
別
紙
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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寛
政
十
二
年
庚
申
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

御
役
所
飛
脚
到
来 

 
 
 

中
飯
・
酒
等
出
ス 

祝
儀
百
文
紙
弐
折 

御
用
之
儀
有
之
間
、
明
四
日
朝
五
ツ
時
麻
上
下
着 

 
 
 

当
御
役
所
江

可
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 

 
 
 

二
月
三
日 

鎮
目
政
次
郎 

印 

  
 
 

右
之
通
差
紙
到
来
二

付
、
四
日
朝
麻
上
下
刀
等 

 
 
 

用
意
致
し
貝
津
へ
罷
越
候
処
、
今
中
氏
御
内
談 

 
 
 

有
之
、
則
麻
上
下
一
刀
二
而

御
役
所
へ
罷
出
候
処 

４ 

 
 
 

帯
刀
苗
字
御
免
被
仰
付
候 

五
十
川
藤
右
衛
門 

 
 
 

右
之
書
付
頂
戴
致
し
罷
下
り
、
則
麻
上
下
帯
刀 

 
 
 

二
而

右
御
禮
二

御
役
所
へ
罷
上
り
、
此
よ
り
家
中 

 
 
 

一
統
御
礼
二

廻
り
相
済
し
、
其
日
帰
村
致
ス 

（
注
）「
貝
津
」
は
「
海
津
」
の
こ
と
で
あ
り
、
以
下
度
々
出
て
く
る
。
鎮
目
は
海
津
代
官
と
思
わ
れ
る
。
郡
山
藩
北
近
江

領
に
は
金
堂
と
海
津
に
代
官
所
が
在
っ
た
が
、
後
に
金
堂
（
近
江
八
幡
）
に
統
合
さ
れ
た
。 

 
 
 

本
書
書
留
人
「
足
立
藤
五
郎
（
号
藤
樹
）」
の
父
親
「
足
立
平
五
郎
」
の
隠
居
が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
藤
五
郎
に

「
帯
刀
苗
字
」
の
継
承
が
認
め
ら
れ
た
も
の
。
帯
刀
苗
字
御
免
迄
は
あ
く
ま
で
「
五
十
川
（
村
）
藤
右
衛
門
」
で

あ
り
、
両
刀
は
差
せ
な
か
っ
た
。
な
お
こ
れ
に
よ
り
「
帯
刀
苗
字
（
帯
刀
人
）」
の
継
承
は
家
中
武
士
と
同
様
に
藩

（
郡
代
）
の
許
認
可
事
項
で
あ
る
が
、
そ
の
身
分
は
「
家
」
で
は
無
く
個
人
的
な
も
の
で
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 
 

な
お
郡
山
藩
に
お
け
る
「
帯
刀
人
」
は
、
所
謂
「
郷
士
・
無
足
人
」
と
同
様
の
特
別
身
分
で
、
藩
主
御
目
見
（
御

機
嫌
伺
）
等
、
地
方
名
家
と
し
て
の
特
別
扱
い
が
な
さ
れ
た
。 

  
 
 
 
 

右
家
中
へ
禮
物
左
之
通
り 

 
 
 
 
 
 

鎮
目
氏 

壱
歩
弐
朱 

 

同
心
吉
田
幸
次
へ
三
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鑓
持
仁
ら
く
へ 

壱
匁
六
分 

  
 
 

手
代 

今
中
専
治
様 

 
 
 
 
 
 

銀
三
両 

ウ
チ
ヘ
ギ
二

載 

 
 
 
 
 
 

小
川
吉
郎
右
衛
門
様 

 
 
 

〃
弐
両 

 
 

〃 

 
 
 
 
 
 

名
倉
喜
平
次
様 

 
 
 
 
 

同
断 

 
 

 

〃 

 
 

 

書
役 

村
田
喜
蔵
様 

 
 
 
 
 
 

銀
五
匁 

小
ヘ
キ 

 
 
 
 
 
 

内
藤
助
五
郎
様 

 
 
 
 
 

同
断 

 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タ
マ
リ
覚
兵
衛
ヘ 

 

弐
匁
三
分 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
宿
金
ヤ
平
三
郎
へ 

弐
匁
五
分 

 
 

 

右
之
通
支
度
二
而

持
参
御
礼
相
済 

（
注
）
以
上
は
事
前
に
準
備
し
た
礼
金
で
あ
る
が
、
身
分
に
よ
り
金
種
及
び
額
が
違
っ
て
い
る
の
で
、
左
記
に
解
説
す

る
。
代
官
鎮
目
（
席
順
で
は
下
士
で
あ
る
が
、
幕
末
に
は
大
小
姓
組
等
の
上
士
兼
任
が
多
か
っ
た
）
＝
金
一
分
二

朱 

 
 
 

同
心
（
席
外
・
足
軽
中
位
、）
＝
銀
三
匁
、
鑓
も
ち
（
席
外
・
足
軽
最
下
位
）
＝
銀
一
匁
六
分 

 
 
 

手
代
（
席
外
・
足
軽
上
位
）
＝
銀
二
～
三
両
、
書
役
（
席
外
・
足
軽
下
位
）
＝
銀
五
匁 

 
 
 

銀
で
統
一
す
る
と 

一
両
＝
四
分
＝
十
六
朱
が
銀
約
六
十
匁
（
変
動
）
＝
銭
六
貫
文
（
変
動
）
＝
銀
十
四
両
（
変

動
） 江

戸
中
期
金
一
両
の
現
在
価
値
二
十
万
円
（
若
干
高
め
で
あ
る
が
）
と
想
定
す
る
と
概
算
・
・
・ 

金
一
両
＝
二
十
万
円
、
金
一
分
＝
五
万
円
、
金
一
朱
＝
一
万
二
千
五
百
円
、 

銀
一
貫
＝
金
十
六
両
二
分
二
朱
（
変
動
）
＝
三
百
三
十
二
万
五
千
円
、 

銀
一
両
（
四
匁
三
分
）
＝
一
万
四
千
円
、
銀
一
匁
（
銭
百
文
）
＝
三
千
三
百
円
、
銀
一
分
＝
三
百
三
十
円
、 

銭
一
貫
文
＝
三
万
三
千
円
、
銭
一
文
＝
三
十
三
円
、
銭
十
六
文
＝
五
百
三
十
円 

（
な
お
銀
〇
両
の
公
式
通
貨
は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
藩
札
を
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
） 

 
 
 

代
官
＝
七
万
五
千
円
、
同
心
＝
九
千
九
百
円
、
鑓
も
ち
＝
五
千
三
百
円
、
手
代
＝
二
万
八
千
～
四
万
二
千
円 

 
 
 

書
役
＝
一
万
六
千
五
百
円
、
タ
マ
リ
＝
七
千
六
百
円
、
郷
宿
＝
八
千
二
百
円 

 
 
 

ヘ
ギ
は
剥
板
・
折
板
で
、
略
式
の
お
盆
の
こ
と
。 

 
 

 
 

５ 

 
 

 

又
、
中
間
中
江

即
刻
披
露 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貝
津
半
切
百
枚
ツ
ヽ 

代
銀
壱
匁
八
分
也 

 
 

 

西
浜 

井
関
吉
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 

〃 

吉
郎
治
殿 
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石
田
九
郎
左
衛
門
殿 

 

以
上
三
軒
ハ
即
日
持
参 

 
 
 

石
庭 

伊
丹
官
蔵
殿 

 
 
 

太
田 

足
立
新
治
郎
殿 

 
 
 

此
二
軒
ハ
以
使
跡
ゟ
遣
ス 

 
 
 
 

 
翌
五
日
晩
両
村
役
人
衆
西
・
南 

為
披
露
吸
物
二
而 

 
 
 
 

 

酒
進
し
候
、
則
藤
兵
衛
殿
・
善
次
殿
・
孫
助
殿
・
長
兵
衛
殿 

 
 
 
 

 

右
四
人
為
御
祝
儀
扇
子
箱
二
本
持
参
也 

（
注
）
西
浜
等
は
海
津
代
官
所
管
内
で
親
交
が
あ
る
帯
刀
人
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
点
で
は
僅
か
に
五
名
で
あ
る
。 

 

一 

右
御
免
ノ
御
礼
状
国
表
へ
遣
し
可
申
由
二
而 

 
 

 

下
書
御
出
し
被
成
候
、
則
今
中
氏
御
取
次
被
下
候 

 
 

 

其
文
言
左
之
通 

  
 

 

一
筆
啓
上
仕
候
、
然
者

今
般
私
父
足
立
平
五
郎
儀 

 
 

病
身
二

付
、
帯
刀
苗
字
差
上
隠
居
仕
度
奉
願
上
候
通 

 
 

 

被
為 

仰
付
被
下
置
、
私
儀
帯
刀
苗
字 

 
 

 

御
免
被
為 

仰
付
被
下
置
、
重
々
冥
加
至
極 

６ 

 
 

 

難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
御
禮
奉
申
上
度
捧
恐
札
候 

 
 

 

御
序
之
節
宜
様
被
仰
上
可
被
下
奉
願
候 

恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
藤
右
衛
門   

 
 
 
 

二
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
乗
書
判 

 
 
 

松 

銀
平
様 

 
 
 
 

御
家
来
中
様 

 
 
 
 
 
 

如
是
相
認 

但
し
紙
ハ
杉
原
横
折
二
而

裏
白
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
包
ハ
半
紙
二
而

常
ノ
通
り 

（
注
）
筆
頭
手
代
今
中
の
教
示
に
よ
り
、
国
許
郡
代
等
に
、
帯
刀
苗
字
の
地
位
継
承
礼
状
を
作
成
送
付
し
た
。 

 
 
 

な
お
郡
山
藩
に
於
い
て
は
「
郡
代
」
が
郷
方
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
幕
府
の
「
郡
代
」
は
大
型
の
代

官
で
あ
っ
て
勘
定
奉
行
の
配
下
で
あ
る
が
、
郡
山
藩
の
「
郡
代
」
は
逆
に
勘
定
奉
行
や
代
官
の
上
司
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
名
字
の
「
山
」
を
抜
く
の
は
漢
風
で
、
一
種
の
敬
称
で
あ
る
。 

  
 

御
郡
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
勘
定
奉
行 

 

 
 

 

松
山
銀
平
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

志
村
藤
七
様 

 
 

 

堀
江
傳
太
夫
様 

 
 
 
 
 
 
 

前
本
定
右
衛
門
様 

蒔
田
清
馬
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

山
田
宇
左
衛
門
様 

 
 

 

小
宮
山
庄
蔵
様 

 
 
 
 
 
 
 

小
林
俊
左
衛
門
様 

 
 

 

加
賀
美
七
十
郎
様 

 
 
 
 
 
 

渡
辺
周
蔵
様 

 
 

 

中
野
荘
助
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

岡
野
祖
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
川
礒
右
衛
門
様 

 
 
 
 

以
上
十
三
通 

 

相
認
同
月
八
日
庄
屋
使
二

頼
ミ
、
今
中
氏
へ
書
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
添
へ
遣
し
申
候 

 

（
注
）
同
役
が
随
分
多
い
よ
う
だ
が
、
相
互
牽
制
の
意
味
も
あ
っ
て
、
複
数
性
が
と
ら
れ
て
い
た
。
な
お
こ
の
中
に
は

「
格
・
並
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

７ 

一 

四
月
十
日
御
領
分
村
方
御
廻
村
為
御
見
分
、
今
晩 

 
 

 
 

小
宮
山
庄
蔵
様
・
岡
野
祖
右
衛
門
様
御
入
来
、
此
方
二
而

御
宿 

 

 
 

 
 

仕
り
候
也 

（
注
）
郡
代
并
勘
定
奉
行
衆
（
配
下
）
の
近
江
領
見
分
で
、
永
荒
地
等
の
確
認
を
行
っ
た
が
、
こ
の
様
な
場
合
も
帯
刀
人 

宅
が
利
用
さ
れ
た
。 

 

一 

同
月
十
二
日
酉
ノ
中
刻
、
若
殿
様
御
逝
去
被
遊
候
由
、
鳴
物
音
曲
御
停 

 
 

 
 

 
 

止
来
月
朔
日
迠
、
但
し
普
請
方
ハ
廿
五
日
迠
遠
慮
可
致
由 

（
注
）
柳
澤
松
平
家
第
四
代
保
光
の
嗣
子
保
民
（
鉄
五
郎
）【
安
永
九
年
二
月
十
二
日
～
寛
政
十
二
年
四
月
十
二
日
】
は
、 

寛
政
七
年
に
将
軍
家
斉
に
拝
謁
、
従
五
位
下
造
酒
正
に
叙
位
さ
れ
、
高
崎
藩
主
松
平
輝
和
の
娘
を
正
室
に
向
え
、

盤
石
の
体
制
で
あ
っ
た
が
二
十
一
歳
で
卒
去
し
た
。
生
母
木
野
氏
幹
子
女 

松
涼
院
殿
梁
山
霊
泉
大
居
士
。 

こ
の
た
め
急
遽
弟
の
保
泰
が
嗣
子
と
な
っ
た
。 

 

一 

四
月
十
七
日
出
御
廻
状
廿
一
日
昼
村
方
へ
来 
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同
廿
三
日
麻
上
下
着
、
御
役
所
二
而

御
悔
申
上
候
、
太
田
・
南
・
手
前
〆
三
人 

 
 

 
 

同
時
小
川
吉
郎
右
衛
門
様
病
気
為
見
舞
、
菓
子
袋
弐
匁
分
入
壱 

 

 
 

 
 

持
参
、
足
立
四
人
ノ
名
前
也
、
此
わ
り
五
分
ツ
ヽ 

（
注
）
銀
弐
匁
は
６
～
７
千
円
に
相
当
す
る
。
代
官
手
代
へ
の
四
人
連
名
見
舞
い
品
と
し
て
は
妥
当
な
額
だ
ろ
う
。 

 
 

 

以
下
「
東
・
南
・
西
」
と
言
う
略
称
が
出
る
が
、
東
「
東
右
衛
門
」、「
南
」
多
右
衛
門
、「
西
」
太
平
治
家
で
あ

る
。
な
お
東
右
衛
門
は
本
書
記
述
の
「
元
樹
（
藤
右
衛
門
）」
の
こ
と
で
、
以
下
「
東
右
衛
門
」
と
記
さ
れ
る
。 

 

一 

御
次
男
右
八
郎
様
閏
四
月
廿
二
日
江
戸
表
御
指
子
御
願 

 
 

 
 

相
済
、
若
殿
様
と
申
上
候
由
、
則
御
改
名
将マ

サ

八
郎
様
と 

 
 

 
 

申
上
候
、
御
実
名
ハ
保ヤ

ス

泰ヒ
ロ

と
申
上
候
故
、
ヤ
ス
・
ヒ
ロ
・
マ
サ
・
ミ
ツ 

 
 

 
 

等
之
字
ハ
御
遠
慮
申
候
由
被
仰
候
也 

（
注
）
第
五
代
保
泰
（
勝
三
郎
・
右
八
郎
・
得
八
郎
・
将
八
郎
・
信
近
・
光
雄
と
も
）
は
天
明
二
年
十
二
月
廿
三
日
生
、 

 

 
 
 

寛
政
十
二
年
五
月
に
将
軍
家
斉
に
拝
謁
、
十
二
月
従
五
位
下
美
濃
守
に
叙
任
、
後
に
甲
斐
守
。 

 
 
 

「
御
指
子
」
は
「
御
嗣
子
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

右
二

付
銘
々
実
名
書
付
御
役
所
二

留
置
度
由 

 
 

 
 

被
仰
候
故
、
足
立
四
人
一
紙
二

書
付
、
今
中
氏
迄
差
出
し 

 
 

 
 

申
候
事
、
六
月
十
六
日
二

認
メ
庄
屋
へ
遣
し
置
候
也 

一 

八
月
晦
日
夜
、
毛
見
御
泊
り
、
手
前
印
鑑
其
次
手
二

今
中
氏
へ
出
ス 

 
 

 
 

同
夜
御
国
ゟ
飛
脚
来
り
候
、
其
趣
ハ
九
月
五
日 

殿
様
大 

 
 

 
 

津
御
止
宿
之
由
也
、
夫
故
御
代
官
御
毛
見
も
当
村
切
二
而

、
翌
早
朝 

 
 

（
注
）「
次
手
二

」
は
「
つ
い
で
に
」
と
読
む
。 

８ 

 
 

 
 

海
津
へ
御
帰
り
、
明
日
二
日
立
二
而

御
出
津
可
被
成
所
、
又
朔
日
晩
飛
脚 

 
 

 
 

参
り
候
由
二
而

二
日
朝
出
し
御
廻
状
来
、
其
趣
ハ 

殿
様
今 

 
 

 
 

般
御
帰
国
被
遊
候
二

付
、
五
日
夜
大
津
駅
御
止
宿
之
旨
申
談
置 

 
 

 
 

候
所
、
御
延
引
相
成
八
月
廿
五
日
江
戸
御
発
駕
二
而

、
九
月
八
日
夜 

 
 

 
 

大
つ
御
止
宿
之
趣
、
勢
州
表
ゟ
申
達
候
間
、
七
日
昼
迄
二

出
津 

 
 

 
 

可
致
由
、
九
月
二
日
朝
出
二
而

申
来
所
、
京
都
之
私
用
を
兼
四
日 

 
 

 
 

立
二
而

罷
上
り
候
所
、
小
松
之
宿
二
而

御
代
官
并

今
中
氏
二

懸
御
目
二 

 
 

 
 

候
所
、
又
々
御
延
引
二
而

晦
日
江
戸
御
発
駕
、
十
二
日
大
津
御
止
宿
之
由 

 
 

 
 

申
来
候
故
、
此
間
二

毛
見
仕
舞
度
故
、
罷
下
り
候
由
被
仰
候
故
、
同 

道
致
罷
帰
り
申
候 

又
御
状
来
、
殿
様
御
帰
城
二

付
、
十
日
昼
迄
二

被
致
出
津
候
様
、
此
間
申 

置
候
得
共
、
又
候
御
延
引
被 

仰
出
候
間
、
追
而

御
発
駕
御
日
限
相
究 

候
ハ
ヽ
其
節
申
遣
候
間
、
夫
迠
者

出
津
之
儀
相
見
合
可
被
申
候
、
右 

申
度
如
此
候 

以
上
、 

右
之
通
九
月
八
日
出
即
日
来
拝
見
致
し
候 

一 

九
月
廿
六
日
出
御
廻
状
来
、
来
月
朔
日
殿
様
大
津
御
止
宿 

之
間
、
銘
々
上
津
可
致
旨
申
来
、
則
太
田
・
南
・
西
三
人
ハ
病
気 

書
付
被
遣
、
手
前
ハ
請
書
飛
脚
へ
為
持
帰
ス
、 

即
廿
九
日
立 

出
津
即
時
御
代
官
へ
届
申
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
井
郡
ゟ
大
浜
仲
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
井 

高
原
又
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
郡
ゟ 

井
関
吉
郎
次
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆
四
人
也 

 

朔
日
昼
前
ゟ
石
場
へ
出
張
、
即
石
場
二
而

御
代
官
へ
菓
子 

 
 

進
上
ス
ル
、
代
四
匁
、
又
茶
代
と
し
て
手
前
共
分
、
三
百
文
置 

 

 
 
 
 

即
手
札
左
之
通
、
紙
ハ
小
奉
書
の
椙
原
也 

 
（
注
）
大
津
宿
「
石
場
」
は
現
在
の
「
京
阪
石
場
駅
」
周
辺
で
あ
る
。「
椙
原
」
は
上
質
紙
の
産
地
。 

 
 
 

 

９ 

 
 
 
 
 
 
 
 

殿
様
へ 

江
州
浅
井
郡
帯
刀
人
大
庄
や
格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
浜
仲
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人 

高
原
又
兵
衛 
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同
高
嶋
郡
帯
刀
人 

井
関
吉
郎
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人 

足
立
藤
右
衛
門 

 
 
 
 

右
之
通 

御
家
老
へ
壱
枚 

同
断 

 
 
 
 

又
御
本
陣
へ
差
出
書
付
左
之
通 

 
 
 
 
 
 

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
為
遊
御
着
、
恐
悦
至
極
二 

 
 
 
 
 
 

奉
存
候
、
猶
又
乍
恐
為
可
奉
窺 

御
機
嫌
、
参
上
仕
候 

                        
 
 
 
 

江
州
浅
井
郡
帯
刀
人 

 
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

江
州
高
嶋
郡
帯
刀
人 

 
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
―
―
―
―
―
 

 

 
 
 
 
 

又
御
家
中
へ
ハ 

 
 
 
 
 
 
 

先
刻
私
共
儀
於
石
場 

 

殿
様
御
目
通
江 

 
 
 
 
 
 
 

罷
出
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
乍
恐
右
御
禮 

 
 
 
 
 
 
 

為
可
申
上
、
参
上
仕
候 

江
州
浅
井
郡―
―
―
―
 
―
―
―
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
州
高
嶋
郡―

―
―
―
 
―
―
―

 

 

１
０ 

 
 
 
 
 
 
 
 

如
此
之
書
付
ヲ
以 

 
 
 
 
 
 

御
家
老 

柳
沢
新
五
郎
様 

 
 

御
年
寄 

大
山
正
監
様 

 

 
 
 
 
 
 

御
用
人 

清
水
一
馬
様 

 
 
 

御
目
付 

清
水
馬
之
允
様 

 
 
 
 
 
 

御
目
付 

塚
本
條
助
様 

 
 
 

御
用
達 

谷
沢
慎
吾
様 

 
 
 
 

右
之
御
旅
宿
へ
御
禮
二

参
り
相
済
申
候
也 

（
注
）
大
山
将
監
が
通
名
で
あ
る
が
、
藩
主
の
「
将
八
郎
」
を
憚
っ
て
「
正
監
」
と
し
た
も
の
か
。 

 
 
 

 寛
政
十
三
年
辛
酉
年 

御
年
礼 

 

（
注
）
寛
政
十
三
辛
酉
（
１
８
０
１
）
年
、
二
月
享
和
改
元
。 

 

正
月
四
日
早
朝
出
立
致
し
、
郷
宿
二
而

些
度
支
度 

 
 

 

致
し
、
正
九
ツ
時
御
役
所
御
禮
申
上
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尤
四
日
夜
金
や
泊
也 

（
注
）「
正
九
ツ
時
」
は
正
午
の
こ
と
。「
金
や
」
は
郷
宿
平
三
郎
の
屋
号
で
あ
る
。 

 

此
方
ゟ
南
ト
手
前
両
人
出
ル 

太
田
ト
西
ハ
不
参 

西
浜
ノ
石
田
氏
ト
井
関
弐
人
ト
石
庭
ノ
伊
丹
氏
ト
也 

 
 

 

御
祝
義
物
ハ
海
津
二
而

一
緒
二

認
メ
有
之
候 

 
 

 

此
割
七
匁
七
分
三
り
ツ
ヽ 

（
注
）
こ
れ
ら
は
海
津
代
官
管
下
の
帯
刀
人
で
あ
る
。
祝
儀
は
六
人
計
で
銀
四
十
六
匁
四
分
で
、
約
十
五
万
三
千
円
。 

  
 

 

外
二

金
屋
へ
三
匁 

 
 

下
男
下
女
弐
人
へ 

五
分
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

是
ハ
此
方
ゟ
拵
持
参
ス
ル
事
也 

 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
匁
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

塩
津
ゟ
ハ
平
塚
善
四
郎
殿
斗
也 

都
合
七
人
同
席
ス 

（
注
）
郷
宿
支
払
計
は
四
匁
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
宿
泊
の
四
人
で
支
払
い
か
。
塩
津
は
浅
井
郡
の
中
心
地
。 

 
 
 
 

 

１
１ 一 

去
十
二
月
十
六
日
若
殿
御
叙
爵
被
為
蒙
仰
、
則 

美
濃
守
様
ト
申
上
候
由
、
十
二
月
廿
八
日
出
御
廻
状
有
之
候 

一 

二
月
廿
日
村
田
喜
蔵
殿
死
去
二

付
、
此
方
四
人
連
名 

 
 

 

二
而

悔
状
・
香
儀
四
匁
三
分
、
村
方
ゟ
善
次
被
参
候
故 

 

 
 

 

言
伝
申
候
、
此
わ
り
壱
匁
壱
分
ツ
ヽ 

 
（
注
）
村
田
は
代
官
手
代
の
見
習
書
役
で
あ
り
、
四
匁
三
分
は
銀
一
両
（
約
一
万
四
千
円
）
で
あ
る
。 

 
 

 一 
三
月 

殿
様
於
御
居
間
、
河
州
慈
雲
律
師
ヲ 

 
 

 

御
請
待
二
而

、
五
穀
成
就
御
祈
祷
護
摩 

 
 

 

三
日
御
執
行
被 

遊
、
則
御
領
分
中
銘
々
へ
被
其
灰
下
候 

 

（
注
）
慈
雲
尊
者
、
享
保
三
（
１
７
１
８
）
年
～
文
化
元
（
１
８
０
５
）
年
は
江
戸
後
期
の
真
言
宗
僧
。
大
坂
中
之
島
に

生
れ
、
父
の
遺
言
に
よ
り
十
三
歳
で
法
楽
寺
に
お
い
て
出
家
、
密
教
（
梵
語
）
を
学
ぶ
。
生
駒
山
の
草
庵
に
隠
居
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し
て
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
を
極
め
『
梵
学
津
梁
』
を
著
す
。
郡
山
藩
主
保
光
の
帰
依
を
得
て
、
河
内
高
貴

寺
を
整
備
し
、
正
法
律
の
本
寺
と
し
た
。 

 

一 

五
月
、
村
田
氏
舎
弟
富
助
殿
、
後
役
被
仰
付
候
由 

 
 

 
 

 

為
祝
義
此
方
四
人
ゟ
南
鐐
壱
片
、
六
日
七
日
新
次
郎
殿 

 

 
 

 

以
序
御
持
参
被
成
候
、
此
わ
り
弐
匁
ツ
ヽ
南
へ
渡
ス 

 

（
注
）
二
月
死
亡
の
村
田
喜
蔵
の
後
任
と
し
て
、
弟
富
助
が
任
用
さ
れ
た
（
こ
の
ク
ラ
ス
は
原
則
在
地
採
用
）
の
で
、
祝

儀
と
し
て
足
立
家
四
人
衆
か
ら
「
南
鐐
二
朱
銀
」
を
贈
っ
た
も
の
。
南
鐐
二
朱
銀
は
極
め
て
良
質
の
計
数
銀
貨

で
、
表
面
に
は
「
以
南
鐐
八
片
換
小
判
一
兩
」
と
明
記
さ
れ
、
金
二
朱
の
価
値
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
秤
量
貨
幣

と
し
て
は
金
一
両
が
銀
六
十
四
匁
と
し
て
金
二
朱
は
銀
八
匁
と
な
り
、
四
人
二
匁
宛
の
割
り
当
て
と
し
た
も
の
。 

 
 
 

朝
鮮
貿
易
に
お
い
て
も
良
質
の
秤
量
銀
貨
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 
 
 

「
以
序
」
は
「
つ
い
で
を
も
っ
て
」
と
読
む
。 

 

享
和
二
年
壬
戌
正
月
三
日
昼
前
ゟ
発
足 

 

（
注
）
享
和
二
壬
戌
（
１
８
０
２
）
年 

  
 

 

年
頭
御
礼
例
年
之
通
り
四
日
之
朝
相
済
、
夕
方
帰
村 

 
 

 

此
方
三
人
・
西
浜
二
人
、
浅
井
ハ
中
原
助
左
衛
門
・
川
越
伊
兵
へ
・
平
塚
善
四 

 
 

 

以
上
八
人
同
席 

 
 

 

祝
義
物
わ
り
、
西
浜
へ
ハ
不
送
亥
年
分
ト
為
替
二

致
ス
也 

 

 
 

 

并
二

金
や
分
祝
儀
ハ
此
方
四
人
わ
り
壱
匁
弐
分
南
へ
遣
ス 

 

（
注
）
享
和
二
（
１
８
０
２
）
年
年
賀
。
平
塚
善
四
郎
の
「
郎
」
が
脱
落
。
祝
儀
物
わ
り
西
浜
分
は
詳
細
不
明
だ
が
、
何

ら
か
の
相
殺
事
由
が
あ
っ
た
も
の
か
。
郷
宿
（
金
や
）
分
は
四
名
合
計
で
四
匁
八
分
と
な
る
。 

 

１
２ 一 

七
月 

鎮
目
氏
御
役
替
被
仰
付
、
後
役
保
坂
周
平
様 

 
 

 

十
三
日
夜
当
村
御
泊
り
二
而

、
翌
日
貝
津
御
着
、
同
十
五
日 

 
 

 

御
引
渡
し
二

付
銘
々
可
参
候
由
、
先
役
ゟ
申
来
り
候
故
、
為 

 
 

 

惣
代
南
と
手
前
早
朝
ゟ
参
り
申
、
夕
方
ゟ
帰
村
致
候 

 
 

 

右
御
祝
当
方
四
人
ゟ
保
坂
氏
へ
南
鐐
壱
片
、
三
本
入
添 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
心
池
田
善
助
へ
弐
匁 

 

 
 

 

先
役
鎮
目
氏
へ
、
為
御
暇
乞
御
祝
儀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
鐐
壱
片
、
三
本
入
添 

 
 

 
 
 
 

右
御
旅
宿
へ
持
参 

 
 

 

八
ツ
時
於
御
役
所
御
引
渡
し
、
当
方
・
西
浜
一
緒
二

済 

 
 

 

浅
井
帯
刀
中
并

庄
屋
・
高
嶋
庄
屋
、
同
日
二

相
済
申
候
也 

 
 

 

右
二
口
祝
儀
物
、
四
人
わ
り
五
匁
四
分
六
り
南
へ
遣
ス 

（
注
）「
三
本
入
」
は
祝
儀
扇
子
を
添
え
た
も
の
か
。
こ
こ
で
も
「
南
鐐
二
朱
銀
（
銀
八
匁
相
当
）」
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

「
浅
井
帯
刀
」
は
海
津
傘
下
の
浅
井
郡
の
帯
刀
人
、
高
嶋
は
同
じ
く
高
島
郡
を
意
味
す
る
。 

 
 
 

五
匁
四
分
六
厘
の
四
人
分
合
計
は
二
十
一
匁
八
分
四
厘
で
あ
る
が
、
祝
儀
分
が
十
八
匁
で
、
残
り
三
匁
八
分
四
厘

が
祝
儀
扇
子
代
か
（
因
み
に
別
掲
載
の
「
諸
色
定
書
」
で
は
家
督
お
礼
の
扇
子
代
は
銀
五
分
と
な
っ
て
い
る
）。 

  
 

六
月
晦
日
ノ
夜
大
水
安
曇
川
所
々
切 

一 

太
田
切
レ
所
普
請
奉
行
名
倉
へ
見
舞
、
此
方
三
人
中
ゟ 

 
 

 

菓
子
曲
物
入
遣
ス
、
代
此
三
ツ
わ
り
八
分
三
り
西
へ
遣
ス 

（
注
）
安
曇
川
（
あ
ど
が
わ
）
は
京
都
市
花
背
付
近
か
ら
若
狭
路
に
沿
っ
て
北
上
し
、
朽
木
付
近
で
西
に
方
向
を
変
え
、

琵
琶
湖
に
注
ぐ
暴
れ
川
。
足
立
一
族
は
、
こ
の
河
口
デ
ル
タ
が
本
拠
で
、
河
口
か
ら
３
㎞
ほ
ど
上
流
に
太
田
が
あ

る
。
曲
物
＝
ま
げ
も
の
（
ワ
ッ
パ
・
木
製
の
円
筒
形
容
器
）
、
代
金
は
計
二
匁
四
分
九
厘
（
約
八
千
円
）。 

 

享
和
三
年
癸
亥
正
月
年
頭
御
礼 

 

（
注
）
享
和
三
癸
亥
（
１
８
０
３
）
年 

 

 

例
年
之
通
三
日
之
昼
ゟ
発
足
、
四
日
之
朝
相
勤
夕
方 

 
 

 
帰
宅
、
太
田
・
南
・
手
前
三
人
・
西
浜
三
人
・
浅
井
二
人
・
石
庭
壱
人
同
席 

 
 

 

献
上
并

包
物
当
年
ハ
西
二
而

拵
ら
へ
、
則
此
方
四
人
割
也 

 
 

 

此
当
り
拾
四
匁
七
分
八
り
ツ
ヽ
、
西
へ
遣
ス 

 

（
注
）
こ
の
計
算
で
は
計
五
十
九
匁
一
分
二
厘
と
な
り
、
約
一
両
で
現
代
換
算
二
十
万
円
弱
と
な
る
。 

 



 8 

１
３ 

 
 

亥
六
月 

一 
銀
六
匁
八
分 

足
立
四
人
分
也
、
壱
人
前
壱
匁
七
分
ツ
ヽ
当 

 

 
 

 

右
者

此
度
村
方
御
冥
加
銀
差
上
候
二

付
、
御
満
足
二

被 

 
 

 

思
召
、
御
酒
料
と
し
て
頂
戴
仕
候 

（
注
）
通
常
の
冥
加
銀
は
、
営
業
許
可
等
に
関
す
る
特
別
税
で
あ
る
が
本
件
は
一
種
の
融
通
で
あ
る
（
参
考
「
累
年
記

事
」
１
９
７
参
照
） 

 
 

 
 

九
月
廿
二
日
晩 

一 

村
田
氏
老
母
死
去
二

付
香
儀
遣
ス
、
此
わ
り
八
分
九
り
八
毛
ツ
ヽ 

（
注
）
前
年
倅
の
喜
蔵
が
死
去
、
弟
の
富
助
が
書
役
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

合
計
金
額
が
分
か
ら
な
い
が
、
喜
蔵
の
香
奠
が
銀
一
両
（
四
匁
三
分
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
包
代
を
付

加
し
五
分
割
し
た
も
の
か
。 

 
 

 
 

同
日 

一 

今
中
氏
当
九
月
中
旬
、
御
歩
並
三
人
扶
持
御
加
増 
 

 
 

 

被
蒙
仰
、
御
祝
為
御
酒
料
南
鐐
一
片
当
方
四
人
ゟ 

 
 

 

遣
ス
、
南
・
手
前
両
人
乍
序
持
参
致
し
候 

 
 
 

此
わ
り
弐
匁
ツ
ヽ 

（
注
）
代
官
手
代
筆
頭
の
今
中
専
治
が
「
御
徒
士
並
」
に
昇
進
し
た
祝
金
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
一
代
抱
の
足
軽
身
分
か
ら

下
士
な
が
ら
、
れ
っ
き
と
し
た
侍
身
分
へ
の
昇
進
で
あ
る
。
正
直
言
っ
て
南
鐐
二
朱
（
約
二
万
五
千
円
）
は
少
な

い
よ
う
な
気
も
す
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
７
） 

享
和
三
亥
年
十
二
月 

 
 
 

帯
刀
人
ハ
別
上
南
鐐
一
片
ツ
ヽ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

御
殿
様 

御
仕
法
二

付
、
御
冥
加
銀 

 
 
 

御
代
官 

保
坂
周
平
様 

 
 
 
 

一 

銀
三
〆
八
百
八
拾
六
匁
弐
分 

 
 
 

五
十
川
村
分 

 
 
 
 
 
 
 

為
御
冥
加
差
上
候
銀
高
也
、
亥
年
ゟ
四
ケ
年
二

割
、
壱
ケ
年
二 

 
 
 
 
 
 
 

九
百
七
拾
壱
匁
五
分
五
り
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

当
亥
年
分
相
打
高
、
五
百
六
拾
五
石
七
斗
四
升 

二

割 

 
 
 
 
 
 
 

壱
石
二

付
、
壱
匁
七
分
弐
り
ツ
ヽ 

（
注
）
五
十
川
村
は
現
在
の
高
島
市
新
旭
町
饗
庭
付
近
に
あ
り
、
東
右
衛
門
の
本
拠
。 

 
 
 

こ
の
村
対
象
高
一
石
当
り
、
年
一
匁
七
分
二
厘
の
拠
出
で
、
計
九
百
七
十
一
匁
余
と
な
る
。 

 
 

 

こ
れ
は
換
算 

約
三
百
二
十
万
円
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

子
年 

同
断
、 

内
九
百
三
拾
七
匁
五
分
七
り 

上
納 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

差
引 

三
拾
五
匁
五
分
過
、
村
高
打
へ
入 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

丑
年 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

寅
年 

凶
作
二

付
半
銀
、
四
百
六
拾
八
匁
七
分
八
り 

納 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

半
銀
残
、
半
銀
卯
年 

上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
注
）
亥
年
か
ら
子
・
丑
・
寅
の
四
ヵ
年
予
定
が
、
寅
年
不
作
で
半
額
納
入
、
翌
卯
年
に
残
半
額
を
納
入
。 

 
 
 

帯
刀
人
は
別
に
一
人
宛
南
鐐
二
朱
（
銀
八
匁
）
を
上
納
。 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

享
和
四
年
甲
子
正
月
御
礼
例
年
之
通
三
日
昼
後 

（
注
）
享
和
四
甲
子
（
１
８
０
４
）
年
、
二
月
改
元
文
化
元
年
。 

 
 

 
 

 

発
足
四
日
ノ
朝
相
勤
候
、
南
ト
手
前
二
人 

 
 

 

包
物
ハ
井
関
氏
方
二
而

出
来
る
、
惣
〆
五
拾
九
匁
七
分 

 
 

 

八
人
わ
り
壱
人
分
七
匁
四
分
六
り
五
毛 

 

 
 

 

外
二

三
匁
金
屋
祝
儀 

 
 

 

 
 

 
 

壱
匁
同 

下
女
二
人 

此
四
人
わ
り
壱
匁
ツ
ヽ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
而

八
匁
四
分
六
り
五
毛
ツ
ヽ 

 
一 
御
領
分
一
統
御
冥
加
銀
、
亥
子
丑
三
ケ
年
差
上
候
二

付 

 
 

 

手
前
共
別
上
南
鐐
一
片
上
納 

但
し
当
郡
八
人
一
緒
二

納 

一 

二
月
朔
日
小
宮
山
庄
蔵
様
御
談
じ
の
筋
二

付
、
貝
津
へ 

 
 

 

御
越
被
成
御
帰
り
の
節
一
寸
御
挨
拶
二

出
候 
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１
４
・
１
５ 

 
 

文
化
二
年
丑
正
月
御
礼
例
年
之
通
三
日
昼
後
発
足 

（
注
）
文
化
二
乙
丑
（
１
８
０
５
）
年
。 

 
 

 
 

 

四
日
朝
相
勤 

献
上
物
ハ
西
二
而

拵
へ
惣
割
七
匁
三
分
六
り 

 
 
 

又
金
や
三
匁
五
分 

 
 
 
 

〃 

下
男
女
百
五
十
文 

 

此
わ
り
四
人 

壱
人
分
壱
匁
弐
分
三
り 

（
注
）
こ
こ
は
銀
と
銭
が
混
在
し
て
い
る
が
、
銭
百
五
十
文
は
、
ほ
ぼ
銀
一
匁
五
分
（
変
動
で
一
匁
四
分
二
厘
）
な
の
で 

四
人
計
四
匁
九
分
二
厘
で
一
致
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
弐
分
三
り
ハ
目
録
□
（
臺
直
逢
引
カ
） 

 
 
 
 
 
 

残
り
合
而 

八
匁
三
分
六
り
ツ
ヽ
当
る
也 

（
注
）
惣
割
七
匁
三
分
六
厘
と
金
屋
分
割
一
匁
二
分
八
厘
の
合
計
が
八
匁
五
分
九
厘
と
な
る
が
、
目
録
代
割
二
分
三
厘
は

別
口
と
し
て
差
引
、
各
分
担
が
八
匁
三
分
六
厘
と
な
る
。 

 
 
 

 

一 

八
月
殿
様
御
末
子
様
柳
生
家
へ
御
養
子
二

被
遣
候
由 

（
注
）
保
光
六
男
の
俊
豊
【
寛
政
二
（
１
７
９
０
）
年
～
文
政
三
（
１
８
２
０
）
年
】
は
、
柳
生
俊
則
の
養
嗣
子
と
な
っ

た
。 

 

一 

九
月
二
日
毛
見
大
通
、
小
宮 

庄
蔵
様
・
山
田
宇
左
衛
門
様
御
休
二

也 
 

（
注
）
「
大
通
」
は
郡
代
并

勘
定
奉
行
ク
ラ
ス
に
よ
る
近
江
領
全
般
の
作
柄
調
査
（
検
見
）
。 

 
 
 

小
宮
山
は
何
度
も
来
訪
し
て
い
る
が
、
「
山
」
が
欠
け
て
お
り
、
こ
れ
は
漢
風
で
は
無
く
単
な
る
ミ
ス
。 

 

 
 

 

山
田
氏
様
御
代
官
ゟ
御
勘
定
二

御
成
被
下
候
而

ゟ
、
当
年
十
二
年
ブ
リ
二
而

参
り
候 

 

 
 

 

由
二
而

、
此
方
へ
も
御
立
寄
有
之
候
、
依
而

金
米
糖
半
斤
ツ
ヽ
曲
物
入
御
両
所
へ
差
上 

 
 
 

候 

 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
匁
弐
分
九
り
ツ
ヽ 

 

南
・
西 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
方
并

五
郎
兵
衛
共
四
人
連
名 

（
注
）
山
田
（
氏
様
は
ミ
ス
）
は
、
以
前
代
官
で
あ
っ
た
も
の
が
、
勘
定
奉
行
に
出
世
し
て
大
通
に
来
訪
し
た
の
で
、
歓

迎
の
意
味
で
金
平
糖
一
斤
献
上
し
た
が
、
四
人
計
で
五
匁
一
分
六
厘
、
換
算
一
万
七
千
円
と
か
な
り
お
高
い
。 

 

一 

九
月
十
四
日
測
量
方
御
奉
行
伊
能
勘
解
由
・
高
橋
善
助
・
坂
部 

 
 

 

貞
兵
衛
上
下
十
三
人 

湖
辺
御
通
行
相
済 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
４
） 

文
化
二
丑
年
九
月
十
四
日 

 
 

 
 
 
 
 

測
量
方
御
奉
行 

 
 

伊
能
勘
解
由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
善
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂
部
貞
兵
衛 

 
 
 

上
下
十
三
人 

 
 
 

右
湖
東
ヨ
リ
巡
々
湖
辺
御
通
行
、
海
津
御
泊
へ
湖
辺
村
絵
図
并 

 
 
 

村
高
等
書
付
差
出
ス
、
夫
ヨ
リ
湖
辺
ヲ
量
り
、
分
間
ヲ
記
シ 

 
 
 

御
巡
行
相
済 

 

  
 

又
、
街
道
筋
ヲ
鉄
の
ク
サ
リ
を
引
、
間
数
を
量
り
被
成
候 

 
 
 
 
 
 

高
百
石
二

付
金
壱
両
也 

 
 
 
 
 
 
 
 

右
の
通
納
候
所
、
大
工
ゟ
中
井
様
へ
願
申
上
、
大
工
高
掛
り
銀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
捨
二

成 

（
注
）
中
井
は
京
都
大
工
頭
で
上
方
一
円
の
大
工
・
杣
・
木
挽
を
支
配
し
、
配
下
の
保
護
に
当
た
っ
た
。 

           

伊
能
忠
敬
の
測
量
に
は
、
村
方
（
大
工
免
除
）
で
の
費
用
負
担
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 

一 

九
月
廿
五
日
願
書
差
上
之
序
、
保
坂
様
病
気
為
御
見
舞 

 
 

 

生
姜
漬
壱
曲
三
人
連
名
也
、
此
割
八
分
三
り 

南
へ
遣
ス 

 
（
注
）
保
坂
周
平
は
鎮
目
代
官
の
後
任
（
１
２
参
照
）。
生
姜
漬
が
二
匁
四
分
九
厘
（
換
算
約
八
千
円
） 

 
 
 
 

 

文
化
三
寅
年
礼
例
年
通
廻
状
来
、
然
候
所
差
支
依
有
之 

（
注
）
文
化
三
丙
寅
（
１
８
０
６
）
年 

 
 

 
 

 

書
付
差
出
し
候
、
其
文 

 

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候 
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一 

当
寅
年
始
御
礼
、
目
出
度
奉
申
上
候
、
御
上
様
倍
御
機
嫌
能
御
超
歳
被 

 
 

 
 
 

為 

遊
奉
恐
悦
候
、
右
例
歳
之
通
以
参
可
申
上
之
処
、
此
節 

 
 
 

私
義
所
労
二

罷
在
候
二

付
、
乍
恐
右
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 
 

 
 

文
化
三
年
正
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

恐
惶
謹
言 

 
 
 
 

 
 

御
代
官
様 

（
注
）
超
歳
（
チ
ョ
ウ
サ
イ
）
は
越
年
の
こ
と
。 

 

 

１
６ 

 

南
・
太
田
両
人
相
勤
マ
ル 

 
 

金
屋 

同
下
女
へ
祝
義
わ
り 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
壱
匁
弐
分
六
厘
ツ
ヽ 

 

 
 

 
 

 

三
月
廿
八
日 

名
倉
喜
平
次
殿
、
金
堂
御
役
所
被
引
越 

 
 

 

後
役
大
村
弁
助
殿
為
祝
義 

南
鐐
壱
片
、
四
人
連
名 

 

 
 

 

南
ゟ
惣
代
と
し
て
五
月
廿
日
持
参
被
成
候
、
此
わ
り
弐
匁
□
分 

 

（
注
）
名
倉
は
代
官
手
代
で
あ
る
が
、
安
曇
川
決
壊
の
補
修
奉
行
を
務
め
て
い
る
（
１
２
参
照
）。 

 
 
 

南
鐐
二
朱
銀
は
銀
八
匁
相
当
で
あ
り
、
四
人
割
で
は
二
匁
で
あ
る
が
相
場
に
よ
り
変
わ
る
。 

 

一 

柳
沢
権
太
夫
様
御
隠
居
被
成
、
暫
ノ
御
遠
慮
二
而

御
帰
役
被
成
候 

 

 
 

 

五
月
廿
七
日
保
坂
氏
御
病
気
二

付
見
舞
、
手
前
相
勤
太
田
と 

 
 

 

并

組
合
村
方
モ
被
参
同
道
也
、
砂
糖
漬
一
斤
曲
物
入
但
三
品
入
代
四
匁
三
分 

 
 

 

当
所
三
人
連
名
也
、
此
三
ツ
わ
り
壱
匁
四
分
四
り 

 

（
注
）
何
の
砂
糖
漬
か
分
か
ら
な
い
が
、
換
算
約
一
万
四
千
円
。 

  
 

 

七
月
十
七
日
保
坂
氏
御
死
去
、
廿
二
日
表
向
御
披
露
、
同
廿
四
日 

 
 

 

送
式
九
ツ
時
、
依
之
太
田
・
南
・
手
前
未
明
二

発
足
、
西
浜
石
田
氏
二
而 

 
 

 

支
度
致
し
御
悔
申
上
、
送
葬
之
節
御
供
申
候
、
即 

 
 

    

焼
香
ハ
三
手
代
衆
・
両
書
役
、
浅
井
郡
六
人
・
西
浜
三
人
・
此
方
三
人 

 
 
 
 

 

 
 

    

香
義
ハ
此
方
四
人
中
ゟ
南
鐐
一
片
也
、
此
わ
り
弐
匁
壱
分
三
り
ツ
ヽ 

 

但
し
ヘ
ギ
代
共 

 

（
注
）
保
坂
は
享
和
三
（
１
８
０
２
）
年
か
ら
文
化
三
（
１
８
０
６
）
年
ま
で
の
短
い
海
津
代
官
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

香
奠
は
南
鐐
二
朱
銀
で
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
何
で
も
「
南
鐐
一
片
」
で
あ
る
。
相
場
変
動
も
あ
ろ
う
が 

ヘ
ギ
は
結
構
高
い
の
か
。 

  
 

 

八
月
廿
四
日
為
助
役
、
鎮
目
甚
三
郎
様
引
越
、
則
当
村
中
食
休
ナ
リ 

 
 

 

廿
五
日
村
々
御
引
渡
し
二

付
参
上
、
此
方
四
人
不
参
様
申
来
候
得
共
、
其
廻
状
延
着 

 
 

 

外
二

御
借
入
御
相
談
二

付
、
太
田
・
手
前
両
人
引
越
、
乍
序
鎮
目
氏
挨
拶
申
候 

 
 

 

仍
而

御
酒
料
銀
五
匁
四
人
連
名
二
而

差
出
し
候
、 

 
 

 

此
わ
り
壱
匁
弐
分
五
り
ツ
ヽ 

太
田
扣
ナ
リ 

（
注
）
こ
の
甚
三
郎
と
金
堂
代
官
と
し
て
転
任
し
た
政
次
郎
と
の
関
係
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
か
な
り
近
い
血
縁
者 

（
息
子
）
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

九
月
朔
日
御
講
御
談
し
二

付
、
小
宮
山
庄
蔵
様
・
加
賀
美
七
十
郎
様 

 

 
 

 

京
都
御
留
守
居
樋
口
与
兵
衛
様
、
右
御
三
方
金
堂
ゟ
段
々
浅
井
郡
ヲ 

 
 

 

御
通
り
海
津
へ
御
越
被
成
、
則
二
日
早
朝
ゟ
参
ル
、
太
田
ハ
前
日
ゟ
被
参
居 

 
 

 

三
日
二

一
統
御
談
シ
有
之
御
酒
被
下
候
、
翌
四
日
朝
七
ツ
時
ゟ
帰
村
仕
候 

 
 

 

御
三
方
五
日
御
帰
り
札
場
二
而

御
挨
拶
申
上
候
、
太
田
へ
御
立
寄
、
中
食
休 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
松
泊
り
之
由
也 

（
注
）
小
宮
山
・
加
賀
美
は
郡
代
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
京
都
留
守
居
樋
口
も
ほ
ぼ
同
様
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
来
訪
は
京

都
講
の
依
頼
と
思
わ
れ
る
。「
札
場
」
は
、
お
そ
ら
く
海
津
の
高
札
場
で
あ
ろ
う
。 

 

１
７ 

 
 

 
十
一
日
毛
見
大
通
中
野
荘
助
様
・
山
田
彦
左
衛
門
様
、
当
村
休
也 

（
注
）
毛
見
大
通
は
１
４
参
照
。
彦
左
衛
門
は
宇
左
衛
門
の
誤
記
か
。 

  
 

 

十
四
日
今
中
氏
ゟ
仕
法
帳
并

御
演
舌
書
到
来
、
則
写
し
置 

 
 

 

十
五
日
昼
後
右
二
冊
深
清
水
村
へ
遣
し
村
継
二
而

返
上
ス 

 
 

 

十
九
日
十
八
日
出
之
御
廻
状
、
先
日
小
宮
山
氏
・
加
賀
美
氏
・
樋
口
氏 
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御
談
し
之
通
、
弥
当
廿
二
日
京
着
之
積
可
致
、
且
京
都
二
而 

 
 
 
 
 
 

御
世
話
申
上
相
働
可
申
由
也
、
則
海
津
ゟ
ハ
今
中
氏
出
京
之 

 
 
 
 
 
 

由
、
郷
宿
ハ
柳
馬
場
四
条
上
ル
つ
る
か
や
彦
三
郎
也 

 
廿
一
日
発
足
二
而

上
京
廿
二
日
夕
着 

 
 

 

十
月
十
六
日
昼
京
発
足
十
七
日
夕
帰
宅
、
都
合
廿
三
日
京
逗
留
也 

（
注
）
先
の
小
宮
山
等
の
来
訪
は
、
京
都
に
於
講
（
金
策
）
へ
の
協
力
依
頼
で
あ
り
、
東
右
衛
門
自
身
が
京
に
出
向
く
こ

と
に
な
っ
た
。 

  
 
 
 

右
之
賄 

六
拾
四
匁
四
分 

 

壱
日
二
匁
八
分
当 

 
 
 
 
 
 
 
 

弐
拾
目 

 
 
 
 

道
中
上
下
賄 

 
 
 
 
 
 
 
 

四
匁 

 
 
 
 
 

右
荷
物
賃
ノ
当 

 
 
 
 

〆 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

又
弐
匁
七
分
壱
り 

 

京
宿
茶
代
弐
朱
一
片
三
人
割 
 

 
 
 
 

合 
 

九
拾
壱
匁
壱
分
壱
り 

御
勘
定
元
方
ゟ
受
取 

（
注
）
京
都
出
張
の
手
当
て
で
あ
る
が
、
二
十
三
日
合
計
が
九
十
一
匁
一
分
一
厘
で
、
換
算
約
三
十
万
円
と
な
る
。 

一
般
に
江
戸
の
金
使
い
と
言
う
が
、
こ
の
様
な
算
定
は
金
・
分
・
朱
の
四
進
法
で
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。 

 
 
 

 

右
初
会
之
節
御
出
席 

小
宮
山
氏
・
渡
邊
氏 

 

京 

樋
口
与
兵
衛
様
・
同
八
兵
衛
様
、
添
役
増
田
半
右
衛
門
様 

 

 
 
 
 
 
 

 

海
津
ゟ
ハ 

今
中
專
治
様 

 
 

 

右
京
都
調
達
銀
集
御
取
結
御
セ
話
仕
候
二

付
、
為
御
称
美
桟
留
御
袴
地
一
反
被
下
也 

（
注
）
今
回
の
京
都
出
張
の
目
的
は
、
京
都
商
人
か
ら
の
金
策
で
あ
っ
た
が
、
十
五
万
石
大
名
家
の
重
臣
が
寄
集
ま
っ 

て
も
、
海
津
の
帯
刀
人
の
世
話
が
無
け
れ
ば
進
め
ら
れ
な
い
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
な
お
先
般
や
っ
と
侍
身
分
に
昇

格
し
た
今
中
が
同
席
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
（
器
量
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
）。 

な
お
褒
賞
の
生
地
は
、
本
来
イ
ン
ド
の
マ
ド
ラ
ス
（
現
チ
ェ
ン
ナ
イ
）
か
ら
渡
来
し
た
縞
織
り
の
綿
布
で
、
こ
れ
は

後
に
日
本
で
織
ら
れ
た
物
だ
ろ
う
が
、
か
な
り
の
高
級
品
で
あ
る
。 

 
 

一 

八
月
廿
八
日
、
江
府
若
殿
様
御
方
、
御
男
子
様
御
出
生
九
月
十
五
日 

 

 
 

 

御
七
夜
御
祝
義
有
之
、
象
之
助
様
と
称
シ
申
上
候
由 

（
注
）
保
泰
の
正
妻
で
あ
る
大
垣
藩
主
娘
戸
田
と
の
長
子
で
あ
る
が
、
二
歳
で
早
世
。 

 
 
 
 

 

一 

九
月
廿
八
日
、
大
殿
様
御
発
駕
十
月
十
二
日
御
入
国
之
積
之
処
、
大
井
川 

 
 

 

一
日
差
支
二

付
、
十
三
日
御
機
嫌
能
御
入
国 

一 

十
二
月
十
一
日
、
御
代
官
増
田
半
右
衛
門
様
、
従
京
都
御
引
越
被
成
、
則
当
村
二
而 

 
 

 

昼
休
也
、
御
内
室
・
娘
両
人
・
下
七
人
也
、
久
々
ノ
挨
拶
二

出
済
し
候 

（
注
）
増
田
は
、
先
般
急
死
し
た
保
坂
の
後
任
で
あ
る
が
、
先
般
十
月
の
京
都
会
合
に
も
出
席
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

同
十
二
日
、
助
役
鎮
目
氏
ゟ
増
田
様
へ
御
引
渡
有
之
、
此
方
三
人
・
北
四
人
一
緒
二 

 
 

 

出
ル
、
浅
井
・
塩
津
モ
引
継
キ
次
二

村
々
相
済 

 
 
 
 
 
 

此
方
四
人
ゟ
南
鐐
一
ツ
・
酒
三
升
持
参
致
ス 

 
 

 
 
 
 
 
 

此
わ
り
弐
匁
壱
分
南
へ
遣 

此
わ
り
九
十
文
ツ
ヽ
太
田
扣
也 

（
注
）
例
に
よ
っ
て
南
鐐
二
朱
銀
で
あ
る
が
、
七
月
保
坂
香
奠
の
割
は
二
匁
一
分
三
厘
で
あ
り
、
こ
の
間
の
相
場
変
動
を

表
し
て
い
る
。
な
お
酒
三
升
は
銭
建
で
計
３
６
０
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
概
ね
銀
三
匁
六
分
に
当
た
り
、
換
算
約

一
万
二
千
円
で
あ
る
。 

 

 
 

 

同
日
夜
、
鎮
目
氏
旅
宿
へ
浅
井
・
高
嶋
帯
刀
中
一
緒
二

御
餞
別
二

出
ル
、
則 

 
 

 

両
郡
十
六
人
中
ゟ
金
百
匹
出
候
、
此
わ
り
□
□ 

（
注
）
鎮
目
は
、
七
月
保
坂
代
官
死
亡
に
よ
り
、
八
月
に
助
役
と
し
て
臨
時
赴
任
し
て
い
た
（
金
堂
代
官
の
縁
者
か
）。 

 
 

 

こ
こ
で
浅
井
郡
・
高
島
郡
が
海
津
代
官
所
支
配
で
あ
り
、
当
時
両
郡
の
帯
刀
人
が
十
六
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
百
匹
（
疋
）
は
、
本
来
は
一
疋
が
十
文
、
百
疋
が
一
貫
文
を
意
味
し
て
い
る
が
、
一
両
が
銭
四
貫
の
初
期
時

代
に
、
金
一
分
は
銭
一
貫
＝
千
文
＝
百
疋
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
銭
が
変
動
相
場
制
に
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
金
一

分
が
銭
百
疋
と
な
り
、
さ
ら
に
金
百
疋
と
言
い
慣
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
金
一
両
が
銀
六
十
匁
と
す
れ

ば
、
金
一
分
は
銀
十
五
匁
で
、
十
六
人
割
は
九
分
四
厘
と
な
る
。
そ
れ
で
は
何
故
「
一
分
」
と
言
わ
ず
に
「
百
疋
」

と
言
っ
た
の
か
、
百
疋
は
村
方
で
は
殆
ど
使
わ
れ
な
い
が
、
参
勤
交
代
道
中
記
に
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

合
計
計
算
を
行
う
場
合
に
、「
銀
一
分
」
と
混
同
し
な
い
為
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
現
代
の
解
説
で
は
金
一
両
と
銀
一

両
、
甚
だ
し
き
は
銀
一
貫
目
と
銭
一
貫
文
が
混
同
さ
れ
て
い
る
も
の
さ
え
見
か
け
る
。 

 

１
８ 
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卯
年
始
御
禮
例
年
通
り
正
月
三
日
昼
後
発
足
、
太
田
ト
南
・
手
前
也 

 
（
注
）
文
化
四
丁
卯
（
１
８
０
７
）
年
。 

 
四
日
御
礼
相
勤
雪
降
ル
、
外
二

西
浜
と
相
談
有
之
、
仍
而 

下
男
ト
弥
三
八
雇
也 

 
 

 

太
田
ノ
下
男
ハ
戻
し
、
三
人
泊
り
五
日
朝
舟
二
而

帰
ル 

 
 

 

年
礼
包
物
わ
り
八
匁
三
分
八
り 

 

一 

京
都
御
屋
敷
稲
荷
社
御
建
替
二

付
、
御
頼
ミ
の
由
、
則 

 
 

手
前
共
ゟ
南
鐐
壱
片
献
上
也 

 
 

 

殿
様
五
両
・
増
田
氏
壱
歩
・
手
代
衆
弐
朱
ツ
ヽ
之
由
、
井
関
氏
口
演
也 

（
注
）
京
都
壬
生
屋
敷
の
鎮
守
社
建
替
献
金
で
あ
る
が
、
或
い
は
帯
刀
人
は
京
の
拠
点
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
か
。 

 
 
 

井
関
も
高
島
郡
の
帯
刀
人
で
あ
り
、
当
然
に
献
納
し
た
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

藩
主
五
両
、
代
官
一
分
、
手
代
二
朱
、
帯
刀
人
南
鐐
二
朱
の
バ
ラ
ン
ス
が
面
白
い
。 

 
 

   

な
お
京
都
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
こ
の
Ｈ
Ｐ
掲
載
の
豊
田
家
文
書
「
諸
色
定
書
」
三
十
五
参
照
願
う
。 

 
 

 
 

 

三
月
廿
三
日
・
廿
四
日
・
廿
六
日
、
弐
会
目
并

新
講
一
冊
出
来
二

付
、
去
秋
ノ
通
り 

 
 

 

十
七
日
発
足
二
而

出
京
、
同
廿
九
日
京
出
立
二
而

四
月
朔
日
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
賄
五
十
四
匁
八
分
上
下
家
来
ト
モ
入 

（
注
）
京
商
人
金
策
の
た
め
の
講
会
参
加
出
京
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

六
月
廿
一
日
、
霜
降
村
又
兵
衛
、
苗
字
帯
刀
御
免
之
由
為 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

披
露
五
色
半
切
百
枚
来
ル 

（
注
）
現
在
の
高
島
市
新
旭
町
旭
（
饗
庭
）。
饗
庭
又
兵
衛
は
京
大
黒
屋
の
別
家
で
、
大
黒
屋
又
兵
衛
と
し
て
江
戸
で
古
着

屋
と
し
て
大
成
功
す
る
（
植
田
知
子
氏
論
文
参
照
）
。
こ
の
頃
か
ら
郡
山
藩
は
積
極
的
に
帯
刀
人
を
増
や
す
策
に
出

る
（
一
種
の
売
官
策
）。 

 

一 

五
月
廿
二
日
、
象
之
助
様
御
逝
去
之
由
、
御
停
止
触
有
之
候 

（
注
）
保
泰
長
子
象
之
助
公
、
御
年
二
歳 

御
本
腹
、
善
功
院
殿
真
相
覚
夢
大
童
子
（
正
覚
山 

月
桂
寺
） 

 
 
 

音
曲
普
請
の
停
止
触
れ
で
あ
る
が
、
日
限
不
明
。 

 

七
月
十
九
日
、
海
津
角
野
藤
太
夫
・
同
藤
右
衛
門
苗
字
帯
刀 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
免
之
由
、
為
披
露
半
切
弐
百
枚
連
名
二
而

来 
 

  
 

 

同
廿
四
日
出
御
廻
状
到
来
、
則
八
月
二
日
朝
太
田
・
霜
降
同
道
二
而

行 

 
 

 

則
二
日
昼
後
御
談
し
有
之
、
尤
両
郡
一
緒
也
、
同
夕
方
升
藤
宅
二
而

御
酒 

 
 

 

御
肴
御
吸
物
被
下
、
三
日
朝
ゟ
升
藤
宅
二
而

両
郡
相
談
有
之 

 
 

 

手
代
小
川
吉
郎
右
衛
門
殿
、
御
国
表
御
引
取
被
仰
付
、
御
国
二
而

時
計
番
之
由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
段
下
り
也 

 
 

 

書
役
内
藤
助
五
郎
殿
、
手
代
格
二

成
、
大
津
御
蔵
御
留
守
居
被
仰
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

伊
藤
浜
右
衛
門
殿
跡
役
也 

 
 

 

書
役

村
田
冨
助
殿
、
手
代
被
蒙
仰
則
祝
義
南
鐐
一
片
二

弐
升
切
手
添 

 

 
 

 

五
人
連
名
二
而

持
参
、
霜
降
大
又
取
替
此
わ
り
壱
匁
七
分
四
り 

、 

□
□
百
八
十
三
文
遣
ス 

（
注
）
か
な
り
大
幅
な
人
事
異
動
で
あ
り
、
新
任
増
田
代
官
に
よ
る
刷
新
か
。
手
代
小
川
が
帰
郡
降
格
に
な
り
、
書
役
喜

蔵
の
後
任
で
あ
る
弟
富
助
が
早
々
と
手
代
に
昇
進
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

村
田
氏
ゟ
此
方
仲
間
中
并

庄
屋
中
へ
、
三
升
樽
大
鯉
壱
本
郷
宿
へ
来 

 
 

 

同
八
月
四
日
早
朝
、
舟
二
而

角
浜
迄
還
ル
、
太
田
慎
・
霜
降
又
・
田
井
庄
屋
・ 

三
尾
里
庄
屋
同
船
也 

（
注
）
村
田
は
異
例
の
昇
進
で
大
盤
振
舞
か
（
但
し
酒
三
升
の
う
ち
二
升
は
昇
進
祝
い
切
手
流
用
）
。 

 

１
９ 

 
 

 
 

 
名
倉
常
蔵
殿
・
高
橋
彦
次
郎
殿
、
書
役
被
蒙
仰
、
為
挨
拶
南
鐐
一
片
ツ
ヽ 

 
 

 
此
方
五
人
連
名
二
而

遣
ス
、
太
田
取
計
被
成
候
、
九
月
十
五
日
也 

此
わ
り
三
匁
三
分

四
り 

（
注
）
内
藤
・
村
田
の
手
代
昇
進
に
伴
う
補
充
任
用
。
な
お
例
の
南
鐐
二
朱
は
銀
八
匁
三
分
五
厘
と
銀
相
場
が
下
落
。 

  
 

 

九
月
廿
日
立
、
京
都
御
講
登
り
廿
九
日
迄
二

相
済 
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十
月
八
日
帰
村
、
此
賄
四
十
九
匁
弐
分 

 

京
逗
留
中
弐
匁
八
分
ツ
ヽ
、
道
中
上
下
廿
四
匁
也 

 
 
 

加
々
美
七
十
郎
様
・
中
野
荘
助
様
御
加
増 

 
 
 

小
宮
山
庄
蔵
様
、
御
奏
者
番
被
仰
蒙
二
席
上
り
也 

 
 
 

樋
口
與
兵
衛
様
、
御
鑓
奉
行
弐
拾
表
御
加
増
、 

此
二
方
へ
京
都
二
而

各
一
緒
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
恐
悦
申
上
、
此
割
四
匁
当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

各
勤
方
是
迄
通
り 

（
注
）
京
講
金
策
成
功
の
褒
賞
と
し
て
関
係
者
が
夫
々
昇
進
加
増
を
受
け
て
い
る
（
小
宮
山
は
二
段
階
）。 

  
 
 

十
月
十
日
、
殿
様
御
発
駕
之
由 

 
 

 
 
 

 文
化
五 

 

（
注
）
文
化
五
戊
辰
（
１
８
０
８
）
年
。 

 

 
 

 

辰
年
始
御
禮
例
年
之
通
、
正
月
三
日
昼
後
発
足
（
大
又
・
南
・
手
前
） 

 
 
 

四
日
御
礼
相
勤 

尤
当
春
ハ
帯
刀
人
三
人
も
増
候
故
、
海
津
・
西
浜
邊 

 
 
 

夕
方
帰
村 

 
 

朔
日
相
勤
当
日
ハ
当
邊
ト
塩
津
計
也 

 

 
 
 
 

年
礼
包
物
わ
り 

  
 

 

四
月
十
一
日
、
宗
門
御
改
今
中
氏
・
村
田
氏 

保
・
ミ
ツ
ヒ
ロ
ノ

字
ハ
勿
論
、
菊
・ 

虎
・
ハ
ル
、
男
女
名
可
禁
ノ
由 

（
注
）
寛
政
十
二
（
１
８
０
０
）
年
に
、
嗣
子
保
民
急
死
に
よ
り
急
遽
保
泰
が
嗣
子
と
な
っ
た
時
に
、
禁
忌
と
な
っ
て 

 
 
 

い
る
が
、
八
年
後
に
至
っ
て
何
故
に
再
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
（
７
参
照
）。 

 

 
 

 

〃
廿
二
日
、
大
坂
米
平
四
拾
〆
目
之
郷
印
、
饗
庭
七
ケ
村
印
形
当
村
二
而

調
印 

 

 
 
 

可
致
旨
、
大
村
氏
・
村
田
氏
ゟ
南
・
手
前
・
太
田
三
人
へ
申
来
ル
、
則 

 
 
 

廿
三
日
組
合
銘
々
印
形
持
参
二
而

調
印
、
翌
廿
四
日
海
津
へ
納 

（
注
）
大
村
・
村
田
は
海
津
代
官
手
代
。
四
十
貫
目
郷
印
の
意
味
は
不
明
だ
が
、
銀
四
十
貫
と
す
れ
ば
約
一
億
二
千
八
百

万
円
に
相
当
す
る
。
恐
ら
く
饗
庭
組
全
体
の
産
米
抵
当
権
か
専
売
権
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

米
平
は
当
時
大
坂
の
代
表
的
両
替
商
、
米
屋
平
右
衛
門
の
こ
と
。
享
保
年
間
に
諸
藩
大
阪
蔵
屋
敷
か
ら
江
戸
藩 

邸
に
送
る
資
金
と
、
江
戸
商
人
が
大
坂
に
送
る
資
金
を
為
替
相
殺
す
る
手
法
を
確
立
し
、
大
坂
十
人
両
替
と
な 

っ
た
豪
商
。
郡
山
藩
の
蔵
元
（
掛
屋
）
で
も
あ
っ
た
（
分
限
帳
下
２
１
３
御
扶
持
者
五
十
五
人
扶
持
） 

 

 
 

 

六
月
廿
一
日
、
十
四
日
出
廻
状
村
々
六
月
勘
定
触
ト
一
緒
二

来
、
其
趣
ハ
来
ル
廿
七 

 
 

 

日
御
用
向
有
之
候
間
、
廿
六
日
夕
着
之
積
り
二
而

罷
越
候
様
申
来
ル
、
則 

 
 

 

次
へ
遣
ス
、
太
田
慎
・
霜
降
大
又
・
手
前
三
人
名
当
ナ
リ 

 
 

 

廿
六
日
、
昼
後
四
人
同
道
二
而

行
、
但
し
南
共
也 

 
 

 

廿
七
日
夕
、
於
福
善
寺
両
郡
一
緒
二

御
酒
・
お
吸
物
等
被
下
、
但
両
郡
二
而

六
十
人
程 

 
 

 

也 

 
 

 

廿
九
日
早
朝
ゟ
帰
村 

（
注
）
福
善
寺
は
海
津
の
浄
土
真
宗
寺
院
、
大
勢
の
供
応
の
た
め
使
用
か
。 

 
 
 

こ
の
供
応
は
次
に
述
べ
る
朝
鮮
使
節
の
接
待
費
用
分
担
の
根
廻
し
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

 
 

 

七
月
四
日
、
御
状
到
来
、
一
筆
令
啓
上
候
、
然
者

先
達
而

御
觸
有
之
候
朝
鮮
信
使 

対
州
迄
来
聘
二

付
、
諸
御
普
請
等
之
御
入
用
村
々
納
方
之
儀
二

付
、
御
国
元
ゟ 

御
雛
形
ヲ
以
納
方
被
仰
越
候
二

付
、
自
分
儀
仝
四
日
出
立
二
而

郡
山
表
江

罷
出 

直
二

出
京
之
積
二

有
之
候
、
然
候
所
御
国
元
ゟ
も
御
領
分
村
々 

２
０ 

 
 

 

相
納
候
儀
二

付
、
御
国
元
之
振
合
を
以
、
江
州
御
領
分
も
可
相
納
旨
被
仰
越 

 
 

 

間
違
候
而
者

不
相
済
、
金
堂
両
手
共
同
様
二

有
之
ゟ
高
嶋
惣
代
二 

 
 

 

帯
刀
人
之
内
壱
人
、
浅
井
郡
ゟ
壱
人
、
地
方
役
人
有
之
義
二

付
、
御
自
分 

 
 

 

乍
御
太
儀
出
京
之
積
二

取
計
置
候
、
右
二

付
明
日
中
二

七
ケ
村
印
形 

 
 

 
其
元
江

相
対
持
参
、
尤
先
達
而

二
条
御
番
所
表
江

書
上
候
村
高
并

引
物 

 

 
 

 
等
書
上
之
通
之
書
付
も
、
一
所
二

其
元
方
江

持
参
い
た
し
候
様
、
別
紙
二 

 
 

 

相
触
候
間
、
可
致
持
参
存
候
、
御
受
取
無
間
違
海
津
御
役
所
へ
、
村
々
印 

 
 

 

形
書
付
明
後
朝
持
参
可
有
之
候
、
其
砌
得
与

尚
又
可
申
談
候
、
右
可
申
入
如
此
候 

 
 

 

恐
惶
謹
言 

 
増
田
半
右
衛
門
印 

辰
七
月
四
日 
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（
注
）
二
条
御
番
所
は
京
都
西
役
所
（
奉
行
）
の
こ
と
か
。
朝
鮮
通
信
使
の
様
な
幕
府
賦
課
は
、
藩
を
通
さ
ず
奉
行
所
等

で
直
接
村
々
に
指
示
す
る
例
が
あ
る
（
大
川
普
請
役
金
も
同
様
）。 

  
 
 

六
日
早
朝
海
津
行
同
夜
帰
村 

浅
井
ゟ
大
浜
氏
来
一
同
二

出 

右
朝
鮮
一
件
也 

 
 
 

八
日
発
足
上
京
九
日
着
、
両
郡
村
高
帳
面
并

永
荒
無
地
村
弁
高
帳
面 

 
 
 

廿
日
二

西
御
役
所
へ
相
納
廿
二
日
帰
宅 

（
注
）
大
浜
は
浅
井
郡
大
庄
屋
格
帯
刀
人
の
大
浜
仲
右
衛
門
（
近
江
領
に
は
大
庄
屋
制
は
無
い
が
格
付
け
と
し
て
存
在
し
、

東
右
衛
門
の
祖
父
多
右
衛
門
も
そ
う
で
あ
っ
た
）。
な
お
こ
こ
で
、
当
時
の
朝
鮮
通
信
使
事
情
を
考
え
た
い
。
寛
政

三
（
１
７
９
１
）
年
、
幕
府
は
江
戸
迄
の
通
行
経
費
を
削
減
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
対
馬
で
の
「
易
地
聘
礼
」
を

打
診
さ
せ
た
が
朝
鮮
側
は
こ
れ
に
同
意
せ
ず
、
通
信
使
派
遣
の
延
期
と
な
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
側
に
も
派
遣
費
用

の
削
減
意
図
が
生
じ
、
文
化
七
（
１
８
１
０
）
年
に
よ
う
や
く
「
易
地
聘
礼
」
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
た
め
に
対
馬
に
迎
賓
館
を
設
け
る
等
の
新
た
な
負
担
が
生
じ
、
西
国
各
地
で
事
前
の
費
用
負
担
問
題

が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

八
月
十
日
、
御
用
状
来 

 
 
 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

村
々
御
講
之
儀
二

付
、
申
談
候
儀
有
之
間 

 
 
 

明
後
十
一
日
御
自
分
、
当
所
郷
宿
平
三
郎
方
迄
可
被
罷
出
候
、
尤 

 
 
 

其
節
三
尾
里
村
庄
屋
彦
四
郎
罷
出
候
様
、
夫
ゟ
被
申
越
、
一
緒
二 

 
 
 

可
被
出
候
、
右
申
達
候 

以
上 

 
 
 
 
 

八
月
九
日 

 
 
 

増
田―
―

印 

  
 
 

右
二

付
十
一
日
三
尾
里
村
同
道
二
而

出
候
所
、
則
太
田
慎
殿
罷
被
出
、
井
関 

 
 
 

澤
村
太
次
右
衛
門
・
上
の
山
五
郎
左
衛
門
・
寺
久
保
源
左
衛
門
等
也
、
増
田
氏
御
宅

二
而

御
談
し
有
之
候
也
、
同
夜
銘
酒
三
升
鯉
弐
尾
、
御
頭
よ
り 

 
 
 

為
持
被
遣
候 

（
注
）
村
講
（
藩
金
策
の
た
め
村
方
で
主
催
の
頼
母
子
講
の
様
な
も
の
か
）
の
開
催
に
つ
い
て
の
要
請
。 

  
 

 

同
日
、
両
郡
取
為
替
義
定
一
札
帳
面
奥
印
致
ス 

 
 

 

同
十
五
日
、
於
霜
降
村
初
会
相
勤
、
尤
組
合
一
村
ゟ
弐
人
ツ
ヽ
出
席
帳
面
相
認
候 

  
 

 

十
七
日
、
御
用
状
到
来 

 
 

 

一
筆
令
啓
達
候
、
秋
冷
之
砌
弥
無
御
障
御
暮
之
由
、
珍
重
御
儀
御
座
候
、
然
者 

 
 

 

当
冬
納
御
見
込
之
内
、
六
拾
貫
目
之
儀
可
成
事
二

候
ハ
ヽ
、
勘
弁
之
上
致 

 
 

 

調
達
、
九
月
頃
相
納
呉
候
様
、
先
頃
自
分
出
府
之
砌
被
仰
談
候 

得
共
、
不
残
九
月
頃
二

勘
弁
之
儀
者

出
来
不
申
候
得
共
、
可
成
事 

二

候
ハ
ヽ
得
与

申
談
致
、
調
達
候
程
宛
十
一
月
迄
二

追
々
相
納
候
様 

為
致
可
申
旨
申
上
候
、
然
ル
処
九
月
下
旬
二

ハ
是
非
御
入
用
之 

２
１ 

 
 

 

儀
有
之
候
間
、
少
し
成
共
致
調
達
候
様
致
度
存
候
間
、
精
々
相 

 
 

 

頼
弐
三
拾
貫
目
成
共
、
九
月
下
旬
二

致
調
達
相
納
呉
候
様
、
取 

 
 

 

計
申
談
呉
候
而

、
残
銀
之
処
者

調
達
次
第
追
々
相
納
呉 

 
 

 

候
様
呉
々
御
頼
二

付
、
九
月
下
旬
迄
二

銀
弐
拾
貫
目
為
致
調
達 

 
 

 

可
申
旨
申
置
候
間
、
近
頃
乍
御
太
儀
右
弐
拾
貫
目
之
銀
子 

 
 

 

高
嶋
・
浅
井
二
而

歩
安
之
処
致
勘
弁
、
九
月
下
旬
迠
二

郡
山
へ 

 
 

 

相
納
候
様
、
両
郡
相
談
之
上
宜
御
取
計
可
有
之
候
、
勿
論
残 

 
 

 

銀
四
拾
貫
目
之
所
茂

、
十
一
月
中
二

致
調
達
相
納
候
積
り
二 

 
 

 

有
之
候
間
、
是
又
心
当
テ
被
致
候
様
致
度
存
候
、
尤
右
之 

 
 

 

次
第
浅
井
郡
大
濱
仲
右
衛
門
・
林
傳
右
衛
門
・
橋
本
清
蔵
江
茂

申
遣
候 

 
 

 

間
、
宜
相
談
之
上
御
取
計
有
之
、
前
段
之
銀
弐
拾
貫
目
九
月 

 
 

 

下
旬
迠
二

致
調
達
候
様
、
御
取
計
可
有
之
候
、
右
可
申
入
如
斯 

 
 

 

御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 

八
月
十
四
日 

増
田
半
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 

井
関
吉
郎
兵
衛
殿 

 

西
浜 

 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 

五
十
川 

 
 
 
 
 

 

（
注
）
増
田
代
官
か
ら
冬
納
（
調
達
）
分
銀
六
十
貫
目
に
つ
い
て
、
何
と
か
九
月
中
に
前
納
す
る
よ
う
郡
山
か
ら
指
示 

 
 
 

が
あ
り
、
種
々
折
衝
の
結
果
、
取
敢
え
ず
九
月
下
旬
ま
で
に
二
十
貫
を
郡
山
へ
前
納
し
、
残
四
十
貫
に
つ
い
て 

も
十
一
月
中
に
納
め
て
欲
し
い
旨
、
高
嶋
・
浅
井
両
郡
の
帯
刀
人
に
強
硬
な
依
頼
が
あ
っ
た
も
の
。 

本
来
、
帯
刀
人
は
こ
の
様
な
公
的
立
場
に
は
な
い
が
、
特
定
の
帯
刀
人
は
実
質
的
に
「
大
庄
屋
」
的
役
目
を 
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担
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
九
月
朔
日
夜
御
用
状
来
、
則
京
都
御
留
守
居
様
ゟ
御
召
し
趣
也 

朝
鮮
人
一
件
也 

 
 
 

三
日
早
朝
出
立
上
京
、
四
日
昼
前
着
同
五
日
立
大
津
迠
出
、
六
日
帰
村 

 
 
 

七
日
海
津
行
八
日
逗
留
九
日
夕
帰
宅 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
５
） 

 
 

文
化
五
戊
辰
年 

 
 
 
 

琉
球
人
国
役
銀 

 
 
 
 
 
 

高
百
石
二

付
拾
六
匁
三
分 

 

 
 
 
 
 
 

納
銀
百
拾
七
匁
三
分
八
厘
八
毛 

 

但
大
工
高
引
残
り
也 

（
注
）
こ
れ
を
逆
算
す
る
と
村
高
（
大
工
高
引
）
は
七
百
二
十
石
一
斗
七
升
余
と
な
り
、
二
十
七
石
強
が
大
工
高
。
な
お

村
高
は
検
地
収
穫
量
で
算
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
大
工
高
等
が
加
算
さ
れ
て
い
る
の
で
差
引
修
正
し
て
い
る
。 

  
 
 
 

同
五
年
辰
ヨ
リ
申
迄
五
ケ
年
ノ
間 

 
 
 
 
 

朝
鮮
人
国
役
金 

 
 
 
 

百
石
二

永
弐
百
文
ツ
ヽ 

 
納 

 
 
 
 
 
 

高
百
石
二

付
金
壱
両
也 

 

此
銀
村
高
二

百
匁
三
分
八
り
八
毛
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 

納
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
之
通
納
候
所
大
工
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
井
様
願
申
上
、
大
工
高 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掛
り
銀
御
用
捨
二

成 

（
注
）
こ
の
計
算
は
さ
ら
に
複
雑
で
、
賦
課
は
村
高
（
大
工
高
修
正
）
百
石
ニ

付
金
一
両
と
四
進
法
の
金
建
で
あ
る
。
こ
れ

を
七
百
二
十
石
一
斗
七
升
に
当
て
は
め
て
算
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
利
用
さ
れ
た
の
が
仮
想
通
貨

永
樂
銭
に
よ
る
永
銭
勘
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
永
樂
銭
を
金
一
両
＝
銭
一
貫
目
＝
千
文
と
い
う
固
定
相
場
と
し
て
こ

の
場
合
五
年
間
で
、
百
石
ニ

付
一
両
（
永
銭
千
文
）
で
あ
る
か
ら
、
一
年
で
は
同
二
百
文
に
な
る
。
そ
こ
で
琉
球
人

国
役
高
七
百
二
十
石
一
斗
七
升
の
村
高
で
あ
れ
ば
、
一
両
四
百
四
十
文
三
分
四
厘
に
な
る
。
仮
に
一
両
の
銀
相
場

価
格
が
六
十
七
匁
で
あ
れ
ば
九
十
六
匁
五
分
一
厘
（
五
年
間
で
は
四
百
八
十
二
匁
五
分
一
毛
）
に
な
る
が
、
こ
の

時
点
の
銀
相
場
が
不
明
で
あ
る
た
め
算
定
は
不
可
能
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

２
１
（
続
） 

 
 

 

名
倉
常
蔵
殿
婚
礼
、
先
月
有
之
候
由
二

付
、
則
弐
升
樽
切
手
遣
し
候
也 

（
注
）
名
倉
常
蔵
は
補
充
任
用
さ
れ
た
海
津
代
官
書
役
。 

  
 

 

十
三
日
夕
御
用
状
来 

十
四
日
海
津
行 

 
 

 

十
六
日
発
足
上
京
朝
鮮
人
掛
り
御
用
向
并

御
講
相
勤
、
十
月
三
日
帰
宅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
講
方
賄
六
拾
弐
匁
受
取 

但
十
二
日
四
匁
ツ
ヽ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

片
道
十
四
匁
也 

 
 

 

十
月
廿
二
日
、
角
野
藤
右
衛
門
続
目
為
披
露
青
半
切
百
枚
来 

（
注
）
角
野
家
は
こ
の
七
月
に
帯
刀
人
。 

  
 

 

十
一
月
六
日
御
用
状
、
太
田
・
南
・
手
前
三
人
へ
来
、
則
太
田
へ
遣
ス
也 

来
八
日
両
郡
共
村
々
郷
宿
二
而

相
談
有
之
二

付
、
海
津
表
へ
罷
越
候
様
申
来
候
也 

 
 

 

同
八
日
行
九
日
帰
村
油
ヤ
泊
り
也
、
太
田
・
手
前
二
人 

  
 

 

廿
一
日
郡
山
御
廻
状
村
方
来 

 
 
 
 
 
 

柳
沢
新
五
郎
様 

 
 
 
 

御
一
族
被
仰
付 

 
 
 
 
 
 

豊
原
権
左
衛
門
様 

 
 
 

御
家
老
職
被
仰
付 

（
注
）
柳
澤
新
五
郎
は
、
柳
澤
吉
保
の
父
安
忠
の
養
子
（
兄
安
吉
の
長
子
）
を
祖
と
す
る
柳
澤
一
族
で
、
い
わ
ゆ
る
柳
澤

新
五
郎
家
で
あ
る
が
、
幕
末
分
限
帳
で
は
「
大
寄
合
」
で
御
一
族
で
は
無
い
（
経
歴
等
で
変
わ
る
の
か
）
。 

 

２
２ 

 
 

 

十
二
月
十
三
日
、
今
中
氏
御
内
室
死
去 

此
方
五
人
連
状
悔
状
并

香
儀 

金
壱
歩 

 

 
 

 

十
五
日
村
方
ノ
便
り
二

頼
ミ
遣
ス
也 

 
 

此
割
三
匁
三
分
四
り 

 
（
注
）
代
官
手
代
今
中
専
治
の
妻
、
今
中
は
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た
器
量
人
で
、
通
常
南
鐐
二
朱
の
と
こ
ろ
、
そ
の
倍 

 

の
一
分
は
か
な
り
弾
ん
だ
額
で
あ
る
。
五
人
割
か
ら
逆
算
す
る
と
十
六
匁
七
分
と
な
り
、
一
両
が
銀
六
十
六
匁 

八
分
の
相
場
価
格
に
な
る
。 

 
 

文
化
六 

（
注
）
文
化
六
己
巳
（
１
８
０
９
）
年
。 
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巳
年
年
始
御
禮
例
年
之
通
御
廻
状 

十
二
月
廿
五
日
来 

 
 
 

雪
降
二

付
四
日
朝
、
南
・
霜
ふ
り
・
手
前
三
人
、
今
津
ゟ
舟
二

乗
り 

 
 
 

昼
海
津
着
昼
後
年
禮
相
勤
、
西
浜
・
海
津
ハ
朝
相
済 

 
 
 

献
上
ハ
一
緒
二

差
上
、
其
外
祝
義
物
ハ
此
方
分
海
津
二
而

認
候
也 

 
 
 
 
 

此
わ
り
八
匁
九
分
八
り 

 
 
 
 
 

献
上
わ
り 

 
 
 

 

同
廿
五
日
、
相
談
之
事
有
之
間
、
海
津
郷
宿
江

立
合
候
様
、
大
浜
・
橋
本
ゟ 

 
 
 
 

井
関
氏
へ
申
来
候
趣
、
井
関
ゟ
使
札
来
り
候
得
共
、
太
田
ハ
婚
礼
事
二

付 

 
 
 
 

不
参
、
手
前
も
風
邪
気
二

付
不
参
、
此
段
使
札
遣
し
候 

（
注
）
大
浜
・
橋
本
は
浅
井
郡
の
帯
刀
人
。 

  
 
 

三
月
廿
日
、
京
都
御
講
登
り
四
月
三
日
帰
宅
、
御
賄
銀
六
拾
目
井
関
ゟ
受
取
済 

 
 
 

四
月
十
四
日
昼
ゟ
、
新
次
郎
殿
同
道
海
津
行
、
郷
方
御
講
惣
勘
定 

 
 
 
 

十
五
日
・
十
六
日
帳
面
差
出
し
昼
後
帰
宅 

（
注
）
足
立
新
次
郎
は
一
族
（
太
田
）
の
帯
刀
人
。 

  
 
 

五
月
八
日
、
村
田
氏
内
室
四
月
廿
八
日
死
去
之
由
二

付 

香
儀
・
悔
状
四
人
連
名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋
へ
頼
ミ
遣
ス 

此
わ
り
四
匁
一
分
六
り 

 

百
疋 

南
引
か
へ
也 

（
注
）
村
田
富
助
は
代
官
手
代
。
総
額
十
六
匁
六
分
四
厘
は
、
ほ
ぼ
金
百
疋
（
一
分
）
で
、
南
が
両
替
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
金
百
疋
に
つ
い
て
は
１
７
（
注
）
参
照
。 

  
 
 

九
日
、
去
秋
朝
鮮
人
御
用
二

付
、
両
度
出
京
入
用
銀
来
、
則
請
取
書
差
上
候
也 

 
 
 

廿
四
日
海
津
出
御
廻
状
、
村
方
へ
来 

 
 
 
 

京
御
留
守
居
樋
口
与
兵
衛
様
、
此
般
江
戸
御
奥
御
年
寄
被
仰
付
候 

 

 
 
 
 

大
津
御
蔵
小
宮
山
庄
蔵
様
、
江
州
両
手
御
引
受
被
仰
付
候
由 

 
 

 
 
 
 

 

祝
義
弐
百
疋
銘
酒
三
升
、
惣
代
新
次
郎
殿
上
津
、
此
入
用
十
人
わ
り 

五
匁
九

分
六
り
ツ
ヽ 

（
注
）
京
都
留
守
居
樋
口
は
、
京
講
開
設
の
功
労
に
よ
り
鑓
奉
行
格
に
昇
進
し
た
が
、
再
度
の
栄
転
で
あ
る
（
幕
末
分 

 
 
 

限
帳
で
は
家
老
格
）
。
小
宮
山
も
同
様
に
席
上
が
り
し
て
い
た
が
、
近
江
領
全
般
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

祝
儀
総
額
は
ほ
ぼ
一
両
（
換
算
二
十
万
円
）
近
い 

 
 

  

 
 

 

九
月
八
日
、
御
毛
見
当
村
休
、
大
通
十
二
日
休
小
宮
山
庄
蔵
様
・
小
林
俊
左
衛
門
様 

  
 

 

十
八
日
七
ツ
時
、
飛
脚
到
、
大
坂
米
平
切
替
証
文
饗
庭
七
ケ
村
印
形
、
当
方 

 
 
 
 

二
而

調
印
可
致
申
来
、
即
刻
組
合
村
々
へ
人
足
遣
し
同
夜
調
印 

 
 
 
 

済
し
、
翌
十
九
日
早
朝
飛
脚
返
ス
、
尤
両
郡
五
十
三
ケ
村
一
紙
証
文
也 

 
 
 
 

塚
本
條
助
様
、
京
都
御
留
守
居
役 

御
大
目
附
ヨ
リ
出
役
也 

（
注
）
米
屋
の
証
文
切
替
印
形
を
半
日
で
集
め
て
、
翌
朝
飛
脚
に
渡
す
と
は
何
と
素
早
い
こ
と
か
、
米
屋
の
威
力
も
感 

じ
ら
れ
る
。
塚
本
の
大
目
附
か
ら
京
都
留
守
居
出
役
は
一
見
降
格
気
味
で
、
京
都
留
守
居
の
重
要
性
が
増
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
本
書
寛
政
十
二
年
に
藩
主
付
添
の
「
目
付
」
と
し
て
記
録
が
あ
り
（
１
０
参
照
）、
そ
も
そ
も
大

目
附
は
誤
記
の
可
能
性
も
あ
る
。 

 

２
３ 

 
 
 
 

村
田
氏
再
婚
調 

祝
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
弐
匁
壱
分 

（
注
）
五
月
に
内
室
死
去
で
、
半
年
を
待
た
ず
再
婚
・
・
・ 

  
 

 

十
一
月
廿
一
日
、
郷
方
調
達
講
銀
勘
定
井
関
氏
・
角
野
・
手
前
三
人
立
会 

 
 

 

廿
三
日
帰
宅 

 
 

 

  
 

文
化
七
年
庚
午
正
月
、
年
頭
献
上
包
物
割 

九
匁
三
分
弐
り 

（
注
）
文
化
七
庚
午
（
１
８
１
０
）
年 

  
 

 

御
年
禮
例
之
通
三
日
昼
後
発
足
、
四
日
夕
帰
村 

南
・
手
前
・
大
又
同
道
也 

 
 

 

四
月
十
二
日
、
郷
方
調
達
講
銀
勘
定
十
三
日
帰
村 
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御
廻
状 

 
 
 

当
夏 

殿
様
御
帰
国
御
順
年
之
処
、
先
頃
ゟ
御
痰
腫 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

御
出
膿
、
未
聢
与

不
被 

遊
候
二

付 
 

若
殿
様
江

御
暇
被
為 

 
 
 

蒙 
仰
、
京
都
御
火
消
御
交
代
被
遊
度
段 

且 

 
 
 

殿
様
御
儀
其
侭
御
在
勤
被
遊
度
、
御
願
之
通
相
済 

 
 
 

候
段
、
江
戸
表
ゟ
申
来
候
、
尤
御
痰
腫
御
容
躰
者 

 
 
 

聊
御
安
事
申
上
候
御
次
第
二
者

無
之
候 

以
上 

 
 
 
 

午
四
月
十
二
日 

（
注
）「
御
安
事
」
は
「
御
案
事
」
で
あ
ろ
う
。
「
未
聢
与

不
被
遊
」
は
「
い
ま
だ
し
か
と
あ
そ
ば
さ
れ
ず
」
と
読
む
。 

 

右
之
通
此
度
御
家
中
触
有
之
旨
被
仰
越
候
間
、
写
之 

 
 
 

相
触
候
二

付
、
此
段
可
被
致
承
知
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 

四
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

増
田
半
右
衛
門 

印 

 
 
 

右
之
御
触
状
村
方
一
緒
也 

五
月
三
日
拝
見 

（
注
）
保
光
は
翌
文
化
八
年
八
月
五
日
に
隠
居
、
嗣
子
保
泰
が
相
続
す
る
事
に
成
る
。 

京
都
火
消
晩
に
つ
い
て
は
、
掲
載
十
二
「（
仮
）
諸
色
定
書 

十
七
・
五
十
七
」
参
照
。 

京
都
歴
史
災
害
研
究
１
４
号
「
京
都
天
明
大
火
に
お
け
る
大
名
火
消
の
実
態
」（
京
都
府
大
藤
本
准
教
授
）
参
照
。 

  
 
 
 
 

御
触
状 

 
 
 
 
 

尚
々
早
々
被
相
廻
、
留
里

ゟ
当
方
へ
可
被
相
返
候 

已
上 

 
 
 

一
筆
令
啓
達
候
、
然
者
此
度 

若
殿
様 

御
国
許
江 

 
 
 

御
暇
被
為
蒙 

仰
、
大
津
駅
可
被
遊 

御
泊
之
処
、
同
所 

 
 
 

御
蔵
屋
鋪
二

御
止
宿
可
被
遊
旨
被 

仰
出
候
、
右
二

付
来
ル
十
九
日 

 
 
 

頃
江
戸
表
御
発
駕
被
遊
、
来
月
朔
日
大
津
御
屋
敷 

２
４ 

 
 

 

御
止
宿
之
御
積
り
申
来
候
、
依
之
各
方
先
格
之
通 

 
 

 

御
目
見
之
儀
、
此
度
茂

各
名
前
を
以
、
先
頃
相
伺
置
候
二 

 
 

 

付
、
無
指
支
被
罷
出
候
面
々
、
則
別
紙
帳
面
江

罷
出
候
之
旨 

 
 

 

書
記
可
被
相
廻
候
、
尤
病
気
等
差
支
候
ハ
ヽ
其
段
書
記
被 

 
 

 

相
廻
、
留
里

よ
り
海
津
江

可
被
相
返
候
、
且
亦
大
津
江

被
罷 

 
 

 

出
候
面
々
者

、
御
止
宿
一
日
前
広
二

大
津
江

罷
出
、
自
分
罷
出
候 

 

 
 

 

旅
宿
へ
可
被
相
届
候
、
尤
麻
上
下
時
分
之
紋
付
着
用
之 

 
 

 

積
里

可
被
相
心
得
候
、
右
之
趣
相
触
候 

以
上 

 
 

 
 
 
 

五
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 

増
田
半
右
衛
門 

印 

  
 

 

別
紙
二

大
津
江

罷
出
候
面
々
并

不
参
之
下
書 

 
 

一 

御
触
之
趣
奉
畏
候
、
御
止
宿
之
節
、
無
間
違
私
儀
大
津
表
へ 

 
 

 

罷
出
可
申
候
、
為
其
御
請
申
上
候 

以
上 

 
 
 

何
某 

印 

一 

御
止
宿
之
節
罷
出
可
申
処
、
私
儀
病
気
罷
在
、
乍
恐
不 

 
 

 

参
仕
候
二

付
、
右
御
断
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 

 

何
某 

印 

右
之
通
拝
見
御
請
書
付
印
形
致
シ
次
へ
回
ス 

 
 
 
 

五
月
十
七
日
九
ツ
半
時 

  
 

  

五
月
廿
九
日
立
、
晦
日
昼
大
津
着
、
則
御
代
官
御
宿
へ
届
ケ 

御
宿
南
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堺
や
長
兵
へ 

 

 
 

 

御
蔵
小
宮
山
様
へ
も
届
ケ 

浅
井
・
高
嶋
両
郡
九
人
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
宮
山
氏
へ 

半
切
千
枚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
藤
助
五
郎
様
へ
南
鐐
一
ツ 

 

然
ル
所
、
大
井
川
廿
四
日
ゟ
廿
七
日
迄
御
川
留
二

付
、
御
延
引 

 
 

 

同
月
五
日
御
止
宿
二

相
成
、
明
ケ
六
ツ
時
ゟ
支
度
二
而

石
場
へ
出
向
イ 

 
 

 

金
堂
・
海
津
両
御
代
官
・
両
手
代
今
中
氏
・
名
倉
氏
其
外
帯
刀
人
十
五
人
一
緒
也 

 
 

 

石
場
播
磨
や
二

休
足
、
茶
代
弐
百
疋
ハ
御
代
官
ゟ
出
ル 

 
 

 
御
代
官
へ
例
之
通
、
御
菓
子
進
上
致
ス
、
代
五
匁 

浅
井
・
高
嶋
九
人
よ
り
也 

 

 
 

 

２
５
（
挿
入
） 

 

 
 
 
 
 

私
共
儀
大
津
於
石
場 

 
 

 

御
通
筋
江

罷
出
、
其
上
於
大
津 

 
 

 

御
蔵
屋
鋪 

御
目
見
江

被
為 
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仰
付
、
重
々
冥
加
至
極
難
有
仕
合
二 

 
 
 

奉
存
候
、
乍
恐
右
御
禮
奉
申
上
度 

 
 
 

参
上
仕
候 

 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
帯
刀
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門 

 
 

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

井
関
吉
郎
治 

 
 
 

西
浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 
角
野
藤
太
夫 

 
 
 

海
津
東
町 

 
 
 
 
 
 
 

浅
井
郡
大
庄
屋
格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 

傳
右
衛
門 

 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋
本
清
蔵 

 
 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

河
越
伊
兵
衛 

 
 
 

塩
津 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

平
塚
善
四
郎 

 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

大
浜
太
郎
兵
衛 

 
 

大
浜 

 
 
 
 
 
 
 

蒲
生
郡
帯
刀
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
川
忠
治
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

宇
野
善
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 

坂
田
郡
帯
刀
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
村
勘
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

松
井
松
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 

神
崎
郡
帯
刀
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村
治
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

清
水
六
三
郎 

（
注
）
寛
政
十
二
年
で
は
浅
井
郡
大
浜
仲
右
衛
門
が
大
庄
屋
格
で
あ
っ
た
が
、
当
年
は
大
浜
太
郎
兵
衛
に
替
わ
り
、
林 

傳

右
衛
門
が
大
庄
屋
格
に
な
っ
て
い
る
。 

 

２
６
（
挿
入
） 

 
 
 
 

右
口
上
書
を
以
御
礼
廻
り   

 
 
 
 
 
 
 
 

奥
御
年
寄 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樋
口
与
兵
衛
様 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穴
沢
伊
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
目
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
田
潤
蔵
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口
十
蔵
様 

  
 
 
 

文
化
七
庚
午
六
月
五
日 

記
事 

 

２
７
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

覚 

 
 

 

大
津
着
届
ケ
之
節 

 
 

 

大
津
御
當
蔵
御
奉
行 

一 

半
切
千
枚 

 
 
 
 
 
 
 

 

小
宮
山
庄
蔵
様 

 
 

 

代
十
三
匁
八
分 

同 
 
 
 
 
 
 
 

  

大
津
御
蔵
御
留
守
居 

一 

南
鐐
一
片 

 
 
 
 
 
 
 

 

内
藤
助
五
郎
様 

 
 

 

右
ノ
郡
中
へ
出
ス 

 

御
逗
留
中
為
御
見
舞 

 

貝
津 

一 

菓
子 

 
 
 
 
 

御
代
官 

 
 

増
田
半
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

金
堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

御
代
官 

 
 

太
陽
寺
利
右
衛
門
様 

 
 

 

代
〆 

 
               

貝
津
支
配 

 

今
中
専
治
様 

 
 

 

弐
拾
弐
匁 

 
 

    

金
堂
支
配 

 

名
倉
喜
平
次
様 

石
場
御
出
向
イ
之
節 

一 

五
匁 

菓
子 

 
 
 
 
 
 

 

増
田
氏
へ 

御
本
陣
へ
持
参 
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一 

拾
匁 

菓
子
一
折 

 
 
 
 
 

樋
口
様
へ 

 
 

右
ハ
浅
井
・
高
嶋
九
人
わ
り 

外
二 

 
 

石
場 
播
磨
や
茶
代 

 
 

金
弐
百
疋 

 
両
御
代
官
ゟ
出
ル 

 
 

文
化
七
六
月
五
日
記 

 
 

（
注
）
原
文
「
大
陽
寺
」
は
分
限
帳
で
は
「
太
陽
寺
」
と
な
っ
て
お
り
以
下
訂
正
す
る
。 

 

２
８ 

若
殿
様
草
津
ゟ
四
ツ
半
時
大
津
御
屋
鋪
御
着
、
於
御
殿
御
目
見
御
詞
有
之
候 

樋
口
与
兵
衛
様
、
御
家
老
代
二
而

御
出
被
成
候
二

付
、
則
御
本
陳
御
礼
廻
り
二 

 
 

 

お
菓
子
一
折
進
上
、
代
十
匁 

 
 

 

銘
々
大
津
逗
留
之
中
増
田
氏
・
太
陽
寺
氏
・
今
中
・
名
倉
四
人
へ
見
舞 

 
 

 

菓
子
進
上
ス
、
代
弐
拾
弐
匁 

 
 
 
 

右
進
上
三
口
合
三
拾
七
匁 

 

林
傳
右
衛
門
・
橋
本
清
蔵
・
河
越
伊
兵
衛 

 
 
 
 
 

此
わ
り
四
匁
壱
分
弐
り 

 

平
塚
善
四
郎
・
大
浜
太
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
・
井
関
吉
郎
次
・
手
前
・
角
野
藤
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆
九
人 

 

 
 
 
 

右
無
滞
相
済
六
日
帰
村 

（
注
）
増
田
へ
の
五
匁
を
含
め
て
の
合
計
で
あ
る
。 

  
 

 

九
月
十
六
日
、
京
都
御
講
出
勤
之
儀
断
状
、
井
関
氏
迠
人
足
遣
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 

并

村
方
分
組
合
分
掛
銀
押
当
金
五
両
通
弐
冊
共
添 

 
 

 
 
 

同
日
十
六
日
四
ツ
時
十
五
日
出
御
状
海
津
ゟ
来
、
両
人
之
内
京
出
勤
可
致
旨
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依
之
南
出
京 

 
 
 

十
七
日
八
ツ
時
飛
脚
到
来
、
大
坂
米
平
証
文
切
替
二

付
、
饗
庭
組
ノ
分
此
方
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 

印
形
取
寄
調
印
可
致
様
申
来
、
則
組
合
へ
申
遣
し
同
夜
調 

 
 
 
 
 
 
 
 

印
済
し
翌
朝
飛
脚
へ
為
持
返
し
候 

 
 
 

廿
二
日
、
御
毛
見
大
通
大
嶋
権
兵
衛
様
・
小
林
俊
左
衛
門
様 

 
 

 

十
月
十
二
日
、
郷
方
御
講
勘
定
、
同
日
古
借
金
頼
書
出
し
候
、
御
酒
料
持
参 

此
割

六
匁
一
分
六
り 

 
 

 

同
御
代
官
増
田
氏
御
養
子
有
之
二

付
、
祝
義
金
百
疋
持
参 

 
 
 

 

 
 

 
 

此
わ
り 

弐
匁
弐
分
七
り
ツ
ヽ 

官
蔵 

 
 
 
 
 

新
次
郎 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
郎
左
衛
門 

 
 

太
右
衛
門 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
郎
次 

 
 
 
 

手
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆
六
匁
八
分
一
り
差
次 

 

又
兵
衛 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
二

貝
津
三
人
別
段
也 

（
注
）
増
田
代
官
へ
の
養
子
祝
儀
金
、
金
百
疋
（
金
一
分
）
で
あ
る
が
、
七
名
の
合
計
が
十
五
匁
八
分
九
厘
で
あ
り
、
一

両
は
銀
六
十
三
匁
五
分
六
厘
と
な
っ
て
銀
相
場
の
変
動
を
示
し
て
い
る
。
な
お
差
次
の
六
匁
八
分
一
厘
は
割
（
二

匁
二
分
七
厘
）
の
三
人
分
で
あ
る
が
、
上
段
に
書
か
れ
た
石
庭
（
伊
丹
官
蔵
）、
西
浜
（
石
田
九
郎
左
衛
門
・
井
関

吉
郎
次
）
の
分
が
清
算
済
み
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
（
１
７
（
注
）
参
照
）。 

 

十
一
月
十
二
日
、
御
用
状
飛
脚
夕
方
来
、
翌
十
三
日
早
朝
庄
屋
同
道
し
て
行 

 
 

 

十
三
日
、
村
田
氏
御
宅
二
而

御
用
談
、
此
わ
け
当
夏
若
殿
様
御
入
国
二

付
、
京
都 

 
 

 

御
役
御
勤
被
成
、
江
府
両
方
御
入
用
其
上
米
下
直
二

付
、
御
六
ケ
敷
有
之
候
由 

 
 

 

依
而

先
年
御
談
じ
之
御
見
込
金
残
り
の
内
、
九
拾
貫
目
両
郡
二

て
調
達
致
し
呉
候 

 
 

 

様
被
仰
聞
候
事 

 

此
割
方 

三
十
〆
目
浅
井
・
十
〆
目
塩
津
・
十
二
〆
目
谷
組
・
三
町
・
八
〆
目
山

方
・
廿
〆
目
水
組
・
十
〆
目
饗
庭
組 

（
注
）
こ
の
当
時
、
藩
主
保
光
は
、
交
代
帰
郡
の
筈
が
病
に
よ
り
在
府
と
な
り
、
若
殿
（
保
泰
）
が
帰
郡
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
藩
主
が
江
戸
で
参
勤
役
を
務
め
る
と
同
時
に
、
若
殿
が
京
火
消
役
を
務
め
る
と
い
う
二
重
役
と
な
っ
た
。
こ

の
二
重
役
負
担
と
米
価
の
下
落
に
よ
り
財
政
難
に
成
っ
た
と
い
う
「
口
実
」
で
、
金
策
を
速
め
る
こ
と
を
求
め
た

も
の
。
な
お
銀
九
十
貫
は
約
千
五
百
両
に
相
当
し
、
換
算
価
値
は
約
３
億
円
で
あ
る
が
、
こ
の
程
度
の
要
請
が
代

官
手
代
の
案
件
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
（
２
３
四
月
十
二
日
参
照
）
。 

 

２
９ 

 
 

 

十
二
月
二
日
頃
、
増
田
氏
御
末
女
死
去
二

付
、
当
方
四
人
ゟ
香
儀
南
鐐
一
片 

 

 
 

 

十
三
日
太
右
衛
門
惣
代
、
此
四
人
わ
り
弐
匁
五
分
ツ
ヽ 
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（
注
）
増
田
代
官
の
末
娘
香
奠
で
あ
る
が
、
例
に
よ
っ
て
南
鐐
二
朱
銀
で
あ
る
。
た
だ
合
計
が
拾
匁
に
な
り
、
こ
れ
で
は

金
一
両
（
二
朱
が
八
片
）
が
銀
八
十
匁
に
な
り
、
添
物
を
含
む
に
し
て
も
銀
価
格
の
下
落
が
著
し
い
。 

 

文
化
八
年 

（
注
）
文
化
八
辛
未
（
１
８
１
１
）
年
。 

 

 
 

 

未
年
禮
例
之
通
、
三
日
昼
発
足
、
慎
・
太
・
手
前
同
道
、
今
津
ゟ
舟
仕
立 

 
 
 

四
日
朝
相
済
帰
村 

  
 

 

二
日
十
三
日
差
紙
二

付
、
南
・
手
前
同
道
海
津
行
、
浅
井
ハ
大
浜
・
林
・
橋
本 

 
 
 

西
浜
ハ
井
関
都
合
六
人
、
同
夜
増
田
御
宅
二
而

御
演
舌
之
趣 

 

一 

旧
冬
江
戸
表 

殿
様
御
隠
居
被
遊
度
旨
、
樋
口
氏
へ
被
仰
聞
候 

 
 

 

処
、
御
国
表
御
家
老
中
ゟ
兼
而

御
隠
居
之
御
儀
ハ
、
今
五
六
ケ
年
も 

 
 

 

御
留
メ
申
上
候
事
故
、
何
卒
御
隠
居
御
取
繕
并

諸
入
用
之
所 

 
 

 

相
積
り
才
覚
致
し
呉
候
様
、
樋
口
氏
へ
被
仰
聞
候
二

付
、
無
拠 

 
 

 

旧
冬
御
上
り
被
成
候
、
則
御
隠
居
御
繕
ひ
并

御
入
用
お
よ
そ 

 
 

 

六
千
両
位
之
処
、
歩
安
之
口
調
達
之
儀
被
仰
候
由
、
則 

 
 

 

両
手
御
代
官
上
津
二
而

御
演
舌
有
之
候
趣
、
又
々
銘
々
へ
被
仰
聞 

 
 

 

則
、
六
千
両
之
訳 

三
千
両 

大
坂
米
平 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

千
両 
 

大
津
木
嘉 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

千
両 

 

金
堂
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

千
両 

 

海
津
手 

（
注
）
米
平
は
大
坂
両
替
商 

米
屋
平
右
衛
門
（
１
９
四
月
廿
二
日
（
注
）
参
照
）、
木
嘉
は
不
明
で
あ
る
が
大
津
の
材
木

商
か
。
そ
れ
に
し
て
も
隠
居
費
用
が
六
千
両
（
約
十
二
億
円
）
で
、
北
近
江
領
に
限
っ
て
二
千
両
（
四
億
円
）
の

負
担
は
無
茶
苦
茶
で
あ
る
【「
西
矢
田
宮
座
年
代
記
（
郡
山
古
文
書
ク
ラ
ブ
発
刊
）」
に
は
一
切
記
録
が
無
い
】。
或

い
は
樋
口
の
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
か
。 

 

 
 

 

二
月
廿
七
日
、
右
金
談
之
義
二

付
、
組
合
代
二
而

太
右
衛
門
与

貝
津
行
、
次
手
を
以 

 
 

 

旧
年
大
村
弁
助
殿
、
小
給
人
成
有
之
由
、
為
祝
義
銀
壱
両
四
人
ゟ 

、 

 
 

 

遣
し
候
、
此
わ
り 

壱
匁
壱
分 

 

（
注
）
隠
居
費
用
金
策
の
相
談
の
た
め
海
津
行
の
つ
い
で
に
、
代
官
手
代
大
村
の
小
給
人
昇
格
祝
い
と
し
て
銀
一
両
（
銀

四
匁
三
分
）
を
渡
し
て
い
る
が
、
大
村
は
小
給
人
で
さ
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

 
 

三
月
四
日
拝
見 

 
 

 

以
書
付
申
達
、
然
ハ
申
談
候
御
用
之
儀
有
之
候
間
、
各
方
両
人
共
一
所
二 

 
 

 

当 

御
役
所
へ
一
両
日
之
内
二

可
被
罷
出
候
、
右
為
可
申
入
如
斯
御
座
候 

以
上 

 
 

 

右
二

付
、
同
六
日
南
・
此
方
同
道
二
而

参
上
、
則
善
五
郎
二
而

休
息
致
し
出
る 

 

３
０ 

 
 

宗
旨
相
改
候
節 

一 

一
本
紙
改 

 

右
者

御
用
銀
并

御
講
等
出
精
相
勤
候
二

付 

 
 

 

御
思
召
を
以
被 

仰
付
之 

 
 

 

 
 

 

右
之
通
御
書
付
を
以
、
被
仰
付
頂
戴
仕
候
而

、
則
家
中
へ
御
礼
廻
り
則 

 
 

 

金
百
匹
増
田
氏
へ
、
酒
四
升
今
中
・
同
大
村
・
同
村
田
、
酒
三
升
名
倉
・
同
高
橋 

 
 

 

右
南
・
手
前
両
名
二
而

遣
し
候
、
此
わ
り
拾
七
匁
ツ
ヽ 

 
 

 

翌
七
日
夕
、
藤
次
郎
殿
、
次
左
衛
門
殿
、
宗
治
、
平
兵
衛
、
外
二

庄
左
衛
門
呼 

 
 
 
 
 
 
 
 

藤
兵
衛
殿 

隠
居
不
参 

 
 

 

他
行
也 

又
西
ハ
在
京
故
酒
肴
遣
ス 

 
 

 

南
以
上
七
人
、
酒
・
飯
、
但
鱒
ア
ラ
吸
物
・
早
鮓
に
し
め
・
ゑ
ひ
菜
ひ
た
し
也 

 
 

 

八
日
朝
、
藤
次
郎
弐
人
・
治
左
衛
門
弐
人
・
宗
治
、
連
名
二
テ

酒
三
升
切
手
来 

（
注
）
大
名
領
内
の
帯
刀
苗
字
免
許
は
、
原
則
と
し
て
領
内
に
限
ら
れ
、
公
儀
奉
行
所
等
に
お
い
て
は
、
帯
刀
は
勿
論
、

苗
字
も
名
乗
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
宗
門
改
帳
に
於
い
て
庄
屋
等
が
作
成
す
る
百
姓
連
記
式
記
帳
で
は
な
く
、
武

家
用
の
家
族
単
記
式
（
一
本
紙
）
で
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
公
儀
に
於
い
て
も
苗
字
名
乗
り
を
認
め
た
。
即
ち

単
な
る
帯
刀
人
よ
り
一
段
格
上
と
公
認
さ
れ
た
の
で
、
代
官
始
め
手
代
・
書
役
に
ま
で
礼
物
を
行
い
、
一
族
で
祝

宴
を
開
い
た
の
で
あ
る
。 

  
 

 

十
五
日
昼
ゟ
海
津
行
、
調
達
講
勘
定
十
七
日
帰
村 

 
 

 

廿
四
日
、
廿
二
日
出
御
用
状
来
太
田
へ
遣
ス
、
京
御
講
内
調
達
金
銀
証
文
切
替
之
事 
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四
月
四
日
、
太
田
修
蔵
殿
海
津
行
、
右
証
文
取
替
利
銀
受
取 

 
（
注
）
太
田
の
足
立
修
蔵
は
、
翌
年
四
月
に
帯
刀
御
免
と
な
る
。 

  
 

 

同
十
八
日
、
十
七
日
出
之
御
用
状
到
来
、
其
趣
ハ 

 
 
 

兼
而

御
談
之
御
用
金
千
両
之
口
割
賦
之
義
、
九
月
調
達
二

有
之
候
得
共 

 

 
 
 

郡
山
表
ゟ
可
成
事
二

候
ハ
ヽ
当
時
ゟ
七
月
迠
之
内
二

調
達
相
納
呉
候 

 
 
 

様
、
被
仰
越
候
間
此
段
申
入
候
、
尤
金
堂
手
之
分
ハ
五
月
中
二

相
納
候
由 

 
 
 

有
之
候
、
依
之
当
手
之
分
も
餘
り
延
引
二

相
成
候
而

も
如
何
二

候 

 
 
 

間
、
可
相
成
事
二

候
ハ
ヽ
、
早
々
調
達
い
た
し
被
申
候
様
致
度
事
二 

 
 
 

有
之
候
、
冝
御
取
計
可
有
之
候
、
右
申
入
へ
く
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

右
拝
見
い
た
し
太
田
へ
遣
し
候
、
此
金
子
当
組
合
分
五
月
上
納 

 
 

（
注
）
保
光
隠
居
費
用
の
海
津
分
担
金
一
千
両
の
督
促
で
あ
る
。
郡
山
藩
庁
が
如
何
に
北
近
江
の
財
力
に
依
存
し
て
い
る

か
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
７
） 

 

文
化
八
未
年 

五
月
二

調
達 

 
 

 

 
 
 

 

御
殿
様
尭
山
御
隠
居
二

付
、
御
頼
調
達
銀 

 
 
 

一 

金
百
拾
八
両 

 
 

金
六
四 

 

饗
庭
組
七
ケ
村 

 
 
 
 
 
 

此
銀
七
貫
五
百
五
拾
弐
匁 

 
 

 
 
 
 
 
 

此
割 

三
千
五
百
七
拾
四
石
五
十
九
升
壱
合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
石
二

弐
匁
壱
分
壱
り
ん
打
二

し
て 

九
匁
六
分
壱
り
三
毛
不
足 

 

（
注
）
海
津
割
当 

 

金
一
千
両
、 

内
饗
庭
組
分 

 

百
十
八
両 

 
 
 

饗
庭
組
割
当 

 

銀
七
貫
五
百
五
十
二
匁
と
な
る
（
金
相
場 

一
両
＝
六
十
四
匁
）。 

 
 
 

饗
庭
組
石
高 

 

三
千
五
百
七
十
四
石
五
十
九
升
一
合 

 
 
 

同 

集
金
額 

 

銀
七
貫
五
百
四
十
二
匁
三
分
八
厘
七
毛
（
一
石
当
り 

二
匁
一
分
一
厘
の
割
合
と
し
て
） 

 
 
 

同 

不
足
額 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
匁
六
分
一
厘
三
毛
（
一
石
当
り 

二
毛
七
糸 

分
が
不
足
す
る
） 

 

（
同
１
９
８
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

右
割
当
り 

壱
〆
五
百
七
拾
七
匁
弐
分 

代
金
廿
四
両
弐
分
弐
朱 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
匁
弐
分 

（
注
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
数
字
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
石
当
二
匁
一
分
一
厘
で
逆
算
す
る
と 

 
 
 

七
百
四
十
七
石
四
斗
四
升
と
な
る
が
、
こ
れ
は
五
十
川
村
の
石
高
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
、
恐
ら
く
当
村
分
の 

試
算
額
で
あ
ろ
う
。
代
金
は
当
然
そ
の
銀
を
金
建
に
直
し
た
も
の
で
、
当
村
負
担
額
は 

二
十
四
両
二
分
二
朱 

及
び
建
不
能
分
の
残
銀
で
あ
る
（
一
両
＝
銀
六
十
四
匁
で
あ
れ
ば
、
一
朱
は
銀
四
匁
な
の
で
、
こ
れ
以
下
は
交 

換
不
能
）。 

 
 

 

 
 

 

右
御
隠
居
金
献
納
仕
候
二

付 
 

為
御
称
美
被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 

  

御
米 

 

九
俵 

 
 

文
政
元
寅
年 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
米 

 

九
俵 

 
 
 
 
 

卯
年 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
米 

 

九
俵 

 
 
 
 
 

辰
年 

 
 

御
米 

 

九
俵 

 
 
 
 
 

巳
年 

 

 
 
 
 

同
八
年
未
八
月
六
日
、
美
濃
守
様
御
家
督
被
為
蒙
仰
、
甲
斐
守
様
与

奉
称
候 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

３
０
（
続
） 

七
月
十
九
日
御
用
状
到
来 

 
 

 

一
筆
令
啓
上
候
、
然
者

申
談
度
儀
有
之
候
之
間
、
各
方
乍
御
太
儀
来
ル
廿
一
日
当
方 

 
 

 

へ
被
罷
出
候
様
致
度
存
候
、
右
為
可
申
入
如
是
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
ト
井
関
吉
兵
衛
ト
手
前
ト
角
野
藤
太
夫
也 

 
 

 

右
二

付
廿
一
日
貝
津
行
、
太
田
ハ
不
参
、
浅
井
ハ
大
浜
・
橋
本
・
林
、
川
越
ト
平
塚

ノ
息
〆
八
人
御
座
敷
二

於
て
御
演
舌
有
之
、
御
先
代 

永
慶
寺
様
・
真
光
院
様
御
百

回
忌
二

付
江
戸
表
所
々
御
普
請
御
繕
等
御
用
多
ク
被
為
有
候
二

付
、
金
堂
・
海
津
両
手

へ
八
百
貫
目
、
当
暮
調
達
御
頼
之
趣 

海
津
三
百
貫
目
・
金
堂
五
百
貫
目 

被
仰
聞

候 

（
注
）
保
光
隠
居
経
費
二
千
両
が
片
付
い
た
途
端
に
、
今
度
は
吉
保
夫
妻
百
回
忌
を
迎
え
て
の
普
請
修
繕
代
と
し
て
銀
八

百
貫
（
約
一
万
二
千
五
百
両
）
の
無
心
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
酷
い
も
の
で
あ
る
。 

吉
保
公 

永
慶
寺
殿
保
山
元
養
大
居
士 

 

 
   

 

正
徳
四
甲
午
（
１
７
１
４
）
年
十
一
月
二
日 

甲
州
山
梨
郡
岩
窪
村 

龍
華
山 

永
慶
寺 
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享
保
九
甲
辰
（
１
７
２
４
）
年
四
月
十
二
日 

同
国
同
郡
小
屋
舗
村 

乾
徳
山
恵
林
寺
へ
御
改
葬 

 

吉
保
公
之
御
前
様 

曽
雌
甚
左
衛
門
盛
定
様
御
女
於
定
様 

真
光
院
殿
海
月
映
珊
大
姉 

正
徳
三
癸
巳
（
１
７
１
３
）
年
九
月
五
日 

 
 
 

右
同
上 

 

３
１ 一 

御
代
官
増
田
氏
、
御
馬
廻
り
席
二

被
仰
付
候
由
、
依
之
此
組
四
人
ゟ 

 

 
 
 

南
鐐
壱
片
御
酒
料
と
し
て
差
上
候
、
此
わ
り
紙
・
水
引
代
共
弐
匁
三
り
ツ
ヽ
手
前
扣 

 

 

（
注
）
増
田
代
官
は
諸
金
策
の
功
に
よ
り
昇
進
し
た
が
、
こ
れ
が
同
レ
ベ
ル
の
「
大
小
姓
組
」
か
ら
か
、
一
段
下
の
徒

士
レ
ベ
ル
か
ら
か
は
分
か
ら
な
い
。
な
お
幕
末
分
限
帳
中
（
一
段
下
徒
士
身
分
）
に
は
「
御
徒
目
付
」
と
記
載

さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
左
遷
降
格
さ
れ
て
い
る
（
或
い
は
代
替
わ
り
の
息
子
か
も
知
れ
な
い
が
）
。 

  
 

 
 

 

八
月
八
日
昼
後
ゟ
海
津
行
、
先
月
御
頼
ミ
の
三
百
〆
目
郷
判
之
事
、
両
郡
集
会 

九
日
朝
当
村
八
・
九
早
納
相
収
メ
、
四
ツ
時
御
内
分
へ
橋
本
・
大
浜
・
井
関
・
手
前 

四
人
出
ル 

 
 
 

減
少
之
儀
御
願
御
談
し
申
上
候
所
、
左
候
ハ
ヽ
先
ツ
二
百
〆
目
郷
判
相
頼
、
百
〆
目 

ハ
御
国
表
へ
御
断
可
申
上
様
増
田
氏
被
仰
、
乍
併
三
百
〆
目
之
心
持
二
而

百
〆
目
ハ
当 

時
宥
余
二

致
し
置
様
承
知
仕
罷
帰
ル
、
夕
方
又
々
此
後
郷
判
之
儀
御
免
被
成
下
候
様 

 
 
 

之
願
書
認
メ
差
出
し
候
、
十
日
又
々
願
書
認
直
し
納
ム
、
猶
又
金
談
有
之 

 
 
 

昼
後
帰
村
、
願
書
之
写
し
別
有 

（
注
）
吉
保
遠
忌
に
か
こ
つ
け
た
臨
時
賦
課
三
百
貫
に
つ
い
て
、
当
然
な
が
ら
難
航
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。 

  
 
 

当
八
月
五
日
、
大
殿
様
御
隠
居
御
伺
之
通
被
為
仰
蒙
、
堯
山
様
と
奉
唱
候 

 
 
 

同
六
日
美
濃
守
様
御
家
督
被
為 

蒙
仰
、
甲
斐
守
様
と
奉
称
候 

 
 
 
 

右
之
旨
御
郡
代
中
ゟ
村
方
へ
御
廻
状
申
来
、
八
月
廿
七
日
当
村
拝
見 

（
注
）
郡
山
藩
主
は
吉
保
以
来
、
美
濃
守
か
甲
斐
守
を
名
乗
っ
て
お
り
、
保
光
に
続
い
て
保
泰
も
甲
斐
守
を
名
乗
っ
た
。

こ
れ
は
柳
澤
家
が
甲
斐
源
氏
武
田
家
の
末
裔
を
称
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。 

  
 
 

九
月
四
日
、
御
毛
見
御
休
、
六
日
大
通
御
休
、
小
宮
山
庄
蔵
様
・
後
藤
善
兵
衛
様 

 
 
 

当
八
月
十
五
日
、
両
御
殿
様
御
隠
居
・
御
家
督 

御
公
儀
へ
御
禮
被 

仰
上 

 
 
 
 
 

其
節
御
家
老
柳
沢
権
太
夫
・
同
平
岡
宇
右
衛
門
・
同
豊
原
権
左
衛
門
・
御
年
寄
富 

川
重
郎
左
衛
門
、
右
四
人
御
目
見
へ
相
済
候
段
、
村
方
へ
御
廻
状
申
来
ル 

 

九
月
十
五
日
、
御
隠
居
・
御
家
督
恐
悦
、
海
津
御
役
所
麻
上
下
着
二
而

申
上
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

太
田
ト
南
ト
手
前
同
道
ナ
リ 

 

一 

村
田
富
助
殿
三
婚
姻
二

付
、
祝
義
南
鐐
一
片
、
此
四
人
わ
り
弐
匁
三
り
ツ
ヽ
手
前
扣 

（
注
）
文
化
六
年
に
村
田
氏
再
婚
祝
義
記
事
が
あ
り
、
今
回
は
再
々
婚
と
な
る
た
め
三
婚
と
表
記
し
た
の
か
。 

 
 
 

そ
れ
に
し
て
も
南
鐐
二
朱
銀
一
片
が
九
匁
弐
分
（
一
両
＝
銀
七
十
三
匁
六
分
）
と
は
銀
の
暴
落
で
あ
る
。 

 

九
月
、
柳
沢
権
太
夫
御
退
役
、
御
隠
居
被
仰
付 

 
 

 

十
一
月
四
日
、
於
江
府
鷹
ノ
鴈
御
拝
領
有
之
、
御
上
使
ハ
春
日
佐
太
郎
様
ノ
由
、
御 

廻
状
有
之
候 

（
注
）
将
軍
鷹
狩
の
獲
物
（
雁
）
を
家
督
祝
義
と
し
て
拝
領
。
雲
雀
よ
り
は
上
級
品
。 

 

一 

御
家
督
二

付
、
先
例
之
通
献
上
可
仕
候
条
、
書
付
差
上
候
事 

一 

此
度 

大
殿
様
被
為
遊 

御
隠
居
、
殿
様 

御
家
督
被
為 

 
 

 

蒙 

仰
、
重
々
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
乍
恐
為
御
歓
御
扇
子
代
献
上
仕
度 

 
 

 

奉
存
候
、
何
卒
願
之
通
被
為 

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
奉
存
候 

以
上 

 
 
 
 
 

文
化
八
未
年
十
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
十
人 

 

３
２ 

 
 

 

右
献
上 

御
扇
子
箱
料 

金
一
両 

十
七
人 

御
帯
刀
人 

浅
井
七
人 

外
二

大
庄
屋
格 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

高
嶋
十
人 

 
 
 
 

三
人 

 
 
 
 
 
 

此
わ
り
四
匁
四
分
三
文
ツ
ヽ 

海
津
掛
屋
へ
遣
ス 

 

（
注
）
十
七
名
で
四
匁
四
分
三
厘
割
な
ら
ば
、
合
計
七
十
五
匁
三
分
一
厘
で
、
昨
今
の
銀
暴
落
に
よ
る
金
一
両
に
符
合
す

る
が
、
外
大
庄
屋
格
三
人
に
は
疑
問
が
あ
り
、
内
に
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

 

十
二
月
廿
九
日
、
足
立
太
平
治
帯
刀
御
免 
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（
注
）
五
十
川
足
立
一
族
の
「
西
」
家
の
跡
目
相
続
で
、
東
右
衛
門
の
従
弟
と
思
わ
れ
る
。
な
お
太
平
治
は
既
に
苗
字
御

免
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
更
に
「
帯
刀
」
御
免
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
帯
刀
」
の
み
を
許
さ
れ
た
の
で
は

な
い
の
で
以
下
に
つ
い
て
も
誤
解
な
き
よ
う
願
う
。 

  
 

文
化
九 

壬
申
正
月 

（
注
）
文
化
九
壬
申
（
１
８
１
２
）
年
。 

  
 

 

御
年
禮
例
之
通
正
月
三
日
発
足
二
而

、
四
日
朝
相
勤
帰
村 

 
 
 
 
 
 

献
上
并

包
物
わ
り
七
匁
三
分
壱
り 

  
 
 

今
中
氏
旧
冬
晦
日
、
御
勘
定
席
之
由
、
南
鐐
一
年
禮
之
節
祝
義
致
し
候 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
五
人
わ
り
壱
匁
六
分
壱
り
ツ
ヽ 

扣 

（
注
）
今
中
専
治
は
海
津
の
筆
頭
代
官
手
代
と
し
て
、
享
和
三
（
１
８
０
３
）
年
に
下
士
と
は
い
え
侍
身
分
（
お
そ
ら
く

御
徒
士
並
）
と
な
っ
た
器
量
人
で
あ
る
が
、
九
年
後
に
更
に
下
士
勘
定
席
に
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
文
化

十
一
年
に
は
死
去
し
て
い
る
。 

  
 
 

村
田
氏 

 

小
給
人
被
仰
付
候
由
、
祝
義
と
し
て
酒
五
升
持
参
代
六
匁
弐
分
五
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
匁
弐
分
五
り 
太
田
扣 

（
注
）
村
田
富
助
は
兄
死
去
に
伴
い
手
代
見
習
い
の
書
役
に
任
用
さ
れ
た
が
、
数
年
で
手
代
に
昇
進
し
、
さ
ら
に
席
外
と

は
い
え
小
給
人
に
昇
進
し
た
。 

  
 
 

四
月
六
日
、
足
立
修
蔵
帯
刀
御
免
也 

（
注
）
太
田
の
足
立
家
跡
目
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 
 

四
月
十
七
日
、
日
光
御
代
参
之
由 

（
注
）
家
譜
附
録
「
十
二
日
、
於
御
座
殿
、
賜
日
光
御
名
代
使
之
御
暇
、
有
御
懇
之
上
意
」 

  
 
 

五
月
廿
三
日
昼
後
着
御
廻
状
拝
見 

 
 

 

一
筆
令
啓
達
候
、
此
度 

殿
様
御
国
許
江

之
御
暇
被
為
蒙 

 
 

 

仰
、
大
津
駅
御
止
宿
可
被
遊
旨
被 

仰
出
候
、
右
二

付
当
十
九
日
頃
江
戸
表 

 
 

 

御
発
駕
、
来
ル
晦
日
頃
二

ハ
大
津
駅
御
止
宿
之
御
積
り
二

有
之
候
、
依
之 

 
 

 

各
方
先
格
之
通
、
御
目
見
江

之
儀
、
此
度
も
各
名
前
を
以
相
伺
置
候 

 
 

 

二

付
、
無
差
支
被
罷
出
候
面
々
、
則
別
紙
帳
面
江

罷
出
候
旨
書
記
可
被 

 
 

 

相
廻
候
、
尤
病
気
等
差
支
候
ハ
ヽ
、
其
段
書
記
可
被
相
廻
候
、
且
又
大
津
江 

 
 

 

被
罷
出
候
面
々
ハ
、
御
止
宿
一
日
前
広
二

大
津
江

罷
出
、
自
分
罷 

 
 

 

出
候
旅
宿
江

可
被
相
届
候
、
尤
麻
上
下
持
参
可
被
罷
出
候
、
右
之
趣 

 
 

 

相
触
候
、
可
被
得
貴
意
候 

以
上 

 
 
 
 
 

五
月
廿
二
日 

 
 
 
 

増
田―

―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
人 

 
 
 
 

 

３
３ 

 
 
 

 

 
 

 

追
而

申
入
候
、
此
度
ハ
御
入
部
之
儀
二

付
、
大
津
表
相
済
候
上
、
御
国 

 
 

 

許
江

罷
出
御
歓
可
被
申
上
候
、
尤
五
本
入
御
扇
子
一
箱
臺
附 

 
 

 

二
而

差
上
候
、
先
年
御
入
部
之
節
之
先
格
相
見
へ
申
候
、
此
度
も 

 
 

 

御
国
許
へ
被
罷
出
候
儀
ハ
先
達
而

相
伺
、
御
聞
済
二

有
之
二

付
、
此 

 
 

 

度
之
処
茂

先
格
之
通
差
上
物
を
以
、
御
国
許
江

可
被
罷
出
候
、
尤 

 
 

 

両
郡
ゟ
為
惣
代
罷
出
候
先
格
二

有
之
候
、
浅
井
郡
ゟ
ハ
大
庄
屋 

 
 

 

格
之
面
々
三
本
入
御
扇
子
一
箱
臺
付
、
帯
刀
人
面
々
是
又 

 
 

 

三
本
入
御
扇
子
一
箱
臺
附
差
上
候
先
格
二

付
、
浅
井
郡
江

も 

 
 

 

同
様
申
遣
候
、
此
段
承
知
可
有
之
候
、
猶
又
御
国
許
江

為
惣
代 

被
罷
出
候
名
前
之
儀
ハ
、
於
大
津
表
二

可
被
申
聞
候 

以
上 

（
注
）
保
泰
は
既
に
文
化
七
年
に
保
光
名
代
と
し
て
、
京
都
火
消
役
務
の
た
め
帰
国
し
て
い
る
が
、
藩
主
と
し
て
は
今
回

が
初
の
帰
国
（
入
部
）
で
あ
る
。
従
っ
て
帯
刀
人
総
代
と
し
て
出
郡
し
、
祝
儀
の
扇
子
箱
を
差
し
上
げ
る
者
を
事

前
に
届
出
る
よ
う
指
示
し
た
も
の
。
な
お
文
中
「
浅
井
郡
江

も
」
と
あ
る
部
分
は
「
高
島
郡
江

も
」
の
誤
写
。 

  
 
 
 

右
即
刻
霜
降
へ
遣
ス 

 
 
 
 
 

五
月
廿
三
日 

則
請
書 



 24 

一 

御
触
之
趣
奉
畏
候 

御
止
宿
之
節
無
間
違 

私
義
大
津
表
へ
罷
出
可
申
候
、
為
其
御
請
申 

上
候
、
以
上 

 
 
 
   

某 

印 

 
 
 

 
又
追
御
廻
状 

一
筆
令
啓
達
候
、
然
ハ
殿
様
江
戸
表
御
発
駕
之
儀
、
当
月
十
八
・
九
日
頃
之
内
二

有 

之
候
様
、
兼
而

御
沙
汰
有
之
候
、
左
候
得
ハ
来
廿
九
日
・
晦
日
頃
、
大
津
御
止
宿
二

可

有
之
候
、
併
爾
今
聢
与

い
た
し
候
御
便
り
茂

無
之
候
得
共
、
右
之
振
合
付
自
分
儀
来
ル

廿
七
日
海
津
出
立
二
而

大
津
表
へ
罷
出
候
間
、
其
積
り
二
而

被
申
合
、
出
津
可
被
致
候
右

可
申
入
如
是
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

五
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 

増
田―

―
―
―
 

 

（
注
）「
爾
今
聢
与

（
い
ま
も
っ
て
、
し
か
と
）」
と
読
む
。 

 

 
 

 

右
即
日
霜
降
へ
遣
し
候 

 
 
 

右
之
趣
二

付
、
当
方
三
人
廿
八
日
出
立 

同
夜
大
津
へ
着 

 
 
 

翌
早
朝
増
田
御
氏
旅
宿
へ
参
上
并
二

御
蔵
戸
沢
仙
助
様
・
内
藤
助
五
郎
様 

 

 
 
 

着
之
届
ケ
申
上
候 

 

則
戸
沢
氏
・
内
藤
氏
両
家
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

杉
原
半
切
百
枚
ツ
ヽ
三
人
連
名
二
而

持
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
百
八
十
六
文
ツ
ヽ 

（
注
）
代
金
計
は
五
百
五
十
八
文
に
な
る
が
、
こ
れ
は
約
銀
五
匁
六
分
に
相
当
し
、
換
算
約
一
万
八
千
円
と
な
る
（
高
級

紙
で
あ
る
）。 

  
 
 
 
 

大
津
御
旅
宿
二
而 

 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
増
田
氏
へ 

汐
美
饅
頭
一
箱 

 
 
 

高
嶋
郡
七
人 

 
 
 
 
 

金
堂
手
同
太
陽
寺
氏
へ 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
井
郡
七
人 

連
名 

 
 
 
 
 
 

海
津
御
支
配
今
中
氏 

同 

壱
箱
ツ
ヽ 

 
 
 
 

此
わ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
村
氏 

 
 
 
 
 
 

金
堂 

同 

名
倉
氏 

同 

壱
箱 

（
注
）
「
汐
美
饅
頭
」
は
大
津
市
の
藤
屋
内
匠
（
創
業
寛
文
元
年
）
の
名
物
和
菓
子
で
、
現
在
で
も
茶
道
・
慶
弔
に
使
わ

れ
て
い
る
。 

３
４ 

殿
様
弥
十
九
日
江
戸
表
御
発
駕
、
六
月
朔
日
大
津
御
止
宿
、
御
宿
割
申
来 

 
 

 

朔
日
四
ツ
時
ゟ
石
場
へ
出
張
、
播
磨
屋
二
而

休
足 

 

（
注
）
播
磨
屋
は
八
丁
筋
の
播
磨
屋
市
右
衛
門
の
脇
本
陣
（
四
ツ
時
は
十
時
頃
）。 

 
 

 
 

 

然
ル
処
、
石
部
御
立
二
而

石
山
へ
御
参
詣
、
八
ツ
半
頃
大
津
御
入
駕 

 
 

銘
々
ハ
最
寄
二
而

支
度
致
し
御
本
陳
前
亀
屋
二
而

休
足 

 
 

 

両
手
一
紙
二

名
前 

差
出
ス 

 

（
注
）
石
部
宿
は
現
在
の
湖
南
市
に
あ
り
、
草
津
宿
を
経
て
大
津
宿
手
前
の
石
山
寺
に
立
寄
っ
た
の
で
、
大
津
着
が
八
ツ

半
（
午
後
三
時
頃
）
と
な
っ
た
も
の
。 

 

夕
方
於
御
本
陳
御
目
見
ヘ
被
仰
付
、
御
詞
有
之 

皆
無
変
事
哉
、
遠
方
太
儀 

 

ト
也 

（
注
）
御
目
見
の
上
、
殿
様
か
ら
短
く
と
も
直
接
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
の
は
、
滅
多
に
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

夫
よ
り
御
家
老 

豊
原
権
左
衛
門
様 

御
年
寄 

 
 

穴
沢
伊
右
衛
門
様 

 
 

 
 
 
 
 
 

御
用
人 

今
井
新
左
衛
門
様 

道
中
御
目
付 

産
田
潤
蔵
様
・
西
倉
郷
蔵
様 

 
 

 
 
 
 
 

右
へ
御
礼
廻
り 

私
共
儀
大
津
於
石
場
、
御
道
筋
へ
罷
出
、
其
上
於
大
津
御
本
陳
御
目
見
江

被
為 

 
 

 

仰
付
、
重
々
冥
加
至
極
難
有
仕
合
二

奉
存
候
、
乍
恐
右
御
礼
奉
申
上
度
参
上
仕
候 

 
 
 
 
 

浅
井
郡
七
人
・
高
嶋
郡
七
人
・
蒲
生
郡
弐
人
・
坂
田
郡
弐
人
・
神
埼
郡
弐
人 

 
 

 

右
之
通
無
滞
相
済 

但 

此
の
度
ハ
石
場
二
而

御
茶
出
し
不
申
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

播
磨
屋
ノ
茶
代
、
一
昨
年
之
通
御
代
官
ゟ
出
ル
由 

 
 
 
 

御
国
表
二

罷
出
候
事
、
小
宮
山
氏
へ
内
々
相
窺
候
処
、
暑
気
之
時
分
故 

 
 
 
 

延
引
之
儀
尤
可
然
候
由
被
仰
聞
、
銘
々
引
取
候
也 

（
注
）
大
津
蔵
奉
行
の
小
宮
山
か
ら
、
暑
気
の
時
分
に
郡
山
ま
で
出
向
く
こ
と
は
無
い
旨
聞
か
さ
れ
、
時
期
を
見
て
出
郡

の
こ
と
と
し
て
、
夫
々
引
取
っ
た
。 
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六
月
廿
二
日
海
津
行
、
郷
方
御
講
勘
定
、
廿
四
日
朝
帰
宅 

 
 

 
九
月
十
五
日
御
毛
見
御
泊
り
、
十
九
日
大
通
り
小
宮
山
様
。
後
藤
様 

無
休 

 

十
月
十
二
日
夜
、
海
津
ゟ
御
廻
状
来 

 
 
 

一
筆
致
啓
上
候
、
然
ハ
今
般 

殿
様
御
入
部
為
御
祝
義
、
此
節
被
為 

 
 
 

請
候
二

付
、
各
方
郡
山
表
江

被
罷
出
、
御
祝
義
之
御
歓
被
申
上
候
日
限 

 
 
 

之
儀
、
来
ル
廿
二
日
迠
二

郡
山
着
之
積
可
申
合
旨
、
御
代
官
此
節 

 
 
 

出
藩
二

付
、
右
出
郡
先
キ
ゟ
被
仰
越
候
間
、
被
得
貴
意
右
日
限 

 
 
 

二

無
間
違
、
惣
代
被
申
合
郡
山
着
可
有
之
候
、
右
之
段
得
貴
意
候 

以
上 

 
 
 
 
 

十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
倉
常
蔵 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
人
名
当 

 
 
 
 
 
 

今
中
専
治 

（
注
）
六
月
は
暑
気
も
あ
り
、
入
部
祝
儀
の
出
郡
は
見
送
っ
た
が
、
十
月
中
旬
に
出
郡
中
の
代
官
か
ら
、
二
十
二
日
ま
で

に
祝
儀
出
郡
の
指
示
が
あ
り
、
急
遽
そ
の
手
配
を
行
っ
た
。 

  
 
 

右
二

付
、
十
八
日
角
野
藤
右
衛
門
同
道
二
而

十
九
日
京
着
、
廿
日
廿
一
日
ハ 

 
 
 

金
談
、
廿
二
日
郡
山
行
、
然
ル
処 

殿
様
御
風
邪
二

付
廿
八
日 

 

３
５ 

 
 
 

御
祝
義
御
歓
申
上
、
則
御
鑓
之
間
二
而

御
酒
・
御
吸
物
頂
戴
、
御
殿
拝
見 

 
 
 

等
被
仰
付
、
御
丁
寧
之
御
事
也
、
別
記
二

委
敷
書
記
ス 

 
 
 

右
郡
山
行
惣
代
ハ
浅
井
ゟ
林
傳
右
衛
門
・
高
原
又
兵
衛
、
高
嶋
ハ
角
野
藤
右
衛
門
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

手
前 

（
注
）
角
野
藤
右
衛
門
は
文
化
四
（
１
８
０
７
）
年
に
同
姓
藤
大
夫
と
共
に
帯
刀
苗
字
御
免
を
得
た
新
参
（
海
津
の
商 

 
 
 

人
）
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
分
限
者
で
、
こ
の
後
し
ば
し
ば
顔
を
出
す
こ
と
に
な
る
。 

 

十
一
月
十
九
夜
、
右
郡
山
へ
不
参
之
銘
々
へ
御
廻
状
有
、
其
趣
ハ 

 
 
 

殿
様
御
家
督
為
御
祝
義
、
来
ル
廿
一
日
朝
四
ツ
時
揃
、
当 

 
 
 

御
役
所
二
而

御
酒
・
御
吸
物
被
下
置
候
間
、
麻
上
下
着
右
刻
限
無 

 
 
 

間
違
可
被
罷
出
候
、
右
申
入
度
如
此
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 

十
一
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
廿
日
夜
飛
脚
来
修
蔵
夜
中
二

被
参
候 

 
 

 

右
二

付
太
右
衛
門
殿
・
太
平
治
殿
両
人
被
出
候
、
太
田
両
人
・
霜
降
ハ
不
参
之
由 

 
 

 

尤
村
々
庄
屋
も
同
日
九
ツ
時
二

有
之
候
由
、
皆
々
廿
日
昼
ゟ
被
参
候
也 

 
 

 

同
断
御
酒
代
村
方
へ
五
匁
四
分
被
下
、
但
し
凡
九
十
軒
二

六
り
当
り
也 

 

 
 

 

此
披
露
十
二
月
朔
日
宮
へ
壱
升
上
ケ
、
村
中
小
前
銘
々
庄
屋
宅
二
而 

 
 

 

酒
三
献
、
但
盃
ハ
三
ツ
目
也
、
肴
い
さ
ざ
・
豆
腐
二
品
也 

 

（
注
）「
三
つ
目
」
は
酒
用
の
小
椀
。「
い
さ
ざ
」
は
琵
琶
湖
固
有
の
小
魚
。 

  
 

 

十
一
月
晦
日
、
霜
降
饗
庭
氏
へ
金
談
二

付 

御
国
表
御
仕
法
二

付
、 

非
常
之
御
手
当
金
御
頼
ミ
ナ
リ 

 
 

 

御
代
官
と
村
田
氏
と
御
越
被
成
候
、
南
二
而

中
飯
出
し
夫
ゟ
霜
降
へ 

 
 

 

御
出
、
同
夜
南
二
而

御
泊
り
候
也 

 
 

 

御
手
土
産
と
し
て
半
切
三
百
枚
南
へ
、
同
断
手
前
へ
も
被
下
之 

  
 

 

右
二

付
二
日
霜
降
内
談
二

行 

 
 

 

又
十
五
日
大
村
氏
霜
降
へ
御
越
ア
リ 

 
 

 

廿
日
霜
降
内
談
二

行 

 

３
６
（
以
下
４
０
迄
挿
入
） 

 
 

 

文
化
九
壬
申
十
月 

 
 

 

御
入
部
御
祝
儀
出
勤
諸
造
用 

覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 

傳
右
衛
門 

 
 

浅
井 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

高
原
又
兵
衛 

 
 
 

浅
井 

新
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

高
島 

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

角
野
藤
右
衛
門 

 
 

高
島 

海
津 

 

３
７
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

覚 
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一 

七
匁 

 
 
 
 
 

焼
杉
三
本
入 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扇
子
一
箱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臺
付
操
足 

 

（
注
）
焼
杉
は
扇
子
の
材
質
、
繰
足
は
装
飾
の
あ
る
台
足
で
あ
ろ
う
か
詳
細
不
明
。 

  
 
 

一 

拾
壱
匁
弐
分 

 
 

同 

五
本
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扇
子
一
箱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

操
足
臺
付 

 
 
 

一 

九
匁
五
分 

 
 
 

桐
五
本
入 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
扇
子
一
箱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断 

 
 
 

 

一 

弐
匁
壱
分
四
り 

 

紙
・
水
引
代 

  
 
 

一 

拾
七
匁
弐
分 

 
 

御
代
官
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
代
三
人
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
菓
子
料 

 
 
 

一 

十
六
匁
壱
分 

 
 

小
宮
山
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
菓
子
料 

 
 
 

〆
六
拾
三
匁
壱
分
四
厘 

 

（
注
）
ほ
ぼ
金
一
両
で
、
二
十
万
近
い
出
費
で
あ
る
。 

 

３
８
（
挿
入
） 

 
 

十
月
十
七
日
ゟ
十
一
月
二
日
迠 

 
 
 

一 

八
拾
目 

 
 
 
 

高
原
分 

 
 
 
 
 
 

又
三
拾
匁
供
料 

同
十
八
日
ゟ
十
一
月
二
日
迠 

 
 
 

一 

七
拾
五
匁 

 
 
 

林
分 

 
 
 
 

 
 

又
三
拾
匁
供
料 

同
断 

 
 

 

一 

七
拾
五
匁 

 
 
 

足
立
分 

 
 
 
 

 
 

又
三
拾
目
供
料 

同
断 

 
 

 

一 

七
拾
五
匁 

 
 
 
 

 

角
野
分 

 
 
 
 

 
 

又
三
拾
匁
供
料 

 
 

 

〆
四
百
弐
拾
五
匁 

 

 
 

二
口
合 

四
百
八
拾
八
匁
壱
分
四
り 

 
 

 
 

 
 

此
割 

廿
壱
人 

 
 

 
 

壱
人
前 

 
 
 
 

 
 

廿
三
匁
弐
分
四
り
宛 

（
注
）
出
郡
諸
経
費
を
両
郡
の
帯
刀
人
等
で
分
割
負
担
し
た
計
算
書
で
あ
る
。 

 
 

 

総
経
費
が
四
百
八
十
八
匁
一
分
四
り
で
、
現
在
換
算
が
約
百
六
十
一
万
円
。 

 
 

 

帯
刀
人
等
二
十
一
人
で
分
担
が
二
十
三
匁
二
分
四
厘
で
、
換
算
約
七
万
七
千
円
に
な
る
。 

 

３
９
（
挿
入
） 

 
 

 

名
前
差
支
ノ
字 

保 

ミ
ツ 

ヒ
ロ 

 
 
 
 

菊 

虎 

春 
 

岸 
 

文 

元 

友 

（
注
）
名
前
禁
忌
は
、
７
寛
政
十
二
年
四
月
、
１
９
文
化
五
年
四
月
に
も
記
述
が
あ
り
、
少
し
異
な
っ
て
い
る
が
繰
返
し

の
意
味
不
明
。 

 

４
０
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 

浅
井
郡 

 
 
 
 
 
 
 

大
浜
仲
右
衛
門 

 
 

大
浜 

 
 
 
 
 
 
 

林 

傳
右
衛
門 

 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 

橋
本
清
蔵 

 
 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 

高
原
又
兵
衛 

 
 
 

新
井 

 
 
 
 
 
 
 

川
越
伊
兵
衛 

 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 

平
塚
善
四
郎 

 
 
 

塩
津 
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南
部
甚
助 

 
 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 

林 

忠
右
衛
門 

 
 

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 

大
浜
太
郎
兵
衛 

 
 

大
浜 

 
 
 
 
 
 
 

平
塚
甚
兵
衛 

 
 
 

塩
津 

 
 
 
 
 

高
嶋
郡 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
慎
次
郎 

 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門 

 
 

五
十
川
南 

 
 
 
 
 
 
 

井
関
吉
兵
衛 

 
 
 

西
浜 

 
 
 
 
 
 
 

伊
丹
官
蔵 

 
 
 
 

石
庭 

 
 
 
 
 
 
 

井
関
吉
郎
治 

 
 
 

西
浜 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

五
十
川
東 

 
 
 
 
 
 
 

角
野
藤
太
夫 

 
 
 

海
津
中
小 

 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 
 

霜
降 

 
 
 
 
 
 
 

角
野
藤
右
衛
門 

 
 

海
津
中
子 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
平
治 

 
 
 

五
十
川
西 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
修
蔵 

 
 
 
 

太
田 

 
 
 
 

右 
 

次
第
不
同 

 
 

（
注
）
浅
井
郡
十
名
、
高
島
郡
十
一
名
、
合
計
二
十
一
名
両
郡
帯
刀
人
等
の
名
簿
で
あ
る
。
各
々
の
町
村
名
を
記
す
。 

 
 
 

な
お
以
下
の
文
中
で
「
慎
」
は
「
新
」、「「
太
」
は
「
多
」
と
混
用
さ
れ
る
の
で
注
意
の
こ
と
。 

 

４
１ 

 
 

文
化
十
年 

 

癸
酉
年
始
例
之
通
御
廻
状
来 

大
雪 

三
日
四
ツ
時
発
足 

（
注
）
文
化
十
癸
酉
（
１
８
１
３
）
年
。 

  
 
 

四
日
朝
相
勤
御
酒
・
御
吸
物
例
之
通
也 

献
上
包
物
此
方
二
而

認
メ
ル 

 
 
 
 

献
上
五
匁
五
分 

御
扇
子
十
一
箱
料 

 
 
 
 
 

一 

八
匁
六
分 

 

御
代
官 

 
 
 
 
 

一 

壱
歩
弐
朱 

 

三
手
代 

（
注
）
三
手
代
の
一
分
二
朱
は
、
一
両
＝
六
十
四
匁
八
分
と
し
て
二
十
四
匁
三
分
。
従
っ
て
一
人
当
た
り
八
匁
一
分
。
何

故
か
代
官
と
ほ
と
ん
ど
差
が
無
い
。
代
官
が
銀
建
て
で
、
手
代
が
金
建
て
も
不
自
然
で
あ
る
。
合
計
は
合
っ
て
い

る
が
何
ら
か
の
誤
記
か
。 

  
 
 
 
 

一 

五
匁
ツ
ヽ 

 

両
書
役 

 
 
 
 
 

一 

三
匁 

 

見
習
大
村
亀
蔵 

 
 
 
 
 

一 

三
匁
四
分 

 

同
心
幸
治 

 
 
 
 
 

一 

弐
匁
七
分 

 

御
門
番 

 
 
 
 
 

〆 

 
 
 
 
 
 
 

弐
匁
八
分 

紙
・
目
録
・
臺
へ
ぎ 

 
 
 
 
 
 
 

八
分 

 
 

か
け
欠 

 
 
 
 
 

合
六
拾
匁
六
分
四
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
壱
匁
六
分
五
り 

掛
や
弐
人
分
献
上
物
わ
り 

 

 
 
 
 
 
 

残
り
五
十
八
匁
九
分
九
り
、
九
人
わ
り 

六
匁
五
分
五
り
也 

 

（
注
）
合
計
六
十
匁
六
分
四
厘
か
ら
掛
屋
負
担
分
を
差
引
、
残
五
十
八
匁
九
分
九
厘
を
九
人
で
割
る
と
六
匁
五
分
五
厘
。 

  
 
 
 
 
 
 

又 
 

三
匁
五
分 

 

金
や
祝
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
匁
四
分 

 

下
男
女
三
人 

                

拾
匁
八
分 

 

西
・
手
前
下
男
三
人 

雑
用 

 
 
 
 
 
 
 

〆
十
五
匁
七
分 

此
六
人
わ
り 

弐
匁
六
分
弐
り 

ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

増
田
氏
婚
礼
祝
義
南
鐐
一
片 

太
田
弐
人
・
霜
降
一
人
・
当
方
三
人
連
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
匁
三
分
五
り 

（
注
）
例
に
よ
り
南
鐐
二
朱
銀
で
あ
る
が
、
六
人
合
計
が
八
匁
一
分
で
、
金
一
両
＝
銀
六
十
四
匁
八
分
の
相
場
で
あ
る

。 

 
 

 
 

 

三
月
六
日
、
以
廻
状
申
達
候
、
然
ハ
此
度
村
々
江

御
頼
入
被
成
度
、
御
用
儀
有
之
二

付
、

来
ル
十
日
当 

御
役
所
へ
召
呼
候
間
、
其
砌
者

乍
御
太
儀
各
方
一
緒
二

被
罷
出
候
様 

 
 

 

致
度
存
候
、
右
可
申
入
如
此
御
座
候 

以
上 

 
 

増
田―

―
―
―

印 

 
 
 
 

三
月
五
日 
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慎
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
郎
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
右
衛
門
殿 

 
 

 

十
日
、
村
々
一
人
ツ
ヽ
也
、
井
関
・
手
前
・
修
蔵
ト
浅
井
郡
仲
間
中
同
席
御
演
舌
、

村
々
両
郡
同
席
也 

 
 

 

御
仕
法
二

付
、
村
々
へ
御
頼
ミ
金
、
石
二

八
匁
ツ
ヽ
五
ケ
年
二

差
上
候
様
、
御
返
済
ハ

御
講
之
徳
金
之
積 

 

４
２ 

 
 

 

仕
法
書
別
二

有
、
十
日
晩
郷
宿
二
而

御
酒
・
御
肴
等
被
下
、
翌
十
一
日
御
礼
申
帰
村 

 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
８
） 

 

 
 

 
 

 

文
化
十
酉
年 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

御
頼
御
用
金 

 

石
打 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
八
匁
ヲ
五
ケ
年
二

上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
ケ
年
分 

石
壱
匁
六
分
ノ
積 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
村
有
高
二

割
、
弐
匁
壱
分
弐
り
ツ
ヽ
打 

 

 
 
 
 
 
 
 

酉
・
戌
・
亥
・
子
・
丑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
ケ
年
合
、
五
〆
九
百
七
拾
九
匁
九
分
弐
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
之
銀
、
寅
年
御
通
返
上
献
納
二

成 
 

（
注
）
か
な
り
複
雑
な
金
融
策
で
あ
る
が
、
当
村
石
高
は
既
出
で
あ
る
。 

当
村
高
七
百
四
十
七
石
四
斗
九
升 

五
年
石
当
り
銀
八
匁
＝
銀
五
貫
九
百
七
十
九
匁
九
分
二
厘 

こ
れ
を
五
ヵ
年
に
分
割
納
入 

 
 

一
年
当
り 

 
 
 

＝
銀
一
貫
百
九
十
五
匁
九
分
八
厘 

言
い
換
え
れ
ば 

 
 
 
 
 

一
年
石
当
り
銀
一
匁
六
分
＝
銀 

同
左 

当
村
有
高
云
々
は
意
味
不
明
（
計
算
上
は
五
百
六
十
四
石
一
斗
に
な
る
）。 

 
 
 

こ
の
返
還
に
つ
い
て
、
本
文
は
講
徳
金
予
定
と
あ
る
が
、
六
年
目
の
寅
年
に
献
納
と
な
っ
た
（
５
０ 

去
酉
ゟ
五

カ
年
・
・
・
参
照
）。 

な
お
、
こ
の
寅
年
は
改
元
に
よ
り
文
政
元
（
１
８
１
８
）
年
と
な
っ
た 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 

四
月
十
二
日
、
組
々
ゟ
両
三
人
ツ
ヽ
惣
代
二

罷
出
、
御

理
コ
ト
ハ
リ

願
候
共
、
段
々
御
演
舌
ニ 

 
 
 
 
 

付
御
請
申
上
候
事 

 
 

 

同
廿
日
郷
方
御
講
勘
定
廿
一
日
帰
村 

  
 

 

七
月
、
若
殿
象
之
助
様 

御
卒
去
二

付
、
七
月
十
四
日
ゟ
六
日
迠
三
ケ
日
御
停
止 

 
 

 

右
為
悔
当
方
六
人
惣
代
二

多
右
衛
門
殿
七
月
十
八
日
御
役
所
行 

（
注
）
象
之
助
は
既
に
文
化
四
年
五
月
二
十
一
日
に
卒
去
（
１
８
参
照
）。
こ
れ
は
同
じ
く
本
腹
で
二
歳
卒
去
な
が
ら
三
男

の
将
八
郎
で
あ
る
。
な
お
音
曲
中
止
期
間
は
「
十
六
日
迠
」
で
あ
る
。 

将
八
郎
公 

御
年
二
歳 

御
本
腹 

 

謙
享
院
殿
良
応
有
順
大
童
子 

文
化
十
癸
酉
年
七
月
三
日 

 

正
覚
山 

月
桂
寺 

  
 

 

九
月
廿
六
日
、
御
毛
見
御
泊
り
大
通
り
休
ミ
玉
川
磯
右
衛
門
様
・
高
橋
惣
左
衛
門
様 

 
 

 
 

 

十
月
廿
二
日
、
海
津
ゟ
御
用
状
来
其
趣 

以
書
付
申
入
候
、
然
者 

 
 

 

先
頃
ゟ
御
代
官
出
府
二

御
座
候
処
、
此
度
高
嶋
・
浅
井
之
内
二
而

大
浜
仲
右
衛
門
・ 

 
 

 

橋
本
清
蔵
・
林
傳
右
衛
門
・
平
塚
善
四
郎
・
足
立
慎
次
郎
・
井
関
吉
兵
衛
・
足
立
東 

右
衛
門
、
右
之
衆
中
へ
御
上
ゟ
御
談
被
成
度
御
用
向
有
之
間
、
急
々
御
国
表 

 
 

 

罷
出
候
様
、
今
夕
御
代
官
ゟ
急
飛
脚
を
以
申
来
候
間
、
近
頃
乍
御
苦 

 
 

 

労
、
此
差
紙
着
早
々
仕
度
次
第
、
当
方
へ
被
罷
出
候
二

及
不
申
候
間
、
明 

 
 

 

後
廿
三
日
出
立
、
直
二

御
国
表
へ
可
被
罷
出
候
、
御
用
之
次
第
一
向
不
申
来 

 
 

 

候
間
、
何
れ
御
国
表
二
而

御
談
可
有
之
候
、
万
一
不
快
・
足
痛
二

も 

 
 

 

有
之
候
ハ
ヽ
、
駕
籠
二
而

成
と
も
被
罷
出
候
様
申
来
候
間
、
不
参
不
相
成 

 
 

 

候
間
、
急
々
可
被
罷
出
候
、
此
段
申
入
度
如
此
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

村
田―

―
 

 
 

 
追
而

申
入
候
、
御
上
御
用
二

付
、
御
中
間 

 
 
 
 
 

  

大
村―

―
 

 
 

 
飛
脚
を
以
申
来
儀
二

候
得
ハ
、
請
書 

 
 
 
 
 
 
 

今
中―

―

印 

 
 

 

御
国
表
へ
差
出
候
間
、
左
之
通 

  
 
 
 
 
 

乍
恐
御
請
奉
申
上
候 

一 

此
度 

御
上
御
用
向
二

付
、
御
国
表
へ
明
廿
三
日
出
立
罷
出
候
様
被 
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仰
付
奉
畏
候
、
無
遅
滞
可
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 

十
月
廿
二
日―

―
―
―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

右
二

付
廿
三
日
大
雨
、
廿
四
日
早
朝
発
足
、
廿
六
日
昼
郡
山
着
、
御
代
官
様 

 

 
 
 

御
旅
宿
へ
相
届
、
尤
足
立
修
蔵
殿
・
磯
野
や
源
兵
衛
殿
同
道
也
、
外
二

沢
村
庄
や 

 
 
 

太
次
右
衛
門
・
井
関
吉
兵
衛
、
浅
井
郡
ゟ
大
浜
仲
右
衛
門
・
林
傳
右
衛
門
・
橋
本 

 
 
 

清
蔵
・
高
原
又
兵
衛
・
平
塚
善
四
郎
、
都
合
十
人
也 

 
 
 

大
意
ハ
郷
判
御
借
入
之
金
銀
両
手
二
而

凡
三
千
貫
目
内 

弐
千
〆
目
余 

金
堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

九
百
〆
目
程 

海
津 

 
 

４
３
・
４
４ 

 
 
 

右
之
口
々
御
利
足
年
二

四
分
四
厘
弐
毛
六
糸
二
而

、
五
年
之
間
之
所
応
対 

 
 
 

致
し
呉
候
様
、
被
仰
出
候
二

付
、
左
候
得
ハ
京
都
郷
方
御
講
も
破
れ
可
申
候
得 

 
 
 

者

、
一
向
大
乱
二

及
候
間
、
両
御
講
ハ
御
立
被
成
候
様
、
段
々
御
掛
合
申
上
候
而 

 
 
 

右
講
ハ
相
立
候
様
と
御
聞
入
被
成
候
、
尤
両
講
共
算
用
書
大
積
差
上
候
事 

 
 
 

其
外
御
入
箇
冨
川
様
・
斉
藤
様
・
加
々
美
・
渡
部
等
ゟ
御
演
舌
書
別
紙
二 

 
 
 

有
之
候 

 
 

 

十
一
月
六
日
立
二
而

帰
国 

 

御
賄
被
下 

銀
四
十
五
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鐚
四
〆
百
四
十
七
文 

（
注
）
事
情
は
複
雑
で
あ
る
が
、
京
講
で
調
達
の
資
金
が
高
利
な
の
で
、
約
銀
三
千
貫
を
近
江
両
手
資
金
に
低
利
（
年
四

分
四
厘
弐
毛
六
糸
）
で
振
り
替
え
た
い
と
い
う
事
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
で
は
折
角
融
資
に
応
じ
て

く
れ
た
京
講
と
の
紛
議
に
な
り
か
ね
な
い
と
藩
上
層
部
を
説
得
し
、
撤
回
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。 

  
 

  

十
二
月
廿
二
日
、
御
廻
状
来
、
戌
年
頭
御
禮
正
月
七
日
御
役
所
へ
可
申
旨
也 

 

文
化
十
一 
 

 
 
 
 

戌
年 

（
注
）
文
化
十
一
甲
戌
（
１
８
１
４
）
年
。 

 

御
年
禮
正
月
六
日
四
ツ
時
出
立
、
七
日
朝
相
勤
昼
過
ゟ
帰
村 

 
 
 
 

但 

浅
井
郡
ハ
橋
本
・
林
・
高
原
・
南
部
・
大
浜 

 
 
 
 
 
 

当
郡
ハ
井
関
両
人
・
足
立
四
人
・
霜
降
・
角
野
両
人 

同
席
也 

（
注
）
今
回
は
何
故
か
祝
儀
割
の
記
事
が
欠
け
て
い
る
。 

 

三
月
六
日
、
郷
方
御
講
勘
定
七
日
帰
村 

 
 

 

五
月
廿
日
、
宗
旨
御
改
、
今
中
氏
・
村
田
氏 

 
 

 

同
日
御
廻
状
到
来 

 
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

此
度 

殿
様
御
帰
城
之
節
、
御
廻
京
之 

 
 

 

砌
其
元
方
大
津
駅
江

罷
出
、
御
目
見
等
被 

仰
付
候
処
、
当 

 
 

 

時
御
検
約
之
儀
故
、
以
来
者 

御
省
略
二
而

罷
出
候
二
者

不 

 
 

 

及
旨
被 

仰
出
候
段
被
仰
遣
候
、
此
段
廻
状
を
以
相
触
候
間 

 
 

 

銘
々
承
知
可
有
之
候 

以
上 

 
 
 
 

五
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

増
田―

―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
人 

当
名 

尚
々
此
度
者 

 
 

 

御
廻
京
無
御
座
、
伊
賀
路
通
り
被
為
遊
御
旅
行
候
、
是
又
承 

 
 

 

知
可
有
之
候 

以
上 

（
注
）
従
来
参
勤
交
代
は
、
大
津
宿
経
由
で
京
立
寄
り
の
東
海
道
を
利
用
し
て
い
た
が
、
経
費
節
減
の
た
め
、
今
後
は
伊

賀
路
を
東
海
道
に
繋
げ
る
の
で
、
大
津
宿
で
の
御
目
見
は
中
止
す
る
と
の
通
知
。
な
お
「
検
約
」
は
当
時
よ
く
使

わ
れ
て
い
た
誤
字
。 

  
 

 

六
月 

海
津
磯
野
源
兵
衛
殿
帯
刀
御
免
披
露 

 
 

 

八
月
廿
二
日
御
書
到
来 

 
 

 
一
筆
致
啓
上
候
、
秋
冷
之
砌
弥
御
安
平
被
成
御
凌
、
愛
度
奉
存
候 

 
 

 
然
者

当
年
之
処
、
二
三
十
ケ
年
茂

無
之
豊
作
之
年
柄
二

付
、
浅
井
郡 

４
５ 

 
 

 

検
見
請
村
々
よ
り
毛
付
田
之
分
、
惣
入
毛
同
様
二

相
受
申
度
存
候
間 

 
 

 

御
見
分
な
し
二

相
済
候
様
、
願
面
差
出
し
候
二

付
、
高
嶋
水
所
村
々 

 
 

 

茂

内
々
承
り
候
処
、
同
様
之
振
合
二

申
居
候
間
、
一
統
相
願
之 
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儀
二

有
之
候
ハ
ヽ
、
一
両
日
之
内
郡
山
表
江

窺
二

被
差
出
候
義
二

候 

 
 
 

依
之
乍
内
々
此
段
為
御
知
申
候
間
、
其
両
村
之
義
ハ
如
何
相
成 

 
 
 

可
申
哉
、
右
之
振
合
二

相
成
候
義
二

有
之
候
ハ
ヽ
、
両
村
共
得
与 

 
 
 

村
中
相
談
之
上
、
此
書
付
着
早
々
弐
ケ
村
共
被
罷
出
、
否
之
儀 

 
 
 

被
申
聞
候
様
致
度
存
候
、
尤
大
躰
御
受
被
申
所
ハ
二
三
十 

 
 
 

ケ
年
之
内
二

而
、
宜
敷
年
柄
之
御
受
二

相
見
へ
申
候
、
何
連
二
茂 

 
 
 

急
々
否
被
申
出
候
様
致
度
、
夫
迠
御
窺
之
儀
見
合
申
居
候 

 
 
 

右
可
申
入
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 

村
田
富
助 

 
 
 
 
 

八
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
村
弁
助 

 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
様 

 

庄
屋
中 

 
 
 
 

足
立
修
蔵
様 

 
 
 

年
寄
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄
中 

 
 
 
 

尚
々 

両
村
共
得
与

相
談
之
上
、
庄
屋
一
人
宛
村
判
持
参 

（
注
）
年
貢
額
（
量
）
決
定
に
つ
い
て
は
、
は
定
免
法
と
検
見
法
が
あ
り
、
検
見
法
の
場
合
は
当
年
度
の
作
柄
を
実
地
検

定
し
、
年
貢
を
決
定
し
て
い
た
（
風
水
害
に
よ
り
作
柄
の
変
化
が
多
い
農
地
は
検
見
法
を
採
用
し
て
い
た
）
。
と
こ

ろ
が
豊
年
の
場
合
は
、
費
用
と
手
間
の
か
か
る
検
見
を
省
略
し
、
満
額
年
貢
と
す
る
こ
と
が
有
っ
た
の
で
、
検
見

法
を
取
っ
て
い
た
両
村
に
そ
の
選
択
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。「
愛
度
」
は
「
め
で
た
く
」
と
読
む
。 

 

八
月
三
日
、
豊
原
権
左
衛
門
様
御
病
気
二

付
、
御
家
老
職
御
免
之
由 

同
廿
八
日
、
柳
沢
市
正
様
御
家
老
職
被
蒙
仰
候
由 

海
津
御
毛
見
ハ
休
年
之
事
、
尤
近
年
来
之
高
免
一
昨
申
年
、
二
三
石
加
免
受
申
事 

 
 

 

大
通
り
ハ
玉
川
磯
右
衛
門
様
・
長
沢
新
次
郎
様
、
当
村
御
泊
り 

  
 

 

九
月
十
一
日
、
御
家
老
石
沢
佐
太
夫
様
御
死
去
之
由
村
方
御
触 

 
 

 

同
月 

海
津
角
野
藤
右
衛
門
殿
帯
刀
続
目
披
露
半
切
来 

 
 

 

同
廿
五
日
、
加
々
美
七
十
郎
・
渡
辺
周
蔵
、
郡
代
役
御
免
二
而

御
馬
廻
り
席
大
広
間
詰

二

成
候
由 

（
注
）
郡
代
（
格
か
並
だ
ろ
う
）
か
ら
馬
廻
席
は
、
大
幅
格
下
げ
で
、
懲
戒
人
事
で
あ
る
。
し
か
し
敬
称
欠
と
は
。 

 

海
津
今
中
専
治
殿
御
病
気
二

付
、
太
田
・
霜
降
・
五
十
川
、
六
人
中
ゟ
南
鐐
一
片 

太
田
ゟ
惣
代
勤 

 
 

此
わ
り 

十
月
六
日
、
今
中
氏
へ
見
舞
、
此
方
ゟ
砂
糖
漬
一
曲
、
代
五
匁
四
分
持
参 

十
二
月
九
日
、
今
中
専
治
殿
死
去
、
香
儀
南
鐐
一
、
六
人
連
名
二
而

遣
、
太
田
惣
代 

勤 

 
 

 

中
條
作
之
進
様
郡
代
御
免
、
後
役
真
柄
十
郎
様
郡
代
並 

十
二
月
廿
五
日
、
御
廻
状
来 

 
 

 

来
亥
年
始
御
禮
之
儀
、
正
月
七
日
当 

御
役
所
江

罷
出 

 
 

 

御
禮
可
被
申
上
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

増
田
ー
ー
ー
ー 

 
 
 
 
 
 

十
二
人
江 

 
 
 

 

 

４
６ 

六
日
昼
前
発
足
、
七
日
朝
御
礼
例
之
通
相
勤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り 

 
 
 
 

南 

供
六
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西 

供
市
次 

 

文
化
十
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

手
前 

 
 

亥
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
蔵
殿 

供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆 

両
郡
廿
四
人
同 

（
注
）
文
化
十
二
乙
亥
（
１
８
１
５
）
年
・
・
随
分
素
っ
気
な
い
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
６
） 

（
注
）
こ
の
間
に
「
郷
蔵
」
再
建
の
計
算
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
次
に
紹
介
す
る
。 

  
 

文
化
九
申
年 

 
 
 

 
郷
蔵
再
建 

 

入
用
銀
惣
〆 

壱
〆
四
百
拾
弐
匁
三
分
四
り 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 
 

弐
拾
壱
両
三
歩
弐
朱 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

是
ハ
京
都
二
而

御
講
落
札
金
二
而

相
済 

（
注
）
郷
蔵
は
年
貢
米
の
保
管
庫
、
或
い
は
貴
重
品
の
保
管
、
更
に
は
一
時
的
収
監
等
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ 
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た
。
再
建
費
用
は 

銀
一
貫
四
百
十
二
匁
三
分
四
厘
（
現
代
換
算
約
四
千
五
百
万
円
）
で
あ
り 

金
換
算
（
一
両
＝
六
十
四
匁
）
で
は
約
二
十
二
両
一
朱
と
銀
三
分
四
厘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
講
落
札
金
二
十
一
両
三
分
二
朱 

七
十
五
匁
六
分
六
朱
不
足 

  
 

文
化
十
一
戌
年 

 

右
郷
蔵
普
請
入
用
之
義
、
御
願
申
上
候
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
年
為
御
救
と
御
米
被
下
之 

 
 
 
 

一 

御
米
三
拾
弐
俵 

 
 
 
 
 
 
 
 

此
代 

七
百
六
拾
九
匁
弐
分
八
厘 

 

（
注
）
こ
の
出
費
に
対
し
て
藩
か
ら
米
三
十
二
俵
が
支
給
さ
れ
た
（
実
際
に
は
年
貢
米
か
ら
差
引
）。 

 
 
 

郡
山
藩
に
於
け
る
一
俵
は
四
斗
、
従
っ
て
十
二
石
八
斗
で
あ
る
。 

こ
の
時
期
の
一
石
当
り
価
格
は
銀
六
十
匁
一
分
（
逆
算
算
定
）。 

十
二
石
八
斗
で
七
百
六
十
九
匁
二
分
八
厘 

差
額
六
百
九
十
三
匁
六
厘
が
村
負
担 

都
合
五
十
四
、
五
％
が
藩
援
助
額
と
な
る
が
、
別
に
代
官
等
へ
の
謝
礼
が
生
じ
る
。 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

内
御
礼
包
物 

 

弐
百
疋 

御
頭 

増
田
半
右
衛
門 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
百
疋 

 
 
 

今
中
喜
治 

 
 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
村
弁
助 

 
 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
田
冨
助 

 
 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
歩 

 
 
 
 

名
倉
常
蔵 

 
 

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
は
し
彦
次
郎 

殿 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
一
両 

 
 
 

亀
蔵 

 
 

（
注
）
こ
の
合
計
が 

金
一
両
（
四
分
）
で
銀
六
十
四
匁
と
銀
一
両
（
四
匁
三
分
） 

合
計
六
十
八
匁
三
分
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

４
６
（
続
） 

七
日
夕
方
追
講
之
義
両
郡
相
談
、
八
日
朝
増
田
様
御
宅
二
而

又
々
御
談 

 
 

 

廿
三
日
御
廻
状
村
方
へ
来
、
其
文 

 
 
 

今
度
増
田
半
右
衛
門
代
り
園
崎
園
平
、
其
村
々
支
配
代
官
被 

 
 

 

 
 
 

仰
付
候
間
、
可
得
貴
意
者
也 

 
 
 
 

真 

十
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
柄 

 
 
 
 
 
 

正
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

中 

覚
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

不
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雨 

嘉
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

雨
宮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

志 

忠
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 

志
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 

庄
蔵 

 
 
 
 
 
 
 

 

小
宮
山 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉 

磯
右
衛
門 

月
番
也 

 
 
 

玉
川 

 
 
 
 

 

御
役
処
ノ
御
添
書
ハ
廿
二
日
出
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

両
郡
村
々 

（
注
）
こ
こ
に
至
っ
て
増
田
代
官
が
罷
免
さ
れ
、
園
田
が
任
命
さ
れ
た
。
郡
代
連
名
の
御
状
で
あ
る
が
、
漢
風
表
記
で
姓

が
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
不
明
の
人
物
が
い
る
。 

  
 

 

右
二

付
廿
四
日
、
増
田
氏
へ
御
見
舞
の
た
め
手
前
海
津
行
、
浅
井
郡
ゟ
も
来
ル 

 
 

 

同
日
去
戌
九
月
分
御
講
勘
定
帳
出
来
ル 

 
 

 

二
月
十
九
日
、
御
廻
状
来
、
其
文 

 
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

当
御
役
所
跡
御
代
官
園
崎
園
平 

 
 

 

弥
来
ル
十
九
日
郡
山
表
出
立
、
大
津
泊
り
翌
廿
日
小
松
泊
り 

 
 

 

廿
一
日
此
表
江

着
い
た
し
候
間
、
翌
廿
二
日
引
渡
二

付
、
各
方 

 
 

 

廿
一
日
夕
迠
二

当
方
へ
可
被
罷
出
候
、
右
為
可
申
入
如
斯
御
座
候 

 
 

 
 

 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 

 
 
 
 
 
 

二
月
十
五
日 

 

十
二
人
連
名 

 

同
廿
一
日
昼
、
当
村
御
弁
当
也 

 
 

 

同
日
八
ツ
時
よ
り
海
津
行 

翌
廿
二
日
、
於
御
役
所
御
引
渡
有
之
、
夕
方
帰
ル 

 
 
 
 
 

右
二

付
園
崎
園
平
様
へ 

 
 
 
 
 

 

太
田
弐
人 

霜
降
一
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
祝
義
金
壱
歩 

 
 
 
 
 

当
所
三
人 

西
浜
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
匁
六
分
五
り
ツ
ヽ 

 

石
庭
一
人 

東
町
一
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
し
紙
・
水
引
共 

 
 
 

〆
十
人
連
名 

（
注
）
十
人
の
合
計
十
六
匁
五
分
、
祝
儀
金
一
分
が
十
六
匁
（
金
一
両
＝
六
十
四
匁
）
、
五
分
が
包
代
か
。 

 
1
 

 

４
７ 

 
 
 
 
 
 

増
田
半
右
衛
門
様
へ
餞
別 

 
 
 

太
田
弐
人 

霜
降
又
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 

金
壱
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 

当
所
三
人 

井
関
吉
郎
治 
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紙
・
水
引
共 

 
 
 
 
 
 

伊
丹
官
蔵 

 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
弐
匁
六
厘
ツ
ヽ 

 
 
 

〆
八
人
連
名 

 

（
注
）
合
計
十
六
匁
四
分
八
厘
、
ほ
ぼ
同
様
。
な
お
何
故
か
西
浜
と
東
町
の
一
名
が
抜
け
て
い
る
。 

 

廿
一
日
夕
大
村
弁
助
殿
退
役
、
村
田
富
助
殿
退
役 

被
仰
付
候
也 

（
注
）
増
田
代
官
の
転
任
と
同
時
に
手
代
二
名
が
退
役
（
免
職
で
あ
る
）、
古
参
の
今
中
専
治
は
先
年
死
亡
し
て
お
り
、
正

に
総
入
替
え
で
あ
る
。
或
い
は
昨
年
十
一
月
の
京
講
問
題
が
関
係
し
て
い
る
の
か
・
・
・ 

 

三
月
七
日
、
御
廻
状
来 
其
文 

 
 
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

京
都
追
御
講
取
繕
之
儀
者

、
当
秋
迠
御
延
講
之 

 
 
 

旨
申
来
候
間
、
各
方
出
京
被
致
候
事
者

相
見
合
可
被
申
候
、
右
為 

 
 
 

可
申
入
如
斯
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

園
崎
園
平 

 
 
 
 
 

三
月
六
日 

  
 

 

同
十
日
夜
御
飛
脚
来
、
今
中
禎
助
様
ゟ
御
状
来
、
手
前
ト
慎
二
郎
殿 

 
 
 

十
一
日
四
ツ
時
迠
二

可
参
旨
申
来
候
得
共
、
手
前
風
邪
二

付
不
参 

 
 
 

慎
二
郎
殿
計
被
行
、
十
二
日
二

帰
村
、
塩 

太
兵
衛
御
借
金
之
事
之
由
也 

（
注
）
今
中
禎
助
は
左
に
手
代
新
役
と
あ
り
、
本
件
詳
細
不
明
。 

  
 
 

小
宮
山
庄
蔵
様
御
役
御
免 

 
 
 

海
津
手
代
衆
新
役
、
益
田
連
蔵
殿
・
今
中
禎
助
殿
・
小
川
太
蔵
殿 

 
 

 

三
月
廿
日
立
、
京
御
講
出
勤
廿
八
日
帰
宅 

  
 

 

四
月
七
日
昼
御
廻
状
来
、
郷
方
御
講
二

付
御
談
し
有
之
間
、
太
田 

 
 
 

修
蔵
・
手
前
可
参
之
由
也
、
則
八
日
二

両
人
行
、
十
二
日
帰
ル 

 
 

 

同
廿
五
日
御
用
状
来
、
慎
次
郎
・
手
前
両
人
可
参
旨
也
、
手
前
行 

 
 
 

五
月
十
三
日
、
京
講
勘
定
調
へ
二

付
、
林
・
大
浜
ゟ
状
来
、
南
ゟ
行
く 

 
 
 

廿
二
日
、
又
々
御
用
状
着
次
第
可
参
候
旨
、
慎
次
郎
・
手
前
両
人
へ
来 

 
 
 
 
 
 
 
 

村
々
へ
宗
旨
廻
状
来
、
一
緒
二

遣
ス 

  
 

 

御
廻
状
来
、
十
二
月
廿
日
夕
拝
見 

 
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

来
子
正
月
四
日
当 

御
役
所
罷
出
年
始
御
礼 

４
８ 

 
 

 

可
被
申
上
候 

以
上 

 

十
二
月
十
九
日
園
崎
園
平 

印 

 
 
 
 
 
 

 

高
嶋 

十
弐
人
名
当 

（
注
）
文
化
十
三
丙
子
（
１
８
１
６
）
年
。 

 

文
化
十
三
子
正
月 

三
日
昼
後
発
足
、
四
日
相
勤
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
シ
当
郡
塩
津
例
年
之
通
同
席 

 
 
 
 
 

此
わ
り
五
匁
六
分
五
り
弐
毛 

 
 

 

同
八
日
、
若
殿
御
誕
生
、
御
名
喜
代
丸
様
と
奉
称
候
由 

（
注
）
保
喜
（
久
菊
丸
・
保
恵
）
様 

本
腹 

（
５
８
文
政
五
年
に
死
亡
記
事
あ
り
） 

 

九
月
、
京
御
講
満
会
二

付
、
出
勤
可
致
被
仰
聞
候 

依
而 

 
 

 

廿
日
発
足
出
京
、
十
月
五
日
帰
宅 

  
 

 

十
一
月
廿
一
日
、
於
江
戸
表
、
則
姫
様
御
死
去
之
由
、
廿
七
日
ゟ
十
二
月 

 
 

 

十
一
日
迠
御
停
止
触
ア
リ 

（
注
）
喜
久
子
様 

後
則
子
様 

  

御
生
母
大
野
氏
幹
子
女
、
安
中
藩
主
内
藤
信
教
に
嫁
す
が
離
縁
。 

 

観
興
院
殿
月
渾
相
雪
大
姉 

文
化
十
三
年
十
一
月
二
十
日 

 

正
覚
山 

月
桂
寺 

表
向
ハ
廿
一
日
（
大
過
去
帳
） 

 

十
二
月
十
八
日
御
廻
状
来 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

来
丑
之 

丑 

御
年
禮
正
月
四
日
例
年
之
通
、
当
御
役
所
へ
罷
出
可
被 

 
 

 
申
上
候
、
以
上 

十
二
月
十
五
日 

 
 
 

園
崎―

―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
人 

（
注
）
文
化
十
四
年
丁
丑
（
１
８
１
７
）
年
。 

  
 
 
 
 

包
物 

覚 
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一 

五
匁
五
分 

 
 

御
献
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

慎
次
郎 

 
 
 

太
田 

 
 

一 

弐
匁 

 
 
 
 

臺
へ
き
代 

 
 
 
 
 
 
 
 

太
右
衛
門 

 
 

五
十
川
南 

 
 

一 
八
匁
六
分 

 
 

園
崎
氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
兵
衛 

 
 
 

西
浜 

 
 

一 

廿
四
匁
六
分
八
り 

壱
歩
弐
朱 

益
田
連
蔵
殿 

 

官
蔵 

 
 
 
 

石
庭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代 
 

今
中
禎
助
殿 

 

吉
郎
治 

 
 
 

西
浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
太
蔵
殿 

 

手
前 

 
 
 
 

五
十
川
東 

 
 

一 

拾
匁 

 
 
 
 
 
 

書
役 

 

名
倉
常
蔵
殿 

 

藤
太
夫 

 
 
 

中
小
路
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
彦
二
郎
殿 

又
兵
衛 

 
 
 

東
町 

 
 

一 

三
匁 

 
 
 
 
 

内
同
心 

 

田
中
甚
平 

 
 

太
平
治 

 
 
 

五
十
川
西 

 
 

一 

二
匁
七
分 

 
 
 

御
も
ん
番 

 
 
 
 
 
 
 

源
兵
衛 

 
 
 

東
町 

 
 

一 
 
 

八
分 

 
 
 

掛
か
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 

藤
右
衛
門 

 
 

中
小
路
丁 

 
 

一 
 
 

五
分 

 
 
 

紙
の
し 

 
 
 
 
 
 
 
 

〆 

十
一
人 

 
 

〆 

五
拾
七
匁
七
分
八
り 

 
 
 
 
 

内
壱
匁
六
分
四
り 

 

掛
屋
弐
人
分 

 
 

残
り
わ
り
九
人 

 
 
 
 
 
 

六
匁
弐
分
四
り
ツ
ヽ
壱
人
前 

 
 

（
注
）
合
計
五
十
七
匁
七
分
八
厘
か
ら
掛
屋
分
を
除
い
て
、
五
十
六
匁
一
分
四
厘
を
九
人
割
で
六
匁
二
分
四
厘
と
な
る
。

代
官
分
は
南
鐐
二
朱
銀
の
銀
価
格
か
、
な
お
以
前
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
手
代
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
。
ま
た
代
官

は
「
氏
」
で
、
手
代
・
書
役
は
「
殿
」、
同
心
は
呼
捨
て
と
し
て
い
る
。 

 

外
二 

 

三
匁
五
分 

 

金
屋
祝
義 

 
 
 
 

当
方 

 
 
 
 
 

壱
匁
五
分 

 

同
下
男
女
へ 

 

此
三
口
五
人
わ
り 

三
匁
三
分
六
厘
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

拾
壱
匁
八
分 

同
飯
代
路
用
共 

 

（
注
）
別
に
郷
宿
金
屋
分
、
計
十
六
匁
八
分
は
饗
庭
組
五
人
割
で
、
三
匁
三
分
六
厘
。 

 

４
９ 

正
月
廿
七
日
、
大
殿
様
堯
山
御
逝
去
之
由
、
二
月
六
日
鳴
物
・
普
請
方
停
止
触
来 

 
 

 

御
悔
惣
代
二

南
ト
太
田
御
勤
被
成
候 

 
 

     

三
月
廿
三
日
御
免
申
来
ル
由 

 
 
 

御
香
儀
御
霊
供       

此
入
用
わ
り
七
分
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

十
一
人
わ
り
九
分
五
り
八
毛
ツ
ヽ 

当
ル 

 

（
注
）
合
計
十
匁
五
分
三
厘
八
毛
で
あ
る
が
、
十
一
名
と
し
て
は
意
外
に
少
な
い
。 

 

保
光
公 

安
信
公 

保
明
公 

久
菊
公 

造
酒
正
公 

御
年
六
十
五
歳 

 

止
観
心
院
殿
尭
山
欽
明
大
居
士 

 

文
化
十
四
年
正
月
二
十
日 

 
 

正
覚
山 

月
桂
寺 

 
 

 
 

 
 

 
  

な
お
、
文
化
十
四
年
に
は
他
の
記
事
が
無
い
。 

  
 

 

十
二
月
廿
八
日
、
御
廻
状
来
、
例
年
之
通
四
日
御
年
礼 

 
 

 

文
化
十
五
寅
年
正
月
三
日
昼
後
ゟ
発
足
、
四
日
朝
例
年
之
通 

 

（
注
）
文
化
十
五
戊
寅
（
１
８
１
８
）
年
。
四
月
二
十
二
日
改
元
、
文
政
元
年
。 

 

  
 

 

相
勤
、
四
日
昼
ゟ
帰
村
、 

塩
津
弐
人
同
席
也
、
太
田
・
南
・
手
前 

 
 

 

献
上
物
十
人
わ
り
六
匁
九
分
六
り
ツ
ヽ 

 
 

金
平
祝
義
わ
り
舟
共 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
匁
七
分
六
り
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
匁
八
分
泊
休
り
割 

（
注
）
金
平
は
郷
宿
金
屋
平
三
郎
の
こ
と
で
、
例
に
よ
り
別
割
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

五
ケ
年 

去
酉
三
月
御
願
被
仰
聞
候
石
打
銀
、
昨
丑
年
迠 

無
遅
滞
上
納
相
済 

 
 

 

依
之 

御
上
様
ゟ
御
酒
・
御
吸
物
被
下
候
様
被
仰
聞
候
所
、
此
方
よ
り 

 
 

 

勝
手
之
趣
申
上
、
料
物
二
而

被
下
候
也
、
則
手
前
共
へ
銀
弐
匁
五
分
ツ
ヽ 

 
 

 

村
方
へ
ハ
百
石
二

付
三
匁
ツ
ヽ
被
下
之 

（
注
）
文
化
十
酉
年
御
頼
御
用
金 

４
２
（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
８
）
参
照
。 

 
文
政
元 

 
 

 

九
月
廿
一
日
、
今
中
禎
助
殿
・
小
川
太
蔵
、
金
堂
御
役
所
へ
御
引
越
被
仰
付 

 
 

 

後
役
名
倉
常
蔵
殿
・
高
橋
彦
次
郎
殿 

手
代
成 

 
 

 
 

 

書
役
ハ
河
合
鯉
平
殿
・
那
須
庄
平
殿 

５
０ 
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右
四
人
へ
祝
義
銀
壱
両
ツ
ヽ
足
立
四
人
連
名 

慎
次
郎 

 

勤
之 

（
注
）
手
代
今
中
・
小
川
の
金
堂
転
任
に
伴
い
、
文
化
四
（
１
８
１
７
）
年
に
書
役
任
用
の
名
倉
・
高
橋
が
手
代
に
昇
進

し
、
新
た
に
河
合
・
那
須
が
書
役
に
補
任
さ
れ
た
。
こ
の
四
人
に
つ
い
て
足
立
家
四
人
か
ら
銀
一
両
ツ
ヽ
が
贈
ら

れ
た
。
銀
一
両
（
四
匁
三
分
）
藩
札
は
、
概
ね
銭
四
百
三
十
文
で
換
算
一
万
四
千
円
。 

 

 
 
 

御
毛
見
廿
五
日
御
昼
休 

手
前
宿 

 
 
 

御
通 

晦
日 

御
昼
休 
同
断 

雨
宮
嘉
右
衛
門
様
・
前
本
定
右
衛
門
様 

  
 
 

若
殿
喜
代
丸
様
、
久
菊
様
与

御
改
名
被
遊
候
間
、
ヒ
サ
と
謂
候
名 

可
憚
由 

同
御
名
乗
ハ
保
喜
（
ヤ
ス
チ
カ
）
様
と
申
由
、
チ
カ
与

謂
候
名
、
是
又
可
憚
候
由 

 
 

 
 

 

右
九
月
八
日
之
御
廻
状
村
方
へ
来 

（
注
）
保
喜
（
４
８ 

参
照
） 

  
 
 
 

 

去
酉
年
ゟ
五
ケ
年
村
々 

 

 
 
 

又
、
御
頼
ミ
金
ハ
献
納
二

仕
候
二

付
、
御
満
足
二

思
召
、
村
々
庄
屋
へ 

 
 
 
 

大
和
柿
木
綿
壱
反
ツ
ヽ
、
帯
刀
人
銘
々
へ
同
壱
反
ツ
ヽ
被
下
之 

（
注
）
大
和
柿
木
綿
は
本
多
内
記
時
代
に
、
鮮
や
か
な
柿
色
の
衣
装
が
歌
舞
伎
で
使
わ
れ
、
大
和
名
産
品
と
な
っ
た
木
綿

生
地
で
、
藩
内
で
褒
賞
品
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

上
ノ
山
大
村
五
郎
左
衛
門
、
帯
刀
御
免
為
披
露
、
美
濃
紙
弐
帖
来
ル 

 

外
浅
井
二

ハ
弓
削
村
細
江
休
左
衛
門
・
宮
部
村
宮
部
藤
九
郎
。
川
道
村
塚
田
長
左
衛
門 

 
 
 

野
寺
村
横
田
佐
兵
衛
、
四
人
帯
刀
御
免
ナ
リ 

 

文
政
二
卯
年 
 

（
注
）
文
政
二
己
卯
（
１
８
１
９
）
年
。 

 

  
 
 

御
年
禮 

例
年
之
通
四
日
二

可
罷
出
候
御
廻
状
、
大
雪
二

付 

 
 
 
 
 
 
 

正
月
六
日
拝
見 

 
 
 
 
 
 

六
日
発
足
、
村
方
同
道
二
而

手
前
壱
人
相
勤
候 

 
 
 
 
 
 

七
日
朝
、
献
上
物
差
上
御
礼
申
上
ル
、
林
忠
ト
浅
井
六
人 

 
 
 
 
 
 

八
日
暮
過
帰
宅 

 
 
 
 
 
 
 

 

手
前
同
席 

 
 

 

献
上
物
、
南
二

こ
し
ら
へ
、
塩
津
三
人
ヲ
加
へ
十
四
人
也 

 
 

 

此
わ
り
六
匁
五
分
、
外
二

金
や
入
用
わ
り 

三
匁
弐
分
五
り
ツ
ヽ 

  
 

 

七
月
朔
日
、
大
御
前
様
長
享
院
御
逝
去
被
遊
、
音
曲
鳴
物
・
普
請
方
停
止 

 
 

 

海
津
十
日
出
御
触
十
一
日
夜
来
ル 

 
 

 

十
七
日
御
悔
、
南
と
手
前
相
勤
、
麻
上
下
二

テ
御
役
所
へ
申
上
ル 

 
 
 
 
 

御
霊
供
献
上
壱
人
分
、
七
分
八
り
六
毛
ツ
ヽ 

 
 

（
注
）
保
光
正
室
永
子
、
松
平
右
京
太
夫
輝
高
娘 

長
享
院
殿
南
山
嶺
寿
養
大
姉 

 

文
政
二
年
六
月
晦
日 

正
覚
山 

月
桂
寺 

表
向
ハ
七
月
朔
（
大
過
去
帳
） 

「
家
譜
附
録
七
月
二
日
、
由
保
泰
母
喪
、
免
守
護
大
手
御
門
之
事
給
・
・
・
」 

 

５
１ 

 
 

 

八
月
廿
七
日
、
御
毛
見
当
村
御
泊
り 

 
 

 

九
月
二
日
、
大
通 

雨
宮
嘉
右
衛
門
様
・
内
山
半
外
様
、
御
休 

  
 

 

十
二
月
十
六
日
、
殿
様
四
品
被
為
蒙
仰
候
由
、
廿
七
日
御
廻
状
村
方
へ
来
ル 

 

（
注
）「
四
品
」
は
従
四
位
下
の
こ
と
で
、
一
般
大
名
に
と
っ
て
は
極
位
で
あ
る
（
通
常
は
従
五
位
下
で
止
ま
る
）。 

 

文
政
三
年 

（
注
）
文
政
三
庚
辰
（
１
８
２
０
）
年
。 

 
辰
正
月
御
年
禮 

三
日
昼
前
発
足
、
四
日
朝
相
勤
夕
方
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
関
弐
人
・
此
方
三
人
・
角
藤
・
磯
源 

 

 
 

 

献
上 

 
 
 
 
 
 
 

林
忠
・
平
善
〆
九
人
同
席 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

包
物
わ
り 
七
匁
九
分 

（
注
）
角
野
藤
太
夫
（
藤
右
衛
門
か
）・
磯
野
源
兵
衛
・
林
忠
右
衛
門
・
平
塚
善
四
郎 
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殿
様
御
任
官
御
祝
義
扇
子
料
献
上 

海
津
二
而

認
メ
出
来
ル 

 
 
 
 

 
四
品 

 
 
 
 

此
わ
り
壱
人
前 

 
 
 
 

庄
屋
ゟ
一
緒
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
匁
九
分
弐
毛
ツ
ヽ 

 
 
 

掛
屋
遣
ス 

（
注
）
正
確
に
は
「
任
官
」
で
は
な
く
「
叙
位
」
と
言
う
べ
き
だ
が
、
当
時
の
通
例
で
あ
る
。 

  
 

 

二
月
二
日
、
別
先
納
ノ
儀
二

付
、
海
津
行 

 
 

三
百
金
御
頼
被
成
候
得
共 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

不
調
之
段
御
断
申
上
候
事 

 
 

 

二
月
十
日
、
右
別
先
納
太
田
方
百
金
・
当
方
百
金
、
都
合
弐
百
両
調
達 

（
注
）「
〇
〇
金
」
は
金
両
の
別
称
。「
先
納
」
は
通
常
十
二
月
の
当
年
年
貢
の
一
部
を
前
納
す
る
事
で
あ
る
が
、
本
件
は

仕
法
（
融
通
）
銀
を
約
束
よ
り
も
早
く
納
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

 
 

 
 
 
 

追
而

申
達
候
遠
在
之
分
ハ
来
ル
十
七
日
夕
詰
二

到
着
之
積
、
可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 
 

以
廻
状
申
入
候
、
然
者

旧
臘 

殿
様
被
為
遊 

 
 
 

御
任
官
候
為
御
祝
儀
、
御
赤
飯
被
下
置
候
二

付 

 
 
 

各
方
来
ル
十
八
日
朝
五
ツ
時
麻
上
下
着
、
当 

 
 
 

御
役
所
江

罷
出
、
頂
戴
可
被
致
候
、
右
為
可
申
入 

 
 
 

如
是
候 

以
上 

 

 
 
 
 
 

五
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

園
崎
園
平 

 
 
 

猶
々
此
廻
状
程
能
順
達
之
上
、
追
而

当
方
へ
可
被
相
返
候 

以
上 

 

５
２ 

 
 

 

同
十
八
日
未
明
二

発
足
、
此
方
三
人
・
太
田
・
浅
井
郡
等
同
席
二
而 

 
 
 

御
赤
飯
、
小
へ
き
二

載
銘
々
へ
出
ル
、
頂
戴
し
て
帰
ル
、
同
日
村
々
モ
済 

 
 

 

五
月
、
小
荒
路
村
大
村
五
郎
左
衛
門
、
帯
刀
続
目
為
披
露
半
切
紙
来
ル 

  
 

 

五
月
廿
四
日
、
錦
之
進
様
御
死
去
被
遊
候
二

付
、
廿
四
日
ゟ
六
月
四
日
迠 

 
 
 
 

鳴
物
音
曲
停
止
御
触
来
ル 

（
注
）「
停
止
」
部
分
の
原
文
は
「
叮
止
」
と
あ
る
（
以
下
同
）。 

保
泰
四
男
信
行 

錦
之
進
公 
 

御
生
母
野
島
氏
遊
良
子
女 

 

桂
樹
院
殿
天
了
英
大
童
子 

 
 

文
政
三
庚
辰
年
五
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

松
泉
山 

円
満
寺 

 

 
 

 

七
月
、
霜
降
村
饗
庭
又
兵
衛
殿
続
目
為
披
露 

海
津
半
切
一
包
来 

 

 
 
 
 
 
 

金
千
五
百
両
献
納
被
致
為
御
褒
美
、
御
紋
付
御
上
下 

 
 
 
 
 
 

御
扶
持
米
被
下
之
候
由
也 

 

（
注
）
饗
庭
又
兵
衛
に
つ
い
て
は
（
１
８ 

六
月
二
十
一
日
）
参
照
。
千
五
百
両
の
献
金
は
流
石
に
物
凄
い
。 

 
 

 

こ
の
時
期
に
は
、
度
々
の
改
鋳
で
通
貨
価
値
が
下
が
り
始
め
る
が
、
そ
れ
で
も
二
億
数
千
万
円
は
有
る
だ
ろ
う
。

な
お
こ
れ
に
よ
り
、
扶
持
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
永
上
金
ニ

付
御
扶
持
」
で
あ
っ
て
、
一
定
額
以
上
を
献

上
し
た
場
合
に
ほ
ぼ
無
条
件
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
８
） 

文
政
二
乙
卯
年
十
二
月
十
六
日 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
殿
様
御
任
官 

四
品 

 
 
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
請
奉
申
上
候 

 
 
 
 
 
 

旧
臘 

 

御
殿
様
御
任
官
被
為 

遊
候
御
入
用
金
三
ケ
年 

 
 
 
 
 
 
 

無
利
足
之
元
銀
、
置
居
二
而

調
達
之
儀
、
御
頼
被 

仰
聞 

 
 
 
 
 
 
 

候
二

付
、
村
中
相
談
仕
候
所
、
近
来
困
窮
村
之
儀
二

御
座
候
間 

 
 
 
 
 
 
 

御
断
奉
申
上
度
候
得
共
、
此
度
之
儀
者

格
別
之
儀
故
、
書 

 
 
 
 
 
 
 

面
之
割
合
通
り
調
達
仕
候
二

付
、
此
段
書
付
を
以
、
御
請 

 
 
 
 
 
 
 

奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
政
三
辰
年
八
月 

 

饗
庭
組
七
ケ
村
庄
屋
・
年
寄 

 
 
 
 
 
 

一 

金
百
七
拾
弐
両 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
訳 

 

八
両 

 
 
 
 

  

梅
原
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
両 

 
 
 
 

  

下
古
賀
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
拾
両 

  
 
    

三
尾
里
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
弐
両 

 
     

太
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
七
両 

 
 
 
   

霜
降
村 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
両 

 
 
 
   

田
井
村 
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三
十
五
両 

 
 
   

五
十
川
村 

（
注
）
無
利
息
で
の
三
年
間
献
納
（
融
通
）
で
あ
る
が
、
何
故
か
本
件
は
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

５
２
（
続
） 

九
月
、
御
勘
定
奉
行
出
田
清
助
様
、
御
郡
代
並
被
蒙
仰
候 

（
注
）
勘
定
奉
行
か
ら
の
郡
代
昇
進
だ
が
、「
並
」
は
「
席
」
は
変
わ
ら
ず
「
職
」
だ
け
が
変
わ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
な

お
幕
末
分
限
帳
で
は
「
松
之
間
席
」
で
郡
代
席
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。 

  
 

 

同
月
八
日
、
於
江
戸
表
、
御
前
様
御
逝
去
被
遊
候
二

付 

 
 
 
 
 
 

廿
八
日
迠
鳴
物
御
停
止
御
触 

（
注
）
保
泰
正
室 

戸
田
采
女
正
氏
教
娘
貞
子 

承
天
院
殿
坤
厚
至
順
大
姉 

 
 

文
政
三
庚
辰
年
九
月
五
日 

正
覚
山 

月
桂
寺 

 

表
向
ハ
八
日 

 

 
 

十
月
十
八
日
、
柳
生
但
馬
守
様
、
御
逝
去
之
由
御
触
、
一
日
ノ
停
止 

（
注
）
保
光
第
十
九
子
俊
豊 

久
治
郎
公  

御
生
母
大
野
氏
幹
子
女 

 

要
信
院
殿
大
有
宗
根
大
居
士 

武
州
豊
島
郡
下
谷 

 
 

円
満
山 

広
徳
寺 

文
政
三
庚
辰
年
九
月
十
七
日 

表
向
ハ
十
七
日
、
八
日
（
大
過
去
帳
） 

柳
生
但
馬
守
様
江

御
養
子 

約
一
ケ
月
程
度
の
差
異
が
あ
る
。 

 

吉
郎
治
事 

 
 

十
一
月
、
井
関
九
郎
右
衛
門
殿
、
続
目
為
披
露
海
津
半
切
百
枚
来 

 
 

十
二
月
、
足
立
平
左
衛
門
殿
、
名
字
帯
刀
御
免 

同
上
百
枚 

 
 
 

〃 
 

石
庭
村
野
崎
善
兵
衛
殿
、
同
断
二

付 

同
百
枚
来 

  
 
 

同
月
、
印
藤
別
書
様
御
郡
代
並
被
蒙
仰 

（
注
）
印
藤
は
幕
末
分
限
帳
で
は
「
寺
社
奉
行
」
に
大
出
世
し
て
い
る
。「
平
左
衛
門
」
は
太
田
の
足
立
一
族
。 

 

当
七
月
、
園
崎
氏
・
益
田
氏
・
名
倉
氏
・
高
橋
氏
銘
々
昇
進
二

付 

銀
壱
両
三
升
樽 

 
 

銀
一
両
二
升
ツ
ヽ
、 

 
 
 
 
 
 

祝
義
い
た
す 

 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り 

六
匁
八
分
八
り
ツ
ヽ 

西
へ
遣
ス 

（
注
）
こ
の
昇
進
記
事
は
、
い
づ
れ
も
昇
進
内
容
不
明
で
、
祝
儀
も
大
し
た
も
の
で
は
無
い
。 

 

十
二
月
晦
日
、
角
野
藤
太
夫
殿
、
続
目
為
披
露
海
津
半
切
百
枚
来 

  
 
 
 
 

年
頭
の
御
廻
状
な
し 

 
 

５
３ 

 文
政
四
辛
巳
正
月
御
年
禮 

（
注
）
文
政
四
辛
巳
（
１
８
２
１
）
年
。 

  

三
日
昼
ゟ
発
足
四
日
朝
相
勤
、
四
日
夕
帰
村 

 
 

一 

御
扇
子
十
七
箱 

但
当
十
四
人 

 
 

此
方
三
人
・
太
田
平
・
霜
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
浅
井
三
人 

 

井
関
弐
人
・
角
の
弐
人
・
大
村
・
野
崎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塩
津
ノ
林 

平
塚 

〆
十
三
人
同
席 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

代
八
匁
五
分 

 
 

一 

拾
匁 

 
 
 

園
崎
氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
慎
次
郎 

 
 

一 

廿
五
匁
五
分 

益
田
・
名
倉
・
高
橋
・ 

八
匁
五
分
ツ
ヽ 

 

同 

太
右
衛
門 

 
 

一 

十
弐
匁 

 
 

川
合
・
那
須 

六
匁
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 

井
関
吉
兵
衛 

 
 

一 

三
匁
三
分 

 

田
中
甚
平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
丹
官
蔵 

 
 

一 

三
匁 

 
 
 

御
門
五
郎
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

一 

壱
匁 

 
 
 

か
け
ち
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

太
平
治 

 
 

一 

七
分 

 
 
 

紙
の
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

磯
の
源
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

角
の
藤
右
衛
門 

 
 

〆 
六
拾
四
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

大
村
五
郎
左
衛
門 

 
 

一 

弐
匁 

目
録
臺
へ
き
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 

合 

六
拾
六
匁 

内
壱
匁
七
分 

角
野
氏
弐
人
分 

 
 
 
 
 
 

井
関
吉
郎
治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
匁
五
分
五
里 

北
浅
井
三
人
分 

 
 
 
 

野
崎
善
兵
衛 

 
 

 

残
り
六
十
壱
匁
七
分
五
り 

                  
 
 
 
 
 

  
           

足
立
平
左
衛
門 
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十
二
人
わ
り
五
匁
壱
分
五
り
ツ
ヽ 

 
 
 

                        

角
野
藤
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆 

 
 

 

又 
三
匁
七
分 

金
や
祝
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
浅
井 

 

川
越
伊
兵
衛 

 
 
 
 

 

壱
匁
五
分 

同
下
男
女
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

林
忠
左
衛
門 

    

〆 

五
匁
弐
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

平
塚
善
四
郎 

 

 
 
 
 
 
 

此
六
人
わ
り
八
分
七
り
ツ
ヽ 

                    
 
 

 

〆 

 

二
月
、
磯
野
源
兵
衛
殿 
続
目
為
披
露
半
切
紙
来 

 

 
 
 

 

 
 

      

御
廻
状
村
方
へ 

 

一 

四
月
十
六
日
御
日
附
二

、
御
老
中
様
ゟ
御
奉
書
廿
四
日
着 

 

御
殿
様
、
関
東
筋
川
々
御
普
請
被
為
蒙 
仰
候 

 
 
 

此
段
大
小
百
姓
末
々
迠
も
可
為
申
聞
候 

以
上 

 
 
 

右
二

付
、
御
入
用
金
高
壱
石
二

五
匁
余
打
被
仰
付 
当
村
内
割 

六
匁
六
分
五
り
ツ
ヽ 

 

５
４ 

 
 
 

尤
六
月
・
八
月
・
十
月
三
度
二

上
納
、
当
村
壱
〆
弐
百
五
十
目
余
り
ツ
ヽ 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
９
） 

文
政
四
年
巳
四
月
十
六
日
之
御
日
付
二
而

、
御
老
中
様
御
連
名 

 

御
奉
書
廿
四
日
御
到
来
、
関
東
筋
川
々
御
普
請
御
用 

 
 
 

 
 

被
為
蒙
仰
候
、
依
之
五
月
十
七
日
、
村
々
庄
屋
御
召
二

付 

 
 
 
 
 

御
役
所
へ
罷
出
、
被
仰
聞
候 

 
 
 
 
 

御
公
務
二

付
御
用
銀
、
高
百
石
二

付
、
凡
五
匁
余
り
相
掛
ル 

（
注
）「
高
百
石
」
は
有
り
得
な
い
誤
記
で
、「
高
一
石
」
が
正
当
。 

  
 
 
 
 

三
〆
七
百
五
拾
三
匁
当
村
分
、
奉
御
請
申
上
候
事 

 
 
 
 
 

村
持
高
二

割
、
石
二

六
匁
六
分
五
り
打
二

成
、
是
ヲ
六
月
・
八
月 

 
 
 
 
 

十
月
、
三
度
二

上
納
仕
候
様
之
御
書
付
渡
り
、
当
年
之
所 

 
 
 
 
 

六
朱
之
御
利
足
、
御
下
被
下
思
召
、
元
銀
ハ
来
午
・
未
二
ケ
年
二 

 
 
 
 
 

御
返
済
之
御
積
被
仰
候
、
御
代
官
園
崎
園
平
様 

同
五
年
午
十
二
月
、
半
金
元
利
御
返
済
、
残
半
銀
献
納
二 

 
 
 

 
 
 
 
 

仕
度
、
一
統
御
願
申
上
候
所
、
御
満
悦
二

思
召
、
当
村
御
米
十
九
俵
被
下
之 

（
注
）
五
十
川
村
高
は 

七
百
四
十
七
石
四
斗
九
升
で
あ
る
か
ら
、
三
貫
七
百
五
十
三
匁
は
石
五
匁
二
厘
割
で
あ
る
。 

 
 
 

た
だ
こ
こ
に
は
、「
村
持
高
石
に
六
匁
六
分
五
厘
」
と
あ
る
の
で
、
村
持
高
は
五
百
六
十
四
石
余
と
な
る
が
、
実
勢

に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
御
用
金
は
六
朱
の
利
足
と
あ
る
が
、
当
時
の
利
息
計
算
は
月
利
で
あ
り
月
利
六

朱
（
０
・
６
％
）
は
年
利
換
算
で
約
７
・
２
％
（
当
時
の
商
事
利
息
は
約
１
２
％
）
に
当
た
る
。
こ
の
元
利
合
計

を
翌
年
・
翌
々
年
に
返
還
す
る
と
い
う
企
画
で
あ
る
が
、
村
側
と
し
て
は
こ
れ
が
不
可
能
な
こ
と
は
承
知
し
て
い

る
の
で
、
半
額
分
は
献
納
扱
い
と
す
る
返
済
免
除
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
藩
と
し
て
は
「
ご
満
悦
」
で
あ

り
、
米
十
九
俵
を
下
げ
渡
し
た
（
実
際
は
年
貢
か
ら
七
石
六
斗
を
差
引
す
る
）。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

５
４
（
続
） 

七
月
十
八
日
、
江
戸
御
役
人 

論
所
地
改
役
人
手
代
、
小
野
貢
助
様 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
手
つ
き
御
普
請
方 

町
田
新
右
衛
門
様 

 
 

 

右
両
人
川
原
市
村
助
郷
願
ひ
二

付
、
御
つ
い
て
を
以
、
村
方
御
見
分
ノ
為 

 
 

 
 

 

被
来
候
、
同
廿
七
日
上
通
り
岡
迠
、
遠
近
七
ケ
村
巡
村
、
弁
当
持
参
報
恩
寺
御
休 

 

 
 

 

太
右
衛
門
札
場
二

て
御
挨
拶
、
廿
八
日
下
通
り
田
井
村
始
新
庄
迠
八
ケ
村 

 

 
 

 

御
巡
村
、
手
前
早
朝
田
井
村
へ
出
張
、
札
場
二

て
御
機
嫌
窺
相
勤 

 
 

 

廿
九
日
朔
日
、
川
南
九
ケ
村
御
巡
村
、
晦
日
海
津
ゟ
名
倉
健
治
殿
当
村 

 
 

 

泊
り
二

御
出
被
成
、
川
原
市
御
旅
宿
へ
御
見
舞
被
成
候 

 
 

 

右
名
倉
氏
へ
太
右
衛
門
・
手
前
両
日
ノ
御
機
嫌
窺
相
勤
候
届
書
一
札 

 
 

 

二

相
認
差
出
し
候
事 

 
 

 
右
江
戸
御
役
人
へ
十
ケ
年
ノ
御
免
状
并

人
別
帳
下
帳
差
出
し
、
外
二 

 
 

 
困
窮
村
ノ
願
書
差
上
候
也
、
七
日
竹
生
嶋
御
参
詣
、
直
二

御
発
足
之
由
也 

（
注
）
論
所
地
改
出
役
、
江
戸
幕
府
の
争
論
地
の
臨
検
分
な
ど
を
担
当
す
る
役
人
。 

河
原
市
村
は
現
在
新
旭
町
安
井
川
、
こ
の
助
郷
願
調
査
の
つ
い
で
に
安
曇
川
付
近
村
々
の
巡
見
を
行
っ
た
も
の
。

報
恩
寺
は
高
島
市
饗
庭
に
あ
る
曹
洞
宗
寺
院 
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十
月
二
日
出
御
差
紙
飛
脚
、
十
七
日
二

拝
見
、
道
中
御
奉
行
所 

 
 
 

石
川
主
水
正
様
ゟ
川
原
一
・
安
養
寺
ヲ
始
、
外
十
三
ケ
村
一
紙
也 

 
右
二

付
、
廿
五
日
江
戸
表
へ
罷
出
候
趣
、
京
都
御
留
守
居
青
山 

 
 
 
 

 

 
 
 

段
之
進
様
へ
御
届
ノ
た
め
、
手
前
廿
日
発
足
二

テ
上
京
ス
ル 

 
 
 
 

 

 
 
 

江
戸
行
ハ
佐
十
郎
・
源
之
丞
、
廿
五
日
立
、
十
二
月
九
日
夕
帰
村 

（
注
）
勘
定
奉
行 

石
川
忠
房
（
文
政
二
～
十
一
年
）、
道
中
奉
行
兼
任
。 

 
 

 

助
郷
に
関
す
る
指
示
が
な
さ
れ
た
様
だ
が
詳
細
不
明
。
な
お
助
郷
に
関
す
る
指
示
は
、
藩
を
取
り
越
し
て
直
接

村
々
に
行
わ
れ
た
た
め
、
幕
末
大
混
乱
の
一
因
と
な
り
、
旗
本
領
等
の
弱
小
村
々
の
疲
弊
反
発
が
著
し
か
っ
た
。

和
州
本
領
に
於
い
て
も
元
治
二
（
１
８
６
４
）
年
、
草
津
・
土
山
助
郷
命
令
に
対
し
反
対
運
動
を
起
こ
し
、
大
庄

屋
等
が
出
府
し
、
藩
の
非
公
式
な
援
助
を
得
て
、
撤
回
さ
せ
た
例
が
あ
る
（
和
州
郡
山
藩
「
幕
末
庄
屋
記
録
」
郡

山
古
文
書
ク
ラ
ブ
平
成
二
十
九
年
発
刊
） 

 

 
 

 

十
二
月
十
六
日
、
石
庭
村
伊
丹
易
左
衛
門
殿
、
帯
刀
披
露
半
切
紙
来 

 

 

文
政
五 

 

（
注
）
文
政
五
壬
午
（
１
８
２
２
）
年
。 

 

壬
午
年
正
月
御
年
礼
、
例
年
通
四
日
ノ
朝
相
勤 

 

太
田
二
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

当
方
三
人 

 
 

献
上
包
物
わ
り 

 
 
 

三
拾
三
匁
四
分
八
り 

 
 
 
 
 

此
方
六
人
わ
り 

 
 
 
 
 

五
匁
六
分 

金
や
祝
義
わ
り 

壱
人
九
匁
八
分
六
り
五
毛 

 

 
 
 

外
二

弐
拾
匁
六
分
五
り 

去
秋
海
津
役
所
衆
中 

 
 
 
 

南
へ
遣
ス 

 
 

昇
進
二

付
祝
義
わ
り 

（
注
）
こ
の
計
算
は
デ
ー
タ
不
足
で
良
く
分
か
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

５
５ 

四
月
、
京
都
御
火
消
当
分
御
免
被
蒙 

仰
候
儀 

則
御
老
中
青
山
下
野
守
様
ゟ
被 

仰
聞
候
由
、
村
方
へ
御
触 

有
之
候 

 
 

（
注
）
篠
山
藩
主
青
山
下
野
守
忠
祐
、
老
中
（
享
和
四
年
～
天
保
六
年
） 

こ
れ
は
文
政
四
年
、
関
東
川
浚
普
請
用
命
に
よ
る
火
消
役
免
除
で
あ
る
。 

 

同
廿
七
日
、
宗
旨
改
益
田
氏
・
高
橋
氏 

（
注
）
代
官
手
代
、
益
田
連
蔵
・
高
橋
彦
次
郎 

 

五
月
廿
五
日
、
太
田 

足
立
慎
次
郎
殿
続
目
相
済
、
為
披
露
海
津
ノ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

半
切
百
枚
来 

文
政
五
午
年 

一 

殿
様
御
儀
、
当
年
御
前
厄
被
為 

有
之
候
二

付
、
先
格
之
通
、
銘
々 

最
寄
二

て
御
祈
祷
仕
、
御
札
差
上
候
様
、
御
役
所
ゟ
御
内
意
二

テ 

 
 

 

被
仰
聞
、
先
例
之
通
海
津
宮
二

テ
御
祈
祷
相
頼
、
御
札
差 

上
候
事 

 

一 

銀
四
十
六
匁
八
分
七
厘 

 
 

金
三
歩
宮
へ
御
札 

閏
正
月
十
五
日
ゟ 

一 

〃 
 

弐
匁
六
分 

 
 
 
 

御
札
入
箱
臺
共 

 

廿
一
日
迄
七
ケ
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

一 

〃 
 

壱
匁
八
分 

 
 
 
 

さ
い
銭
弐
百
文 

 
 

 

 
 

〆 
 

五
拾
一
匁
弐
分
七
厘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→
 

右
、
十
四
人
わ
り
三
匁
六
分
七
厘
ツ
ヽ 

 

５
６
（
挿
入
） 

 
 
 
 

御
祈
祷
入
用 

 
 
 
 

閏
正
月
十
五
日
ゟ
廿
一
日
迄
七
日
ノ
間 

一 

銀
四
十
六
匁
八
分
七
厘 

 

金
三
百
疋
宮
御
礼 

一 
〃 

 

二
匁
六
分 

 
 
 

御
札
入
箱 

臺
共 

 

一 
〃 

 

壱
匁
八
分 

 
 
 

銭
弐
百
文 

さ
い
せ
ん 

 
 

〆 
 

五
拾
一
匁
弐
分
七
厘 

 
 

十
四
、
此
わ
り 

三
匁
六
分
七
厘
ツ
ヽ 

（
注
）「
海
津
宮
」
は
朱
印
附
の
海
津
天
神
社
と
思
わ
れ
る
。 

本
文
と
内
容
は
同
じ
で
あ
り
、
特
に
挿
入
の
意
味
は
無
い
。
閏
正
月
は
享
和
三
年
・
文
政
五
年
・
天
保
十
二
年
。
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金
三
百
疋
（
三
分
）
が
銀
四
十
六
匁
八
分
七
厘
は
、
金
一
両
が
銀
六
十
二
匁
四
分
九
厘
の
相
場
。 

 
 
 

銭
二
百
文
が
銀
一
匁
八
分
は
、
銭
一
貫
＝
銀
九
匁
の
相
場
。 

 
 

 

即
ち
金
一
両
＝
銭
六
貫
九
百
四
十
三
文
の
銭
安
相
場 

 

以
上
見
事
に
三
貨
が
共
用
さ
れ
て
い
る
が
、
琵
琶
湖
の

北
端
で
ど
の
様
に
最
新
の
相
場
価
格
を
知
り
え
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 
 

よ
く
言
わ
れ
る
「
上
方
の
銀
使
、
江
戸
の
金
使
」
は
単
に
傾
向
を
言
っ
た
言
葉
で
、
こ
の
計
算
を
金
両
建
で 

行
う
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
江
戸
で
も
計
算
は
銀
建
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
が
分
か
る
と
思
う
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

５
５
（
続
） 

八
月
廿
日
、
御
毛
見
、
村
御
泊
り 

九
月
六
日
、
大
通
り
御
休
、
高
橋
惣
左
衛
門
様
・
渡
辺
弁
蔵
様 

同
七
日
、
霜
降
村
饗
庭
茂
八
郎
殿
、
名
字
帯
刀
御
免
披
露 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
左
衛
門
二

改
名 

 
 
 
 

半
切
壱
包
来 

 

九
月
十
五
日
、
松
平
越
前
守
様
御
通
行 

 

但 

十
一
・
十
二
大
津
御
泊 
十
三
日
衣
川
御
泊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
四
日
小
松
御
泊 

鴨
御
小
休 
川
原
一
御
休
ミ 

 

今
津
御
小
休 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
五
日
海
津
御
泊 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
六
日
疋
田
御
泊 

（
注
）
福
井
（
越
前
）
三
十
二
万
石
藩
主
、
松
平
越
前
守
治
好
で
あ
る
。
何
故
こ
の
街
道
を
通
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

或
い
は
京
に
立
ち
寄
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
概
ね
現
在
の
１
６
１
号
線
沿
い
の
街
道
を
進
み
、
衣
川
、
小
松

泊
（「
鴨
」
は
安
曇
川
右
岸
と
思
わ
れ
、
し
ば
し
ば
出
て
く
る
が
不
明
）、
助
郷
を
申
し
立
て
た
川
原
一
（
河
原
市
）
、

今
津
を
経
て
海
津
泊
と
し
て
い
る
。
海
津
か
ら
は
郡
山
藩
の
管
理
下
に
あ
る
「
剱
熊
関
所
」
を
経
て
、
敦
賀
疋
田

宿
に
抜
け
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

右
二

付
北
新
保
村
へ
出
役
被
仰
付
則 

十
五
日
朝
ゟ
若
党
壱
人
・
草
履
取
・
挟
箱
持
召
連
出
張
、
尤
新
保
村 

 
 
 

御
通
行
ハ
初
夜
二

相
成
候
故
、
庄
屋
二
而

一
宿
致
し
、
翌
日
帰
村 

 
 

 

同
十
八
日
右
勤
書
海
津
へ
持
参
ス 

（
注
）
こ
の
「
出
役
」
が
誰
か
ら
誰
に
命
じ
ら
れ
た
の
か
が
不
明
だ
が
、
後
日
東
右
衛
門
か
ら
代
官
に
書
面
を
以
て
届
け

出
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
代
官
で
は
無
く
越
前
守
役
人
の
可
能
性
が
有
ろ
う
。
そ
の
場
合
公
的
に
何
の
権
限
も
な

い
郷
士
（
帯
刀
人
）
に
仰
付
る
の
も
、
奇
妙
な
話
で
は
あ
る
。
恐
ら
く
越
前
藩
行
列
責
任
者
か
ら
、
宿
場
役
人

（
或
い
は
宿
場
庄
屋
）
に
依
頼
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
対
応
可
能
な
有
力
帯
刀
人
に
回
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
初
夜
は
概
ね
午
後
七
時
か
ら
九
時
ご
ろ
ま
で
を
言
う
。 

 

５
７
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

若
党
壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

草
履
取
壱
人 

 
 
 
 
 
 

三
拾
石
徒
士
席 

 

５
８ 

 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
候 

 

一 

此
度 

松
平
越
前
守
様
御
通
行
被
為 

遊
候
砌
、
当
郡 

 
 

 

新
保
村
二
而

為
御
馳
走
、
罷
出
候
様
被
仰
渡
奉 

 
 

 

畏
、
則
当
月
十
五
日 

御
下
知
之
通
手
札
差
出
し 

 
 

 

相
勤
申
候
、
右
之
段
乍
恐
書
付
を
以
御
届
奉
申 

 
 

 

上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
五
十
川
村 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

文
政
五
午
年
九
月
十
八
日 

 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

  
 

 
右
出
役
二

付
、
・
草
履
取
へ
弐
百
文
ツ
ヽ
被
下 

 
 

 
金
百
疋 

越
前
守
様
ゟ
被
下
之 

 
 
 
 

右
者

江
戸
表
ゟ
御
国
江

廻
り
、
海
津
御
役
所
二

て
頂
戴
之 

（
注
）
こ
の
「
御
馳
走
」
は
文
字
通
り
「
馳
せ
走
っ
て
（
お
世
話
す
る
）」
の
意
味
で
、
帯
刀
人
か
ら
若
党
等
を
派
遣
し
た

お
礼
と
し
て
、
当
人
た
ち
に
二
百
文
（
六
～
七
千
円
）
ツ
ヽ
、
別
に
御
礼
金
と
し
て
一
分
（
約
五
万
円
）
が
、
江

戸
藩
邸
か
ら
代
官
所
に
送
ら
れ
て
き
た
。 
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九
月
晦
日
出
御
廻
状
十
月
三
日
拝
見 

 
 

尚
々
来
ル
八
日
朝
五
ツ
半
時
罷
出
頂
戴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

可
被
致
候
以
上 

 
 

 
以
廻
状
申
達
候
、
然
者

昨
巳
年 

 

殿
様
御
川
浚
御
用
御
勤 

被
為
遊
候
処
、
万
端
御
首
尾
能
被
為
済
候
二

付
、
各
方
江

御
赤 

飯
被
下
置
候
二

付
、
麻
上
下
着
来
ル
八
日
当 

御
役
所
江 

罷
出
頂
戴
可
被
致
候 

以
上 

 
 
 
 
 

九
月
晦
日 

 
 
 
 
 

園
崎
園
平 

印 

 
 
 
 
 

十
四
人
連
名 

 

右
二

付
村
方
へ
茂

鐚 

被
下
之 

 
 

 

此
御
酒
代
割
賦
廿
四
文
、
手
前
来
ル
十
月
十
九
日 

（
注
）
関
東
川
筋
浚
成
就
の
祝
（
村
々
献
銀
御
礼
）
と
し
て
、
当
家
に
も
酒
代
二
十
四
文
が
下
さ
れ
た
。 

  
 

 

十
一
日 

柳
沢
兵
部
様
御
逝
去
二

付
、
十
八
日
ゟ
十
二
月
三
日
迠
鳴
物
停
止 

（
注
）
信
復
公 

兵
部
公 

御
生
母
工
藤
氏
八
重
子
女 

天
真
院
殿
祐
覚
清
山
大
居
士 
三
十
構
山 

光
伝
寺 

 

文
政
五
壬
午
年
十
一
月
十
四
日 

十
一
日
（
大
過
去
帳
・
懐
中
本
） 

 
 

保
光
兄
で
あ
る
が
、
庶
子
の
た
め
控
と
し
て
一
生
を
終
え
る
（
こ
の
場
合
は
当
然
「
松
平
」
は
名
乗
れ
な
い
）
。 

 

十
二
月
廿
六
日
、
若
殿
様
御
逝
去
之
由
、
来
正
月
五
日
ゟ
十
一
日
迠
鳴
物
停
止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
菊 

 
 

 

（
注
）
保
喜
（
チ
カ
）
公 

久
菊
丸
公 
 

御
年
七
歳 

 

御
本
腹 

真
勝
院
殿
寂
然
全
堤
大
童
子 

 
 
 

文
政
五
壬
午
年
十
二
月
二
十
三
日 

正
覚
山 

月
桂
寺 

文
政
（
大
過
去
帳
）
表
向
二
十
六
（
大
過
去
帳
） 

 

文
政
六
年 

（
注
）
文
政
六
癸
未
（
１
８
２
３
）
年
。 

 

 
 

 

未
正
月 

 
 
 
 

御
年
礼
例
年
之
通
四
日
朝
相
勤 

 

此
方
ゟ
供
源
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
十
五
人 

塩
津
善
四
郎
同
座 

５
９ 

 
 

 
 
 
 

此
わ
り
八
匁
三
分 

南
へ
遣
ス 

 
 
 
 

 去
冬
益
田
連
蔵
殿
、
御
国
勝
手
願
二

付
引
取 

 
 

 

後
役
手
代 

大
沢
多
内
殿
金
堂
ゟ
御
出 

 
 
 
 

年
礼
ノ
節 

 
 

 
 
 
 

御
祝
義
此
方
三
人
・
太
田
・
霜
降
七
人
ゟ
南
鐐
壱
片
差
出
ス 

（
注
）
塩
津
善
四
郎
は
塩
津
の
平
塚
善
四
郎
の
こ
と
。 

益
田
は
文
化
十
二
年
に
手
代
と
し
て
赴
任
、
後
任
は
金
堂
代
官
所
か
ら
大
沢
が
赴
任
。 

 
 
 

 

  
 

 

正
月
廿
四
日
御
召
二

付
、
南
と
両
人
参
候
所
、
去
秋
越
前
守
様 

 
 

 

御
通
行
之
砌
、
御
馳
走
役
相
勤
候
所
、
右
越
前
様
ヨ
リ
為
御
挨
拶 

 
 

 

御
目
録
被
下
之
の
間
、
相
渡
し
申
候
と
被
仰
、
則
百
疋
ツ
ヽ 

 

 
 

 

頂
戴
し
て
帰
り
候 

（
注
）
前
年
九
月
に
金
百
疋
を
頂
戴
し
て
い
る
が
、
今
回
は
計
金
二
百
疋
で
あ
る
。
流
石
に
越
前
中
将
と
言
う
べ
き
か
。 

 

癸
未 

当
年 

殿
様
御
本
厄
二

付
、
御
祈
祷
去
年
同
様
二

奉
差
上
候
事 

（
注
）
５
６
（
挿
入
）
祈
祷
料
参
照
。 

 

四
月
七
日
御
役
所
御
召
二

付
、
帯
刀
人
銘
々
村
方
庄
や
参
上 

 
 
 

 
 

 

此
訳
ハ
去
年 

殿
様
関
東
筋
御
川
浚
二

付
、
御
用
金
調
達 

 
 

 

仕
候
所
、
去
午
暮
当
村
分
三
〆
七
百
五
十
匁
、
月
六
朱
之
御
利
足
加 

 
 

 
元
銀
半
銀
御
返
済
被
成
下
候
二

付
、
残
り
半
銀
ハ
献
納
二 

 
 

 
仕
度
願
申
上
候
所
、
御
満
悦
二

思
召
手
前
共
へ
白
金
巾
木
綿
一
反 

 
 

 
 

 

ツ
ヽ
被
下
之
、
村
方
へ
ハ
御
米
十
九
俵
被
下
、
庄
や
治
左
衛
門
御
上
下
、
年 

寄
佐
一
郎
へ
鐚
四
百
五
十
文
被
下
之 

（
注
）
５
４ 

参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
９
参
照
。
銭
四
百
五
十
文
は
換
算
約
一
万
五
千
円
に
相
当
す
る
。 

 
 
 

金
布
（
か
な
き
ん
）
は
目
の
細
か
い
薄
地
の
綿
製
品
で
、
高
級
着
物
の
裏
地
な
ど
に
使
う
。 
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太
田
村
庄
屋
浅
見
畿
右
衛
門
帯
刀
御
免
為
披
露
切
紙
来
ル 

（
注
）
帯
刀
人
の
乱
発
が
ま
す
ま
す
著
し
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

以
廻
状
得
御
意
候
、
然
者

来
申
年
始
御
礼
之
儀
正
月
四
日
当 

 
 

 

御
役
所
江

罷
出
御
礼
可
被
申
上
候
、
右
得
御
意
度
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

十
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 

園
崎
園
平 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人
十
六
人
名
当 

（
注
）
何
故
か
代
官
の
文
章
が
「
得
御
意
度
」
等
と
以
前
よ
り
丁
寧
に
な
っ
て
い
る
。 

 

文
政
七 

（
注
）
文
政
七
甲
申
（
１
８
２
４
）
年
。 

 

申
年 

御
年
礼
例
之
通
四
日
朝
相
勤
申
候 

此
わ
り 

 

６
０ 

 
 

 

殿
様
御
後
厄
、
当
年
迠
三
ケ
年
同
様
二

御
祈
祷
御
礼
差
上 

 
 

 

 
 
 

宮
御
祈
祷
御
礼
金
三
歩
・
臺
弐
匁
八
分
・
参
物
壱
匁
八
分
〆
五
拾
三
匁
三
分
五
り 

此
十
五
人
わ
り
三
匁
五
分
五
り
七
毛
ツ
ヽ 

（
注
）
５
６
（
挿
入
）
御
祈
祷
料
参
照
。 

 
 

 

合
計
金
額
が
二
匁
八
厘
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
臺
が
二
分
と
金
三
分
の
銀
価
格
が
一
匁
八
分
八
厘
の
増
加
を
見

た
た
め
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
一
両
の
銀
相
場
が
六
十
二
匁
四
分
九
厘
か
ら
六
十
五
匁
に
下
落
し
た
為
で
あ
る
。
た

だ
し
、
割
人
数
が
一
名
増
加
し
た
た
め
個
人
負
担
は
若
干
低
下
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
二
月
六
日
夜
出
之
御
廻
状 

以
御
廻
状
申
達
候
、
然
者 

殿
様
御
厄
年
無
御
滞 

 
 

 

被
為 

済
候
二

付
、
来
ル
九
日
当
於
御
役
所
、
赤
飯
被
下 

 
 

 

置
候
二

付
、
麻
上
下
着
可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 

園
崎―

―

印 

 
 

 

右
二

付
九
日
朝
早
々
参
上
、
御
赤
飯
頂
戴
仕
候
事 

 
 

 

村
々
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
惣
代
同
断 

（
注
）
こ
こ
で
は
、
帯
刀
人
・
庄
屋
・
年
寄
の
他
に
百
姓
総
代
を
招
い
て
お
り
、
大
衆
勢
力
の
懐
柔
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 

後
刻
御
召
二

付
参
り
候
ノ
所
、
当
秋
村
々
御
頼
ミ
の 

 

寄
貸
講
相
調
候
二

付
、
為
御
賞
美
大
和
柿
木
綿
一
反 

被
下
之
候 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
９
） 

同
七
年
申
閏
八
月 

 

 
 
 
 

寄
貸
六
十
人
講
、 

壱
口
分
、
九
百
目
ツ
ヽ
、
二
ケ
年
二

納 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

銀
五
十
四
貫
目 

 
 
 

戌
年
ゟ
御
戻
し
二

成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
一
半 

 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
口
半 

 
 
 

下
古
賀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
口 

 
 
 
 

田
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
口 

 
 
 
 

三
尾
里 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
口 

 
 
 
 

梅
原 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
五
口 

 
 
 

霜
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
口 

 
 
 
 

五
十
川 

 

（
注
）
こ
れ
は
藩
が
金
融
の
た
め
考
案
し
た
村
講
の
一
つ
で
、
饗
庭
組
七
村
の
有
力
者
六
十
人
で
設
定
、
一
口
銀
九
百
匁

を
二
年
間
で
集
め
、
三
年
目
に
利
子
付
で
返
還
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
集
め
る
た
め
様
々
な
射
幸
的
懸
賞
が
付

け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
六
十
口
が
そ
ろ
っ
た
の
で
、
銀
五
十
四
貫
（
一
両
＝
銀
六
十
五
匁
と
し
て
約
八
百
三
十
両
）

現
在
換
算
一
億
六
千
万
円
の
金
融
が
成
立
し
て
い
る
。 

 
 

 
こ
の
実
質
金
利
は
大
坂
の
両
替
屋
や
豪
商
か
ら
借
入
れ
る
よ
り
は
る
か
に
安
い
が
、
逆
に
七
カ
村
で
こ
れ
だ
け
の

余
剰
資
金
を
集
め
う
る
経
済
力
が
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
資
金
を
返
却
す
る
財
源
は
、
結
局
別
の

形
で
村
方
か
ら
集
め
る
自
転
車
財
政
で
あ
り
、
明
治
維
新
で
藩
は
こ
の
借
金
地
獄
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。

た
だ
村
方
と
し
て
も
、
安
全
な
貸
付
先
は
容
易
に
は
確
保
で
き
ず
、
藩
で
あ
れ
ば
最
後
に
は
年
貢
相
殺
と
い
う
方

法
も
あ
る
の
で
、
一
定
の
安
心
感
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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６
０
（
続
） 

同
日
衛
門
作
へ
名
字
帯
刀
御
免
被
仰
付
候 

 
 

 

下
古
賀
松
井
与
一
右
衛
門
苗
字
帯
刀
御
免
有
之 

塩
津
両
儀
孫
十
郎
モ
帯
刀
御
免
の
由 

当
村
庄
屋
次
左
衛
門
名
字
御
免
有
之
候
也 

 

（
注
）
衛
門
作
は
足
立
多
右
衛
門
の
息
子
、
次
左
衛
門
と
共
に
足
立
一
族
で
あ
る
。 

 

文
政
八
乙
酉
年 

廻
状
な
し 

（
注
）
文
政
八
乙
酉
（
１
８
２
５
）
年
。 

 
 

 

正
月
御
年
礼 

三
日
昼
後
ゟ
発
足
、
四
日
朝
相
勤 

手
前 

供
善
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衛
門
作 

 
 

 

献
上
御
扇
子
廿
三
箱
料
銀
十
一
匁
五
分 

 
 

 

 
 
 
 
 

金
百
疋 

 
 
 
 

御
代
官
様 

 

銀
五
匁 

 
園
崎
太
一
郎
様 

 

銀
三
拾
八
匁
七
分 

三
手
代
衆 

 
 

四
匁 
 

内
同
心
甚
平 

金
壱
歩 

 
 
 
 

両
書
役
衆 

 
 

四
匁 

 
 

御
門
番 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
分 

 
 

 
 
 

か
み
代 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

壱
匁
六
分
五
り 

臺
へ
ぎ
代 

 
 
 
 

〆 

百
弐
匁
七
分
九
り 

 
 
 
 

 
 

四
匁
六
分 

 
 

諸
入
用
欠
共 

（
注
）
園
崎
太
一
郎
は
代
官
の
息
子
で
、
代
行
を
果
た
す
こ
と
が
有
っ
た
。 

 
 
 

金
百
疋
（
一
分
）
は
銀
十
六
匁
二
分
五
厘
（
金
一
両
が
銀
六
十
五
匁
） 

 
 
 

手
代
、
銀
三
十
八
匁
七
分
の
一
人
割
は
銀
十
二
匁
九
分
。 

 
 
 

書
役
、
金
一
分
の
一
人
割
は
銀
八
匁
一
分
二
毛
五
糸
。
銀
相
場
の
計
算
に
よ
り
若
干
相
違
が
あ
る
。 

 
 

 
 
 
 
 

内 

弐
匁 

か
け
や
両
人
分 

 
 
 
 
 
 
 

五
匁 

塩
津
組
林
・
平
塚
・
川
越
・
中
村
・
両
儀
〆
五
人
分 

 

６
１ 
 

 残
り
九
拾
五
匁
七
分
九
り 

 

此
わ
り
五
匁
九
分
八
り
七
毛
ツ
ヽ 

海
津
引
か
へ 

（
注
）
一
人
割
逆
算
に
よ
れ
ば
、
十
六
人
と
な
る
。
帯
刀
人
の
増
加
に
よ
り
代
官
等
へ
の
祝
儀
が
増
加
し
て
い
る
、 

  
 
 
 
 
 

又
四
匁
三
分
金
や 

 

太
田
三
人
・
霜
降
二
人
・
古
賀
一
・
此
方 

四
人 

 
 
 
 
 
 

〆
壱
匁
五
分
同 

 
 

此
十
人
わ
り
五
分
八
り
ツ
ヽ 

太
平
治
引
か
へ 

 

 

同
五
日
之
朝
、
於
御
役
所 

京
都
御
講
御
取
結
御
演
舌
有
之
候 

 
 

 

二
月
三
日
、
以
廻
状
申
達
、
然
者

京
講
之
儀
二

付
、
申
談
度
御
用 

 
 

 

有
之
間
、
其
村
々
左
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
二
ケ
村
廿
三
人 

 
 

 

右
名
前
之
通
、
無
間
違
当
人
印
形
持
参
、
来
ル 

 
 

 

五
日
・
六
日
右
両
日
之
内
、
当 

御
役
所
へ
乍
御
太
儀 

 
 

 

可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

二
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 

園
崎
園
平 

 

 
 

 

右
二

印
形
し
て
廻
ス 

  
 

 

二
月
五
日
、
海
津
行
、
京
講
仕
法
帳
二

印
形
致
し
候
事 

 
 

 

三
月
七
日
、
御
召
二

付
海
津
行
、
京
講
取
結
二

付
、
出
京
い
た
し
候
様
被
仰
候 

 
 

同
十
二
日
立
上
京
、
初
会
四
月
朔
日
・
同
六
日
二

相
勤
ル
、
御
代
官
園
崎
園
平
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

支
配
名
倉
健
治
様 

 
 

 

四
月
十
四
日
帰
村
、
御
国
ゟ
御
勘
定
奉
行
渡
辺
弁
蔵
様
・
京
留
守
居
樋
口
与
兵
衛
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添
役
丸
毛
源
次
郎
様 

（
注
）
樋
口
与
兵
衛
は
２
８ 

文
化
七
年
で
奥
年
寄
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
京
留
守
居
は
代
替
わ
り
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

 
五
月
廿
一
日
、
殿
様
御
下
り
御
発
駕 

同
日
、
御
弟
亀
三
郎
様
、
越
後 

柳
沢
伊
勢
守
へ
御
養
子
御
下
向 

（
注
）
保
光
九
男
里
顕
、
包
三
郎
公 

三
日
市
藩
主
柳
沢
信
濃
守
里
世 

養
子 

靖
泰
院
殿
維
徳
幽
馨
大
居
士 

正
覚
山 

月
桂
寺 

天
保
十
三
壬
寅
年
十
二
月
十
七
日 

 
 
 

 

 
 
 

三
日
市
藩
主
は
歴
代
「
信
濃
守
」
で
、
「
伊
勢
守
」
は
黒
川
藩
主
で
あ
る
が
、
黒
川
藩
主
柳
沢
伊
勢
守
光
被
に
養

子
に
行
っ
た
の
は
保
泰
十
男
光
昭
で
あ
り
、
何
ら
か
の
混
同
が
あ
る
。 
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同
廿
九
日
、
御
召
二

付
、
海
津
行
之
所
、
御
米
三
表
但
四
斗
入 

 
 

 

 
 
 
 
 

右
者

京
都
調
達
銀
集
、
出
精
二

付
、
為 

御
称
美
被
下
之 

 
 

 

同
日
、
南
ハ
大
庄
屋
格
被
仰
付
之 

 
 
 
 

蛭
口
村
松
村
庄
左
衛
門
帯
刀
御
免 

海
津
半
切
百 

来 

 
 
 
 

浦
村 

前
川
藤
九
郎
帯
刀
御
免
、 

小
鷹
半
切
五
十 

来 

六
月
九
日
、
調
達
金
百
両
納
、
海
津
行 

 
 

（
注
）
こ
の
調
達
金
は
京
関
係
と
思
わ
れ
る
が
、
為
替
で
な
く
現
金
持
参
か
。
な
お
こ
こ
で
、
南
の
足
立
多
右
衛
門
が

久
々
に
「
大
庄
屋
格
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
本
家
筋
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

十
二
月
八
日
、
受
取
十
一
月
切
ノ
所
、
大
雪
二

て
延
引
也 

利
足
月
六
朱
添 

（
注
）「
月
六
朱
」
は 

５
４
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
９
（
注
）
で
示
し
た
が
、
こ
の
時
代
は
「
閏
月
」
に
よ
り
、
年
十

二
ヶ
月
と
十
三
ヶ
月
が
あ
る
た
め
、
年
利
で
は
無
く
月
利
が
基
本
で
あ
り
、
月
六
朱
は
銀
一
千
匁
に
対
し
て
六
匁

を
意
味
し
、
年
利
（
十
二
ヶ
月
）
７
・
２
％
を
意
味
す
る
が
、
藩
へ
の
融
資
は
概
ね
こ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
閏
年
は
十
三
ケ
月
に
な
る
の
で
年
利
は
７
・
８
％
に
な
る
。
因
み
に
文
政
期
十
三
年
間
で
、
閏
年
は
五
回
で

あ
る
。 

 

６
２
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 

覚 

 

一 

米
三
俵 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
四
斗
入 

 
 
 

右
者

京
都
調
達
銀
集
出
情 

 
 
 

二

付
、
為
御
称
被
下
之 

 
 
 
 

酉 
 
 

五
月 

園
崎
園
平 

（
注
）
東
右
衛
門
の
京
都
講
出
精
（
原
文
は
「
出
情
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
当
時
は
一
般
的
）
に
対
し
褒
賞
と
し
て
、
米

三
俵
が
贈
ら
れ
た
。
な
お
郡
山
藩
で
は
一
俵
四
斗
の
決
ま
り
（
幕
府
は
じ
め
一
般
的
に
は
三
斗
五
升
）。 

 

６
３ 
 
 

 

当
五
月
、
御
書
付
被
下
候
御
米
三
俵
代
銀
七
拾
三
匁
八
厘
、
十
二
月
二

来 
 

（
注
）
五
月
三
俵
の
報
償
は
年
貢
清
算
の
形
を
と
る
の
で
、
年
貢
上
納
の
十
二
月
に
清
算
さ
れ
て
下
賜
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
三
俵
（
一
石
二
斗
）
の
代
銀
価
格
か
ら
、
当
時
の
米
相
場
は
石
当
た
り
六
十
匁
八
分
六
厘
と
分
か
る
。   

概
ね

米
一
石
が
金
一
両
と
い
う
の
が
基
本
的
価
格
基
準
で
あ
っ
た
。 

  
 

 

十
二
月
八
日
、
海
津
行
之
節
、
取
か
へ
相
勤 

 
 

 

高
橋
彦
次
郎
殿
席
上
り
祝
義
、
南
鐐
一
片 

当
方
十
人
ゟ 

 
 

 
 

 

名
倉
健
治
殿 

 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

大
沢
太
内
殿 

 

同
断 

 

古
賀 

松
井
氏
相
勤 

 
 

（
注
）
高
橋
彦
次
郎
は
手
代
で
あ
る
が
、
正
式
に
小
給
人
と
認
め
ら
れ
た
も
の
か
（
大
村
・
村
田
に
例
が
あ
る
）。
名
倉
健

治
は
翌
年
四
月
に
園
崎
代
官
死
去
に
よ
り
後
任
と
な
る
が
、
こ
の
祝
儀
は
不
明
。 

 
 

大
沢
太
内
（
多
内
）
は
文
政
六
年
に
金
堂
か
ら
手
代
と
し
て
転
任
し
て
い
る
が
、
同
不
明
。 

 

文
政
九
丙
戌
年
御
年
頭
例
之
通
也 

 

（
注
）
文
政
九
丙
戌
（
１
８
２
６
）
年
。 

  
 
 
 
 
 

南
弐
人
相
勤
候
、
手
前
不
参
書
付
出
ス 

御
包
物
わ
り 

五
匁
四
分
弐
分
五
り
ツ
ヽ 

 

南
へ
遣
済 

 
 
 
 

外
二

金
や
祝
義
わ
り 

五
分
五
り
ツ
ヽ 

同 

（
注
）「
四
分
弐
分
」
は
誤
記
か
。 

  
 

 

正
月
廿
四
日
出
御
廻
状
、
廿
七
日
拝
見
、
訳
ハ
去
春
秋
御
取
結
之
京 

 
 

 

御
講
、
当
年
ゟ
二
月
・
八
月
二

相
勤
申
候
二

付
、
夫
々
か
入
人
先
々
へ 

 
 

 

此
段
申
達
し
候
、
且
又
退
講
い
た
し
候
者
無
之
様
談
じ
置 

 
 

 
可
申
の
趣
也
、
則
夫
々
書
状
差
上
候
、
尚
又 

 
 
 
 

 

 
 

 
御
役
所
へ
ハ
承
知
之
書
付
差
出
し
候
事 

南 
 
 
 
 
 
 

南
二
而

認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
前 

 
 
 

三
人
連
名
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
左
衛
門 

 
 
 
 

二
月
八
日 

（
注
）
足
立
次
左
衛
門
は
五
十
川
村
庄
屋
で
、
文
政
七
年
に
苗
字
御
免
（
帯
刀
不
可
で
帯
刀
人
で
は
な
い
）
。 
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二
月
十
八
日
立
上
京 

三
会
目 

 
 
 

廿
三
日
・
廿
六
日
両
日
御
講
勤
、
海
津
ゟ
園
崎
氏
・
大
沢
多
内
殿
上
京 

 
 

 

三
月
五
日
帰
村
、
御
賄
銀
七
拾
匁
五
分 

訳 

十
八
日
ゟ
十
八
日
ノ
間
三
匁
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
中
上
下
荷
物
十
六
匁
五
分 

 

  
 

 

四
月
朔
日
、
川
方
高
橋
氏
・
那
須
氏
来
、
南
家 

庄
屋
ノ
始
也 

 
 

 

四
月
十
八
日
、
郡
山
表
二
而

園
崎
園
平
殿
御
死
去
之
由
、
同
廿
三
日
出
之 

 
 
 

御
廻
状
村
方
へ
申
来
ル
、
御
悔 

衛
門
作
・
松
井
与
一
右
衛
門 

両
人
兼
勤 

６
４ 

 
 

 

廿
日
、
右
香
儀
金
百
疋 

南
組
十
人
連
名 

南
引
か
へ 

 
 
 

此
わ
り 

壱
匁
六
分
四
り
ツ
ヽ 

（
注
）
こ
こ
で
は
金
百
疋
（
一
分
）
が
十
六
匁
四
分
と
な
り
、
金
一
両
が
六
十
五
匁
六
分
の
銀
下
落
相
場
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

五
月
十
五
日
、
名
倉
健
治
内
室
死
去
、
御
悔
惣
代
手
前
勤
ム 

 

松
井
与
一
右
衛
門
同
道 

（
注
）
文
政
七
年
に
下
古
賀
松
井
は
帯
刀
苗
字
御
免
。 

  
 

 

十
九
日
、
右
香
儀
金
百
疋
、
南
組
十
人
連
名 

南
引
か
へ 

 
 
 
 
 
 

此
わ
り 

壱
匁
六
分
四
り
ツ
ヽ 

 
 

  
 
 

急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

此
度
郡
代
中
ゟ
別
紙
御
廻
状 

 
 
 

を
以
御
触
之
通
、
当 

御
役
所
御
代
官
被 

仰
付 

 
 
 

候
二

付
、
可
被
得
其
意
候
、
尤
右
御
代
官
来
ル
十
日
木
戸
御
泊 

 
 
 

翌
十
一
日
当
方
へ
御
帰
着
之
積
有
之
候
、
且
右
二

付 

 
 
 

村
々
御
引
渡
有
之
候
間
、
当
十
二
日
各
方
当 

 
 
 

御
役
所
へ
可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 

 
 
 
 
 
 

六
月
七
日 

 
 
 
 

海
津
役
所 

判 

 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
手
廿
人
名
当 

  
 
 
 
 

右
八
日
之
昼
拝
見
印
形
ス
ル 

 
 
 
 
 

御
郡
代
中
之
御
廻
状
ハ
七
日
ノ
七
ツ
時
廻
り
候
由
承
ル 

 
 

 

追
廻
状
来
、
右
御
代
官
発
足
延
引
二

相
成
、
十
二
日
木
戸
泊
り 

 
 

 

十
三
日
海
津
御
着
二

相
成
、
則
三
尾
里
村
ゟ
小
松
迠
迎
人
足
出
ル 

 
 

 

出
鴨
小
休
、
当
村
ゟ
人
足
川
迠
出
迎
、
庄
屋
并

組
合
同
断 

 
 

 

当
村
二
而

御
中
食
出
ス
、
上
壱
人
下
四
人
外
組
合
・
太
田
・
霜
降
・
田
井
庄
や
衆 

 
 

 

手
前
ハ
南
天
神
前
迄
出
迎
、
今
津
迄
当
村
人
足
二
而

送
ル 

 
 
 
 

 

 
 

 

十
五
日
御
引
渡
し
二

付
、
銘
々
参
上
（
太
右
衛
門
殿
・
又
左
衛
門
・
幾
右
衛
門
三
人
不
参
書

付
差
出
し
被
申
候
也 

 

（
注
）
足
立
太
右
衛
門
・
饗
庭
又
左
衛
門
・
浅
見
幾
右
衛
門
か
。 

  
 

 

御
役
所
ゟ
御
差
図
二

付
、
昼
後
当
手
帯
刀
人
参
上
ス
、
先
御
役
園
崎
氏 

６
５ 

 
 

 

御
子
息
太
一
郎
様
ゟ
御
引
渡
し
之
御
演
舌
有
之
、
夫
ゟ
御
代
官 

 
 

 

名
倉
健
治
様
御
宅
へ
参
上
、
御
祝
義
物
金
百
匹
・
御
酒
三
升
切
手 

 

 
 
 
 
 

此
わ
り
弐
匁
弐
分
五
毛
ツ
ヽ 

 
 
 

太
右
衛
門 

 
 

東
右
衛
門 

手
前
扣 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
治 

 
 
 

又
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
左
衛
門 

 
 

又
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
次
郎 

 
 
 

幾
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衛
門
作 

 
 
 

与
一
右
衛
門 

 
 
 
 

 

 
 

 

同
日
河
合
鯉
平
様
、
手
代
被
仰
付
候
由
御
演
舌
二

付
、
則
御
酒
料
・
南
鐐
壱
片 

手
前
扣 

 
 
 
 
 

右
十
人
名
前
二
而

差
出
し
候
事
、
此
わ
り
弐
分
弐
り
ツ
ヽ 

 

 

（
注
）
こ
れ
は
珍
し
い
計
算
違
い
で
あ
る
。 

 

次
二

北
向
帯
刀
人
、
次
二

饗
庭
組
村
々
庄
屋
・
年
寄
、
次
二

水
所
山
方
同
日
済 

 
 

 

浅
井
郡
ハ
十
四
日
二

相
済
、
西
浜
・
海
津
三
町
共
十
五
日
朝
済 

 
 
 
 

新
書
役
岡
田
良
平
殿
御
越
被
成
候
、 

祝
義
四
匁
三
分 

南
引
か
へ 
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（
注
）
こ
れ
は
銀
一
両
で
あ
る
が
、
公
定
通
貨
で
は
無
く
恐
ら
く
藩
札
の
た
め
交
換
（
引
か
へ
）
が
必
要
だ
っ
た
。 

  
 
 

宗
門
御
改
七
月
朔
日
、
大
沢
多
内
殿
・
川
合
鯉
平
殿 

（
注
）「
河
合
」
を
「
川
合
」
と
誤
記
し
て
い
る
が
、
ご
く
普
通
に
こ
の
種
の
誤
り
が
あ
る
。 

  
 

 

八
月
四
日
出
御
書
到
来
、
十
二
日
京
講
之
儀
二

付
、
御
談
し
被
成
度
旨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
・
此
方
・
霜
降
三
人
江 

 
 

 

十
二
日
海
津
行
、
夜
分
別
席
二

て
御
談
し
有
之
、
夜
明
二

成 

 
 
 

御
役
所
六
人
、
南
・
手
前
・
吉
兵
衛
・
藤
太
夫
・
藤
左
衛
門
・
大
又
・
源
兵
衛 

 

 
 
 

浅
井
ハ
大
浜
太
郎
兵
衛
・
横
田
佐
兵
衛
・
中
川
仁
右
衛
門
・
中
村
佐
右
衛
門 

同
席 

  
 

 

十
六
日
立
上
京
ノ
積
之
所
雨
降 

 
 

 

十
七
日
発
足
、
南
と
手
前
同
道
山
中
越
、
九
月
五
日
京
立
勢
田
川
一
見
シ
テ
大
津
泊 

 
 

 

九
月
六
日
暮
テ
帰
る
、
御
賄
壱
両
弐
朱
被
下 

（
注
）
山
中
越
は
現
在
の
大
津
市
柳
ガ
碕
か
ら
、
同
山
中
町
を
経
て
、
京
都
市
北
白
川
に
至
る
県
（
府
）
道
３
０
号
線

（
通
称
下
鴨
大
津
線
）
で
、
京
七
口
の
荒
神
口
（
白
川
口
）
に
繋
が
る
街
道
で
あ
る
。
山
道
で
は
有
る
が
最
短
の

直
線
距
離
で
京
中
心
部
に
至
る
。
後
に
維
新
新
政
府
の
命
で
郡
山
藩
が
警
護
に
当
た
っ
て
い
る
。 

 

十
二
月 

西
浜 

 

井
関
汶
輔 
 
 
 

続
目
披
露 

海
津
半
切 

 
 
 
 

 
 

海
津 

 

松
井
又
兵
衛 

 
 

帯
刀
御
免 

同 

 
 
 
 

 
 

沢 
 
 

岡
本
左
傳
次 

 
 

同
断 

 
 

半
切
百
枚 

 
 
 
 

 
 

知
内 
 

中
川
市
郎
右
衛
門 

同
断 

 
 

同
断 

 
 
 
 

 
 

山
中
村 

粟
津
新
蔵 

 
 
 

同
断 

 
 

海
津
半
切 

（
注
）
引
き
続
き
和
州
本
領
を
遥
か
に
凌
ぐ
、
帯
刀
人
の
大
増
産
で
、
北
近
江
領
は
藩
の
金
蔵
と
化
し
て
い
る
。 

 

６
６ 

十
一
月
十
日
、
御
用
状
到
来
、
和
州
旱
損
二

付
、
夫
々
金
子
御
頼
之
由 

 
 
 
 
 
 
 

当
手
五
十
貫
之
内
拾
壱
〆
目
、
十
三
日
迄
二

調
達
仕
候
様
也 

 

 
 
 
 
 
 
 

右
二

付
、
太
田
両
人
共
々
色
々
相
談
い
た
し
候
へ
共
、
不
調
二

付 

 
 
 
 
 
 
 

十
二
日
新
次
郎
殿
・
手
前
同
道
二
而

御
断
申
上
、
五
拾
両
南
・
太
田
出
シ 

 

 
 
 
 
 
 
 

調
達
仕
候
所
、
此
度
ハ
右
之
余
銀
外
へ
頼
ミ
可
申
間 

 
 
 
 
 
 
 

来
二
月
二

八
貫
目
、
太
田
と
此
方
と
二

て
無
間
違
相
調 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

可
申
様
御
頼
ミ
御
演
舌
有
之
候
也 

 
 
 
 
 

右
二

付
十
二
日
善
五
郎
泊
御
賄
御
上
ゟ
被
下
之 

 

（
注
）
和
州
本
領
が
旱
害
不
作
の
た
め
年
貢
が
減
少
す
る
の
で
、
補
填
と
し
て
海
津
手
で
銀
五
十
貫
（
約
七
百
七
十
両
）、

内
饗
庭
組
で
銀
十
一
貫
（
約
百
七
十
両
、
換
算
約
三
千
四
百
万
円
）
を
三
日
後
に
調
達
し
て
欲
し
い
、
と
の
要
請

が
あ
り
、
流
石
に
こ
れ
は
拒
否
し
五
十
両
（
約
銀
三
貫
二
百
五
十
目
）
を
差
し
出
し
た
。 

代
官
も
是
は
承
知
し
た
が
、
来
年
二
月
に
は
銀
八
貫
目
を
追
加
し
、
合
計
十
一
貫
余
を
間
違
い
な
く
調
達
し
て
欲

し
い
と
の
要
請
を
受
け
た
。 

 

文
政
十
亥
正
月
年
礼
例
之
通
也 

 
 
 

 

（
注
）
文
政
十
丁
亥
（
１
８
２
７
）
年
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

手
前
ハ
疝
痛
二

付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

不
参
書
付
差
上
ル 

太
平
治
殿
・
衛
門
作
相
勤
ム 

 
 

 

太
右
衛
門
殿
ハ
、
御
国
表
へ
三
日
立
二
而

年
礼
出
勤 

 
 

 

献
上
、
御
扇
子
廿
八
箱
、
料
銀
拾
四
匁
手
前
二
而

認
ム 

并

献
上
目
録
共
認
ム 

 
 

 

海
津
御
役
方
へ
包
物
ハ
掛
屋
二
而

出
来
ル 

 
 

 

金
屋
ノ
包
物
ハ
太
平
治
殿
拵
ル
、 

右
わ
合
七
匁
七
分
八
り 

壱
人
分 

（
注
）
当
年
は
珍
し
く
、
郡
山
迄
祝
い
に
出
て
、
扇
子
を
献
納
し
て
い
る
。 

 
 
 

出
席
の
足
立
太
（
多
）
右
衛
門
は
本
家
筋
で
、
東
右
衛
門
と
並
ぶ
足
立
一
族
の
中
心
的
人
物
と
な
っ
て
い
る
。 

 
去
十
二
月
御
頼
ミ
被
仰
聞
候
八
貫
目
之
口
、
当
時
金
百
金
調
達
仕
候
様
被
仰
聞 

 

 
 

 

則
太
田
二

テ
五
十
、
当
方
二

テ
五
十
調
達
、
但
三
十
南
・
弐
十
東
出
し
候 

（
注
）
先
に
二
月
と
の
要
請
が
あ
っ
た
、
銀
八
貫
目
の
追
加
調
達
（
融
資
）
に
つ
い
て
、
金
百
両
の
調
達
に
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
南
と
東
の
協
力
を
得
て
要
請
に
こ
た
え
た
。
な
お
百
両
は
銀
八
貫
に
は
及
ば
な
い
が
金
価
格
が
上
昇
基
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調
に
あ
り
、
次
第
に
金
建
て
が
増
え
て
い
る
。 

  
 
 

京
都
御
講
出
役
被
仰
付
、
則
二
月
十
三
日
発
足
、
大
津
二
而

私
用
調
へ 

 
 
 

十
五
日
京
着
、
十
八
日
御
講
、
廿
一
日
御
講
相
勤
、
廿
七
日
昼
後
ゟ
帰
国 

 
 
 

海
津
ゟ
ハ
御
代
官
名
倉
氏
・
書
役
那
須
氏
上
京
也 

 
 

 

同
二
月
廿
九
日
、
名
倉
氏
後
妻
入
嫁 

（
注
）
代
官
名
倉
の
内
室
は
、
文
政
九
年
五
月
に
死
亡
し
て
い
た
。 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

四
月
六
日
、
宗
旨
改
高
橋
彦
次
郎
様
・
河
合
鯉
平
様 

  
 
 

六
月
十
一
日
、
勢
田
川
御
見
分
御
奉
行
、
大
津
御
着
之
由 

６
７
（
挿
入
） 

 
 
 
 

文
政
十
亥
六
月
十
二
日
大
津
御
着 

 
 
 
 
 
 

閏
六
月
朔
日
寺
辺
村
始
御
廻
村 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

御
勘
定 

 
 

池
永
鉄
之
助 

様 

 
 
 
 
 

御
普
請
方 

 

大
木
三
七
郎 

殿 

 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

渡
辺
啓
次
郎 

殿 

 
 
 
 
 
 
 

見
習 

 

楢
原
百
之
助 

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

舟
橋 

 

外
二

石
原
御
役
人
添 

 

 
 

右
七
月
九
・
十
、
海
津
泊 

十
一
日
、
当
浦
御
見
分
済 

（
注
）「
近
世
水
利
組
織
と
そ
の
連
合
」
福
山 

昭
「
勢
多
川
浚
え
騒
動
」
参
照
。 

 

６
８ 

 
 

 

同
閏
六
月
朔
日
、
寺
辺
村
始
浦
々
御
廻
村 

 
 
 

御
勘
定
衆
池
水
鉄
之
助
様 

遠
山
左
衛
門
様
御
手
先
之
由
申 

 
 
 

 

 
 
 

御
普
請
方 

大
木
三
七
郎
様
・
渡
辺
啓
次
郎
様 

見
習 

楢
原
原
百
之
助
様 

 
 
 

外
二

石
原
御
役
人 

舟
橋
作
助 

上
下
十
七
人
斗 

舟
四
艘 

 
 

 

 
 

 

右
七
月
九
日
十
日
海
津
泊
十
一
日
今
津
休 

当
浦
御
見
聞
深
溝
泊
り 

 

 
 

 

海
津
ゟ
御
馳
走
役
人
那
須
庄
平
殿
当
村
へ
御
越 

（
注
）
琵
琶
湖
は
周
囲
を
比
較
的
高
い
山
々
が
連
な
り
、
雨
季
や
台
風
時
の
流
入
量
が
多
い
が
、
流
出
が
狭
隘
な
勢
多
川

（
瀬
田
川
）
の
み
で
あ
り
、
古
来
溢
水
に
よ
る
水
難
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
沿
岸
農
地
で
は
湖
面
水
位
を

下
げ
る
た
め
、
勢
多
川
の
浚
渫
に
よ
る
流
出
量
増
加
が
課
題
と
な
り
、
こ
れ
は
沿
岸
農
地
の
保
全
拡
大
と
な
る
の

で
、
幕
府
勘
定
方
も
強
く
推
進
し
た
が
、
一
方
下
流
地
域
で
は
逆
に
洪
水
の
危
険
性
が
増
す
の
で
、
強
硬
な
反
対

運
動
が
起
こ
っ
た
。
勘
定
衆
の
池
永
は
勝
手
方
勘
定
奉
行
遠
山
左
衛
門
尉
景
普
（
金
さ
ん
の
実
父
）
の
意
を
受
け

て
、
下
流
地
域
の
説
得
に
当
た
っ
た
が
、
十
分
な
成
果
は
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
石
原
役
人
は
大
津
十
万
石
代
官

の
石
原
清
左
衛
門
の
配
下
で
あ
り
、
現
地
で
の
先
導
役
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 

「
深
溝
村
」
は
庄
屋
藤
本
太
郎
兵
衛
が
湖
岸
村
々
を
説
得
し
、
勢
多
川
浚
渫
に
私
財
を
投
じ
、
三
代
に
わ
た
っ
て

こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
安
曇
川
デ
ル
タ
地
域
の
北
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
。 

 

七
月
廿
日
夕
、
村
続
二
而

来
候
御
用
状 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

申
談
度
御
用
之
儀
有
之
間 

 
 

 

明
後
廿
二
日
当
御
役
所
へ
可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 

 
 

七
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 

名
倉
健
治 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 

手
前 

 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 

右
二

付
廿
二
日
早
朝
海
津
行 

浅
井
方
ノ
船
七
ツ
時
二

着 

 
 

 

廿
三
日
手
前
と
野
寺
村
横
田
佐
兵
衛
一
緒
二

御
用
談
被
仰
聞
候 

 
 

 

同
夕
方
海
津
三
町
役
人
・
同
谷
七
ケ
村
役
人
・
三
町
舟
方
一
緒
二

御
召
被
成
候 

 
 

 

右
駅
方
舟
方
訴
書
・
返
答
書
手
前
共
へ
御
下
ケ
被
成
候
而 

 
 

 
左
右
方
和
談
之
取
噯
被
仰
付
、
奉
承
知
則 

 
 

 
右
之
書
付
受
取
書
差
上
申
候
事 

 
 

 

然
ル
所
、
海
津
ハ
当
晦
日
節
季
二
而

甚
多
用
之
由
、
三
町 

 
 

 

役
人
申
聞
候
二

付
、
左
右
方
郷
宿
善
五
郎
方
二
而

一
応 

 
 

 

面
会
い
た
し
置
、
追
而

寛
々
談
じ
可
申
と
申
合
セ 

廿
四
日
朝
帰
村 
浅
井
ハ
京
講
相
談
二

て
滞
溜
之
由
也 
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九
月
十
八
日
、
右
一
件
二

付
海
津
行 

廿
日
帰
宅 

 
 

 
十
月
四
日
同
断 

同
十
日
帰
宅 

（
注
）
海
津
三
町
及
び
舟
方
と
七
ケ
村
の
争
論
に
つ
い
て
の
仲
裁
調
停
の
依
頼
で
あ
ろ
う
。
代
官
（
奉
行
）

等
は
本
来
裁
定
権
を
持
つ
が
、
出
来
る
だ
け
有
力
者
に
よ
る
仲
裁
調
停
で
和
解
さ
せ
る
こ
と
を
望
み
、

部
外
の
有
力
者
に
委
任
し
た
。 

 

６
９ 

文
政
十
一
戊
子
正
月
年
礼
、
廻
状
な
し 

 
 

（
注
）
文
政
十
一
戊
子
（
１
８
２
８
）
年
。 

 

例
之
通 

三
日
昼
発
足 

 

手
前
・
太
平
治
・
衛
門
作
、
太
田
三
人 

 
 
 
 
 
 

四
日
昼
御
礼
済
帰
宅 

 
 
 

献
上
御
扇
子
廿
九
箱
料
包
物 

 
 
 

 

但 
廿
四
人 

  

高
嶋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

目
録 

南
二
而

認 
 
 
 
 
 

五
人 

  

塩
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
二 

林 
新
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

辻 

弥
兵
衛 

 
 

始
而

出
ル 

 
 
 
 
 

金
屋
包
物 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

西
二
而

認 

 

７
０
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門 

御
国
行
二

付 

当
年
除 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
平
治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

角
野
藤
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
村
五
郎
左
衛
門 

 
 

小
荒
路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
関
吉
郎
治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
崎
善
兵
衛 

 
 
 
 

石
庭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
平
左
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

角
野
藤
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

磯
野
源
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
丹
易
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
見
幾
右
衛
門 

 
 
 

太
田 

 
 

子
ノ
年
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 

  

足
立
衛
門
作 

 
 

 

新
保 

平
山
太
右
衛
門 

 
 

松
井
与
一
右
衛
門 

 
 

古
賀 

 
 

 

開
田 

沢
田
太
右
衛
門 

 
 

松
村
庄
左
衛
門 

 
 
 

蛭
口 

 
 

 

森
西 

水
口
作
兵
衛 

 
 

 

前
川
藤
九
郎 

 
 
 
 

浦 

 
 

丑
六
月
ゟ
寺
久
保 

 
 
 
 

    

井
関
汶
助 

 
 
 
 
 
 

黒
川
吉
郎
右
衛
門 

松
井
又
兵
衛 

 
 
 
 

海
津 

 
 

十
二
月
小
荒
路 

 
 
 
 
 
 

岡
本
佐
伝
治 

 
 
 
 
 
 

加
藤
正
伯 

 
 
 

中
川
市
郎
右
衛
門 

 
 

知
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟
津
新
蔵 

 
 
 
 
 

山
中 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
井
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 

忠
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
塚
善
四
郎 

 
 

 

亥
暮 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

川
越
伊
兵
衛 

 
 
 
 
 
 

林 

新
左
衛
門 

 

中
村
佐
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

辻 

弥
兵
衛 

 
 

両
儀
孫
十
郎 

 
 

 
（
注
）
こ
れ
は
郡
山
年
賀
の
献
上
人
名
録
で
あ
ろ
う
。
高
島
郡
二
十
四
名
中
、
六
名
が
足
立
姓
で
あ
り
一
族
と
思
わ
れ

る
。
な
お
献
上
人
書
き
で
は
浅
井
郡
で
は
無
く
「
塩
津
」
と
な
っ
て
い
る
が
浅
井
郡
は
塩
津
在
住
者
が
占
め
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
（
一
部
の
み
村
名
付
記
）。 

 

７
１
（
挿
入
） 
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表
二 

銀
拾
四
匁 

 

包
ム 

献
上
御
扇
子
料 

 
 
 

一 
弐
拾
匁 

位 

御
頭
へ 

 
 
 
 
 
 
 

是
ハ
成
百
疋
ノ
所 

 

廿
五
人
分 

九
分
ツ
ヽ 

 
 

 
 
 
 
 

十
五
匁 

位 

 
 
 

一 

壱
歩 

 
 
 

高
橋 

 
 
 

一 

〃 
 
 
 
 

大
沢 

 
 
 

一 

〃 
 
 
 
 

河
合 

 
 
 
 
 

是
ハ
成
銀
三
両
ノ
所 
七
分
ツ
ヽ 

 
 

 
 
 

一 

拾
匁 

ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

書
役
方 

 
 
 

一 

四
匁
四
五
分 

 
 
 
 
 

内
同
心 

 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
門 

（
注
）
郡
山
へ
の
年
賀
祝
儀
等
の
計
算
書
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
不
明
。 

 

７
２
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 

獻
上 

  
 
 

一 

御
扇
子 

 

弐
拾
八
箱 

  
 
 
 
 

右
者
當
亥
年
始
為 

 
 
 
 
 

御
禮
乍
恐
奉
獻
上
候 
 

以
上  

（
注
）
原
文
通
り
の
旧
字
体
表
記
と
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

６
９
（
続
） 

 
 
 
 

高
橋
鶴
蔵
殿
見
習
被
仰
付
、
祝
義
百
疋
高
嶋
組
之
内
廿
一
人 

 

 
 
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

申
談
度
御
用
之
儀
有
之
間
、
当
廿
六
日
四
ツ
時 

 
 

 

当
御
役
所
へ
乍
御
太
儀
可
被
罷
出
候 

恐
惶
謹
言 

名
倉―

―
―

印 

 
 
 
 
 

当
方
九
人
名
当 

 
 
 

廿
二
日 

 
 

 

村
方
も
同
断 

 
 
 
 
 

手
前
風
邪
二

付
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
治
・
衛
門
作
・
太
田
弐
人
行 

 
 

 

右
ハ
原
山
御
用
地
開
発
二

付
、
御
手
当
銀
百
貫
目
計
仕
法
ヲ 

 
 

 
 

 

以
テ
調
達
可
致
御
頼
被
成
候
二

付
、
段
々
減
少
相
頼
候
所 

 
 

 
 

 
 
 
 

七
〆
目 

 
 

饗
庭
組 

 
 
 
 

廿
〆
目 

 
 

水
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

谷
組
七
ケ
村 

 
 
 
 

三
〆
目 

 
 

塩
津 

 
 
 
 

十
三
〆
目 

 

浅
井 

 
 
 
 

 

（
注
）
百
貫
の
要
請
に
対
し
て
、
四
十
三
貫
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
１
９
９
～
２
０
０
） 

 
 
 
 

同
十
一
年
子
正
月 

 
 

 
 
 
 
 

原
山
開
発
二

付
、
御
入
用
銀
御
頼
ミ
、
銀
凡
百
貫
目
ノ
御
積 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
組
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

初
会 

  

銀
七
〆
目 

    

御
上
へ
差
上 

 

弐
百
目
か
け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
五
人
ノ
積
り 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

弐
会
目 

  

四
〆
目 

 

弐
人
へ
渡 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
会
目 

  

六
〆
目 

  

三
人
へ
渡 

 
 

四
会
目
ゟ
十
二
会
目
迄
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
三
会
目 

六
〆
五
百
目 

三
人
渡 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

右
之
仕
法
帳
御
上
様
差
上
、
奉
入
御
高
覧
候
也
、
七
ケ
村
印 

 
 
 
 
 
 

丑
年
ゟ
十
二
ケ
年
ノ
間
、
銀
四
百
目
ツ
ヽ
御
上
様
ゟ
被
下
也 

 

（
注
）
こ
の
合
計
は
銀
七
十
七
貫
五
百
目
で
あ
る
が
、
開
発
仕
法
書
に
つ
い
て
は
、
資
料
不
足
の
た
め
解
説
を
控
え
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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６
９
（
続
） 

二
月
朔
日
海
津
舟
方
一
件
二

付
、
海
津
行
四
日
朝
帰
村
、
浅
井
ハ
助
郷
二

付
七
日
五
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
津
へ
御
召
出
二

付
帰
村

（
注
）
昨
年
七
月
廿
日
過
ぎ
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
舟
方
訴
訟
の
調
停
用
務
、
助
郷
は
文
政
四
年
河
原
市
宿
助
郷
訴
願
の 

 
 
 

用
か
、
こ
の
様
に
訴
訟
の
解
決
は
殆
ど
が
非
公
式
な
有
力
者
に
よ
る
調
停
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。 

 

同
十
四
日
立 

 
 
 
 

京
都
御
講
二

付
出
役
、
十
七
日
・
廿
日
御
講
相
勤
、
名
倉
氏
・
高
橋
氏
揃
出
勤 

 
 
 
 

廿
七
日
帰
、
廿
八
日
大
津
ゟ
帰
村 

 
 

 
 

五
月
廿
八
日
海
津
行
、
舟
方
一
件
廿
九
・
晦
日
、
朔
日
帰
村 

 
 

 
 

八
月
十
六
日
立
京
講
出
役
、
十
九
日
廿
一
日
御
講
、
名
倉
氏
・
高
橋
氏
御
出
勤 

 
 
 
 

廿
九
日
朝
出
、
晦
日
帰
村 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
郡
代 

 
 
 
 
 
 

御
勘
定
奉
行 

 
 

斉
藤
孫
兵
衛
様
御
家
老 

 
 

内
山
半
外
様
転
役 

 
 
 
渡
邊
弁
蔵
様
御
郡
代
並 

 
 

 

（
注
）
幕
末
分
限
帳
で
は
斉
藤
は
大
寄
合
（
家
老
か
ら
降
格
）、
内
山
・
渡
辺
は
不
明
だ
が
、
本
書
で
は
大
通
や
京
講
に
出

役
し
て
い
る
。 

 

７
３ 

（
注
）
７
０
～
７
２
は
挿
入
。 

十
二
月 

 
 
 
 
 
 

帯
刀
御
免 

 

新
保
村 

平
山
太
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

半
切
三
百
枚
来 

 
 

開
田
村 

沢
田
太
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

森
西
村 

水
口
作
兵
衛 

 

文
政
十
二
丑
年
正
月
年
礼
廻
状
な
し 

（
注
）
文
政
十
二
己
丑
（
１
８
２
９
）
年
。 

 

例
年
ノ
通
也 

 
 

但 

去
冬
廿
八
日
ゟ
雪
降
二
而

通
路
ナ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

不
参
書
付
差
出
ス 

 
 
 
 

同
六
日
立
、
村
方
年
礼
相
兼
、
衛
門
作
相
勤
ム 

 
 

 

年
頭
献
上
并

祝
義
物
割
、
壱
人
分
四
匁
七
分
三
り 

 

 
 

 

御
頭
名
倉
氏
并

高
橋
・
大
沢
・
川
合
、
昇
進
祝
義
わ
り 

 
 

 

 
 
 
 
 

弐
歩 
 

壱
歩
弐
朱
ツ
ヽ 

 
 

四
匁
弐
分
弐
り 

（
注
）
合
計
六
分
二
朱
で
銀
百
五
匁
六
分
（
一
両
＝
銀
六
十
五
匁
）、
こ
の
二
十
五
人
割
で
四
匁
弐
分
弐
厘
と
な
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

外
二

金
や
祝
義
わ
り 

 
 

三
分
五
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

正
月
廿
八
日
御
用
状
来 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

申
談
度
御
用
有
之
二

付
、
各
方
之
内
よ
り
申
合
、
壱
人 

 
 

 

来
月
二
日
、
当 

御
役
所
へ
可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

正
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
倉―

―
―
―
 
 
 
 
 

 

足
立
太
右
衛
門
殿 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 

 

右
二

付
二
月
二
日
罷
出
候
所 

大
浜
氏
・
横
田
・
足
立
平
・
饗
庭
又
・
手
前 

 
 

 

同
夜
別
席
二
而
酒
飯
被
下 

 

角
藤
太
・
磯
源
・
知
内
市
郎
右
衛
門
・
沢
左
伝
次
等
也 

 
 

 

御
談
し
之
趣
ハ
、
段
々
御
上
様
御
倹
約
二

付
、
御
借
財
方
減
少
二

相
成 

 
 

 

候
得
共
、
今
少
し
済
方
遅
キ
二

付
、
大
坂
方
も
是
迠
ハ
年
二

七
百
貫
匁 

 
 

 

月
七
朱
二

差
出
し
候
所
、
当
年
ゟ
六
朱
二
而

六
百
〆
目
ハ
差
出
し
候
得
共 

 
 

 

若
其
余
御
入
用
之
節
、
御
差
支
二

相
成
候
故
、
両
手
二
而

心
当
可
致 

 
 

 

被
仰
、
銘
々
其
手
当
相
頼
ミ
候
様
被
仰
聞
、
尤
利
足
月
五
朱
二
而 

 
 

 

差
出
候
様
被
仰
、
是
二

依
而

銘
々
御
返
答
申
上
候
而

、
段
々
御
断
申
上 

７
４ 

 
 

 

候
而

、
太
田
と
当
方
ニ
而

百
金
五
朱
ニ
而

、
御
用
の
節
ハ
差
上
可
申 

 
 

 
御
受
申
上
、
尤
其
餘
ハ
其
節
に
至
り
相
働
キ
可
申
申
上
候
事 

 
 

 
右
之
段
申
上
、
三
日
七
ツ
時
ゟ
帰
村 

（
注
）
申
談
の
趣
は
「
上
様
（
藩
主
）
も
倹
約
に
努
め
ら
れ
、
借
財
は
減
少
し
た
も
の
の
、
な
お
不
十
分
で
あ
り
、
大
坂

豪
商
分
は
年
間
七
百
貫
目
月
利
七
朱
（
年
利
８
・
４
％
）
の
と
こ
ろ
を
、
今
年
は
六
百
貫
目
月
利
六
朱
（
年
利

７
・
２
％
）
と
し
た
が
、
若
し
入
用
の
節
は
浅
井
・
高
嶋
両
手
に
月
利
五
朱
（
年
利
６
％
）
で
頼
み
た
い
と
の
仰

せ
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
銘
々
か
ら
困
難
で
あ
る
と
御
断
り
申
上
げ
、
御
用
の
節
に
百
両
（
月
五
朱
）
は
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承
知
げ
る
が
、
そ
れ
以
上
は
其
の
時
に
考
え
る
と
申
し
上
げ
た
・
・
・
と
の
こ
と
。
な
お
百
両
は
概
ね
六
貫
強
に

当
た
る
。 

 
 

 

７
５
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
五
朱
御
受
口 

 
 
 
 

一 

六
百 

 
 
 

浅
井 

 
 
 
 

一 

三
百 

 
 
 

大
又 

 
 
 
 

一 
 
 
 
 
 
 

角
藤 

 
 
 
 

一 
 
 
 
 
 
 

磯
源 

 
 
 
 

一 

三
百
五
十 

 

長
法
寺 

 
 
 

 

 
 
 
 

一 

四
百 

 
 
 

勘
左
衛
門 

 
 
 
 

一 

弐
百 

 
 
 

七
郎
左
衛
門 

 
 
 
 

一 

百 
 
 
 
 

中
川
市 

 
 
 
 

一 

百 
 
 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
方 

 
 

（
注
）
こ
の
一
覧
表
は
、
太
田
・
当
方
で
百
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
金
（
両
）
建
て
で
各
方
面
の
受
諾
額
を
示
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
長
法
寺
は
高
島
市
マ
キ
ノ
町
の
真
宗
大
谷
派
寺
院
で
あ
る
が
、
何
故
こ
こ
で
大
口
出

資
者
と
な
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
な
お
深
清
水
藤
原
勘
左
衛
門
、
七
郎
左
衛
門
は
や
は
り
当
地
の
分
限
者

と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
表
の
合
計
は
二
千
五
十
両
で
、
概
ね
銀
百
三
十
貫
に
当
た
る
。 

 
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

７
４
（
続
） 

同
十
四
日
、
発
足
京
都
御
講
相
勤
、
同
晦
日
帰
宅 

 
 
 
 
 
 

御
代
官
様
・
河
合
氏
大
坂
行 

  
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

先
達
而

申
談
置
候
、
其
元
働
金
御
入
用 

 
 

 

之
節
、
金
百
両
月
五
朱
二
而

出
金
可
致
御
受
有
之
候
所 

 
 

 

此
度
右
金
子
入
二

付
、
出
府
御
代
官
ゟ
申
来
候
間
、
火
急 

 
 

 

二

ハ
有
之
候
得
共
、
乍
御
太
儀
被
申
合
来
月
二
日
迠
二

、
当
所 

 
 

 

御
掛
処
へ
日
限
無
間
違
可
被
相
納
候 

以
上 

 
 
 
 

 
 

三
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

役
所 

  
 

 

右
二

付
、 

五
十
金
太
田
出
金 

 
 
 
 
 
 
 

 

四
月
朔
日
二

納
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
金
ハ
当
方
・
南
・
西
ゟ
御
出
金 

 
 

衛
門
作 

（
注
）
二
ヶ
月
も
立
た
な
い
う
ち
に
、
百
両
入
用
に
付
、
三
日
後
に
は
納
付
を
求
め
て
い
る
が
、
彼
等
は
右
か
ら
左
に
百

両
を
納
め
得
る
程
の
現
金
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
な
ら
ば
元
金
保
証
さ
え
あ
れ
ば
、
年
利
６
％
で

融
通
す
る
の
も
理
解
で
き
る
・
・
・
藩
へ
の
融
通
は
い
ざ
と
な
れ
ば
、
年
貢
米
を
押
さ
え
る
こ
と
も
出
来
る
の

で
、
他
に
貸
付
る
よ
り
は
あ
る
意
味
で
安
全
で
あ
っ
た
か
・
・
・
）
。 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

申
談
御
用
有
之
間 

 
 

 

明
後
四
日
、
当 

御
役
所
へ
可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 

四
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
倉
健
治 

 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 

〃 

東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 

〃 

平
左
衛
門
殿 

 
 

 

同
四
日
朝
、
手
前
海
津
へ
参
り
候
処
、
歩
安
之
金
御
頼
候
処
、
承
知
致
し 

 
 

 

相
働
候
段
、
為
御
称
美
大
和
柿
木
綿
壱
反
ツ
ヽ
御
書
付
被
下 

 
 

 

平
左
衛
門
殿
も
同
日
二

被
出
候 

（
注
）
低
金
利
（
月
五
朱
）
融
資
を
早
速
承
知
し
た
こ
と
に
対
し
、
大
和
柿
木
綿
一
反
ツ
ヽ
の
書
類
を
下
賜
さ
れ
た
。 

 
 

な
お
大
和
柿
木
綿
は 

５
０
（
注
）
参
照
。
な
お
太
田
は
新
次
郎
で
は
無
く
、
平
左
衛
門
が
代
表
し
て
い
る
。 

 

７
６
（
挿
入
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 

□
□ 

 

７
７
（
挿
入
）
Ⅰ 

 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 

一 

大
和
柿
木
綿
一
反 

 

足
立
東
右
衛
門 
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右
者

為
御
称
被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

丑
四
月 

名
倉
健
治 

印 

 
四
月
廿
七
日
、
村
方
庄
屋
御
召
二

付
、
衛
門
作
参
り
候
所
、
当
三
月
廿
一
日
ゟ
廿
二

日
迄 

７
８ 

江
戸
表
出
火
二

御
座
候
へ
と
も
、
御
屋
鋪
御
無
難
二

御
座
候
二

付
、
御
祝
と
し
て 

 
 

 

金
堂
手
ゟ
銀
三
拾
六
〆
目
献
上
之
由
、
海
津
手
も
同
様
二

致
し
度 

 
 

 

被
仰
出
、
饗
庭
組
へ
四
〆
五
百
目
御
請
申
上
ル
、
壱
石
二

付
壱
匁
弐
分
ノ
わ
り 

 
 

 

当
村
内
高
二

割
付
、
壱
石
二

付
壱
匁
六
分
七
り
ツ
ヽ 

 

 
 

 

外
二

帯
刀
人
も
銘
々
献
納
被
致
候
由
被
仰
聞
、
大
浜
ハ
金
千
疋 

 

 
 

 

横
田
佐
兵
衛
ハ
百
両
献
上
之
由
、 

 
 
 

 

 
 

 

饗
庭
方
二
而

ハ
松
井
与
一
右
衛
門
三
両
、
南
ハ
両
人
二
而

三
百
疋 

（
注
）
文
政
十
二
年
の
江
戸
の
大
火
。
佐
久
間
町
火
事
，
己
丑
火
事
と
も
い
う
。
三
月
二
十
一
日
昼
前
，
神
田
佐
久
間
町

二
丁
目
の
材
木
商
尾
張
屋
徳
右
衛
門
の
材
木
小
屋
よ
り
出
火
，
西
北
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
，
日
本
橋･

京
橋･

芝
一

帯
を
焼
き
，
焼
失
面
積
は
幅
二
十
町
，
長
さ
一
里
に
及
ん
で
，
翌
朝
鎮
火
し
た
。
大
名
屋
敷
七
十
三
，
旗
本
屋
敷

百
三
十
，
町
屋
の
類
焼
約
三
万
軒
，
船
や
橋
も
多
数
焼
失
し
，
二
千
八
百
余
名
が
焼
死
し
た
。 

こ
の
江
戸
大
火
で
藩
邸
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
の
祝
儀
と
し
て
金
堂
手
が
銀
三
十
六
貫
を
献
上
し
た
の
で
、
海
津 

 

手
も
同
様
献
上
ス
ベ
シ
と
し
て
督
促
さ
れ
た
の
で
、
次
の
通
り
集
め
た
。 

 
 
 
 
 
 

饗
庭
組 

 

銀
四
貫
五
百
目 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

当
村
は
石
割
一
匁
六
分
七
厘
で
約
八
百
匁
か 

 
 
 
 
 
 

帯
刀
人 

大
浜
金
千
疋 
 

（
金
二
両
二
分
、
銀
約
百
六
十
二
匁
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

横
田
佐
兵
衛 

 
 

金
百
両
、 

 

銀
約
六
貫
五
百
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
井
与
一
右
衛
門 

金
三
両
、 

 

銀
約
百
九
十
五
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
両
人
金
三
百
疋
（
金
三
分 

 
 

銀
約
四
十
九
匁
） 

 
 
 

大
口
献
納
の
野
寺
村
横
田
佐
兵
衛
は
文
政
元
年
帯
刀
御
免
で
あ
る
が
、
何
故
か
突
出
し
て
い
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
０
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
政
十
二
己
丑
年 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 
 
 
 

一 

銀
四
貫
五
百
目 

 
 
 
 
 
 
 

右
者
当
夏 

 
 
 
 
 
 
 

若
殿
様
御
儀
、
初
而

江
戸
表
江

御
出
府
被
為 

遊
候 

 
 
 
 
 
 
 

趣
奉
承
知
、
恐
悦
至
極
二

奉
存
候
、
右
為
御
歓
乍
聊 

 
 
 
 
 
 
 

書
面
之
通
、
奉
献
納
度
奉
願
上
候
、
何
卒
宜
被 

 
 
 
 
 
 
 

仰
上
被
成
下
候
様
、
此
段
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

文
政
十
一
己
丑
年
四
月 

 
 
 
 

饗
庭
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
ケ
村
名
前 

 
 
 
 
 
 

此
割
当
、
銀
九
百
四
拾
壱
匁
弐
分
弐
り 

 

当
村
分 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
百
四
十
七
石
二

壱
匁
弐
分
六
り
掛 

（
注
）
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
本
文
で
は
こ
の
四
貫
五
百
匁
は
大
火
無
事
の
祝
儀
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
累
年

記
事
で
は
火
事
に
は
全
く
触
れ
ず
、
若
殿
出
府
の
祝
儀
と
し
て
い
る
。
或
い
は
大
火
見
舞
い
と
し
て
し
ま
う
と
若

殿
出
府
と
言
う
本
来
の
祝
儀
を
別
途
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

抑
々
類
焼
を
免
れ
た
と
し
て
多
額
の
祝
儀
と
言
う
の
は
如
何
に
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

７
８
（
続
） 

其
書
上
ハ
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 
 
 
 

一 

金
百
疋 

 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 

一 

金
百
疋 

 
 
 
 
 

足
立
太
平
治 

 
 

 

 
 
 
 

一 

金
百
疋 

 
 
 
 
 

足
立
平
左
衛
門 

 
 

 
 
 
 

一 

金
百
疋 

 
 
 
 
 

浅
見
幾
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 

一 

金
百
疋 

 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
右
者

、
当
三
月
江
戸
表
、
近
来
無
御
座
大
火
之
処 

御
殿
様
御
屋
鋪
御
無
難
二 

 
 

 

御
座
候
段
奉
承
知
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
且
当
夏
者 

若
殿
様
初
而 

 
 

 

御
出
府
被
為
遊
候
御
祝
儀
奉
申
上
候
折
柄
、
前
顕
御
屋
鋪 

 
 

 

御
無
難
二

被
為
有
候
御
儀
ハ
、
乍
恐 

御
殿
様
御
仁
徳
被
為
入
候 
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御
儀
故
と
、
重
々
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
依
之
右
御
祝
儀
奉
申
上 

 
 

 
度
、
書
面
之
通
乍
聊
奉
献
上
度
奉
願
上
候
間
、
宜
御
執
成 

 
 

 
被
仰
上
可
被
成
下
候
、
此
段
奉
願
上
候 

以
上 

  
 
 
 

文
政
十
二
丑
年
五
月 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
平
治 

 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 
 

足
立
平
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
見
幾
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

（
注
）
前
項
の
饗
庭
組
等
と
別
個
に
行
わ
れ
た
こ
の
献
金
の
意
味
は
良
く
分
か
ら
な
い
が
、
足
立
東
右
衛
門
一
派
で
計
五

百
疋
（
銀
約
八
十
一
匁
）
の
献
金
を
行
な
っ
て
い
る
。
或
い
は
若
殿
祝
儀
四
貫
五
百
目
と
は
別
に
、
こ
れ
が
大
火

見
舞
い
で
あ
る
と
い
う
事
か
。 

 

五
月
七
日
、
夜
川
方
御
泊
り
、
高
橋
彦
次
郎
様
・
那
須
庄
平
様 

 
 

 

六
月
右
為
称
美
、
御
酒
料
被
下
之
、
銀
弐
匁
五
分 
手
前
へ 

 

 

７
７
（
挿
入
）
Ⅱ 

 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 

一 

銀
弐
匁
五
分 

 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 

右
為
御
酒
料
被
下
之 

 
 
 
 
 

丑
六
月 

名
倉
健
治 
 
 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

７
８
（
続
） 

 

六
月
、
寺
久
保
村
黒
川
吉
郎
右
衛
門
、
帯
刀
御
免
為
披
露
、
半
切
百
枚
来
ル 

 
 
 

八
月
七
日
、
御
代
官
村
方
御
中
食
、
大
沢
多
内
殿
・
岡
田
良
平
殿 

 
 

 

右
ハ
七
月
十
八
日
大
風
雨
二
而

、
安
曇
川
大
水
・
井
口
水
門
い
た
ミ
ふ
キ
替
二

付 

 
 

 

御
見
分
、
下
古
賀
村
堤
切
百
三
十
間
計
之
由
。
右
御
見
分 

 

７
９ 

文
政
十
三
庚
寅
正
月
四
日
快
晴 

（
注
）
文
政
十
二
庚
寅
（
１
８
３
０
）
年
、
十
二
月
改
元
、
天
保
元
年 

 

年
礼
当
方
ゟ
手
前
壱
人 

供
茂
へ
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
勤 

 
 
 
 
 

包
物
わ
り 

五
匁
四
分
九
り 

南
へ
差
引
済 

 
 
 
 
 

金
屋
祝
義 

三
匁
九
分 

 

手
前
扣 

 
 

 
 
 
 
 
 

下
男
女 

壱
匁
五
分 

 

此
わ
り
五
分
四
り 

外
二

七
り
金
相
わ
り 

 

去
冬 

小
荒
路
村 

加
藤
正
伯 

帯
刀
御
免
之
由
、
半
切
紙
百
枚
正
月
廿
八
日
二

来 

 
 二

月
、
若
殿
様
御
目
見
御
乗
出 

為
御
祝
郷
中
ゟ
銀
十
四
〆
四
百
八
十
七
匁
一
分 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
分
石
二

九
分
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

此
わ
り
持
高
壱
石
二

付
、
壱
匁
壱
分
九
り
ツ
ヽ
、
四
拾
弐
匁
壱
分
六
り
納 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

右
都
合
廿
三
〆
目 

   

浅
井
郡 

高
嶋
郡 

 
 

 

右
御
祝
と
し
て
村
方
へ
御
酒
料 

被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
注
）
こ
の
負
担
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
累
年
記
事
」
に
詳
細
記
事
あ
り
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
１
） 

文
政
十
三
庚
寅
年 

 

御
乗
出 

 
 

一 

当
二
月
十
五
日 

 
 
 
 

若
殿
様
、
首
尾
能
御
目
見
被 

仰
上
候
二

付
、
先
例
も
有
之 

 
 
 
 

定
而

御
用
銀
等
可
被 

仰
付
と
存
候
、
然
所
近
年
度
々
献
納 

 
 
 
 

も
被
致
候
、
尚
又
凶
作
打
続
候
ゆ
へ
、
此
度
御
用
銀
被 

 
 
 
 

仰
付
候
て
者

、
村
方
難
渋
二

可
相
成
と
被
存
候
間
、
仰
付
無
之 

 
 
 
 

先
二

村
方
難
渋
二

不
成
程
、
為
御
祝
儀
献
納
可
被
致
候 

 
 
 
 

右
之
通
三
月
十
六
日
御
代
官
名
倉
健
治
様
ゟ
被
仰
聞
、
則
御
内
意 

 
 
 
 

も
有
之
、
両
郡
申
合
献
納
仕
候 

 

銀
高 
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銀
弐
拾
三
貫
目 

両
郡
二

て 

壱
万
六
百
七
拾
九
石
三
斗
八
升
五
合 

 
 

浅
井 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

壱
万
七
千
八
百
六
十
石
七
斗
六
升
壱
合 

 

高
嶋 

 
 
 
 
 
 

内
拾
四
〆
四
百
八
拾
七
匁
壱
分 

高
割
二

し
て
高
嶋
郡
分 

 
 
 
 
 
 
 

此
割 

三
〆
百
三
拾
壱
匁
弐
分
五
り 

      

饗
庭
組 

 

三
千
五
百
七
拾
壱
石
九
斗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  

  
  
  
  
  

高
二

九
分
打 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
〆
四
百
八
十
壱
匁
弐
分
五
り 

 
  

水
所
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
〆
九
百
六
匁
弐
分
五
り 

 
 
 
 

山
方
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
〆
弐
百
八
拾
七
匁
五
分 

 
 
 
  

谷
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
百
八
十
壱
匁
弐
分
五
り 

 
  

三
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

内 

六
百
七
拾
弐
匁
参
分 

  

当
村
わ
り
当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

今
高
二

割
付
、
壱
匁
壱
分
九
り 

 

打
二

成 
 
 

（
注
）
村
々
の
負
担
は
表
石
高
で
割
り
振
ら
れ
る
が
、
村
内
個
々
の
負
担
は
現
実
性
を
持
っ
た
「
持
高
」
で
算
定
さ
れ
る

の
で
、
当
然
別
建
て
の
計
算
に
な
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

７
９
（
続
） 

六
月
十
日
太
右
衛
門
病
死
二

付
届
書
左
之
通 

 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候 

一 

私
父
足
立
太
右
衛
門
義
、
当
春
以
来
風
邪
二
而

引
籠
罷
居
候
所
、
当
六
月
十
日 

 
 
 

病
死
仕
候
、
乍
恐
此
段
書
付
を
以
御
届
ケ
奉
申
上
候 

以
上 

 

 
 
 
 
 
 

文
政
十
三
寅
年
六
月 
 
 
 
 
 

足
立
衛
門
作 

印 

 
 
 
 
 

右
之
書
付
差
上 

手
前
御
届
ケ
申
上
候
事 

 
 
 
 
 
 

六
月
十
五
日 

（
注
）
衛
門
作
が
父
太
（
多
）
右
衛
門
と
並
ん
で
帯
刀
人
と
な
っ
た
の
は
文
政
七
年
で
あ
る
が
、
太
右
衛
門
は
次
第
に
衰

弱
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
太
右
衛
門
は
東
右
衛
門
の
父
平
五
郎
の
長
兄
筋
で
あ
る
。 

 

隠
居
願
候
事 

 

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候 

 

一 

私
義
近
年
病
身
二

相
成
候
、
遠
路
歩
行
難
仕
候
二

付
、
帯
刀
差 

 
 
 

上
隠
居
仕
度
奉
存
候
、
何
卒
右
願
之
通
御
聞
済
披 

成
下 

 
 

 

候
様
、
乍
恐
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

文
政
十
三
年
寅
年
八
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 

 

右
之
通
差
出
候
所
、
何
分
今
暫
差
引
替
候
様
被
仰
聞
、
御
毛
見
御
巡
村 

 
 

 

之
節
書
付
下
り
候
事 

（
注
）
東
右
衛
門
は
、
太
右
衛
門
の
死
に
よ
り
隠
居
を
願
い
出
た
が
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
帯
刀
人
も
藩
士
と
同
様
に

隠
居
は
許
可
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
「
差
引
替
」
は
「
さ
し
ひ
か
え
」
と
読
む
。
或
い
は
こ
の
申
し
出
は
衛
門
作
と

同
様
に
父
子
帯
刀
人
を
求
め
る
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
０
） 

 
 

 

文
政
十
三
庚
寅
年 

 

 
 
 

御
役
所
御
修
覆
銀
八
〆
目
、
御
上
様
ゟ
被
下 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銭
七
〆
文
御
酒
料
被
下 

 
 
 

此
わ
り
当
、
壱
〆
百
四
十
三
匁
七
分
七
り 

 

饗
庭
組
七
ケ
村
分
預
り 

 
 
 

銀
郡
中
割
之
格
を
以
、
村
々
預
り
覚 

一 

七
十
五
匁
弐
分
弐
り 

 

百
六
十
五
匁
五
り 

 
 

 

太
田 

 

〆
弐
百
四
十
匁
弐
分
七
り 

 
 

 一 

七
拾
五
匁
弐
分
弐
り 

 
 

百
三
十
六
匁
九
分
三
り 

 

五
十
川 

 

〆
弐
百
十
弐
匁
壱
分
五
り 

 

 一 

百
七
十
九
匁
八
分
四
り 

 

三
尾
里 

一 
百
廿
匁
六
分
八
り 

 
 
 

梅
原 

 
 

一 

百
四
十
七
匁
三
分
三
り 

 

霜
降 

 

一 

五
十
一
匁
壱
分 

 
 
 

 

古
賀 

 
 

一 

百
九
拾
弐
匁
四
分 

 
 
 

田
井 

（
注
）
こ
の
御
役
所
は
海
津
代
官
所
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
修
復
費
銀
八
貫
（
約
二
千
四
百
万
円
）
と
、
同
時
に
銭
七
貫
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文
（
約
二
十
五
万
円
）
が
下
さ
れ
、
こ
れ
を
高
島
郡
・
浅
井
郡
傘
下
の
村
々
に
分
散
し
て
預
け
た
よ
う
で
あ
る

（
饗
庭
組
七
ケ
村
の
合
計
が
銀
一
貫
百
四
十
三
匁
七
分
七
厘
）、
こ
の
意
味
は
分
り
に
く
い
が
、
或
い
は
修
復
費
が

八
貫
を
超
過
し
て
も
、
こ
の
割
合
で
村
々
で
負
担
し
ろ
と
い
う
事
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

大
和
本
領
で
は
三
手
の
代
官
役
所
は
城
下
に
あ
り
、
村
々
の
負
担
は
無
か
っ
た
の
で
、
振
り
合
い
上
は
負
担
無
し

と
し
な
が
ら
、
超
過
分
は
村
々
の
負
担
で
何
と
か
し
ろ
と
言
う
意
味
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 

８
０ 

 
 

 

雨
宮
加
右
衛
門
様
寺
社
奉
行
被
仰
付 

（
注
）
雨
宮
嘉
右
衛
門
（
同
一
人
物
）
は
郡
代
と
し
て
大
通
に
出
向
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
か
な
り
の
昇
進
で
あ
る
。 

 
 

 

但
し
幕
末
分
限
帳
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

  
 

 

十
一
月 

 
 
 

名
倉
氏
御
加
増
、
高
橋
・
河
合
・
奈
（
那
）
須
氏
等
も
同
断
之
由 

 
 

 

天
保
二
年 

 
 

（
注
）
天
保
二
辛
卯
（
１
８
３
１
）
年 

 

卯
年
ノ
年
頭
、
御
廻
状
到
来
拝
見
、
霜
降
村
へ
廻
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
雪
二
而

路
次
不
宣
二

付
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
三
人
も
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霜
降
も
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
二

付
人
足
仕
立
、
不
参
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為
持
、
源
三
郎
三
日
ノ
昼
前
ゟ
遣
ス 

 
 
 
 

年
頭
わ
り 

 
 
 
 
 

四
匁
七
分
五
り 

 
 
 
 
 

三
匁
八
分
八
り 

 

去
冬
御
昇
進
祝
義
わ
り 

 
 
 
 
 

壱
匁
五
分
五
り 

 

金
や
年
頭
祝
義
遣
之 

 

并

年
頭
不
参
書
為
持
人
足
ち
ん 

 
 
 
 
 

四
匁
七
り
五 
 
 

金
や
平
三
郎
、
頼
母
子
頼
ミ
二

付
一
朱
一
ツ
宛
遣
ス 

 

 
 
 
 

〆
拾
四
匁
弐
分
六
り 

 
 

 

 
 
 
 
 

南
へ
遣
し
済 

 
 
 

但 

金
屋
祝
義
三
匁
六
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
足
ち
ん
弐
匁
四
分 

 

手
前
扣
出
ス 

 

去
十
二
月
十
六
日 

 
 

天
保
改
元
ノ
日 

 
 

 

若
殿
様 

御
叙
爵
被
為
蒙 

仰
、
御
名 

 

 
 

 

造
酒
正
様
与

御
改
披
遊
候 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

右
之
趣
村
中
大
小
之
百
姓
末
々
至
迠
、
悉
可
為
申
聞
者
也 

 
 
 
 
 

卯
正
月
朔
日 

（
注
）「
家
譜
附
録 

文
政
十
三
年
二
月
十
五
日
、
保
泰
由
病
、
名
代
柳
澤
伊
勢
守
光
被
、
及
嫡
男
・
・
保
興
登
城
。
公
方

様
・
内
府
様
出
御
于
白
書
院
。
保
興
・
・
・
初
拝
謁
。 

十
二
月
十
六
日
、
保
興
叙
従
五
位
下
。
於
白
書
院
縁
頬
、
老
中
列
座
・
・
・
傳
旨
。
」 

な
お
こ
こ
で
公
方
と
内
府
（
内
大
臣
）
が
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
公
方
は
左
大
臣
兼
征
夷
大
将
軍
家
斉
、
内 

府
は
嗣
子
内
大
臣
家
慶
で
、
こ
の
二
人
の
官
位
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
も
、
極
め
て
異
例
で
あ
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
１
） 

天
保
元
寅
年
十
二
月
十
六
日 

 

則
改
元
ノ
日
也 

若
殿
様
、
御
叙
爵
被
為
蒙 

仰
、
御
名
造
酒
正
様
与 

 
 
 

御
改
被
遊
候 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候 

一 

当
卯
年
年
始
御
礼
例
之
通
参
上
仕
、
可
奉
申
上
候
様 

 
 

 
被 

仰
聞
、
難
有
奉
畏
候
、
然
ル
所
私
義
此
節
風
邪
二

罷
在
候 

 
 

 
二

付
、
乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

正
月
三
日 

 
 

 
 

二
月
廿
四
日
出
御
廻
状
廿
五
日
拝
見
、
霜
降
村
へ
遣
ス 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

相
頼
度
義
有
之
間
、
乍
御
太
儀
来
廿
七
日 



 55 

 
 
 

無
間
違
当
方
へ
被
罷
出
候
様
致
度
存
候 

以
上 

 
 
 
 
 

二
月
廿
四
日 

 
 
 

名
倉
健
治 

印 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

松
村
庄
左
衛
門
殿 

 
 

蛭
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
本
左
傳
次
殿 

 
 
 

沢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
川
市
郎
右
衛
門
殿 

 

知
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥
居
七
郎
右
衛
門 

 
 

不
明
（
苗
字
の
み
御
免
か
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

 
 
 

霜
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
村 

幸
助 

 
 
 

太
田
（
庄
屋 

苗
字
御
免
な
し
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
置 

市
三
郎 

 
 

 

三
尾
里
（
庄
屋 

苗
字
の
み
御
免
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
井
与
一
右
衛
門
殿 

 
古
賀 

尚
々
早
々
順
達
之
上
、
当
方
へ
可
相
返
候 
以
上 

 

（
注
）
帯
刀
人
に
は
一
応
敬
称
「
殿
」
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
苗
字
御
免
の
み
の
鳥
居
・
日
置
は
呼
捨
て
。 

 

８
１ 

右
二

付
廿
七
日
海
津
行
、
其
夜
郷
宿
二
而

御
談
候 

 
 
 

御
国
表
御
家
老 

様
ゟ
御
頼
ミ
二

付
、
百
五
十
匁
か
け 

 
 
 

六
十
人
講
取
結
呉
候
様
、
御
演
舌
二

付
、
色
々 

 
 

 
 
 

内
談
御
断
申
候
て
、
壱
会
切
差
上
可
申
儀
承
知
仕 

 
 
 

其
旨
書
付
二

印
形
い
た
す
、
手
前
ハ
京
二
而 

 
 
 

印
形 

（
注
）
六
十
人
講
に
つ
い
て
は
６
０
（
参
考
「
累
年
記
事
」
文
政
七
年
八
月
１
９
９
）
参
照
。 

 
 
 

本
件
は
九
貫
目
（
約
百
三
十
両
、
換
算
約
二
千
六
百
万
円
）
で
少
額
だ
が
、
左
の
通
り
二
日
要
請
出
状
で
、
五
日

期
限
は
か
な
り
の
緊
急
性
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
ハ
当
二
月
各
方
江

及
内
談
候 

 
 
 

銀
百
五
十
匁
懸
之
六
十
人
會
調
達
之
儀
、
同
三 

 
 
 

月
書
付
を
以
被
申
出
候
次
第
、
御
国
表
江

相
伺 

 
 

 

候
処
、
此
砌
御
聞
済
之
旨
申
来
候
二

付
、
右
調
達 

 
 

 

銀
来
ル
五
日
迄
二

、
乍
太
儀
当
所
御
掛
所
江 

 
 
 

 

 
 

 

可
相
納
様
申
来
り
候
次
第
も
有
之
二

付
、
委 

 
 

 

細
者

其
節
可
申
談
候
、
右
申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 

六
月
二
日 

 
 
 
 
 

名
倉
健
治 

 
 
 
 
 
 

名
当 

 

廿
一
人 

 
 
 
 
 

六
月
五
日
酉
刻
来 

 
 
 

 

  
 

 

卯 
 
 

 

 
 

 

十
二
月
八
日
平
五
郎
同
道
二
而

罷
出
候
様
、
同
月
五
日
御
代
官
様 

 
 

 

御
国
表
ゟ
御
帰
り
之
節
御
書
付
被
下
、
則
八
日
早
朝
ゟ 

 
 

 

同
道
二
而

、
年
寄
善
次
付
添
罷
出
候
所
、
た
ま
り
二

差
引
か
へ
居 

 

 
 

 

御
役
所
よ
り
御
書
付
被
下
、
則
三
人
御
役
所
へ
出 

 
 

 

せ
か
れ
平
五
郎
帯
刀
苗
字
御
免
被 

仰
付
、
即
刻
御
礼
廻
り 

（
注
）
本
書
冒
頭
、
寛
政
十
二
（
１
８
０
０
）
年
、
藤
（
東
）
右
衛
門
の
帯
刀
人
御
免
の
緊
張
感
に
比
し
、
三
十
年
後
の

息
子
平
五
郎
の
安
直
な
御
免
取
扱
に
、
こ
の
間
の
帯
刀
人
の
濫
造
に
よ
る
地
位
低
下
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 
 
 

な
お
「
平
五
郎
」
は
東
右
衛
門
の
父
の
名
で
あ
り
、
隔
世
継
名
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

８
２ 

 
 

 

御
代
官
名
倉
氏
へ
百
疋 

高
橋
彦
次
郎
様
・
大
沢
多
内
・
那
須
庄
平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
人
様
弐
朱
壱
ツ
ツ
ヽ 

 

 
 

 

書
役 

岡
田
良
兵
へ 

五
匁
ツ
ヽ 

田
中
甚
平 

三
匁 

御
門 

弐
匁
三
分 

 
 
 
 
 
 

川
合
竹
蔵 

 
 

 
見
習 

高
橋
鶴
蔵 

 

弐
匁
四
分
五
り 

 

郷
宿
金
や
平
三
郎 

弐
匁
五
分 

 

 
 

 
仲
間
中 

海
津
・
西
浜
・
知
内 

半
切
百
枚
ツ
ヽ
遣 

 
 
 
 
 
 
 

〆
七
軒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
十
弐
軒
ハ
郷
宿
へ
頼
置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

南
方
ハ
後
日
為
持
遣
ス
也 

 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
１
・
２
０
３
） 
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同
二
年
卯
年 

 
 

 
 
 
 
 

 

勢
田
川 

浚 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

右
御
入
用
、
大
津
石
原
清
左
衛
門
様
御
役
所
納 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

銀
八
百
弐
拾
七
匁
五
分
七
り 

 
 

卯
年
分
十
一
月
十
五
日
納 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

銀
九
百
弐
拾
九
匁
五
分
三
り 

 
 

辰
年
分
十
一
月
十
六
日
納 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 
銀
八
百
四
拾
匁
五
分
五
り 

 
 
 

巳
年
分
十
一
月
十
四
日
納 

 
 

（
注
）
本
書
に
は
何
故
か
記
事
が
無
い
が
、
こ
れ
は
深
溝
村
庄
屋
藤
本
太
郎
兵
衛
の
四
代
に
わ
た
る
嘆
願
に
よ
り
、
天
保

二
年
に
松
平
定
信
へ
の
直
訴
で
決
定
さ
れ
た
「
御
救
大
浚
」
の
負
担
金
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
詳
細
が
分
か

ら
な
い
が
、
金
額
か
ら
見
て
五
十
川
村
の
負
担
金
で
は
無
い
か
と
思
わ
れ
る
（
石
原
御
役
所
は
琵
琶
湖
周
辺
に
管

轄
地
を
持
つ
大
津
代
官
所
で
、
工
事
の
差
配
を
行
っ
た
）。 

 

去
ル
子
年
勢
田
川
浚
願
人
共
入
用
之
由
二

付
、
御
代
官
名
倉
様 

 
 

 
 
 
 

御
取
持
二
而

、
海
津
藤
太
夫
方
ゟ
銀
五
〆
目 

水
所
六
ケ
村
・
太
田
・
五
十
川 

〆
八
村 

 
 

 
 
 
 

印
形
二
而

借
入
候
所
、
右
銀
子
利
積
二

し
て
当
午
年
二

至
り 

 
 
 
 

九
〆
目
余
二

相
成
候
由
、
御
役
所
へ
願
出
候
二

付
、
色
々
応
対
い
た
し
候 

 
 

 
 
 
 

得
共
、
名
倉
氏
取
持
二
而

不
入
聞
、
水
所
ノ
内
六
ケ
村
と
離
れ
此
方 

 
 
 
 

二
ケ
村
ハ
割
退
二

し
て
頼
母
子
を
結
ひ
弐
百
掛
十
二
口
興
行
し
て 

 
 
 
 

藤
太
夫
方
ハ
返
済
い
た
す
、
会
席
掛
戻
し
入
用
ハ
太
田
・
五
十
川 

 
 
 
 

高
割
二

し
て
相
勤
候
也 

 

加
入
人
ハ
太
田
六
口
・
五
十
川
四
口
・
田
井
二
口 

（
注
）
本
件
年
代
が
不
明
確
で
あ
る
が
、
代
官
名
倉
は
文
政
九
戌
（
１
８
２
６
）
年
か
ら
天
保
午
五
午
（
１
８
３
４
）
年

の
八
年
間
勤
務
で
あ
り
、
子
年
は
文
政
十
一
年
、
午
年
は
天
保
五
年
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
挿
入
し
た
。 

 
 

 
 

海
津
藤
太
夫
は
、
海
津
中
小
路
町
の
町
人
角
野
藤
太
夫
と
思
わ
れ
る
が
、
文
政
十
一
年
に
太
田
・五
十
川
等
八
ケ
村
で

川
浚
分
担
銀
五
貫
を
代
官
名
倉
の
仲
介
で
借
入
れ
た
。
と
こ
ろ
が
天
保
五
年
に
は
元
利
と
も
で
九
貫
と
な
っ
て
い
た
。
あ

ま
り
に
高
利
な
の
で
種
々
折
衝
し
た
が
、
代
官
の
仲
介
で
成
立
し
た
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の

で
、
止
む
無
く
太
田
等
の
三
村
は
頼
母
子
講
を
組
ん
で
返
済
し
た
と
い
う
も
の
。
折
悪
し
く
天
保
五
午
年
八
月
に
代
官

名
倉
は
急
死
し
て
い
る
の
で
、
藤
太
夫
の
言
い
分
が
通
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

文
政
十
三
寅
年 

 
 
 
 

去
ル
寅
年
勢
田
橋
か
け
替
ニ

付
、
木
方
請
負
大
□
村
伊
兵
へ 

 
 
 

今
津
善
五
郎
、
木
津
新
五
郎
、
五
十
川
利
助
等
請
負
候
得
共 

 
 
 

元
手
無
之
京
・
大
津
二

て
工
面
い
た
す
所
、
三
月
下
旬
御
普
請
始
り 

 
 
 

候
得
共
、
用
木
不
調
夫
ニ

付
、
四
ケ
村
役
人
京
都
へ
召
れ
、
御
材
木 

 
 
 

セ
話
仕
候
様
被
仰
、
御
請
申
金
子
工
面
し
木
ヲ
買
出
し
当
村 

 
 
 

佐
十
郎
、
浦
村
塩
津
等
へ
行
木
材
出
ス 

 
 
 

七
月
下
旬
、
御
普
請
成
就
、
八
月
御
金
被
下
候
由
ニ
而

治
左
衛
門
等 

 
 
 

上
京
仕
候
所
、
惣
請
負
頭
近
江
屋
長
三
郎
へ
御
下
ケ
二

成
候
故
、
即 

 
 
 

長
三
郎
へ
受
取
二

被
参
候
所
、
御
普
請
材
木
□
二

相
成
候
ニ

付 

 
 
 

高
値
成
材
木
買
入
、
御
普
請
御
間
二

合
ス

旁
以
損
合
出
来 

 
 
 

候
間
、
金
子
其
方
へ
ハ
つ
か
ハ
さ
ぬ
也
と
申
、
少
し
も
不
被
下 

 
 
 

次
左
衛
門
等
ホ
ウ
〳
〵
ノ
躰
二

て
帰
村 

 
 
 

借
入
金
ハ
印
形
人
・
治
左
衛
門
・
佐
十
郎
・
多
右
衛
門
等
割
出
し
返
済
ス 

 
 
 

損
割
合
百
金
計
也
、
利
助
家
屋
敷
賣
、
其
餘
ハ
親
類
よ
り 

 
 
 

可
出
候
所
、
村
方
取
計
と
し
て
頼
母
子
奥
行 

 
 
 

結
高
六
貫
四
百
目
、
但
弐
百
目
ニ

付
参
拾
弐
人
掛
戻
し
弐
百
匁
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
助
親
類
中
ゟ
出
ス 

 
 
 

外
二

浦
藤
九
郎
、
木
材
四
ケ
村
連
印
有 

 
 
 

此
割
五
十
川
よ
り
十
両
余
り
村
方
ゟ
年
賦
ニ
而

返
済 

（
注
）
事
情
は
分
か
り
に
く
い
が
、
橋
普
請
に
際
し
て
材
木
思
惑
買
い
の
失
敗
か
ら
地
元
の
仲
買
人
た
ち
が
大
損
し
た
と

い
う
事
か
。 

 

８
２
（
続
） 

 

天
保
三
辰
年
御
年
礼 

 

村
方
同
日
二

相
成
候
様
取
立 

（
注
）
天
保
三
壬
辰
（
１
８
３
２
）
年 

  
 
 
 
 

庄
平
殿
・
良
兵
衛
殿 

 
 
 

 

御
役
人
様
二

願
ひ
置
、
村
役
を
兼 

 
 
 

多
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

平
五
郎 

 

相
勤 
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郷
宿
祝
義 

三
匁
四
分 

銘
々
不
参
故
減
少
也 

 

年
頭
割 

七
匁
弐
分
五
り
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

壱
人
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
□
□ 

 

下
女
男 

 
 
 
 

 

（
注
）
恒
例
の
年
頭
儀
礼
も
、
そ
の
記
録
も
粗
略
さ
を
感
じ
る
。
手
代
那
須
庄
平
と
書
役
岡
田
良
兵
衛
。 

 
 
 

な
お
足
立
多
（
太
）
右
衛
門
・
同
平
五
郎
は
何
れ
も
世
代
交
代
の
息
子
た
ち
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

 
 
 

当
辰
歳
年
始
御
礼
、
例
之
通
参
上
仕
可
申
上
様
被 

仰
聞 

難
有
奉
畏
候
、
然
所
私
義
此
節
足
痛
二
而

歩
行
難
仕
候
二

付 

 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
、
御
断
奉
申
上
候 
以
上 

 
 
 
 
 
 

辰
正
月
三
日 

  

一 

御
上
様
御
古
借
之
口
々 

 

当
国
八
幡
灰
屋
甚
兵
衛 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都 

 

高
田
武
助 

 

 
 
 

両
人
二

て
当
卯
年
ゟ
来
ル
酉
年
迄
七
ケ
年
之
間
、
年
々
御
返
済
被
為
遊
候 

 
 

 
 
 

銀
合
四
拾
弐
〆
九
百
六
十
三
匁
御
座
候
二

付
、
右
之
分
両
郡
村
々
引
受
済
方 

 

 
 
 

仕
候
様
、
御
示
談
被
仰
聞
承
知
書
付
差
上
候
所
、 

御
上
様
御
満
足
二 

 
 
 

思
召
、
為
御
称
美
と
し
て
庄
屋
へ
大
和
柿
木
綿
一
反
、
年
寄
へ
鐚
四
百
三
十
文
ツ
ヽ 

 
 
 

平
へ
え
・
善
治
へ 

被
下
之 

（
注
）
灰
屋
梅
村
甚
兵
衛
は
近
江
八
幡
（
金
堂
手
）
で
石
灰
を
扱
っ
た
豪
商
、
京
都
の
高
田
は
不
詳
。 

 
 

  

こ
の
文
章
で
は
約
四
十
三
貫
が
天
保
二
卯
年
か
ら
同
八
酉
年
ま
で
、
年
々
返
済
額
か
、
そ
の
七
年
返
済
額
の
合
計

か
が
分
か
り
に
く
い
が
、
挿
入
文
の
当
村
負
担
十
一
両
か
ら
見
て
、
一
応
単
年
度
返
済
額
金
額
と
し
て
置
く
（
約

六
百
六
十
両
、
換
算
一
億
三
千
万
円
弱
）。
な
お
こ
の
頃
か
ら
金
融
の
主
導
権
が
帯
刀
人
か
ら
村
役
人
（
庄
屋
）

に
う
つ
り
つ
ゝ
あ
る
様
に
思
う

。
鐚
四
百
三
十
文
は
約
一
万
四
千
円
。 

 
 
 

 

８
３
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
幡
灰
屋
甚
兵
衛
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
借
入
金
、
郷
判
引
受
ノ
口 

 
 
 

天
保
七
申
年 

九
月
、
七
分
済
二

相
成
候
由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
村
割
当 

金
十
一
両 

（
注
）
五
十
川
村
七
百
四
十
七
石
が
十
一
両
で
あ
れ
ば
、
両
郡
二
万
八
千
七
百
石
で
四
百
二
十
三
両
と
な
る
。 

 

８
４
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
川
村 

 

一 

大
和
柿
木
綿
壱
反 

 

庄
屋 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 

右
者

為
御
称
被
下
之 

 
 

 

辰 
 

 
 
 
 
 

正
月 

名
倉
健
治 

 
 

印 
 

 
 

（
注
）
こ
の
辰
は
天
保
三
（
１
８
３
２
）
年
、
返
済
開
始
か
ら
二
年
目
で
あ
る
。
な
お
「
庄
屋
」
に
注
目
。 

 

８
５ 

六
月
廿
三
日
御
代
官
名
倉
氏
之
一
子
騏
太
郎
様
、
御
死
去
二

付 

 
 
 
 
 

廿
五
日
御
悔
、
村
方
と
兼
而

相
勤
、
香
儀
南
鐐
壱
片 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
組
帯
刀
九
人 

 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り 

壱
匁
八
分
ツ
ヽ 

太
田
三
人
・
霜
降
一
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
賀
一
人
・
当
村
四
人 

（
注
）
一
匁
八
分
の
九
人
合
計
は
十
六
匁
二
分
、
概
ね
南
鐐
二
朱
銀
二
片
で
あ
り
「
一
片
」
は
誤
記
入
か
。 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
ハ
来
巳
年
始
御
礼
之
義
、
正
月
七
日
例
之
通
当
御
役
所
へ 

（
注
）
天
保
四
癸
巳
（
１
８
３
３
）
年 

 

罷
出
御
礼
可
被
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

十
二
月
十
五
日
拝
見 

 
 
 
 
 
 
 

名
倉
健
治 

印 

（
注
）
こ
れ
に
対
す
る
出
欠
及
び
祝
儀
の
取
扱
い
等
は
８
６
以
下
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

一 

平
岡
宇
右
衛
門
殿
御
病
気
二

付
、
御
願
通
御
家
老
職
御
免 

 

 
 

 

被 

仰
出
候 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

渡 

内
蔵
允 
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辰
閏
十
一
月
十
九
日 

 
 
 
 

林 

彦
太
夫 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 

祖
右
衛
門 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
々
へ 

（
注
）
本
件
は
前
天
保
三
年
暮
の
事
項
で
、
郡
代
ク
ラ
ス
か
ら
の
廻
状
で
あ
る
。 

  
 

一 

松
平
但
見
殿
御
家
老
職
被 

仰
付
候 

 
 

 

 
 
 
 

右
之
趣
大
小
之
百
姓
末
々
二

到
迄
、
悉
可
為
申
聞
者
也 

 
 
 
 
 

辰
閏
十
一
月
廿
五
日 

  
 

一 

今
立
六
郎
寺
社
奉
行
御
免
被 
仰
付
候 

 
 

一 

近
藤
図
書
寺
社
奉
行
二

被 

仰
付
候 

 
 
 
 

右
之
趣
被
得
其
意 

 
 
 
 
 
 

雨
宮
加
右
衛
門 

 
 
 
 
 

閏
十
一
月
廿
六
日 

（
注
）
雨
宮
は
天
保
元
年
に
郡
代
か
ら
寺
社
奉
行
に
昇
進
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
寺
社
奉
行
の
人
事
を
通
達
し
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 
 

一 

当
巳
歳
年
始
御
礼
先
例
之
通
参
上
仕
、
可
奉
申
上
候
様 

 
 
 
 

被 

仰
聞
難
有
奉
畏
候
、
然
ル
所
私
義
此
節
風
邪
二
而

引 

 
 
 
 

籠
罷
在
候
二

付
、
乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

天
保
四
年
巳
正
月
三
日 
 
 

足
立
ー
ー
ー 

 
 

 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 

８
６ 

 
 
 
 

巳 

年
頭
わ
り 

 

御
扇
子
箱
六
分
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

壱
人
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
包
物
四
匁
一
り
ツ
ヽ 

 

合
五
匁
弐
分
八
り
ツ
ヽ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
屋
三
匁
三
分
五
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
男
女 

弐
百
文 

 
 

此
割
六
分
七
り
ツ
ヽ 

 

 
 
 
 
 
 

右
之
通
正
月
六
日
立
七
日
朝
御
礼
、
村
役
相
兼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

供
忠
蔵 

（
注
）
東
右
衛
門
は
何
か
と
理
由
を
付
け
て
欠
席
し
続
け
、
息
子
平
五
郎
が
勤
め
て
い
る
。 

 

一 

雨
宮
加
右
衛
門
寺
社
奉
行 

御
免
被 

仰
付
候 

 

一 

豊
原
丹
下
寺
社
奉
行
二

被 

仰
付
候 

 
 

 

右
之
趣
被
得
其
意
、
寺
社
領
門
前
借
屋
并

召
仕
等
迄
可
被
申 

 
 

 

聞
候 

以
上 

 
 
 
 
 

辰
十
二
月
十
七
日 

 

近
藤
図
書 

 
 

寺
社 

（
注
）
天
保
三
年
閏
十
一
月
に
雨
宮
が
今
立
と
近
藤
の
交
代
人
事
を
発
表
し
、
十
二
月
に
は
そ
の
近
藤
が
雨
宮
と
豊
原
の

交
代
人
事
を
通
達
し
て
い
る
が
、
一
体
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 
 

右
御
廻
状
巳 

正
月
七
日 

到
来 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凌
右
衛
門 

 
 

 

大
沢
多
内
殿
、
御
国
手
代
二

成
、
書
役 

羽
岡
良
右
衛
門
殿
御
越
被
成
候 

 
 
 
 
 
 

村
方
ゟ
餞
別
弐
朱
一
片 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
方
ゟ
御
祝
義
南
鐐
壱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
マ 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

然
者

京
都
表
調
達
銀
集
、
当
秋
会 

 
 

 

当
月
十
一
日
・
十
二
日
會
日
二

付
、
各
方
之
内
被
申
合
、
両
人
無
間
違 

 
 

 

同
九
日
迠
二

出
京
可
被
致
候
、
尤
其
組
合
村
々
掛
ケ
銀
并 

 
 

 

加
入
人
へ
貸
附
銀
・
利
足
銀
共
、
饗
庭
又
兵
衛
方
へ
来
ル 

 
 

 

五
日
迠
二

差
出
候
様
、
此
度
廻
状
を
以
相
触
置
候
間
、
右 

 
 

 

銀
子
持
参
出
京
可
被
致
候
、
猶
委
細
之
儀
者

、
無
程
出 

 
 

 
京
之
上
可
申
談
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

巳
八
月
二
日 

 
 
 
 

名
倉
健
治 

  
 
 
 
 

八
月
三
日
拝
見 

 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

 
 

東
儀
上
京
八
月
晦
日
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 

弐
人
不
参 
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（
注
）
京
講
に
は
郷
村
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
精
算
分
を
持
参
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

８
７ 

 
 
 
 
 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候 

一 

金
千
五
百
疋 

 
 

 
 
 
 

右
者
今
般 

 
 
 
 

若
殿
様
御
儀
、
御
婚
礼
万
端
御
首
尾
被
為
遊
御
整
候 

 
 

 

 
 
 
 

御
触
之
趣
奉
拝
見
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
依
之
乍
聊
私
共
ゟ
右 

 
 
 
 

為
御
祝
義
、
書
面
之
通
献
上
仕
度
奉
願
上
候
、
乍
恐
宜
御
執
成 

 
 
 
 

被 

仰
上
被
成
下
候
様
奉
願
上
候 

以
上 

 

（
注
）
若
殿
（
保
興
）
と
薩
摩
藩
主
重
豪
の
十
一
女
淑
子
と
の
婚
儀
祝
金
上
納
願
い
で
あ
る
、
当
家
は
伝
統
的
に
十
万
石

格
の
譜
代
大
名
と
の
婚
儀
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
頼
朝
以
来
と
称
す
る
外
様
大
名
島
津
家
と
の
婚
儀
で
、
縁
戚
大

名
が
一
気
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
家
斉
御
台
所
広
大
院
篤
姫
（
淑
子
姉
）
を
通
じ
て
将
軍
家
と
も
繋
が
り
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
。 

金
千
五
百
疋
は
金
十
五
分
（
三
両
三
分
）
で
あ
る
（
銀
約
二
百
四
十
匁
）。
な
お
「
疋
」
は
１
７
（
注
）
参
照
。 

 

天
保
四
巳
年
十
月 

 

 
 
 
 

高
嶋
郡
小
荒
路
村 

 
 
 
 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 

  

沢 

 
 
 

大
村
五
郎
左
衛
門 

 
 

足
立
平
左
衛
門 

 
 

岡
本
佐
伝
次 

 
 
 
 

 
 

 

五
十
川
村 

 
 
 
 
 

石
庭 

 
 
 
 
 
 
 

 

西
浜 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 

野
崎
善
兵
衛 

 
 
 

井
関
汶
輔 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 

  

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東
町 

足
立
太
平
治 
 
 
 
 

伊
丹
易
左
衛
門 

 
 

松
井
又
兵
衛 

       

中
小
路
丁                         

太
田                              

新
保 

角
野
藤
右
衛
門 

           

足
立
新
次
郎 

           

平
山
太
右
衛
門 

霜
降                                 

五
十                             

上
開
田 

饗
庭
又
兵
衛                  

足
立
多
右
衛
門 

        

澤
田
太
右
衛
門 

      

西
浜                                 

古
賀 

                       

寺
久
保 

井
関
吉
郎
次 

               

松
井
与
一
右
衛
門 

     

黒
川
吉
郎
右
衛
門 

      

中
小
路                              

蛭
口                               

五
十 

 
 
 
 
 

角
野
藤
太
夫                   

松
村
庄
左
衛
門 

        

足
立
平
五
郎 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

浦 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

前
川
藤
九
郎               

磯
野
源
兵
衛 

                                                            

知
内                              

森
西 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

中
川
市
郎
右
衛
門         

水
口
作
兵
衛 

                                                                                

山
中 

 
 
 
 
 
 
 

小
荒
路 

                                                                

粟
津
新
蔵                    

加
藤
正
伯 

                                                                                                           

大
沼 

                                                                                                       

高
木
新
右
衛
門 

右
書
付
差
上
候
得
共
、
先
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

無
之
二

付
、
可
為
無
用
之
由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

御
国
表
よ
り
被
仰
候
趣
也 

 

（
注
）
こ
の
祝
儀
献
納
が
前
例
な
し
と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
受
理
す
る
と
保
泰
正
室
の
婚
儀
と
の
バ
ラ
ン

ス
が
保
て
な
い
の
で
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
何
故
今
回
に
つ
い
て
前
例
を
無
視
し
て
帯
刀
人
の
み
で 

 

の
祝
儀
献
納
を
申
し
出
た
の
か
が
分
か
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
５
） 

四
年
巳 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

若
殿
様
御
婚
礼 

 

薩
州
御
姫
君 

 

８
７
（
続
） 

村
方
分
ハ 

高
嶋
郡
三
十
一
村
金
百
両
献
上
、
此
割
饗
庭
組
高
割
二

し
て 

 
 

 
弐
拾
両
之
書
付
差
上
候
所
、
太
田
村
・
五
十
川
村
不
作
難
渋 

 
 

 

二

付
、
御
救
米
拝
借
米
等
御
願
申
上
候
二

付 

 
 

 

御
上
様
ゟ
御
斟
酌
二

テ
難
渋
願
イ
等
い
た
し
候
村
方
、
献
上 

 
 

 

之
段
御
満
足
二

ハ
思
召
候
得
共
、
無
用
二

可
仕
候
様
被 

仰
出
候 

 
 

 

段
、
御
代
官
様
ゟ
被
仰
候
、
乍
併
少
分
二

て
も
差
上
申
度 
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所
存
候
ハ
ヽ
、
又
々
可
申
上
御
内
意
被
仰
候
二

付
、
饗
庭
組
之 

 
 
 

内
五
ケ
村
ゟ
ハ
金
十
両
太
田
・
五
十
川
両
村
ゟ
五
両
献
上 

 
 
 

仕
候
段
十
二
月
皆
済
候
砌
、
書
付
差
上
申
候
也 

 
 

是
又
同
断 

 
 

 

（
注
）
一
方
で
村
方
か
ら
の
祝
儀
献
納
に
つ
い
て
は
、
高
島
郡
で
金
百
両
、
こ
の
う
ち
饗
庭
組
で
二
十
両
の
書
付
を
出
し

た
と
こ
ろ
、
太
田
・
五
十
川
は
不
作
の
た
め
年
貢
減
免
（
御
救
米
等
の
名
目
）
を
申
出
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
無

用
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
太
田
・
五
十
川
の
負
担
分
を
十
両
か
ら
五
両
に
半
減
し
て
献
納
し
た
い
と
申
し

出
た
が
、
や
は
り
拒
否
さ
れ
た
・
・
・
と
言
う
も
の
で
あ
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
３
） 

天
保
四
巳
年 

 
 

 
 
 

琉
球
人
参
府
二

付
、
御
入
用
国
役
金 

 

武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
・
駿
河 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
江
・
三
河
・
美
濃
・
近
江 

 
 
 
 

高
百
石
二

付
、
永
弐
百
五
十
文 

掛
り
金
壱
両
六
十
四
匁
替 
 

此
掛
り
金 

壱
両
三
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 

廿
七
石
三
斗
壱
升
壱
合 

永
五
十
文
四
分
四
里
八
毛 

 

但 

大
工
高
引
残
り 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
百
廿
石
壱
斗
七
升
九
合
也 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
二

拾
石
六
斗
本
多
下
総
守 

越
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
井
村
ゟ
上
納 

 

（
注
）「
永
銭
勘
定
」
に
つ
い
て
は
２
１
（「
累
年
記
事
」
１
９
５
（
注
））
で
概
略
説
明
し
て
い
る
が
、
両
・
分
・
朱
の
四

進
法
の
欠
陥
を
補
う
た
め
の
「
仮
想
通
貨
永
樂
銭
」
を
使
っ
た
計
算
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
百
石
に
対
す
る
賦

課
が
「
永
銭
二
百
五
十
文
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
来
の
賦
課
は
「
金
一
分
」
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
永
銭
勘
定
で
は
・
・
・ 

 
 
 
 
 

五
十
川
村
表
石
高 

七
百
四
十
七
石
四
斗
九
升 

 
 
 
 
 

同
大
工
高 
 
 
 
 
 

二
十
七
石
三
斗
一
升
一
合 

 
 
 
 
 

同
賦
課
石
高 

 
 

七
百
二
十
石
一
斗
七
升
九
合 

 
 
 
 

百
石
賦
課
永
二
百
五
十
文
で
、
永
千
八
百
文
四
分
四
厘
八
毛
、
即
一
両
三
分
と
残
が
五
十
文
四
分
四
厘
八
毛 

 

 
 
 
 
 

（
千
文
が
金
一
両
、
残
八
百
文
の
う
ち
七
百
五
十
文
が
金
三
分 

残
五
十
文
四
分
四
厘
八
毛
） 

 
 
 
 
 

従
っ
て
納
入
は
金
一
両
三
分 

と
銀
三
匁
二
分
二
厘
九
毛 

と
な
る
。 

 
 
 

な
お
、
本
多
下
総
守
云
々
は
、
江
州
膳
所
藩
と
の
相
給
領
に
つ
い
て
の
取
扱
い
で
あ
る
。 

 
 
 

つ
ま
り
、
幕
府
か
ら
の
武
蔵
外
七
か
国
に
課
さ
れ
た
国
役
金
は
百
石
当
り
金
一
分
で
あ
っ
た
の
を
、
石
高
七
百
二

十
石
一
斗
七
升
九
合
の
村
に
如
何
に
算
定
す
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
幕
府
勘
定
方
は
こ
れ
を
正
確

に
検
算
出
来
た
ろ
う
か
？ 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

８
８ 

天
保
五
甲
午
年
御
年
礼
七
日
村
方
一
緒
二

願 

（
注
）
天
保
五
甲
午
（
１
８
３
４
）
年 

 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 
 
 
 
 
 

正
月 

当
午
歳
年
頭
御
祝
義
、
先
例
通
参
上
仕
可 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

難
有 

奉
申
上
旨
被 

仰
聞
奉
畏
候
、
然
ル
所
私
義
、
旧
冬 

よ
り
足
痛
二

て
歩
行
難
仕
、
依
之
不
参
仕
候
、
此
段 

乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 

天
保
五
午
年
正
月
三
日 

 
 
 
 

 

御
代
官
様 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

京
都
表
調
達
銀
集
当
春
会 

 
 

 

来
ル
廿
四
日
・
廿
六
日
両
日
二

相
勤
候
二

付
、
引
請
元
之
も
の
共 

 
 

 
近
日
ゟ
夫
々
出
京
い
た
し
候
間
、
其
許
二

も
乍
御
太 

 
 

 
儀
、
当
廿
一
日
京
着
之
積
、
無
間
違
出
京
可
被
致
候
、
右 

 
 

 

可
申
入
如
是
候 

以
上 

 
 
 
 

海
津 

 
 
 
 
 
 
 

三
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 
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以
廻
状
申
達
候
、
然
者

申
談
度
儀
有
之
候
間
、
来
月
六
日
乍
御
太
儀 

 
 
 

当
御
役
所
江

可
被
罷
出
候
、
尤
名
代
二
而
者

難
相
分
次
第
有
之 

 
 
 

間
、
萬
一
名
前
之
内
少
々
不
快
た
り
共
、
押
而

可
被
罷
出
候
、
且 

 
 
 

此
節
他
行
等
有
之
候
ハ
ヽ
急
々
被
呼
寄
、
本
人
相
揃
被 

 
 
 

罷
出
候
様
い
た
し
度
存
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

四
月
廿
九
日 

 

名
倉
健
治 

 
 

 

中
川
市
郎
右
衛
門
殿 

 

松
村
庄
左
衛
門
殿 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沢
村
庄
屋
太
次
右
衛
門 

深
清
水
藤
原
勘
左
衛
門 

８
９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

 

三
尾
里
村
庄
屋
日
置
市
三
郎 

松
井
与
一
右
衛
門
殿 

猶
々
程
能
順
達
可
被
致
候 

以
上 

（
注
）「
家
譜
附
録
」
天
保
五
年
四
月
朔
日
、
於
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
、
水
野
越
前
守
忠
邦
伝
旨
曰
、
不
賜
保
泰
今
年
帰

邑
暇
、
且
於
其
宅
以
書
附
達
曰
、
可
使
保
泰
家
臣
等
防
御
京
師
火
災
也
、
同
十
五
日
於
白
書
院
縁
頬
老
中
列

座
・
・
伝
命
曰
、
保
泰
家
督
以
来
、
平
常
之
外
不
奉
格
別
之
御
用
、
今
春
鍛
冶
橋
・
数
寄
屋
橋
両
御
門
焼
失
、
且

今
年
於
処
々
御
普
請
繁
多
、
因
窃
願
献
金
之
旨
達
上
聞
、
乃
許
願
、
命
奉
献
三
万
金
之
事
給
、
可
被
加
御
普
請
御

用
也 

七
月
廿
五
日
、・
・
・
頂
戴
鞍
鐙
、
由
往
日
献
金
也
、
水
野
越
前
守
忠
邦
伝
旨 

「
甲
午
火
事
」
天
保
五
年
二
月
七
日
に
神
田
佐
久
間
町
よ
り
出
火
し
、
北
西
風
に
煽
ら
れ
延
焼
。
二
月
十
三
日
ま
で

の
間
に
、
日
本
橋
・
小
石
川
・
駒
込
な
ど
か
ら
相
次
い
で
出
火
し
た
。 

こ
の
火
事
に
よ
る
死
者
は
四
千
人
以
上
と

さ
れ
て
い
る
。
本
件
は
保
泰
の
帰
郡
を
留
め
、
火
災
復
興
の
資
金
三
万
両
の
献
金
を
強
要
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

因
み
に
「
殿
」
付
き
は
帯
刀
人
、
呼
び
捨
て
で
も
「
苗
字
」
付
き
の
日
置
・
藤
原
は
苗
字
御
免
で
あ
る
。 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

先
達
而

申
談
候
働
金
之
内
、
残
金 

 
 
 

銘
々
割
合
之
通
当
月
納
候
分
、
来
ル
十
五
日
乍
御
太
儀
当 

 
 
 

御
役
所
江

可
被
相
納
候
、
右
可
申
入
如
此
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

六
月
八
日 

 
 
 
 
 
 

名
倉
健
治 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市
郎
右
衛
門 

 
 
 

太
次
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

勘
左
衛
門 

 
 

  
 

東
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

又
兵
衛 

 
 
 

 
 

新
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市
三
郎 

 
 

 
 
 

与
一
右
衛
門 

 
 
 
 

猶
々
此
廻
状
程
能
早
々
順
達
之
上
、
留
村
ゟ
可
相
返
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

六
月
十
日
拝
見 

（
注
）
何
故
か
、
蛭
口
村
松
村
庄
左
衛
門
の
名
前
が
欠
け
て
い
る
。 

 

右
訳 

 
 
 
 

五
千
両 

海
津
手
御
引
請 

 
 
 
 

内
五
百
両
京
二
而

御
借
入 

 
 
 
 

残
四
千
五
百
両 

 

 
 
 
 
 

内 

千
七
百
両
浅
井 

内
四
百
七
十
五
両 

五
月
上 

 

十
一
月 

七
百
五
十
両 

同 
 

六
月
上 

 

外
二 

 

弐
百
両 

二
千
八
百
両
高
島    

内
七
百
七
十
五
両 

五
月
上 

 
          

千
弐
百
五
十
両 

 

同 
 

六
月
上 

 

外
二 

 

三
百
両 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
わ
り
当 

 
 
 

 

 
 

一 

四
百
両 

 

大
又
へ
え 

    

一 

五
十 

 

白
谷
平 

 
 

   

一 

五
百
両 

三
町
十
二
人 

 
  

一 

弐
百
廿
両 

藤
太
夫 

 
    

一 

五
十 

 

藤
九
郎       

  

一 

百 
 
 

東
右
衛
門 

 
 

 

一 

百
八
十 

 

磯
源 

 
   

  

一 

五
十 

 

吉
郎
左
衛
門       

一 

百 
 
 

新
次
郎 

 

 
 

 

一 

弐
百
七
十 

市
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 

    

五
郎
右
衛
門       

一 

八
十 

 

市
三
郎 

 
 

 

一 

百 
 
 
 

新
蔵 

 
 

    

一 

百 
 
 

庄
左
衛
門 

 
   

一 

五
十 

 

与
一
右
衛
門 

 

 
  

一 

百 
 
 
 

五
郎
左
衛
門    

一 

百 
 
 

太
次
右
衛
門 

 
 

 

内 

九
十
壱
両 

五
月
納  

 
 

 
一 

百 
 
 
 

下
村 

 
 
 

一 

百 
 
 

勘
左
衛
門 

 
 
 
 

  

五
十
四
両 

六
月
納 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

一 

百
五
十 

西
浜
八
人 

 
 

 

（
注
）
何
故
か
一
貫
し
て
村
方
で
は
無
く
、
帯
刀
人
名
義
の
献
金
リ
ス
ト
で
あ
る
。
な
お
末
尾
の
添
書
き
は
饗
庭
組
の
献

金
予
定
と
思
わ
れ
る
（
本
件
は
「
西
矢
田
宮
座
年
代
記
」
に
は
記
録
が
無
い
）。
饗
庭
又
兵
衛
（
大
又
へ
え
）
の
拠

出
が
目
立
っ
て
い
る
。 
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９
０ 

当
五
月 

殿
様
江
戸
表
ゟ
御
帰
国
可
被
成
候
所
、
今
一
年
御
勤
被
成
候
様
御
老
中
ゟ 

 
 
 

被 
仰
出
、
御
暇
不
被
下
候
段
、
御
苦
労
奉
存
且
又
去
冬
ゟ
当
春
村
々
凶
作 

 
 
 

御
救
米
并

拝
借
米
等
仕
、
百
姓
相
続
仕
難
有
奉
存
、
為
御
冥
加 

 
 
 

浅
井
郡
ハ
竹
生
嶋
二
而

一
・
七
日
御
祈
祷
、
北
方
廿
四
ケ
村
ハ
海
津
天
神
二
而

御
祈
祷 

 

 
 
 

当
組
七
ケ
村
白
髭
大
明
神
二
而

御
祈
祷
、
則
七
月
廿
四
日
ゟ
八
朔
マ
テ 

 
 
 

八
朔
二

組
合
壱
人
ツ
ヽ
社
参 

（
注
）「
家
譜
附
録
（
再
掲
）」
天
保
五
年
四
月
朔
日
、
於
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
、
水
野
越
前
守
忠
邦
伝
旨
曰
、
不
賜
保

泰
今
年
帰
邑
暇
、
且
於
其
宅
以
書
附
達
曰
、
可
使
保
泰
家
臣
等
防
御
京
師
火
災
也
、 

 
 

 

な
お
八
朔
は
陰
暦
八
月
朔
日
、
田
の
実
の
祝
日
で
あ
っ
た
が
、
家
康
の
江
戸
開
府
の
祝
日
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。 

 
 

「
一
・
七
日
」
は
「
ひ
と
な
ぬ
か
」
と
読
む
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
５
） 

天
保
五
甲
午
年 

 
 

 
 
 
 

同
五
年
甲
午
年
五
月
、
御
殿
様
江
戸
表
ゟ
御
帰
国
可
被
成
候
所 

 
 
 
 

今
一
年
御
勤
被
成
候
様
、
御
老
中
ゟ
被
仰
出
、
御
暇
不
被 

 
 
 
 

下
候
段
、
御
苦
労
御
儀
奉
存
、
且
又
去
巳
冬
ゟ
当
春 

 
 
 
 

村
々
難
渋
二

付
、
御
救
米
・
拝
借
米
等
仕
、
百
姓
相
続 

 
 
 
 

仕
難
有
奉
存
候
二

付
、
為
御
冥
加
、
御
武
運
長
久 

 
 
 
 

御
祈
申
上
度
、
浅
井
郡
ハ
竹
生
島
二
而

一
・
七
日
、
北
方
ハ
海
津 

 
 
 
 

天
満
宮
二
而

一
・
七
日
、
当
方
ハ
白
髭
大
明
神
社
頭
二
而

一
・
七
日 

 
 
 
 

御
祈
祷
七
月
廿
四
日
ゟ
八
朔
迄
修
行
、
満
日
二

参
詣 

 
 
 

 

御
札 

献
上 

９
０
（
続
） 

 
 
 
 
 
 
 

願
文 

 
 
 
 
 
 

奉
於
白
髭
大
明
神
社
頭 

 
 

 
 
 
 

御
領
主 

 
 
 
 

松
平
甲
斐
守
様
益
御
機
嫌
克
、
御
壽
算
御
延
長 

 
 
 
 

御
武
運
御
長
久
、
御
役
儀
首
尾
克
被
為
遊 

 
 
 
 

御
勤
、
御
願
円
満
之
旨
一
・
七
日
之
間
祈
所
也 

 
 
 
 
 
 

天
保
五
甲
午
年
八
月 

 
 
 

願
主 

三
尾
里
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霜
降
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
井
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
古
賀
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅
原
村 

祈
所
社
家 

 

入
江
右
近 

印 

 
 
 
 
 
 

右
願
文
相
添 

 
 
 
 
 

御
札
箱
入
台
二

載 

献
上 

 
 
 
 

外
二

願
書
壱
通 

 
 
 
 
 
 
 

八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
６
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

願
文 

 
 
 

奉
於
白
鬚
大
明
神
社
頭 

 
 
 
 

御
領
主 

 
 
 
 

松
平
甲
斐
守
様
益
御
機
嫌
克
、
御
壽
算
御
延
長 

 
 
 
 

御
武
運
御
長
久
、
御
役
儀
首
尾
克
被
為
遊 

 
 
 
 

御
勤
、
御
願
円
満
之
旨
一
・
七
日
之
間
祈
所
也 

 
 
 
 
 
 

天
保
五
甲
午
年 

 
 

願
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
月 

 
 
 

三
尾
里
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霜
降
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
井
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
古
賀
村 
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梅
ケ
原
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祈
所
社
家 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入
江
右
近 

印 

９
０
（
続
） 

七
月
廿
五
日 

 
殿
様
御
登
城
披
為
遊
候
処
、
御
上
納
金
無 

 
 

 

御
滞
披
為
済
候
二

付
、
御
懇
之 

上
意
之
上
、
御
鞍
鐙 

 
 
 

御
拝
領
被
遊
候 

 
 
 

右
之
趣
、
村
中
大
小
之
百
姓
末
々
二

至
迄
、
悉
可
為
申
聞 

 
 
 

者
也 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
八
月
十
一
日 

 
 
 

岡 

祖
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 
内
蔵
允 

（
注
）「
家
譜
附
録 

七
月
廿
五
日
、
於
白
書
院
縁
頬
、
老
中
列
座
頂
戴
鞍
鐙
、
由
往
日
献
金
也
水
野
越
前
守
忠
邦
傳
旨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
二
月
十
六
日
、
補
侍
従
、
於
白
書
院
縁
頬
、
老
中
列
座
、
大
久
保
加
賀
守
忠
真
傳
旨
・
・
・
・
・
・
・
・
・
」

幕
府
に
よ
る
、
郡
山
藩
年
収
の
約
半
分
（
六
十
億
円
）
に
達
す
る
悪
辣
な
恐
喝
で
あ
る
。
因
み
に
郡
山
藩
の
表
高

十
五
万
石
は
江
戸
初
期
の
藩
主
に
よ
り
二
割
五
分
水
増
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
四
割
の
実
質
税
率
で
も
税
収
は
六
万

石
未
満
で
あ
る
。
当
時
の
米
一
石
価
格
は
概
ね
金
一
両
で
あ
る
か
ら
概
算
六
万
両
と
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
藩
士
の

給
米
を
支
給
す
る
の
で
、
可
処
分
所
得
は
と
て
も
三
万
両
に
は
及
ば
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八
月
廿
四
日
夜
八
ツ
時
御
代
官
名
倉
健
治
殿
急
病
二
而 

 

 
 
 
 

死
去
被
成
候
由
、
郷
宿
金
屋
よ
り
申
来                

 
 
 

御
送
式
ハ
廿
九
日
九
ツ
時
、
御
悔
申
上
御
送
り
申
候
事 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

香
儀
金
三
朱
此
わ
り
壱
匁
五
分
一
り
ツ
ヽ 

 

東
右
衛
門 

 
 

太
平
治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
兵
衛 

 
 
 

平
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
次
郎 

 
 
 

多
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
一
右
衛
門 

 

平
五
郎 

〆
八
人 

９
１ 

外
二

村
方
香
儀 

金
弐
百
疋 

 
 

手
前
村
方 

兼
勤
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
井
与
一
右
衛
門
名
代
弥
五
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

其
外
六
ケ
村
同
断
二

相
勤
之 

（
注
）
東
右
衛
門
は
こ
れ
ら
帯
刀
人
と
共
に
、
村
方
代
表
（
庄
屋
）
と
し
て
も
参
列
し
て
い
る
。 

三
朱
は
（
一
両
銀
六
十
四
匁
五
分
と
し
て
）
銀
十
二
匁
九
厘
で
、
八
人
割
一
匁
五
分
一
厘
。
こ
れ
は
足
立
一
族

六
名
と
饗
庭
・
松
井
と
思
わ
れ
る
。
村
方
金
二
百
疋
（
金
二
分
）
は
同
じ
く
銀
三
十
二
匁
二
分
五
厘
で
あ
る

が
、
帯
刀
人
連
と
村
方
の
差
が
著
し
い
。 

  
 

 

以
急
廻
状
申
達
候
、
然
者

当
五
月
御
請
有
之
候
別
段
働
金
之 

 
 

 

儀
、
追
々
御
入
用
之
儀
江
戸
表
ゟ
申
来
ル
旨
、
此
度
御
国
表
ゟ 

 
 

 

被
仰
遣
候
間
、
各
方
御
請
之
分
左
之
通 

 
 
 
 

金
三
百
三
十
両 

内 

百
四
拾
五
両 

五
月
・
六
月
納 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残
金
百
八
拾
五
両 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

六
十
壱
両 

 

九
月
十
七
日
迄
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
弐
十
四
両 

 

十
月
十
四
日
上
納 

 
 

 

右
之
通
両
月
日
限
迄
二

被
致
調
達
、
金
高
無
間
違
当
方
江 

 
 

 

相
納
可
被
申
候
、
尤
右
金
子
外
夫
々
納
方
都
合
次
第
、
大
坂 

 
 

 

店
江

掛
ケ
入
、
江
戸
□
□
二

相
成
候
二

付
、
乍
御
太
儀
出
金
之
処 

 

 
 

 

無
間
違
取
計
、
各
方
之
内
被
申
合
、
為
惣
代
壱
人
当
方
江

為 

 
 

 

御
請
、
来
ル
七
日
迄
二

可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 

九
月
四
日 

 
 
 
 
 
 

海
津
役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
井
与
一
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
尾
里  

日
置
市
三
郎
江 

 
 

 
 
 
 
 
 

尚
々
急
々
順
達
之
上
、
留
り
ゟ
可
被
相
返
候 

以
上 

（
注
）
本
件
は
８
９
に
示
さ
れ
た
三
万
両
の
幕
府
献
金
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
海
津
手
で
五
千
両
、
そ
の
内

高
島
郡
で
二
千
八
百
両
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
、
五
・
六
月
に
計
千
五
百
五
十
両
を
納
付
し
た
が
、
お
そ
ら
く

饗
庭
組
七
ケ
村
の
帯
刀
人
で
の
負
担
金
が
三
百
三
十
両
で
あ
り
、
五
・
六
月
に
百
四
十
五
両
（
五
月
九
十
一
両
、
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六
月
五
十
四
両
が
付
記
さ
れ
て
い
る
）
で
、
そ
の
残
金
百
八
十
五
両
に
つ
い
て
、
九
月
六
十
一
両
、
十
月
百
二
十

四
両
の
納
付
を
督
促
（
確
認
）
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
饗
庭
組
最
大
の
負
担
者
で
あ
る
饗
庭
又
兵
衛

の
名
が
無
い
が
、
こ
れ
は
特
に
別
便
を
出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
こ
の
調
達
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
村
方

で
は
無
く
、
帯
刀
人
と
な
っ
て
い
る
。
□
□
部
分
は
「
御
送
」
の
意
味
か
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 

 

 
 
 

急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

名
倉
健
治
跡
代
り
、
御
代
官
加
役 

 
 
 

今
中
幸
右
衛
門
江

被 
仰
付
候
二

付
、
可
被
得
其
意
候
、
尤
来
ル
十
六
日
当
方
江 

 
 
 

御
着
二
而

、
翌
十
七
日
村
々
御
引
渡
有
之
候
間
、
各
方
二

も
相
揃
右 

 
 
 

十
七
日
二

、
無
間
違
当
役
所
江

可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

九
月
十
日 

 
 
 
 
 

海
津
役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
浜 
井
関
吉
郎
次 

始 

饗
庭
方
帯
刀
人
名
当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
―

 

９
２ 

 
 
 

右
之
通
御
触
有
之
候
得
共
、
大
津
御
出
駕
十
四
日
小
松
宿
御
泊
り
相
成
候
段 

 
 
 

十
四
日
夕
海
津
ゟ
迎
ひ
人
立
寄
、
夜
通
し
二

三
尾
里
村
ゟ
人
足
遣
し
候 

 
 
 

十
五
日
川
迄
御
迎
二

出
、
御
中
食
当
方
二
而

差
上
、
今
津
迄
送
り
候
也 

 
 

午
九
月
廿
八
日
出
御
廻
状 

此
度
塚
田
太
助
・
白
井
衛
七
郎 

郡
代
並
被 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仰
付
候
間
、
可
得
其
意
者
也 

 

渡 

内
蔵
允 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

岡 

祖
右
衛
門 

（
注
）
こ
の
塚
田
大
助
は
郡
山
古
文
書
ク
ラ
ブ
発
刊
「
和
州
郡
山
藩

幕
末
代
官
記
録
」
の
著
者
「
塚
田
夫
治
太
」
の
親
類
と
思

わ
れ
る
。
因
み
に
夫
治
太
は
文
化
七
（
１
８
１
０
）
年
に
亡
父
平
兵
衛
の
跡
目
で
、
大
小
姓
席
御
用
金
方
出
仕
し

て
お
り
、
当
天
保
五
（
１
８
３
４
）
年
に
は
馬
廻
席
勘
定
奉
行
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 
 

九
月
廿
四
日
休
泊
太
田 

同
廿
五
日
休 

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
通 

 
 
 
 

渡
部
内
蔵
允 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

志
村
藤
七 

 

様 

 

 
 
 
 
 

酒
造
三
分
二
減 

 

三
分
一
造 

御
改 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸
茂
兵
左
衛
門
様 

 

 
 

 

又
十
一
月 

御
触
、
巳
年
以
前
之
通
三
分
一
酒
造 

 

（
注
）
酒
造
規
制
は
米
の
作
柄
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

此
度
名
倉
健
治
代
り
今
中
幸
右
衛
門
、
其
村
々
支
配 

 
 

 

御
代
官
被 

仰
付
候
間
、
可
得
其
意
者
也 

 
 

 

廻
状
郡
山
役
所 

 
 

 
 

御
年
五
十
三 

保 ヤ
ス

泰 ヒ
ロ

様 

 
 
 
 

当
十
六
日 

 
 

殿
様
侍
従
被
為
蒙 

仰
候 

 
 
 
 

右
之
趣
村
中
大
小
之
百
姓
末
々
至
迠
悉
可
為 

申
聞
者
也 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

午
十
二
月
廿
二
日 

 

白 

衛
七
郎 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塚 

太
助 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 

祖
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

内
蔵
允 

 
 

 
 
 
 

右
未
正
月
朔
日
夕
村
方
へ
来
拝
見 

 
 

 

（
注
）「
家
譜
附
録
（
再
）。 

十
二
月
十
六
日
、
補
侍
従
、
於
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
、
大
久
保
加
賀
守
忠
真
伝
旨
」 

 
 

 
 

幕
府
も
藩
主
の
帰
城
を
差
し
止
め
て
三
万
両
を
脅
し
取
っ
た
ら
、
今
度
は
官
職
昇
進
と
は
恐
れ
入
る
・・・
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
７
） 

 
 

 
 

同
五
年
甲
午
年
十
二
月
十
六
日 

御
年
五
十
三 

保
泰
様 

 
 
 
 
 

殿
様
侍
従
被
為
蒙 

仰
候 

９
２
（
続
） 

 
 

 

酒
造
三
分
二
造 

御
改
御
役
人 

郡
山
ヨ
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
堀
雄
之
丞
様 

 

 
 
 
 

天
保
六
乙
未
年
二
月
二
日 

 

小
人
目
付 

窪
大
助
様 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
津
北
ヨ
リ 

川
合
竹
蔵
様 
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（
９
３
～
９
７
）
挿
入 

略 

 

９
８ 

天
保
六
乙
未
正
月
御
年
礼
七
日 

（
注
）
天
保
六
乙
未
（
１
８
３
５
）
年
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
方
兼 

多
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
五
郎 

 

勤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
年
饗
庭
組
帯
刀
人
八
人 

 
 
 

献
上
四
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

献
上
并

包
物
此
方
二
而

拵 

 
 
 

御
代
官
今
中
幸
右
衛
門
様 

 

目
録
台
ハ
金
屋
二
而

調 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

六
匁
壱
分 

 
 
 

三
手
代
衆 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

四
匁
八
分
ツ
ヽ 

 
 
 

書
役 

 
 
 

壱
朱
ツ
ヽ 

 
 

 

 
 
 

見
習
鶴
蔵
様 

弐
匁
五
分 

 
 

 
 
 

同
心 

弐
匁 

 
 
 

三
匁
五
分
郷
宿
祝
義 

 
 
 

御
門 

弐
匁 

 
 
 

弐
百
文 

同
下
女 

 
 
 

〆 

（
注
）
代
官
并
手
代
が
銀
で
、
書
役
が
手
代
と
然
程
変
わ
ら
な
い
額
の
「
金
」
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

 

ま
た
見
習
に
「
様
」
を
付
け
る
の
は
異
例
で
あ
る
（
特
殊
な
身
分
か
・
・
・
理
由
不
明
）。 

  
 
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者 

旧
臘 

 
 
 

殿
様
被
為
遊 

御
任
官
候
二

付
、
為
御
祝
儀 

 
 
 

御
酒
・
御
吸
物
被
下
置
候
間
、
各
方
来
ル
廿
四
日
朝
五
ツ
時
、
麻    

 
 
 

上
下
着
当
御
役
所
江

罷
出
、
頂
戴
可
被
致
、
尤
此
度
之 

 
 
 

義
者

、
格
段
之
御
昇
進
二

付
、
何
れ
も
無
不
躾
被
罷
出 

 
 
 

頂
戴
可
被
致
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

二
月
十
七
日 

 
 

今
中
幸
右
衛
門 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
十
一
人
江 

十
九
日
拝
見 

 
 

 

 
 

 

右
二

付
差
上
も
の 

 
 
 
 

乍
恐
奉
申
上
候 

 
 

 

殿
様
結
構
被
為
蒙 

 
 

 

仰
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
依
之
為
御
祝
儀
金
三
百
疋
献
上
仕
度
奉
存
候 

 
 

 

間
、
此
段
宜
御
執
成
被 

仰
上
可
被
成
下
候 

以
上 

 

 
 

 ９
９
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
奉
申
上
候 

 
 
 
 
 

殿
様
結
構
被
為
蒙 

 
 
 
 
 

仰
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
依
之 

 
 
 
 
 

為
御
祝
儀
金
何
疋
献
上 

 
 
 
 
 

仕
度
奉
存
候
間
、
此
段
宜 

 
 
 
 
 

御
執
成
被
仰
上
可
被
成
下
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
州―

―

村 

 
 
 
 
 
 
 

天
保―

二
月 

 
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

  
 
 
 

奉
存
候
、
依
之
為
御
冥
加 

 

１
０
０
（
挿
入
） 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

献
上 

  
 
 
 
 

金
何
疋 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
五
十
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

足―
―
―
―
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１
０
１ 

 
 

 
天
保
六
未
年
二
月 

 

江
州
高
嶋
郡
五
十
川
村 

 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
平
五
郎 

  
 
 
 
 
 

献
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

外
ハ
南
と
西
と
一
枚
二

し
て
納 

 
 
 
 
 

金
三
百
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

金
壱
両 

目
録
同
断 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

太
田
も
平
左
衛
門
殿
、
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
五
十
川
村 

 
 
 

        

金
壱
両
同
断 

 

一
枚
二

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

同
せ
か
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
平
五
郎 

 
 

 
 
 

右
之
通
二

拵
へ
、
打
へ
ぎ
二

の
せ
差
上
候
也 

   

当
方
四
人 

太
田
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南 
浅
井
六
人 

同
席
二

テ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
酒
・
御
吸
物
頂
戴
、
八
ツ
時
相
勤
夕
方
帰
村 

 
 
 

 

 

一 

為
御
祝
御
領
分 

 
 
 
 

海
津
手
へ 

銀
拾
枚
被
下
候
由
二
而

、
此
わ
り
当
村
へ
銀
五
匁
被
下
之 

 

（
注
）
海
津
手
に
銀
（
丁
銀
）
十
枚
、
丁
銀
一
枚
は
銀
十
両
（
銀
四
十
三
匁
）
で
あ
る
か
ら
、
十
枚
で
銀
四
百
三
十
匁
と

な
る
。
こ
の
五
十
川
村
割
が
銀
五
匁
・
・
・
基
準
不
詳
。 

  
 
 
 

村
方
ハ
海
津
手
両
郡
合
銀
百
貫
目
献
上 

 

 
 
 
 

当
村
分
弐
〆
五
百
九
拾
匁
六
分
五
厘
掛
る 

村
高
石
二

三
匁
四
分
六
り
五
毛
八
才 

 

 
 
 
 

三
月
朔
日
海
津
納 

（
注
）
五
十
川
村
高
七
百
四
十
七
石
四
斗
九
升
で
石
当
三
匁
四
分
六
厘
五
毛
八
糸
で
は
、
二
貫
五
百
九
十
匁
六
分
五
厘 

 
 
 
 
 

同
海
津
両
郡
総
石
高
二
万
八
千
八
百
五
十
三
石
で
同
右
で
は
、
百
貫
目
（
約
三
億
円
） 

  
 
 
 

右
為
称
美
、
酒
料
被
下
之
、
村
方
へ
鐚
拾
弐
貫
九
百
文
被
下
之 

 
 
 
 

四
月
十
二
日
、
内 

弐
貫
九
百
文
酒
ノ
代
二

引 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
貫
文
高
割
二

成 

此
わ
り
手
前
持
高
へ
六
百
三
十
六
文
頂
戴 

（
注
）
な
お
、
五
十
川
村
に
は
別
に
鐚
十
二
貫
九
百
文
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
概
ね
銀
百
三
十
匁
に
当
た
る
。 

 
 

こ
の
う
ち
二
貫
九
百
文
（
約
銀
三
十
匁
で
概
ね
九
万
円
）
を
酒
代
と
し
、
残
十
貫
文
は
高
割
で
支
給
。 

 
 

 

東
右
衛
門
家
に
六
百
三
十
六
文
が
配
分
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
家
の
持
高
は
約
四
十
石
強
と
な
る
。 

  
 
 
 
 

同 

覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

一 

御
扇
子
弐
対 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
平
五
郎 

 
 
 
 
 
 

右
為
御
称
被
下
之 

 
 
 
 
 
 

未
四
月 

今
中
幸
右
衛
門 

判 
 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
７
） 

右
二

付
銘
々
恐
悦
、
御
祝
儀
献
上
可
致
御
内
意
被
仰
聞 

 
 
 
 

海
津
手
よ
り
差
上
候
書
付 

 
 
 
 
 

 

海
津
御
代
官
今
中
幸
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

乍
恐 

一 

銀
百
貫
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

右
者
旧
臘 

 
 
 
 
 
 

殿
様
結
構
被
為
蒙 

 
 
 
 
 
 

仰
、
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
依
之
為
御
祝
義
、
乍
聊
書
面 

 
 
 
 
 
 

之
通
奉
献
上
度
候
、
宜
御
執
成
被 

仰
上
被
成
下
候 

 
 
 
 
 
 

様
、
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
六
未
年
二
月 

 
 
 

江
州
高
嶋
郡 

村
々
庄
屋 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

浅
井
郡 

村
々
庄
屋 

印 

 
 
 
 
 
 
 

右
割
合 

当
村
分 

村
高
石
三
匁
四
分
六
り
五
毛
八
才
掛
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
弐
〆
五
百
九
拾
匁
六
分
五
厘 

 

未
二
月
廿
四
日
、
於 
御
役
所
御
酒
・
御
吸
物
被
下
之
、
此
方
御
祝
義
金
三
百
疋
献
上 
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右
為
御
祝
、
先
達
而

御
領
分
中
へ 

 
 
 
 
 
 
 

御
上
様
よ
り
被
下
之
候
由
、
海
津
手
江

銀
拾
枚
被
下
之 

 

此
わ
り
当
村
へ
銀
五
匁
被
下 

 

 猶
又
村
方
ゟ
御
祝
義
献
上
二

付 
為
称
美
御
酒
料
被
下
之
、
当
村
へ
鐚
拾
弐
貫
九
百
文
被
下
之 

 

 其
外
帯
刀
人
銘
々
献
納
金
、
各
差
別
有 

 
 
 
 
 
 
 

寺
社
銘
々 

 
 
 
 
 
 
 

御
扇
子
弐
本
ツ
ヽ
被
下
之 

 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
０
１
（
続
） 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

其
許
共
去
午
年
御
臨
時
働
金 

 
 

 

 
 
 

七
ケ
年
半
御
返
済
之
積
二
而

御
借
入
二

相
成
、
則
去
十
二
月 

１
０
２ 

 
 
 

壱
ケ
年
割
御
元
入
有
之
候
残
金
之
分
、
此
度
元
利
御
返
済
二 

 
 
 

相
成
候
間
、
銘
々
印
形
并

証
文
持
参
、
両
三
日
之
内
申
合 

 
 
 

両
人
右
金
子
為
請
取
、
可
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 
 

四
月
廿
四
日 

 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

印 
 

 

 
 
 
 
 

同
廿
五
日
拝
見 

    

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日
置
市
三
郎
殿 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

下
古
賀
村
庄
屋 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

尚
々
此
廻
状
無
遅
滞
早
々
順
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

留
り
村
ゟ
可
相
返
候 

以
上 

（
注
）
去
午
年
は
天
保
五
卯
年
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
臨
時
働
金
は
灰
屋
等
か
ら
の
藩
の
借
財
を
、
天
保
三
辰
年
に
肩
代

わ
り
し
天
保
八
酉
年
ま
で
年
々
返
済
を
受
け
る
べ
き
約
定
で
あ
っ
た
が
、
今
般
そ
れ
を
繰
り
上
げ
一
括
返
済
す
る

と
い
う
事
の
様
だ
が
、
詳
細
は
良
く
分
か
ら
な

い
。
な
お
下
古
賀
は
従
来
帯
刀
人
松
井
が
名
を
連
ね
て
い
た
が
、

本
件
は
「
庄
屋
・
年
寄
」
と
な
っ
て
お
り
、
日
置
市
三
郎
が
「
殿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
１
０
４
で
は
敬
称
抜
き

に
な
っ
て
い
る
。 

 

六
月
二
日
、
扇
子
弐
対
幸
便
二

来
ル 

同
日
、
石
庭
村
庄
屋
野
崎
源
左
衛
門
、
帯
刀
名
字
御
免
披
露
半
切
百
枚
来
ル 

 

（
注
）
従
来
、
石
庭
に
は
野
崎
善
兵
衛
が
い
た
が
、
そ
の
跡
目
か
。「
幸
便
」
は
「
態
便
」
の
対
で
、
つ
い
で
便
の
こ
と
。 

 
 

当
三
月
、
京
都
調
達
銀
集
、
十
二
・
十
三
日
会
日 

 
 

 

三
月
十
一
日
京
着
之
積
出
京
可
致
申
来
、
上
京
三
月
六
日
立
同
廿
六
日
帰
村 

 
 

 

八
月
同
断
十
二
日
・
十
三
日
会
日 

 
 

 

十
一
日
京
着
之
積
上
京
可
致
、
八
月
六
日
申
来 

 
 

 

同
十
日
出
立
廿
九
日
帰
宅 

 
 

 

九
月
三
日
、
御
毛
見
御
昼
休
、
同
七
日
大
通
休 

渡
部
内
蔵
允
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

志
村
藤
七
様 

 

 

天
保
七
申
年 

（
注
）
天
保
七
丙
申
（
１
８
３
６
）
年 

  
 

 

正
月
七
日
御
年
礼
包
物 

献
上
御
扇
子
七
箱 

足
立
東
右
衛
門 

 

不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同 

太
平
次 

 
 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

足
立
新
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同 

多
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

松
井
与
一
右
衛
門 

不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

足
立
平
五
郎 

 
 
 
 
 

此
わ
り
壱
人
分
六
匁
八
厘
ツ
ヽ 

  
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

一 

当
申
年
年
始
御
祝
儀
、
先
例
之
通
参
上
仕
可
奉
申
上
旨
被 

仰
聞,

難
有 
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奉
畏
候
、
然
処
私
義
旧
冬
よ
り
風
邪
二

罷
有
候
二

付
、
不
参
仕
候 

 
 
 

此
段
乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

  
 
 
 
 

天
保
七
年
申
年
正
月 

 

一 

正
月
十
一
日
、
若
御
前
様
御
男
子
御
安
産 

 
 
 
 
 
 
 
 

兵
部
様
与

奉
唱
候
、
依
之
兵
之
字
ヒ
ヤ
ウ
と
唱
候
名
前
可
改 

（
注
）
兵
部
公 

二
歳
夭
折
（
保
興
正
室
島
津
重
豪
娘
淑
子
長
男
） 

 
 
 
 

 
 

 

春
岸
院
殿
碧
水
照
空
大
童
子 

天
保
八
丁
酉
年
三
月
十
二
日 

 

正
覚
山 

月
桂
寺 

 

 

１
０
３ 

 
 
 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

京
都
調
達
銀
集
、
当
春
会
来
ル
十
六
日 

 
 
 

十
七
日
両
日
二

相
勤
候
二

付
、
其
許
毎
々
乍
御
太
儀
、
同
十
四
日
京
着 

 
 
 

之
積
出
京
可
被
致
候
様
存
候
、
右
可
申
入
如
斯
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 

二
月
六
日 

 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 

右
同
七
日
拝
見 

  
 
 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

当
夏 

 
 
 

殿
様
御
帰
国
被
遊
候
儀
二

付
、
相
尋
度
儀
有
之
間 

 
 
 

帯
刀
人
中
為
惣
代
、
其
許
此
差
紙
着
次
第
、
当
方
江 

 
 
 

可
被
罷
候
、
猶
委
細
者

其
砌
可
申
談
候 

以
上 

 
 
 
 
 

二
月
八
日 

 
 
 
 

今
中―

―
―
―

 

右
九
日
昼
後
拝
見
、
十
日
早
朝
ゟ
海
津
行 

 

 

訳
ハ
此
度
甲
州
路
ゟ
中
山
道
二

御
通
行
可
被
遊
候
間
、
柏
原
宿
へ 

 
 
 

御
出
迎
申
候
哉
、
大
津
へ
出
候
哉
と
被
仰
候
故
、
何
れ
二

て
も
宜
敷
候 

 
 
 

得
共
、
私
共
勝
手
ハ
先
例
通
大
津
表
宜
敷
と
申
上
候 

 
 
 

則
関
東
表
へ
御
窺
被
成
候
御
書
付
二

、
印
形
仕
候
事 

（
注
）
甲
州
路
＝ 

江
戸―

八
王
子―

小
仏―

甲
府―

下
諏
訪
で
中
山
道
に
合
流
。 

 
 
 

を
選
ん
だ
の
は
、
甲
府
に
あ
る
藩
祖
吉
保
の
墓
所
詣
の
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 

中
山
道
＝ 

柏
原―

醒
ヶ
井―

番
場―

鳥
居
本―

高
宮―

愛
知
川―

武
佐―

守
山―

草
津―

大
津 

 
 
 

柏
原
（
米
原
市
）
は
関
ケ
原
の
西
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
近
江
国
で
郡
山
藩
領
で
も
有
る
が
、
近
江
八
幡
（
金
堂
代

官
所
）
か
ら
も
か
な
り
遠
く
、
出
迎
の
地
と
し
て
は
不
適
と
考
え
た
も
の
。 

  
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候 

殿
様
倍
々
御
結
構
被
為
蒙 

仰
被
遊
、
恐
悦
至
極
奉
存
上
候 

 
 

 

依
之
為
御
祝
銘
々
出
情
献
納
物
等
被
致
候
様
、
承
候
得
共
、
私
義 

 
 

 

近
来
不
勝
手
二

付
、
何
事
も
不
任
心
底
罷
在
候
故
、
為
御
冥
加
之 

 
 

 

於 

白
鬚
大
明
神
之
神
前
、
乍
恐 

御
武
運
長
久 

 
 

 

御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼
ミ
申
候
所
、
社
人
よ
り 

 
 

 

御
札
差
上
候
様
申
候
二

付
、
前
以
右
之
段
御
窺
も
不
奉
申
上
、
此
度 

 
 

 

押
而

右
御
札
持
参
仕
候
段
、
御
高
免
被
成
下
、
何
卒
御
受
納
被 

 
 

 

遊
被
下
候
ハ
ヽ
如
何
計
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

天
保
七
申
年
三
月 

 
 

 

 

１
０
４ 

 
 

 

以
急
廻
状
申
達
候
、
然
者

此
節
御
代
官
御
国
表
江

伺
御
用
二

付 

 
 

 

御
越
被
成
候
処
、
彼
地
二
而

御
談
有
之
候
御
用
向
、
此
度
右
御
代
官
ゟ 

 
 

 

被
仰
越
候
儀
二

付
、
申
談
度
儀
有
之
候
之
間
、
来
ル
廿
八
日
乍 

 
 

 

御
太
儀
各
方
、
当 

御
役
所
江

可
被
罷
出
候
、
尤
名
代 

 
 

 

二
而
者

難
相
分
次
第
二

有
之
間
、
萬
一
名
前
之
内
少
々
不
快 

 
 

 

た
り
共
、
押
而

可
被
罷
出
候
、
且
此
砌
他
行
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
急
々 

 
 

 

被
召
呼
、
本
人
相
揃
被
罷
出
候
之
様
致
度
存
候
、
猶
委
細
者 

 
 

 
其
節
可
及
談
合
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

三
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

海
津
役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

太
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 
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日
置
市
三
郎
江 

 
 

尚
々
此
廻
状
次
第
不
日
二

有
之
候
得
共
、
程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

克
急
々
順
達
之
上
、
留
り
之
者
ゟ
可
被 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
返
候 

以
上 

 
 
 
 
 

右
同
廿
六
日
午
時
御
役
所
ゟ
態
与

飛
脚
到
来
、
則
御
請
取
差
上
申
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

廿
八
日
海
津
行
夕
方
郷
宿
二
而

、
御
支
配
中
御
出
座
御
演
舌
ノ
訳 

 
 
 

此
度
若
殿
様
御
舎
弟
、
元
之
助
様
肥
前
唐
津
城
主 

 
 
 

小
笠
原
主
殿
頭
様
へ
御
養
子
被
為
成
候
二

付
、
御
入
用
金 

 
 

 

 
 
 

壱
萬
五
千
両
ノ
内  

三
千
五
百
両 

 

金
堂
手 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
千
五
百
両 

 
海
津
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

九
百
廿
五
両 

 
 

浅
井 

三
分
七
厘
割 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
五
百
七
十
五
両 

高
嶋 
六
分
三
厘
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酉
年
ゟ
五
ケ
年
賦
元
利 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
済 

（
注
）
藩
主
の
座
の
買
取
資
金
一
万
五
千
両
の
四
割
と
な
る
六
千
両
を
北
近
江
領
で
負
担
し
て
お
り
、
近
江
が
郡
山
藩
の

金
蔓
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（「
西
矢
田
宮
座
年
代
記
」
に
は
何
の
記
録
も
な
い
）。
そ
れ
に
し
て
も
天
保

五
年
の
公
儀
献
金
三
万
両
に
続
く
一
万
五
千
両
で
あ
り
、
こ
の
二
件
で
郡
山
藩
総
収
入
約
六
万
両
の
可
処
分
所
得

の
殆
ど
が
吹
っ
飛
ぶ
が
、
こ
れ
で
は
藩
財
政
が
持
つ
は
ず
が
な
い
。
ま
さ
に
借
金
地
獄
で
あ
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
８
） 
 

 
 

 
 

天
保
七
丙
申
三
月
廿
八
日
御
演
舌 

 

 
 

 
 

 

此
度
御
次
男
元
之
助
様
、
肥
前
唐
津
城
主
小
笠
原
主
殿
頭
様
へ 

 
 

 
 

 

御
養
子
、
御
入
用
金
御
頼
割
二

付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
千
五
百
両 

金
堂
手 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弐
千
五
百
両 

海
津
手 

 
 

 
 

内
三
分
七
り 

 

浅
井
郡 

  

九
百
廿
五
両 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
分
三
り 

 

高
嶋 

 

千
五
百
七
十
五 

（
注
）
唐
津
六
万
石
藩
主
小
笠
原
長
和
、
文
政
四
（
１
８
２
１
）
年
～ 

天
保
十
一
（
１
８
４
０
）
年
。 

郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
の
九
男
。
官
位
は
従
五
位
下
佐
渡
守
。
幼
名
元
之
助
。 

先
代
の
唐
津
藩
主
小
笠
原
長
会
の
養

子
と
な
り
、
長
会
の
死
去
に
よ
り
跡
を
継
い
だ
。
天
保
の
大
飢
饉
に
よ
り
領
内
で
大
飢
饉
が
起
こ
り
、
そ
の
救
済
に

尽
力
し
た
が
、
家
臣
に
不
逞
な
輩
が
い
た
こ
と
が
原
因
で
、
天
保
十
年
に
領
内
で
一
揆
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
を
鎮
め

る
た
め
に
尽
力
し
て
い
た
翌
年
十
月
失
意
の
う
ち
に
二
十
歳
で
死
去
し
た
。
郡
山
藩
は
一
万
五
千
両
も
の
持
参
金
で

藩
主
の
座
を
手
に
入
れ
た
が
、
僅
か
四
年
で
後
継
者
を
保
つ
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
な
お
唐
津
藩
は
封
建
領
主
制

度
破
綻
の
典
型
的
な
例
で
、
棚
倉
か
ら
転
封
の
初
代
長
昌
に
は
嫡
子
長
行
が
居
た
が
幼
児
で
あ
る
と
し
て
庄
内
藩
酒

井
忠
徳
六
男
の
長
泰
、
長
泰
の
次
に
一
族
旗
本
か
ら
長
会
、
次
に
郡
山
藩
保
泰
九
男
の
長
和
、
次
に
松
本
藩
松
平
光

庸
長
男
の
長
国
、
次
に
藩
内
抗
争
の
結
果
長
昌
嫡
子
の
長
行
が
廿
九
歳
で
長
国
嫡
子
と
な
り
、
四
十
歳
で
嗣
子
の
ま

ま
老
中
と
し
て
長
州
戦
争
小
倉
口
の
総
指
揮
官
と
な
り
惨
敗
し
た
。
主
従
の
恩
顧
奉
公
等
は
有
り
得
べ
く
も
な
い
酷

い
藩
主
座
の
大
売
り
出
し
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ー 

１
０
４
（
続
） 

 
 
 
 
 
 

借
用
申
金
子
之
事 

 

一 

金
七
拾
両
也 

 

但
利
足
月
六
朱 

 
 
 
 
 

訳 

三
十
五
両 

 

四
月
上
納 

 
 
 
 
 
 
 

三
十
両 

 
 

五
月
上
納 

 
 

 

右
者

当
申
年
働
金
調
達
被
相
納
請
取
之
候
、
然
ル
上
返
済
之
儀
者

、
当
申
暮
ゟ
来
ル 

 
 

 

子
年
迄
五
ケ
年
二

割
合
、
元
金
返
済
可
申
候
、
尤
利
金
者
其
年
之
元
金
二

応
シ 

 
 

 

是
又
相
渡
し
可
申
候
、
為
後
証
仍
如
件 

 

（
注
）
明
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
働
金
の
調
達
の
た
め
の
借
金
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
月
六
朱
の
金
利
に
つ
い
て

は
、
５
４
「
累
年
記
事
」
１
９
９
（
注
）
参
照
願
う
が
、
月
六
朱
は
年
利
７
・
２
％
で
あ
る
。 

 

１
０
５
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 

一 

壱
万
五
千
両 

 

被
仰
出 

 
 
 
 
 
 
 

内 

三
千
五
百
両 

 

金
堂
手 

 
 
 
 

一 
弐
千
五
百
両 

 
 
 
 

海
津
手 

 
 
 
 
 
 
 

内 
 
 
 
 
 

三
分
七
厘
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
百
弐
拾
五
両 

浅
井
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
分
三
厘
割 
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千
五
百
七
拾
五
両 

高
嶋
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
十
両 

 
 
 
 

五
十
川
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
両 

 
 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
五
両 

 
 
 

三
尾
里 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
両 

 
 
 
 
 

知
内 

市
郎
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
両 

 
 
 
 

深
清
水 

勘
左
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 
 
 

新
保 

孫
左
衛
門 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
両 

 
 
 
 

蛭
口 

庄
左
衛
門 

 
 
 
 
 

 

〃 
 
 
 
 
 
 

沢 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

廿
両 

 
 
 
 
 

石
庭 

源
左
衛
門 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

四
拾
両 

 
 
 
 

寺
久
保 
吉
郎
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
弐
拾
両 

 
 
 

西
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
六
拾
両 

 
 
 

中
小
路
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
八
拾
両 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
百
両 

 
 
 

東
町 

１
０
６
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
九
十
両 

 
 
 

谷
組 

 
 
 
 
 
 
 
 

四
百
三
十
両 

 
 

弐
百
廿 

 

大
又 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
廿 

 
 

酒
藤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
十 

 
 

磯
源 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〆 
 

 

（
注
）
合
計
が
十
両
相
違
す
る
が
、
海
津
手
高
島
郡 

千
五
百
七
十
五
両
の
出
資
者
明
細
（
殆
ど
は
帯
刀
人
）
で
あ
る
、 

 
 

な
お
苗
字
省
略
者
は
次
の
帯
刀
人
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 

知
内
中
川
市
郎
右
衛
門
・
深
清
水
藤
原
勘
左
衛
門
・
新
保
黒
川
孫
左
衛
門
・
蛭
口
松
村
庄
左
衛
門
・
石
庭
野
崎 

源
左
衛
門
・
寺
久
保
黒
川
吉
郎
右
衛
門
・
大
又
饗
庭
（
大
黒
屋
）
又
兵
衛
・
酒
屋
角
野
藤
太
夫
・
磯
野
源
兵
衛 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
嶋
郡
惣
代 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
村
五
郎
左
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
川
市
郎
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋
長
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
井
郡
惣
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
浜
太
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
川
仁
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
塚
善
四
郎 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
七
丙
申
三
月
廿
八
日
夕 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
演
舌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
者
此
度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
次
男
元
之
助
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肥
前
唐
津
城
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
笠
原
主
殿
頭
様
へ
御
養
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
入
用
御
頼
ミ
二

付
割
付 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
半
金 

 

四
月
十
日 

納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 

五
月
五
日 

納 
 

１
０
７ 

 

天
保
七
甲
年
四
月 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門
殿 

 
急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者 

殿
様
御
儀
一
昨
年 

 
 

 
 

 

御
転
任
被
為
遊
候
段
、
格
別
之
恐
悦
之
御
儀
二

付
、
当
夏 

 
 

 

御
帰
国
被
為
遊
候
砌
、
大
津
駅 

御
止
宿
二

付
、
御
省
略
中
二
者

候 
 

 
 

 

得
共
、
右
駅
江

各
方
罷
出 

御
通
行
之
節
御
出
迎 
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御
機
嫌
御
伺
申
上
、
猶
又
於
御
本
陣 

御
目
見
被 

 
 

 
仰
付
被
下
置
候
様
、
銘
々
組
合
惣
代
連
印
を
以
、
願
書 

 
 

 
被
差
出
候
二

付
、
則
其
節
外
伺
御
用
二

付
、
御
国
表
江 

 
 

 

罷
出
申
上
置
候
処 

御
目
通
り
罷
出
候
儀
者

御
聞
済 

 
 

 

有
之
候
段
、
此
砌
江
戸
表
ゟ
申
来
候
得
共
、
此
度
之
儀
者 

 
 

 

御
帰
国
之
砌
、
甲
州
恵
林
寺
江

御
参
詣
之
上
、
木
曽
路
ゟ
中 

 

山
道
筋
御
通
行
被
為
遊
候
得
者

、
右
中
山
道
筋
之
内 

柏
原
駅
・
醒
井
駅
之
儀
、
御
領
分
之
儀
二

付
、
右
両
駅
之
内
江 

罷
出 

御
目
通
り
仕
儀
御
聞
済
二

付
、
柏
原
駅 

御
止
宿
江

罷
出
候
之
様
、
当
手
之
儀
者

手
合
致
候
之 

間
、
各
方
二

も
大
津
駅
者

止
メ
二

相
成
、
柏
原
駅
江

被
罷
出
候 

様
致
度
候
、
将
又
各
方
之
内
病
気
差
合
、
又
者

遠
足 

 
 

等
難
相
成
銘
々
も
可
有
之
義
二

付
、
此
儀
も
前
以
取
究 

置
度
存
候
得
者

、
別
紙
名
前
帳
壱
冊
指
遣
候
二

付
、
差 

合
之
銘
々
者

、
各
右
帳
面
二

病
気
差
支
二
而

、
不
参
之
次
第 

相
記
可
被
差
贈
候
、
尤
差
掛
り
病
気
之
次
第
二
而

差
支
二 

 
 

 

１
０
８ 

 
 

 

相
成
候
儀
二

付
、
若
不
分
明
之
病
気
二

候
得
者

、
病
気
取
究 

 
 

 

其
段
相
記
可
被
置
候
、
江
戸
表 

御
発
駕
并

柏
原
駅 

 
 

 

御
止
宿
御
日
限
之
儀
者

、
尓
今 

御
沙
汰
無
之
候
得
者

、 

 
 

 

追
而

江
戸
表
ゟ
御
沙
汰
次
第
、
急
廻
状
を
以
相
触
候
間 

其
節
申
入
候
得
ハ
、
銘
々
麻
上
下
持
参
、
右
日
限
二

柏
原
駅 

 
 

 

江

可
被
罷
出
候
、
尤
役
所
ゟ
も
自
分
并

手
代
之
内
、
罷
出
候 

 
 

 

儀
二

付
、
是
亦
兼
而

可
被
相
心
得
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

五
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

右
廿
六
日
拝
見 

 
 
 
 
 
 
 
―
―

足
立
東
右
衛
門
殿 

五
十
川 

 
  

松
井
与
一
右
衛
門
殿 

古
賀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

太
平
次
殿 

五
十
川 

 
 

 

松
村
庄
左
衛
門
殿 

 

蛭
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

霜
降 

 
 
 

井
関
紋
輔
殿 

 
 
 

西
浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
関
吉
郎
次
殿 

西
浜 

 
 
 

中
川
市
郎
右
衛
門
殿 

知
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

太
田 

 
 
 

 

平
山
太
右
衛
門
殿 

 

新
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

太
右
衛
門
殿 

五
十
川 

 
  

足
立
平
五
郎
殿 

 
 

五
十
川 

（
注
）
文
化
十
一
（
１
８
１
４
）
年
に
以
後
倹
約
の
た
め
、
４
３
伊
賀
路
を
利
用
す
る
の
で
大
津
出
迎
停
止
の
決
定
が
あ

っ
た
が
、
今
回
は
転
任
（
保
泰
侍
従
叙
任
）
祝
儀
の
た
め
出
迎
を
願
っ
た
と
こ
ろ
、
今
回
は
藩
祖
吉
保
の
甲
府
墓

所
（
乾
徳
山
恵
林
寺
）
参
詣
の
た
め
、
甲
府
路
か
ら
中
山
道
を
経
て
の
帰
郡
と
な
る
た
め
柏
原
止
宿
と
な
る
の

で
、
出
迎
希
望
者
は
自
身
の
体
力
を
考
慮
し
て
記
帳
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

別
紙
帳
面 

右
名
前
之
内
病
気
差
支
二
而

、
難
罷
出
銘
々
者

、
名
前
之
上
江 

 
 

 

其
旨
相
記
可
被
申
候
、 

以
上 

 
 
 
 
 

私
義
此
節
足
痛
二

て
遠
路
歩
行
仕
兼
候
二

付
不
参
仕
候
、
乍
恐
宜 

 
 
 
 
 

御
執
成
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 

外 

井
関
吉
郎
次 

同
汶
輔 

 
 
 
 

太
平
次 

 
 
 

同
断 

 
 

 
 

 

五
月
廿
九
日
明
六
ツ
時
前
、
態
与
飛
脚
到
来
弐
人 

 
 

 
 
 
 
 

尚
々
本
文
柏
原
宿
江

被
罷
出
候
儀
者

、
右
宿
方 

 
 
 
 
 

吉
村
佐
八
郎
与

申
者
方
へ
向
ケ
被
罷
出
申
べ
く
候 

以
上 

 

以
急
廻
状
申
達
候
、
然
者

此
間
相
触
候 

 
 

 

殿
様
弥
来
ル
朔
日
、
柏
原
宿 

御
止
宿
二
而

、
御 

 
 

 

御
通
行
被
為
遊
候
之
段
、
金
堂
役
所
ゟ
申
越
候
間 

 
 

 

其
許
方
無
差
支
、
弥
右 

御
通
行
之
節
、
柏
原 

１
０
９ 

 
 

 
宿
江

被
罷
出
候
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
来
ル
晦
日
迠
二

右
宿
江 

 
 

 

無
間
違
可
被
罷
出
候
、
尤
病
気
又
者

無
拠
差
支 

 
 

 

等
二
而

、
不
参
之
者
有
之
候
得
者

、
銘
々
名
前
之
下
江 

 
 

 

付
紙
二
而

、
断
書
相
記
可
被
申
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

五
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

判 
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足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

多
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

与
一
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
五
郎 

 
 
 
 
 

 

当
申
年
夏
中
雨
天
二
而

、
湖
水
大
込
前
代
未
聞
之
事 

八
月
十
三
日
夕
方
大
風
二
而

稲
大
損
し
実
不
入
、
志
賀
高
嶋
山
寄
セ
ノ
村 

大
二

凶
作
也 

 
 
 

依
之
村
方
金
子
入
用
二

付
、
京
都
ゟ
借
用
証
文
之
写 

（
注
）
天
保
七
申
年
は
長
雨
出
水
に
よ
り
、
全
国
的
に
大
飢
饉
で
一
時
米
価
が
二
百
匁
を
付
け
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

借
用
申
金
子
之
事 

一 

金
二
百
五
拾
両
也 

 
 

但
利
年
一
割 

 
 

 

右
者

当
年
大
凶
作
二
而

、
村
方
一
統
来
酉
年
飯
米
手
当
無
御
座 

 

 
 
 

難
渋
仕
候
二

付
、 

御
地
頭
様
御
年
貢
米
致
買
納
、
飯
米
手
当 

 
 
 

仕
候
処
右
代
銀
差
支
、
致
方
無
之
候
二

付
、
無
拠
御
願
申
上
候 

 
 
 

所
、
早
速
御
承
知
被
成
下
、
右
之
金
高
慥
二

借
用
仕
候
処
実
正
也 

 
 
 

御
返
済
之
儀
者
、
来
酉
年
霜
月
切
二

、
元
利
急
度
相
立
て
可
申
候 

 

 
 
 

右
二

付
小
百
姓
之
者
ゟ
者

、
所
持
之
田
地
為
質
物
、
庄
屋
・
年
寄
・
組
頭 

 
 
 

方
へ
取
置
候
間
、
万
一
返
済
都
合
難
出
来
候
共
、
貴
公
様
へ
ハ
印 

 
 
 

形
人
之
者
共
引
受
、
右
田
地
を
以
無
相
違
都
合
、
返
済
可
申
上
候 

 
 
 

為
後
日
連
名
請
印
証
文
仍
而

如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋
藤
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄
伝
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
七
丙
申
年
十
一
月 

 
 
 

組
頭
足
立
多
次
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 

外
二

五
十
両
京
升
安
口
入
返
済 

 
 

〃 

足
立
太
平
次 

 
 
 
 
 
 
 
 

弐
百
両
太
田
口
入
酉
十
月
返
済 

 
  

〃 
 
 

半
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 

善
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 

丹
蔵 

（
注
）
あ
れ
だ
け
献
金
等
で
経
済
力
を
示
し
た
五
十
川
村
が
、
凶
作
で
年
貢
米
を
買
い
入
れ
て
納
め
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
、
二
百
五
十
両
を
借
り
入
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
敢
え
て
他
所
か
ら
借
入
れ
る
方
策
を
取
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

 

１
１
０ 

 
 

天
保
八
酉
年
正
月
御
年
礼
七
日 

 
 

（
注
）
天
保
八
丁
酉
（
１
８
３
７
）
年 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

一 

当
酉
年
年
始
御
祝
儀
、
先
例
之
通
参
上
仕
可
奉
申
上
旨
、
被 

仰
聞
難
有
奉
畏
候
、
然
ル
処
私
義
此
節
足
痛
二
而

歩
行 

 
 

 

難
仕
罷
在
候
二

付
不
参
仕
候
、
乍
恐
此
段
書
付
を
以
御
断
奉 

 
 

 

申
上
候 

 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
八
酉
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

（
注
）
こ
の
年
春
に
大
塩
平
八
郎
の
決
起
が
あ
り
、
郡
山
藩
も
倉
銀
峠
に
出
兵
待
機
さ
せ
て
い
る
。 

「
家
譜
附
録
」
天
保
八
年
丁
酉
二
月
廿
六
日
、
水
野
越
前
守
忠
邦
以
書
付
伝
旨
曰
、
於
大
坂
地
有
結
党
用
火
器
以
乱

妨
市
中
者
、
速
出
人
数
可
補
之
、
且
臨
事
可
出
馬
、（
時
保
泰
在
郡
山
）
江
府
家
臣
等
、
以
急
使
注
進
其
事
、
前

是
同
十
九
日
朝
、
大
坂
市
中
失
火
既
而
火
勢
盛
、
往
々
逼
于
御
城
、
使
家
臣
出
人
数
于
倉
峠
・
・
・
・
・
・ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

去
春
も
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
於
白
鬚
大
明
神
之
神
前 

 
 
 

 
 

 

乍
恐 
御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼 

 
 

 

申
候
所
、
右
社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
去
春
同
様
二

奉
差 

上
度
候
、
乍
恐
御
受
納
被
為
遊
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候 
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右
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 

天
保
八
酉
年
二
月 

 

右
廿
六
日
御
札
共
持
参 

 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 

廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

申
談
度
儀
有
之
候
間
、
明
七
日
当 

御
役
所
へ
可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

三
月
六
日 

 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

太
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

新
次
郎
殿 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

此
度 

御
上
調
達
銀
之
儀
二

付
、
足
立
新
次
郎
・
足
立 

太
右
衛
門
登
京
致
候
処
、
尓
今
帰
村
無
之
哉
、
何
卒
調
不
調
之
義
否
承
知
之
上 

早
々
御
国
表
江

御
伺
申
上
度
二

付
、
帰
村
次
第
当
方
江

被
罷
出
候
様
、
可
被
取
計
候 

右 

１
１
１
・
１
１
２ 

可
申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

三
月
十
七
日 

（
注
）
本
件
は
極
め
て
奇
妙
な
文
意
で
、
代
官
と
帯
刀
人
に
何
ら
か
の
不
調
和
を
感
じ
る
が
、
或
い
は
前
年
凶
作
時
の 

取
立
て
に
関
す
る
不
満
の
意
志
表
示
か
。 

  
 

 

猶
々
京
都
表
御
講
会
之
儀
、
当
月
廿
三
日
・
四
日
両
日
二

相
勤
候
二

付
、
乍
御
太
儀 

 
 

 

其
許
儀
同
廿
二
日
着
之
様
、
出
京
被
致
候
様
致
度
存
候 

以
上 

右
廿
日
立
二
而

登
京
廿
一
日
四
ツ
時
京
着
、
海
津
ゟ
岡
田
良
兵
衛
様
出
役 

（
注
）
岡
田
は
文
政
九
（
１
８
２
６
）
年
赴
任
の
書
役
で
あ
る
。 

 
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

当
月
働
金
、
各
方
二
而

金
百
両
調
達
之
義 

御
請
披
申
置
候
処
、
御
操
合
二

付
、
来
月
御
借
入
之
儀
申
来
候
間 

此
段
承
知
之
上
、
来
月
中
旬
調
達
被
致
候
様
致
度
候
、
右
可 

申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中―

―
―

 

 
 

 
 
 

四
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

太
右
衛
門
殿 

 

１
２
８
（
附
紙
） 

 
 
 
 
 
 

一 

先
達
而

被 

仰
聞
候
当
月
調
達
金
之
儀 

 
 
 
 
 
 
 
 

私
共
五
十
金
ツ
ヽ
調
達
仕
候
様
被
仰
聞
奉 

 
 
 
 
 
 
 
 

畏
御
請
奉
申
上
候
、
然
ル
所
当
年
之
年
柄
二

付
、
私 

 
 
 
 
 
 
 
 

義
甚
不
廻
り
二

て
此
節
調
ひ
兼
、
難
渋
二

罷
在
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

何
卒
御
繰
替
被
成
下
候
義
も
御
出
来
候
者

、
減
少 

 
 
 
 
 
 
 
 

之
義
、
御
願
奉
申
上
度
候
、
一
旦
御
請
申
上
候
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

故
、
甚
以
恐
入
候
義
二

御
座
候
得
共
、
不
得
止
事
奉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
思
召 

 
 
 
 
 
 
 
 

願
上
候
、
相
成
候
義
二

御
座
候
者

、
御
憐
愍
を
以 

 
 
 
 
 
 
 
 

減
少
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
誠
以
難
有
仕
合
奉
存
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

右
之
段
乍
恐
各
様
迄
奉
願
上
候
、
冝
執
成 

 
 
 
 
 
 
 
 

被
遊
被
下
候
様
、
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酉
四
月
十
三
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
須 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田 

 
 

 
（
注
）
こ
の
附
紙
は
、
錯
簡
し
て
い
る
の
で
、
番
号
は
そ
の
ま
ま
で
、
挿
入
位
置
を
変
更
し
た
。 

 

（
付
紙
） 

 
 
 
 

京
御
留
主
居 

今
立
六
郎 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

番
頭
御
年
寄 

薮
田
熊
之
允 

十
九
才 

 

 
 
 
 
 
 
 

天
保
八
酉
年
四
月 

月
番 
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九
月
廿
七
日 

御
毛
見
大
通
御
休 

岡
野
祖
右
衛
門
様
・
塚 

夫
治
太
様 

 

（
注
）
塚 
夫
治
太
に
つ
い
て
は
９
２
九
月
二
十
八
日
（
注
）
参
照
。
こ
の
時
は
「
勘
定
奉
行
｝
で
あ
る
。 

 

天
保
九
戌
年
正
月
七
日
御
年
礼 

（
注
）
天
保
九
戊
戌
（
１
８
３
８
）
年 

 
多
右
衛
門
相
勤 

六
日
立
二
而

、
村
方
同
道
舟
二
而 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

浅
井
同
席
之
由 

八
日
夕
方
帰
村 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
日
立
二
而 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 
 
 

平
五
郎
ハ
愛
宕
山
代
参
二

付
不
参 

一 

当
戌
年
年
始
御
祝
義
、
先
例
之
通
参
上
仕
可
奉
申
上
旨
、
被 

 
 
 

仰
聞
難
有
奉
畏
候
、
然
ル
処
私
義
旧
冬
ゟ
足
痛
二
而

遠
路
歩
行 

 
 
 

難
仕
候
二

付
無
拠
不
参
仕
候
、
此
段
乍
恐
書
付
を
以
御
断 

 
 
 

奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

天
保
九
年
戌
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 

１
１
３ 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 
 
 
 

昨
年 

 

一 

去
春
も 

御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
、
於
白
鬚
大
明
神
之
神
前 

 
 
 

 
 
 

乍
恐 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷 

相
頼
申
候
所
、
右
社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被
被
為
遊
、
宜
敷
御
執
成
被
成
下
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合 

奉
存
候
、
右
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

天
保
九
戌
年
二
月 

 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

二
月
廿
五
日
白
鬚
大
明
神
御
祈
祷
御
札
持
参
旁 

乍
序
隠
居
願
ひ
書
付
を
以
、
内
々
高
橋
氏
へ
申
談
候
所 

 
 

 

隠
居
願
之
義
ハ
、
無
用
ノ
事
可
有
御
座
、
此
侭
二
而

随
意
二

相
勤
候
様 

 
 

 

厚
く
被
仰
聞
候
間
、
願
書
持
帰
り
候
事 

（
注
）
手
代 

高
橋
彦
次
郎
か
ら
の
助
言
に
よ
り
隠
居
願
は
提
出
せ
ず
。 

  
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

各
方
江

申
談
儀
有
之
間
、
当 

 
 

 

御
役
所
江

召
呼
可
申
談
処
、
幸 

御
用
向
二

付
、
手
代
岡
田
良
兵
衛 

 
 

 

明
八
日
五
十
川
村
江

差
出
候
間
、
委
細
之
義
者

同
人
ゟ
可
申
談
二

付
、
右 

 
 

 

村
役
宅
江

夕
七
ツ
時
迄
二

可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

四
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中―

―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
右
衛
門
殿 

 
 

同
十
五
日
御
巡
見
様
へ
御
馳
走
出
役
之
事
也 

（
注
）
本
件
用
務
は
十
五
日
の
巡
見
接
待
用
務
の
依
頼
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
海
津
へ
呼
付
け
る
べ
き
と
こ
ろ
、
岡
田

が
五
十
川
に
行
く
機
会
が
あ
る
の
で
、
村
役
宅
に
来
る
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
権
柄
づ
く
の
感
が

あ
る
。 

  
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

江
戸
表
よ
り
被
申
越
候
二

ハ
、
此
度
西
丸 

 
 

炎
上
二

付
、
御
臨
時
御
入
用
金
之
儀
、
当
手
二

お
ゐ
て
金
四
千
両 

 
 

程
臨
時
調
達
取
計
候
様
、
御
国
表
御
用
金
方
ゟ
被
仰 

 
 

遣
候
二

付
、
談
合
二

お
よ
ひ
度
儀
有
之
間
、
来
ル
十
六
・
七
日
之 

 
 

内
、
乍
御
太
儀
当
方
江

可
被
罷
出
候
様
致
度
存
候
、
右
可
申
入 

 
 

如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中 

 
 
 
 
 
 
 

四
月
十
三
日 

１
１
４ 

 
 
 
 
 
 

 
足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
人
支
配
人
可
罷
出
事 
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足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

太
右
衛
門
殿 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日
置
市
三
郎
殿 

 

尚
々
此
廻
状
早
々
順
達
留
り
之
方
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

可
相
返
候 

以
上 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
８
） 

同
年
三
月
十
日 
西
丸
失
火
二

付
、
御
見
舞
御
入
用
金 

 
 
 
 
 
 
 

海
津
手
二
而

四
千
両
調
達
、 

内 
 
 

千
六
百
両 

 

浅
井
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

弐
千
四
百
両 

 

高
嶋
郡 

引
受
調
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
月
十
六
日
割
合 

（
注
）「
家
譜
附
録
」
三
月
十
日
朝
、
西
丸
御
城
中
失
火
、
保
泰
因
病
、
名
代
保
興
率
人
数
到
詰
場
・
・
・ 

四
月
三
日
、
於
白
書
院
縁
頬
、
井
伊
掃
部
頭
直
亮
并

老
中
列
座
、
脇
坂
中
務
大
輔
・
・
・
・
伝
命
曰
、
由
西
丸
御 

城
御
普
請
、
窃
願
献
金
之
旨
達
上
聞
乃
許
願
、
命
奉
献
三
万
金
之
事
給
、
可
被
加
御
普
請
御
用
也 

 
 

１
１
４
（
続
） 

 
 
 

右
二

付
四
月
十
六
日
昼
後
ゟ
太
右
衛
門
海
津
行 

 
 
 
 
 

訳 

四
千
両 

内 
 

   

千
六
百
両 

 

浅
井
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
千
四
百
両 

   

高
嶋
郡 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
割 

六
百
五
十
両 

海
津
三
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
百
両 

 
 

饗
庭
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
三
十 

 

水
所
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
百
五
十 

 

谷 

組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
百
廿 

 
 

山
方
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
五
十 

 

 
 
 
 

六
百
両 

饗
庭
組 

 
 
 
 
 
 

わ
り 

百
九
十 

 
 

霜
ふ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
四
十
五 

 

五
十
川 

 
 
 
 

同
五
月 

 

百
十 

 
 
 

太
田 

 
 
 
 
 

上
納 

 

七
十
五 

 
 

三
尾
里 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
十
五 

 
 

田
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十 
 
 
 
 

下
古
賀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
五 

 
 
 

梅
原 

 
 

（
注
）
前
回
三
万
両
（
高
島
郡
二
千
八
百
両
）
の
恐
喝
に
お
い
て
は
大
又
（
霜
降
）
が
四
百
両
と
大
口
で
あ
っ
た
が
、
今

回
の
二
千
四
百
両
で
は
百
九
十
両
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
江
戸
大
又
も
火
災
被
害
を
受
け
た
か
。 

 
 

 

天
保
九
戌
年 

四
月
十
四
日
御
巡
見
、
大
溝
御
立
二
而

今
津
休
、
海
津
御
泊
り 

 
 
 
 
 

十
五
日 

同 
 

海
津
御
立 

今
津
休
、
朽
木
御
泊
り 

 
 
 
 
 
 

右
二

付
十
四
日
八
ツ
時
よ
り
深
清
水
村
江

出
役 

 
 
 
 
 

十
五
日
朝
同
村
北
ノ
入
口
二
而

御
機
嫌
窺 

黒
縮
緬
羽
織
二

野
袴
着 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
下
内
記
様 

御
取
次 

最
上
十
五
郎
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
尾
織
部
様 

 

同 
 

高
井
作
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

筧 

新
太
郎
様 

同 
 

菊
田
忠
司 

様 

 
 

 
 

 

右
出
役
相
勤
二

付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
壱
両 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
者
御
巡
見
御
通
行
之
砌
、
罷
出
相
勤
候
二

付 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為
御
賞
被
下
之 

 
 

今
中
幸
右
衛
門 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戌
六
月 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
８
） 

 
 

 
 

天
保
九
戌
四
月
十
四
日
今
津
休
、
海
津
泊
、
十
五
日
今
津
休
、
朽
木
泊 

 

 
 
 
 
 

御
巡
見 

二
千
石 

       

木
下
内
記
様 

 
 

御
用
人 

佐
田
直
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

森
川
新
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

二
千
五
百
石 

 

石
尾
織
部
様 

 
  

同 
      

村
田
友
之
輔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井
喜
平
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

千
五
百
石 

  

筧
新
太
郎
様   

 
  

同 
 

  

菊
田
武
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
泰
輔 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
十
五
朝
、
海
津
御
立
ノ
節 
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沢
村 

 
 
 

足
立
多
右
衛
門 

出
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新
保
村 

 
 

 

同 

新
次
郎 

  

出
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

深
清
水
村 

 
  

々 

東
右
衛
門 

出
役 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
１
４
（
続
） 

         

急
廻
状 

 
 
 

急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

御
出
郡
御
代
官
ゟ
被
仰
越
候 

 
 
 

急
御
用
之
儀
二

付
、
申
談
度
儀
有
之
間
、
今
日
中
二 

 
 
 

乍
御
太
儀
、
当 

御
役
所
江

可
被
罷
出
候
、
尚
委
細
者 

 
 
 

其
節
可
申
談
候
、
右
可
申
入
如
此
候 

以
上 

 

役
所 

 
 
 
 

五
月
十
一
日 

 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

々 

新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
尾
里
村 

 

日
置
市
三
郎
殿 

 

１
１
５ 

 
 
 

右
十
一
日
八
ツ
時
ゟ
新
次
郎
・
市
三
郎
・
平
五
郎
、
海
津
へ
参
上
候
所
、
此
度 

 
 
 

殿
様
御
病
気
二

被
為
有
候
二

付
、
役
所
始
銘
々
村
々
白
鬚
大
明
神
江 

 
 
 

参
詣
仕
、
御
祈
祷
相
頼
可
申
間
、
此
段
相
心
得
可
申
被
仰
候
二

付
、
則
翌
早
朝 

 
 
 

市
三
郎
・
平
五
郎
白
鬚
へ
参
上
、
社
司
へ
此
段
相
願
候
処
、
即
刻
取
掛
り 

 
 
 

当
十
二
日
ゟ
一
・
七
日
御
祈
祷 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
村
二

ハ
十
二
日
夕
ゟ
千
文
祓
御
百
燈
祈
念 

 
 
 
 
 

十
四
日 

参
詣 

海
津
ゟ
川
合
・
高
橋
参
詣 

 
 
 
 
 

十
五
日 

雨
降 

 
 
 
 
 

十
七
日 

御
札
到
来 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

願
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

殿
様
御
儀
、
被
為
有
御
不
例
候
段
、
奉
恐
入
為 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
病
気
御
本
快
、
於
当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
鬚
大
明
神
社
頭
一
・
七
日
之
間
、
抽
丹
精
御
祈 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
申
上
候
、
依
之
御
祈
祷
御
札
奉
差
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

願
主―

―
―
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
九
戌
年
五
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
司 

入
江
右
近 

印 

 
 
 
 
 
 
 

右
之
通 

今
中
幸
右
衛
門
殿
一
枚 

御
支
配
・
書
役
中
一
枚 

 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人
廿
一
人
一
枚 

 

三
十
一
村 

壱
枚 

 
 
 
 
 
 
 

外
二

社
司
入
江
氏
一
枚 

〆
御
札
五
枚 

 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
８
） 

同
五
月
十
一
日
八
ツ
時
、
急
御
召
二

付
海
津
行 

殿
様
御
病
気
二

被
為
有
候
二

付
、
役
所
始
銘
々
村
々
白
鬚
大
明
神
江

参 

詣
仕
、
御
祈
祷
相
頼
ミ
可
申
間
、
此
段
相
心
得
可
申
被
仰
候
二

付
、
則
翌 

早
朝
白
鬚
へ
参
上
、
社
司
へ
此
段
相
願
候
所
、
即
刻
取
掛
り
当
十
二
日 

ゟ
一
・
七
日
御
祈
祷
、
当
村
二

ハ
十
二
日
夕
よ
り
宮
様
二
而

御
百
燈
千
文
祓
祈
念 

 

 
 
 

十
四
日
参
詣 

川
合
作
左
衛
門
・
高
橋
鶴
蔵 

十
五
日
北
方
帯
刀
人
村
々
参
詣 

 
 
 

十
七
日
御
札 

 

願
文 

 
 
 
 
 

殿
様
御
儀
、
被
為
有
御
不
例
候
段
、
奉
恐
入
為 

御
病
気
御
本
快 

 
 
 
 
 

於
当 

白
鬚
大
明
社
頭
一
・
七
日
之
間
、
抽
丹
誠
御
祈
奉
申
上
候 

 
 
 
 
 

依
之
御
祈
祷
御
札
奉
差
上
候 

以
上 

 

願
主―

―
―
―
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
九
戌
年
五
月 

 
 
 

社
司 

入
江
右
近 

印 
 

（
同 

２
０
９
） 

 
 
 

右
之
通
御
代
官
今
中
氏
一
枚 

 

同
御
支
配
三
人
・
書
役
二
人
一
枚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
習
高
橋
壱
人 

 
 
 
 
 
 

帯
刀
人
廿
一
人
一
枚 

 

三
十
一
ケ
村
よ
り 

一
枚 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

外
二
社
司
ゟ
一
枚 

 
 

都
合
五
枚
各
箱
入 

  
 
 

右
御
礼 

 

今
中
氏
ゟ
弐
百
疋 

高
橋
彦
次
郎 

川
合
作
左
衛
門    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
須
宗
平 

 

羽
岡
凌
右
衛
門 

ゟ
三
百
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田
良
兵
衛 

高
橋
鶴
蔵 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人
廿
一
人
ゟ
三
百
疋 

 

三
十
壱
ケ
村
ゟ
金
三
両 
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外
二 

茶
料 

 

百
疋 

 
 
 

外
二

茶
料 

（
注
）
合
計
五
両
一
分
で
、
ほ
ぼ
百
万
円
の
出
費
で
あ
る
。
村
方
三
両
は
過
大
の
よ
う
に
思
う
。 

１
１
５
（
続
） 

十
七
日
海
津
ゟ
御
使
、
此
度
御
札
献
上
二

付
、
惣
代
と
し
て
願
書
可
差
上
二

付 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
御
願
奉
申
上
候 

一 

殿
様
御
儀
於
江
戸
表
、
被
為
入
御
太
病
候
段
、
承
知
仕
奉
恐
候
、
依
之 

 
 
 

被
為
遊 

御
平
癒
候
様
、
当
国
白
鬚
大
明
神
於
社
前
、
乍
恐
御
祈 

願
之
儀
相
頼
候
二

付
、
右
御
札
壱
枚
奉
献
納
度
奉
存
候
間
、
何 

卒
此
段
御
聞
済
御
座
候
様
、
冝
御
執
成
被
仰
上
被
成
下
度
、
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
州
高
嶋
郡
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
庄
屋
格
帯
刀
人
廿
弐
人 

 
 
 

天
保
九
戌
年
五
月 

 
 
 
 
 

惣
代 

大
村
五
郎
左
衛
門 

 

小
荒
路
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

角
野
藤
太
夫 

 
 
 

中
小
路
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
井
又
兵
衛 
 
 
 

東
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

五
十
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
川
市
郎
右
衛
門 

 
知
内
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
崎
源
左
衛
門 

 
 

石
庭
村 

 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 
 

右
印
形
い
た
し
遣
候 

 

 

１
１
６ 

 
 
 

右
御
祈
祷
御
札 

 
    

一 

金 

弐
百
疋 

今
中
氏 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

大
村
五
郎
左
衛
門 

小
荒
路
村 

 
 

一 

〃 

三
百
疋 

高
橋
彦
次
郎
様    

一 

金 

三
百
疋 

   

足
立
東
右
衛
門 

    

五
十
川
村 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

那
須
宗
平
殿                                             

〃 

太
平
次 

 
    

五
十
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

岡
田
良
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 

      

角
野
藤
右
衛
門 

    

中
小
路
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

川
合
作
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 

   

饗
庭
又
兵
衛 

 
    

霜
降
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

羽
岡
凌
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 

      

井
関
吉
郎
次 

 
    

西
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

高
橋
鶴
蔵
殿 

 
 
 
 
 

   
 

    

角
野
藤
太
夫 

 
    

中
小
路
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

伊
丹
易
左
衛
門 

    

石
庭
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

足
立
新
次
郎 

 
   

太
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

足
立
多
右
衛
門 

   

五
十
川
村 

 
 

一 

金
三
両 

三
十
一
ケ
村 

 
 
 

        
 
 
 

    

松
井
与
一
右
衛
門 

下
古
賀
村 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

松
村
庄
左
衛
門 

    

蛭
口
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

井
関
汶
助 

 
 

    

西
浜
村 

 
 
 
 

外
二

御
茶
料 

村
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

黒
川
吉
郎
左
衛
門    

寺
久
保
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

松
井
又
兵
衛 

 
 

 

東
町 

 
 
 
 
 
 

御
茶
料 

百
疋 

帯
刀
廿
一
人 

 
 
 

     

中
川
市
郎
右
衛
門    

知
内
村 

 
 
 
 
 
 
 

壱
人
分
弐
匁
九
分
八
り
壱
毛
ツ
ヽ 

 
     

粟
津
新
蔵 

 
 

   

山
中
村 

 
 
 
 
 

右
十
八
日
満
願
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

沢
田
太
右
衛
門 

   

上
開
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

水
口
作
兵
衛 

 
   

森
西
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

足
立
平
五
郎 

 
   

五
十
川
村 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

野
崎
源
左
衛
門 

   

石
庭
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

磯
野
源
兵
衛 

 
   

東
町 

 

（
注
）
帯
刀
人
人
数
は
二
十
二
人
（
一
名
多
い
）、
二
匁
九
分
八
厘
一
毛
で
二
十
一
人
で
あ
れ
ば
六
十
二
匁
六
分
、 

 
 
 

二
十
二
人
で
あ
れ
ば
六
十
五
匁
五
分
八
厘
で
完
全
に
一
両
（
四
百
疋
）
に
な
る
。
茶
料
百
疋
と
祈
祷
料
三
百
疋
と

な
る
の
で
、
こ
れ
が
妥
当
な
気
が
す
る
。 

 

戌
五
月
廿
五
日
、
殿
様
御
病
気
不
為
成
御
叶
、
御
逝
去
之
由 

 
 

 

六
月
六
日
出
御
廻
状
鳴
物
停
止
触 

 
１
１
７
（
挿
入
） 

 
 

 
従
四
位
侍
従
前
甲
州
刺
史
源
朝
臣
保
泰 

 
 
 
 

俊
徳
院
殿
仁
嶽
高
猷
大
居
士 

 
 

（
注
）
保
泰
公 

信
近
公 

光
雄
公 

勝
三
郎
公 

右
八
郎
公 

将
八
郎
公 

御
実
母
大
内
氏
初
子
様 

唆
徳
院
殿
仁
岳
高
猷
大
居
士 

 

天
保
九
戊
戌
年
五
月
十
日 

 

正
覚
山 

月
桂
寺 

 
 

「
唆
」
は
「
俊
」
・
「
峻
」
の
字
も
使
わ
れ
て
い
る
。 
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参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
９
） 

 
 

 

五
月
廿
五
日 

御
逝
去
之
由 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

従
四
位
侍
従
前
甲
斐
守 

源
朝
臣
保
泰
君 

 
 

 
 

 
 

俊
徳
院
殿
仁
嶽
高
献
大
居
士 

１
１
６
（
続
） 

同
十
日
早
朝
ヨ
リ
発
足
御
悔
申
上
候
事 

東
右
衛
門
・
新
次
郎
・
多
右
衛
門
、
外
二

神
主
伊
織 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尤
麻
上
下
二

テ
御
役
所
へ 

 
 
 
 

組
合
庄
屋
同
道 

 
 

 

右
御
霊
供
献
上 

此
わ
り
三
匁
四
分
九
り
七
毛
ツ
ヽ 

 
 
 
 

例
之
通
御
暇
叶
、
五
月
十
九
日
御
発
駕
御
手
当
之
所
、
御
病
気
二

附 

 
 
 
 

公
儀
よ
り
為
御
見
舞
、
河
野
権
右
衛
門
様
御
越
被
下
候
由 

（
注
）
家
譜
附
録
「
五
月
廿
五
日
、
保
泰
疾
既
危
篤
之
状
達
上
聞
、
上
使
河
野
権
右
衛
門
通
訓
来
臨
、
蒙
御
問
同
日
酉
時

保
泰
卒
」 

恐
ら
く
上
使
来
訪
時
は
死
亡
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
上
使
見
舞
い
迄
は
危
篤
と
し
て
置
く
。 

 
 

な
お
御
霊
供
に
つ
い
て
は
計
算
不
能
。 

 

七
月
十
二
日
、
殿
様
御
家
督
被
為
蒙 

仰
付
候
由
、
村
方
へ
御
廻
状
来 

 
 

 

八
月
三
日
、
海
津
行
麻
上
下
着
二
而

、
御
役
所
へ
出 

   

東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

多
右
衛
門
、
供
巳
之
助 

 
 
 
 
 

御
家
督
恐
悦
申
上
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

外
二

神
主
勇
蔵
同
道 

 
 

 

右
御
祝
儀
献
上
、
此
わ
り
四
匁
三
分
八
り
五
毛
ツ
ヽ 

 

御
扇
子
料
へ
き
上
出
ス 

 

（
注
）
こ
れ
は
二
名
で
八
匁
七
分
七
厘
で
、
南
鐐
二
朱
銀
と
へ
ぎ
代
と
思
わ
れ
る
。 

 

当
七
月
十
六
日
御
伺
之
通
、
殿
様
御
名
甲
斐
守
様
与

御
改
被
遊
候 

 
 
 

右
之
訳
、
村
中
大
小
之
百
姓
末
々
至
迄
、
悉
可
為
申
聞
者
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 

白 

衛
七
郎 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

内
蔵
允 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 

祖
右
衛
門 

 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
９
） 

七
月
十
二
日
、
御
家
督
被
為
蒙 

仰
候
由
、
八
月
三
日 

恐
悦
申
上
候
事 

（
注
）
「
家
譜
附
録 

天
保
九
年
戊
戌
七
月
十
二
日
、
於
脇
坂
中
務
大
輔
安
菫
宅
、
井
伊
掃
部
頭
直
亮
并
老
中
列
座
、
中

務
・
・
・
伝
命
曰
、
賜
亡
父
保
泰
遺
領
於
保
興
」 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 

１
１
８ 

 
 
 
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者 

 
 
 
 

殿
様
当
秋 

御
帰
国
之
砌
、
大
津
駅
御
本
陣 

 
 
 
 

御
止
宿
被 

仰
出
候
処
、
当
時
者

御
省
略
中
之
義
二

付 

 
 
 
 

御
目
見
等
無
之
候
得
共
、
当
年
之
儀
者 

御
入
部
之
事
故 

 
 

 
 
 
 

御
目
見
等
致
度
銘
々
も
有
之
候
得
者

、
取
究
早
々
可
被
申
出
候 

 
 
 
 

右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

七
月
廿
二
日 

 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廿
弐
人 

 
 
 
 
 

追
而

病
気
差
支
等
二
而

不
参
之
面
々
者

、
其
段
別
紙
帳
面
可
被
相
記
候
以
上 

 
 
 
 

右
八
月
二
日
昼
拝
見
、
八
月
三
日
海
津
行 

（
注
）
大
津
宿
で
の
御
目
見
は
省
略
中
で
あ
っ
た
が
、
入
部
（
藩
主
の
初
入
国
）
の
特
例
と
し
て
実
施
。 

  
 
 
 

八
月
四
日
昼
過 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者 

 
 
 
 

殿
様 

御
入
部
之
砌
、
大
津
表
二

お
ゐ
て
御
目
見
被 

仰
付
候
間 

 
 
 
 

病
気
差
支
等
無
之
候
而

、
罷
出
度
銘
々
有
之
候
得
者

、
別
紙 

 
 
 
 

帳
面
二

相
記
可
申
段
、
先
達
而

相
触
候
処
、
尓
今
罷
出
候
共 

 

 
 
 
 

病
気
差
支
二
而

不
参
共
難
相
分
二

付
、
態
飛
脚
を
以
申 

 
 

入
候
、
且
又
大
津
表
二

お
ゐ
て 

御
目
見
相
済
候
上 

御
国
表
江

罷
出 

御
家
督
并 

御
入
部
御
歓
申
上
候 

義
も
、
是
又
同
様
差
支
之
筋
も
有
之
歟
、
又
者

罷
出
候
義
二 

有
之
候
得
者

、
其
段
別
紙
帳
面
雛
形
之
通
、
右
帳
面
二

書 

記
可
被
差
越
候
、
右
申
入
度
態
飛
脚
を
以
如
此
候 

以
上 



 79 

 
 

 
 
 
 

八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

今
中―

―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎 

御
触
之
趣
奉
畏
候
、
御
止
宿
之
節
、
無
間
違
私
義
大
津
表
ゟ 

直
様 

御
国
表
へ
罷
出
可
申
候
、
為
其
御
請
申
上
候 

以
上 

 
 
 

八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
右
衛
門 

八
月
九
日
立
京
講
登
り 

 
 
 
 

平
五
郎 

 

太
平
次
ハ
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
断
書
付 

 

１
１
９ 

 
 
 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者 

殿
様
御
儀
、
来
月
四
日
江
戸
表
御
発
駕
二
而

、
御
道
中 

 
 
 

御
差
支
も
無
御
座
候
得
者

、
同
十
六
日
大
津 

御
止
宿
之
旨
、
御
内
決
被
仰
出
候 

 
 
 

段
、
大
津
御
蔵
屋
鋪
ゟ
申
来
り
候
、
依
之
各
方
之
内
江

先
達
而

相
触 

 
 
 

候
通
、
出
津
之
上 

御
目
見
被
致
候
義
、
相
違
も
有
之
間
鋪
候
得
共 

 
 
 

為
念
今
一
応
申
達
候
、
弥
無
指
支
等
出
津
被
致
候
ハ
ヽ
、
十
四
日
大
津 

 
 
 

着
之
上
、
同
所
御
屋
鋪
戸
沢
太
右
衛
門
方
江

相
届
被
申
候
、
乍
併 

 

 
 
 

先
達
而

相
触
候
後
、
病
気
指
支
等
も
出
来
候
而

、
罷
出
候
之
義 

 
 
 

難
相
成
義
有
之
候
得
者

、
来
ル
廿
九
日
迄
二

可
被
申
出
候
、
差
支 

 
 
 

無
之
義
二

候
得
者

、
罷
出
候
儀
二
者

不
及
候
之
間
、
此
段
承
知
可
被 

 
 
 

致
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

八
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
多
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
平
五
郎
殿 

 
 
 
 

廿
五
日
拝
見 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 

（
注
）「
間
鋪
」
は
「
ま
じ
く
」
、「
罷
出
候
儀
二
者

」
は
「
届
出
・
・
・
」
の
誤
写
、「
相
届
被
申
候
」
は
「
可
」
脱
か
。 

 
 

 

九
月
二
日
、
御
毛
見
御
休 

 

大
津
行
之
儀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
右
衛
門
不
参
申
上 

 
 

 

〃 

七
日 

大
通
り
渡
部
内
蔵
允
様
・
志
村
藤
七
様
御
休
ミ 

 
 

 

弥 

十
六
日
御
止
宿
二

付
、
十
四
日
未
明
二

出
立
、
平
五
郎
大
津
行
多
右
衛
門
同
道 

十
六
日
、
雨
降 

石
場
出
迎
、
御
本
陣
二

て
御
目
見
有
之 

 
 

 

十
七
日
朝
七
ツ
御
出
立
二

テ
京
都
へ
御
出 

二
条
御
城 

御
拝
見
二

テ 

 
 

 

壬
生
御
屋
鋪
御
一
宿 

（
注
）
壬
生
屋
敷
は
京
都
火
消
役
の
拠
点
と
し
て
、
享
保
九
年
（
吉
里
の
郡
山
転
封
）
に
購
入
し
た
抱
屋
敷
。 

  
 

 

御
家
督
御
入
部
御
歓
と
し
て
、
海
津
手
両
郡
よ
り
金
千
両
差
上
候 

 
 

 

右
上
納
仕
候
所 

殿
様
御
満
足
二

ハ
思
召
候
得
共
、
近
年
凶
作
二
而

難
渋
之
百
姓
共 

 
 

 

御
い
た
ハ
り
遊
し
、
不
残
御
下
二

相
成
申
候
得
共
、
金
堂
手
も
追
願
い
た
し
候
趣
二
而 

 
 

 

又
々
追
願
い
た
し
候
事
、
此
高
割
手
前
分
百
壱
匁
壱
分
四
り 

九
月
上
納 

 

（
注
）
家
督
相
続
・
入
部
祝
儀
と
し
て
、
海
津
手
か
ら
千
両
を
上
納
し
た
が
、
近
年
の
凶
作
の
中
で
の
祝
儀
無
用
だ
と 

し
て
辞
退
さ
れ
た
。
し
か
し
金
堂
手
も
追
願
し
た
の
で
当
手
も
追
願
し
受
納
さ
れ
た
。 

 
 

 

東
右
衛
門
の
負
担
分
は
約
一
両
二
分
程
度
で
あ
り
、
高
割
り
逆
算
か
ら
し
て
当
家
石
高
は
約
四
十
石
強
と
な
る
。 

  
 

 

十
一
月
廿
三
日
、
郡
山
着
之
積
り
二

て
、
当
方
ゟ
新
次
郎
・
多
右
衛
門
出
郡
、
浅
井

ハ
大
浜
太
郎
兵
衛
・
横
田
佐
兵
衛
、
北
方
ハ
大
村
五
郎
左
衛
門
・
角
野
藤
右
衛
門
、

都
合
十
五
日
分
日
役
六
匁 

 
 

 
御
繁
用
二

付
、
廿
八
日
御
祝
義
申
上
候
由
、
御
国
元
大
庄
屋
・
帯
刀
人
・
村
役
人
并

町

方
共
一
統
、
凡
二
百
四
五
十
人
計
之
由
、
右
御
扇
子
箱
献
上
并

諸
入
用
三
十
六
人
割

一
人
分
廿
三
匁
三
分
四
り
九
毛
、
村
方
へ
も
御
祝
御
酒
料
被
下
、
凡
壱
石
二

壱
分
程

也
、
庄
屋
二
而

十
二
月
十
四
日
酒
頂
戴 

 
 

 
 

 

又
手
前
共
ハ
別
二 

 

御
酒
料
銀
壱
匁 

足
立
東
右
衛
門 

 

但
是
ハ
御
家
督
御
歓
献
金 
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右
者
此
度
為
御
称
被
下
之 

 
 
 

御
返
礼
ナ
リ 

（
注
）
こ
の
「
凡
一
石
に
一
分
」
は
金
一
分
（
銀
十
六
匁
強
）
で
は
有
得
ず
、
銀
一
分
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
混
乱
を

避
け
る
た
め
「
金
一
分
」
を
「
金
百
疋
」
と
言
い
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

１
２
０ 

 
 

 

 
 
 

来
亥
正
月
御
年
礼
前
々
通
り
四
日 

 
 

十
二
月
十
七
日
取
立
、
高
橋
彦
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
合
作
兵
衛
殿 

演
舌
也 

同
五
日
二

ハ
殿
様
御
家
督
御
祝
ノ
御
酒
被
下
候
旨
、
但
御
国
表
へ
不
参
之
銘
々 

 

 

 
 

天
保
十
己
亥
正
月
四
日
、
御
年
礼 

 

（
注
）
天
保
十
己
亥
（
１
８
３
９
）
年 

 

 

三
日
発
足 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

包
物
ハ
海
津
二
而

拵 
 

多
右
衛
門 

献
上
御
扇
子
料
并

海
津
御
屋
敷
中
包
物
わ
り 

 
 
 
 
 
 

   

平
五
郎 

勤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
匁
四
分
六
毛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
二

金
平 

祝
義
ハ
此
方
二

拵
此
わ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
分
壱
り
ツ
ヽ 

 
 

 

五
日
、
御
祝
御
酒
・
御
吸
物
・
御
肴
被
下 

 
 
 
 

平
五
郎―

頂
戴
五
日
二

帰
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准 
 
 
 

 

東
右
衛
門
ハ
不
参 

 
 

 

去
戌
十
二
月
知
内
村
中
川
市
次
郎
、
苗
字
帯
刀
御
免
二

付
、
半
切
来
八
十
八
枚
有 

（
注
）
こ
の
文
の
「
帯
刀
」
の
横
に
「
准
」
と
あ
り
、
他
所
出
等
の
制
限
付
「
准
帯
刀
」
で
あ
る
。 

  
 

 

正
月
十
九
日
御
用
書
来 

 
 
 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

是
迄
御
借
入
二

相
成
候
働
金
弐
百
両
、
各
方
被
申
合
候
而 

 
 
 

乍
御
太
儀
調
達
被
致
、
来
ル
六
月
五
日
迄
二

当
方
へ
相
納
候
様
、
尤
右
金
高 

 
 
 

少
々
二
而

も
不
足
致
し
候
而
者

、
御
差
支
二

相
成
、
御
間
欠
ケ
候
之
間
、
何
れ
二

も 

 
 
 

御
当
二

相
成
居
候
二

付
、
前
顕
弐
百
両
右
六
月
五
日
迄
二

相
納
候
様
、
取
計 

 
 

 

可
被
申
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 

 
 

正
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
次
郎
殿 

 
 

 

尚
々
本
文
御
請
之
義
、
各
方
之
内
被
申
合
、
来
廿
二
日
迄
二

当
方
へ
可
被
申 

 
 

 

出
候
、
右
等
之
処
取
極
メ
御
国
表
江

申
上
候
事
故
、
無
間
違
右
日
限
二

可 

 
 

 

被
申
出
候
、
且
又
別
紙
饗
庭
又
兵
衛
へ
之
差
紙
壱
封
差
遣
候
間
、
着 

 
 

 

次
第
五
十
川
村
ゟ
急
々
可
被
相
達
候 

以
上 

 
 

 

右
二

付
多
右
衛
門
・
平
五
郎
海
津
行
、
百
両
御
請
申
候
事 

（
注
）
本
書
中
「
太
」
と
「
多
」
は
シ
バ
シ
バ
混
用
さ
れ
る
が
、
同
一
文
で
の
混
用
は
珍
し
い
。 

  
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
於
白
鬚
大
明
神
之
神
前
、
乍
恐 

 
 

 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼
申
候
処
、
右 

 
 

 

社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被
為 

 
 

 

遊
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
奉
願
上
候 

以
上 

 

１
２
１
（
挿
入
） 

 
 

 

乍
恐
書
面
を
以
奉
申
上
候
、
先
以
各
様
愈
御
壮
健 

 
 

 

被
成
御
座
、
珍
重
御
儀
奉
賀
悦
候
、
然
者

此
度 

 
 

 

御
用
状
奉
拝
見
候
所
、
働
金
調
達
仕
候
様
被
仰
下
奉 

 
 

 

承
知
候
、
然
ル
所
私
義
近
年
内
分
不
勝
手
二

相
成
、
其
上 

 
 

 
打
続
凶
作
二
而

甚
困
窮
仕
候
二

付
、
働
金
之
義
難
調 

 
 

 
甚
恐
入
候
、
何
卒
暫
之
所
御
宥
免
被
成
下
候
様
、
御
願
申 

 
 

 

上
候 
御
上
様
之
御
儀
毛
頭
麁
略
二

存
候
二
而

ハ
、
決
而 

 
 

 

無
御
座
候
、
追
々
工
面
出
来
候
得
者

、
少
々
二
而

も
調
達 

 
 

 

御
用
向
相
働
申
上
度
存
心
二

御
座
候
得
共
、
先
顕
申
上
候 

 
 

 

通
、
今
暫
御
宥
免
御
願
奉
申
上
候
、
乍
恐
此
段 
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御
代
官
様
へ
冝
御
執
成
被
仰
上
、
御
聞
済
被
成
下 

 
 
 

候
様
御
願
申
上
候
、
右
御
願
申
上
度
、
乍
失
敬
書 

 
 
 

面
を
以
奉
申
上
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 

亥
正
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 

高
橋
彦
次
郎
様 

 
 
 
 
 

那
須
宗
平
様 

 
 
 
 
 

岡
田
良
兵
衛
様 

 

１
２
２
・
１
２
３ 

 
 
 
 
 

天
保
十
亥
年
二
月 

 

四
月
十
三
日
宗
門
御
改
、
高
橋
・
那
須
両
氏 

 

当
正
月
二

被
仰
聞
候
調
達
金
、
手
前
御
断
申
上
減
少
願
申
上
候
事
、
尤
六
月
調
達 

 
 
 

被
仰
候
得
共
、
村
方
ノ
工
面
二

付
、
五
月
上
納
二

相
成
則
四
月
廿
九
日
上
納
新
次
郎
海

津
行
御
証
文
ハ
霜
月
切 

五
十
両
新
次
郎
一
通
、
同
五
十
両
東
右
衛
門
・
多
右
衛
門

一
通
来 

 

（
貼
り
付
け
挿
入
） 

 
 
 
 

訳 

三
十
両
多
右
衛
門
出 

 
 
 
 
 

廿
両
手
前
か
り
立 

 

一 

江
戸
表
二
而

御
名
代
武
田
左
京
太
夫
へ
御
代
替
ノ
御
印
物
、
無
滞
御
頂
戴
被
成 

 
 
 
 
 

御
国
表
へ
当
着
之
趣
、
御
廻
状
有
之 

 
 

（（注
）
代
替
御
印
物
は
将
軍
交
代
に
伴
う
封
地
確
認
状
（
天
保
八
年
九
月
家
慶
将
軍
就
任
の
分
）。 

「
家
譜
附
録 

天
保
十
年
己
亥
四
月
廿
八
日
、
保
興
名
代
武
田
左
京
太
夫
信
之
登
城
、
御
着
座
于
白
書
院
上
段
、
信

之
拝
謁
、
有
上
意
、
賜
保
興
領
地
之
御
判
物
、
脇
坂
・
・
・
授
之
」 

武
田
左
京
太
夫
信
之
（
文
化
四
年
～
明
治
四
年
）
は
幕
末
の
高
家
旗
本
。
郡
山
藩
主
柳
澤
保
光
の
七
男
で
、
官 

位
は
従
四
位
下
侍
従. 

 

五
月
殿
様
御
下
り 

 
 

 

薮
田
五
郎
左
衛
門
様
、
御
家
老
被
蒙
仰
候
廿
一
才 

 

（
注
）
柳
澤
（
薮
田
）
五
郎
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 

一
昨
々
申
年
、
違
作
二

付
下
方
飢
食
御
願
申
上
候
所
、
御
救
米
并

御
借
米
被
下
置
又 

 
 

 

其
上
酉
之
春
御
国
表
ゟ
御
廻
米
、
当
村
へ
弐
百
俵
被
送
下
、
代
銀
米
一
石
二

付 

 
 

 

百
八
拾
匁
差
上
候
処
、
諸
御
造
用
御
引
被
成
候
而

、
過
納
二

相
成
候
由
二
而

此
度
御
米 

 
 

 

壱
石
二

付
七
匁 

御
下
被
下
候
由 

 
 
 
 

亥
九
月 

（
注
）
代
金
が
過
分
だ
と
し
て
返
金
が
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
律
義
さ
は
郡
山
藩
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

九
月
十
三
日
、
御
毛
見
昼
御
休 

雨
降 

 
 

 

十
七
日
大
通 

岡
野
祖
右
衛
門
様
・
小
林
俊
左
衛
門
様
、
御
昼
休 

雨
降 

  
 

 

十
二
月
廿
二
日
、
以
書
付
申
達
候
、
然
者

其
許
江

被
仰
渡
御
用
之
儀
有
之
間
、
明
後
廿

三
日
、
当 

御
役
所
江

可
被
罷
出
候 

以
上 

 

 

今
中
幸
右
衛
門 

判 

 
 
 
 
 

十
二
月
廿
一
日 

  
 

 

右
二

付
、
角
ノ
浜
ゟ
舟
二
而

廿
三
日
早
朝
ゟ
行
、
日
和
よ
ろ
し
く
昼
前
二

参
上
御
役 

所
二
而 

 

一 

御
紋
付
麻
御
上
下
一
巻 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 

右
者

京
都
年
賦
済
調
達
銀
集
二

付
、
年
限
中
会
毎
上
京
之
上
、
出
情 

 
 

 

相
勤
、
其
上
平
日
御
上
之
儀
大
切
二

奉
存
候
段
、
奇
特
至
極
二

付
、
右
両
様
為
御
称 

被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 

亥
十
一
月 

 
 
 
 

 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 

右
之
御
書
付
頂
戴
い
た
し
、
直
様
御
家
中
へ
礼
廻
り
、
舟
二
而

帰
村
七
ツ
過 

 
 

 

御
礼
包
物
銀
五
匁
、
御
代
官
今
中
氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

外
酒
弐
升
切
手
二
而

、
高
橋
・
那
須
・
岡
田
・
川
合
・
羽
岡
〆
五
軒
〆
壱
斗 
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代
壱
〆
四
百
三
十
弐
文 

 
 
 
 

子
正
月
御
年
礼
之
節
、
多
右
衛
門
頼
ミ
遣
ス 

（
注
）
二
升
酒
切
手
を
五
軒
に
配
っ
て
お
り
。
一
升
が
百
四
十
三
文
に
な
る
（
凡
そ
換
算
三
千
円
程
度
か
） 

 
 
 
 

 

 
 
 

亥
十
二
月
五
日
、
殿
様
御
儀
上
使
仁
賀
保
右
京
様
を
以
、
御
鷹
之
雁
御
拝
領
被
遊
候 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

同
六
日
御 
登
城
之
節
、
御
上
納
金
無
御
滞
被
為
済
候
二

付
、
御
懇
之 

 
 
 

御
上
意
之
上
、
御
刀
御
拝
領
被
遊
候
段
、
右
村
方
へ
御
廻
状
来 

 

（
注
）「
家
譜
付
録 

十
二
月
六
日
、
由
去
年
四
月
西
丸
御
城
御
普
請
父
保
泰
献
金
、
頂
戴
重
行
刀
一
腰
、
於
黒
書
院
保 

興
拝
領
、
有
御
懇
之
上
意
。」 

 

１
２
４ 

 
 

 
 

天
保
十
一
庚
子
正
月
四
日
御
年
礼 

（
注
）
天
保
十
一
庚
子
（
１
８
４
０
）
年 

 

多
右
衛
門
壱
人 

四
日
未
明
二

発
足 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
勤 

 

同
日
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

手
前
不
参
断
書
付
差
上 

 
 
 
 
 

供
ハ
此
方
与
惣
遣
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
五
郎
も
同
断 

 

去
亥
十
二
月
廿
三
日 

 

角
野
藤
太
夫 

 

息 

太
蔵 

 
 
 
 
 

苗
字
帯
刀 

 
 
 

同 

藤
右
衛
門 

息 

斉
五
郎 

 

旅
帯
刀
也 

 
 
 
 
 
 
 

御
免 

 
 
 

饗
庭
又
兵
衛 

 

息 

文
蔵 

 
 
 
 

右
披
露
と
し
て
半
切
紙
百
枚
ツ
ヽ
三
人
ゟ
来 

 
 
 
 
 
 

正
月
廿
一
日 

（
注
）
斉
五
郎
は
「
旅
帯
刀
」
で
准
帯
刀
で
あ
る
が
、
或
い
は
嫡
子
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
、
於
白
鬚
大
明
神
之
社
前
、
乍
恐 

 
 
 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼
申
候
所
、
右
社
人 

 
 

 

よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐
御
受
納
被
為 

遊
被 

 
 

 

下
置
候
ハ
者

、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

 

天
保
十
一
子
年
二
月 

 
 
 
 

右
之
御
札
三
月
五
日
高
橋
氏
へ
書
状
相
添
、
源
三
郎
遣
し
候
也 

 
 

 
 

四
月
二
日
、
宗
旨
御
改
之
節
、
去
暮
御
上
下
代
銀
二
而

三
拾
四
匁
被
下
之 

 
 

（
注
）
去
年
十
二
月
紋
付
麻
上
下
称
美
の
書
附
が
あ
り
、
四
月
に
交
付
が
有
っ
た
も
の
、
換
算
約
七
～
八
万
円
程
度
。 

 

四
月
八
日
、
浦
村
行
、
九
日
海
津
へ
行
、
那
須
氏
御
宅
へ
行
、
十
日
帰
村 

 
 

 

六
月
廿
二
日 

殿
様
大
津
御
止
宿
之
由
、
夜
大
雨 

廿
三
日 

木
津
川
満
水
ト
云 

（
注
）
こ
の
木
津
川
は
恐
ら
く
高
島
郡
木
津
村
で
琵
琶
湖
に
注
ぐ
河
川
（
１
４
３
八
月
訴
訟
参
照
）
。 

  
 

 

九
月
廿
五
日 

御
毛
見
御
泊 

 
 

 

廿
九
日 

大
通
り 

渡
部
内
蔵
允
様
・
鈴
木
為
右
衛
門
様 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

御
出
郡
御
代
官
ゟ
態
飛
脚
を
以
、
過
急
之
調
達 

 
 

 

金
之
儀
、
被
仰
遣
候
二

付
、
其
組
合
村
々
為
惣
代
御
自
分
方
、
乍
御
太
儀 

 
 

 

来
廿
七
日
当
役
所
へ
印
形
持
参
、
無
不
参
名
前
之
通
可
被
罷
出
候
、
猶
委 

 
 

 

細
之
儀
ハ
、
其
節
可
及
談
合
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

十
一
月
廿
五
日 

 
 
 
 

役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
組
惣
代
、
五
十
川
庄
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
兵
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

太
田
村
庄
屋 

 
 
 
 
 
 
 

同
夕
飯
後
拝
見 

 
 
 
 
 

田
井
村
庄
屋 

 
 
 
 

 

太
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青
五
郎 

 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霜
降
村
庄
屋 

 
 

三
尾
里
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

彦
三 

 
 

日
置
市
三
郎
と
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 
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（
注
）
饗
庭
組
七
ケ
村
の
う
ち
下
古
賀
と
梅
原
（
以
下
に
つ
い
て
も
）
が
消
え
て
い
る
が
理
由
不
明
。 

 

１
２
５ 

右
当
十
九
日
、
仙
洞
御
所
崩
御
二

付
、
京
都
御
固
メ
御
役
可
被 

仰
付
旨
、 

御
内
意
二

付 
 

御
手
当
金
也 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

十
二
月
廿
日
、
御
送
式
之
由 

御
殿
様
泉
涌
寺
御
固
メ
御
役
、
被
成 

御
勤
候 

 
 
 
 

右
御
手
当
金
五
千
両
内 

弐
千
七
百
両 

金
堂
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
千
三
百
両 

海
津
手 

 
 
 

丑
正
月
十
日
御
引
取
被
遊
候
由 

 
 

又
内 

八
百
七
十
両 

    

浅
井
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
千
四
百
三
十 

 

高
嶋 

 
 

内
訳 

六
十 

 
 

    

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

弐
十 

 
 

    

田
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

百
三
十
五 

    

霜
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
七
十 

 
 

    

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

四
十 

 
 

    

三
尾
里 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

〆 

三
百
廿
五 

 

（
注
）
（
西
矢
田
宮
座
年
代
記
）「
去
子
十
二
月
廿
日
仙
洞
御
所
御
多
（
他
）
界
被
成
、
御
葬
式
被
遊
、
仙
如
（
泉
湧
）
寺

御
勤
番
郡
山
松
平
甲
斐
守
様
御
勤
被
遊
、
上
下
数
千
弐
百
八
拾
五
人
・
・
・
御
領
分
人
足
相
懸
か
り
参
百
人
被
仰

出
相
勤
申
候
、
御
仕
度
之
銀
子
五
萬
両
、
御
城
下
御
領
分
重
立
候
分
へ
御
用
銀
被
仰
出
候
」 

こ
の
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
銀
五
萬
両
（
銀
二
百
十
五
貫
で
、
約
三
千
三
百
両
）
が
領
内
の
主
立
っ
た
者
に
掛
け
ら
れ

（
村
に
は
掛
か
っ
て
い
な
い
）、
村
方
は
人
足
を
出
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近
江
領
は
両
手
で
五

千
両
と
極
め
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
近
江
領
帯
刀
人
へ
の
過
大
な
負
担
が
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
葬
式
の
警
護

に
総
計
八
千
両
を
越
え
る
費
用
は
明
ら
か
に
過
大
で
あ
り
、
他
に
流
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
９
） 

天
保
十
一
庚
子
十
一
月
十
九
日
、
御
崩
御 

 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
月
廿
日
、
仙
洞
様
御
送
式
二

付
、
泉
山
御
固
メ
御
役
被
成
御
勤
候 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
御
手
当
金
五
千
両 

内 

二
千
七
百
両 

金
堂
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
千
三
百
両 

海
津
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

内 
 

八
百
七
十
両 

  

浅
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

千
四
百
三
十
両 

高
嶋 

 

内
訳 

六
十 

    

五
十
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

廿 
 
    

田
井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

百
三
十
五 

霜
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

七
十 

 
  

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

四
十 

 
  

三
尾
里 

（
注
）
天
保
十
一
年
十
一
月
十
八
日
光
格
上
皇
六
十
九
才
崩
御
。
上
皇
は
閑
院
宮
家
か
ら
後
桃
園
院
の
養
子
と
な
り
即

位
、
朝
廷
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
尽
力
し
、
文
化
十
四
年
三
月
仁
孝
天
皇
に
譲
位
。 

「
家
譜
附
録 

天
保
十
一
年
庚
子
十
二
月
二
日
、
有
仙
洞
御
所
御
葬
送
・
御
法
事
泉
涌
寺
勤
番
、
且
可
鎮
禦
火
災
之

命
。
所
司
代
牧
野
備
前
守
忠
雅
伝
旨
、
同
十
八
日
、
保
興
発
郡
山
。
同
十
九
日
、
到
于
京
師
、
宿
于
泉
涌
寺
宿
坊

安
楽
光
院
。
同
廿
日
、
由
先
帝
御
葬
送
勤
供
奉
。
畢
奉
勤
番
之
事
。
天
保
十
二
年
辛
丑
正
月
八
日
、
由
先
帝
御
法

事
畢
、
泉
涌
寺
勤
番
之
事
止
。
同
九
日
、
保
興
発
安
楽
光
院
。
同
十
日
、
帰
于
郡
山
。
」 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
２
５
（
続
） 

天
保
十
二
年
辛
丑
正
月
、
三
日
ヨ
リ
追
々
雪
降
積 

（
注
）
天
保
十
二
辛
丑
（
１
８
４
１
）
年 

 

年
礼
六
日
立
二
而

、
村
方
同
道
二
而

多
右
衛
門
相
勤
、
大
雪
二

テ
九
日
二

帰
ル 

 
 

 

年
頭
わ
り
弐
人
分
拾
四
匁
弐
分
四
り 

 
 

 

三
月
三
日
、
例
之
通
書
付
添
、
使
を
以
海
津
高
橋
様
へ
藤
吉
遣
ス 

 
 

 
白
鬚
大
明
神
御
札
箱
入
差
上 

 
 

 
三
月
八
日
、
川
除
御
見
分
、
高
橋
・
川
合 

  
 

 

三
月
十
日
、
御
飛
脚
来 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
ハ
申
談
度
御
用
有
之
間
、
各
方
之
内
壱
人 

 
 

 

明
十
一
日
、
当 
御
役
所
へ
可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 
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三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
太
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

十
一
日
、
多
右
衛
門
海
津
行
、
白
谷
白
蓮
寺
天
倪
、
大
本
山
直
末
願
ひ
書
付
、
御
差

戻
し
二

成
、
天
倪
事
肥
後
ノ
慈
光
寺
へ
行
と
云
捨
、
出
奔
之
事 

（
注
）
何
故
こ
ん
な
こ
と
で
帯
刀
人
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
か
理
解
で
き
な
い
が
、
県
道
２
８
７
号
沿
い
の
白
谷
に
あ
る
曹

洞
宗
明
王
山
白
蓮
寺
（
享
保
年
間
に
再
興
）
の
住
職
が
、
大
本
山
直
営
の
末
寺
に
な
る
希
望
が
拒
否
さ
れ
た
と
し

て
出
奔
し
た
の
で
、
そ
の
処
置
を
相
談
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
候 

私
倅
平
五
郎
儀
、
先
年
ゟ
結
構
二

被
為 
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
所 

 
 
 

昨
年
よ
り
病
身
二

相
成
、
去
月
十
七
日
相
果
申
候
二

付
、
乍
恐
以
書
付 

 
 
 

右
御
届
ケ
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

天
保
十
二
年
丑
年
六
月 

 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
方
次
手
を
以
差
出
ス 

（
注
）
東
右
衛
門
の
跡
継
ぎ
と
し
て
帯
刀
人
と
な
っ
て
い
た
平
五
郎
が
病
死
、
東
右
衛
門
の
悲
嘆
が
察
せ
ら
れ
る
。 

 

七
月
六
日
、
初
夜
頃
海
津
東
ノ
奥
出
火
、
十
軒
計 

 

 
 
 

御
役
所
ヘ
ハ
、
三
人
連
名
二
而

三
手
代
衆
へ
書
状
差
出
ス
、
七
日
朝
村
方
ハ
善
次
行
。 

（
注
）
善
次
は
村
年
寄
（
組
頭
）。 

 

九
月
九
日
、
御
毛
見
御
休 

雨
降 

 
 
 

十
三
日
、
大
通 

岡
野
祖
右
衛
門
様
・
志
村
藤
七
様 

雨
降 

 

 

１
２
６ 

 
 

天
保
十
三
壬
寅
年
正
月 

（
注
）
天
保
十
三
壬
寅
（
１
８
４
２
）
年 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

一 

当
寅
年
、
年
始
御
祝
儀
先
例
之
通
参
上
仕
、
可
奉
申
上
旨
、
被 

仰
聞 

 
 

 
 

 

難
有
奉
畏
候
、
然
ル
所
私
義
旧
冬
よ
り
、
足
痛
二
而

歩
行
難
仕
候 

 
 

 
 

 

二

付
不
参
仕
候
、
乍
恐
此
段
書
付
を
以
、
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 

年
頭
わ
り
六
匁
弐
分
五
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
男 

正
月
晦
日
晩
、
海
津
中
村
丁
加
賀
領
火
事
四
十
六
軒
計
、
即
刻
多
右
衛
門
・
手
前
代

与
惣
吉
同
道
二
而

御
役
所
并

御
家
中
御
見
舞
申
上
、
明
方
二

帰
村 

（
注
）
海
津
中
村
町
は
加
賀
藩
と
の
相
給
領
と
な
っ
て
お
り
、
琵
琶
湖
水
運
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
息
子
平
五
郎
が
亡

き
た
め
東
右
衛
門
の
替
わ
り
に
下
男
が
多
右
衛
門
に
同
行
し
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
申
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
於
白
鬚
大
明
神
之
社
前
、
乍
恐 

 
 

 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
御
頼
ミ
申
候
所
、
右
社
人 

よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被
為 

遊
被
下 

置
候
者

、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 

 
 
 
 
 

天
保
十
三
年
寅
年
二
月 

  
 

 

右
之
通
御
札
二

添
拵
置
候
所
、
川
除
御
見
分
と
し
て
岡
田
良
兵
衛
殿
・
羽
岡
凌
左 

衛
門
殿
御
越
被
成
、
南
二

御
泊
二

付
、
右
御
頼
ミ
申
上
相
納
候
也 

 
 

 
 
 
 
 

二
月
廿
四
日 

  
 
 
 

 

御
用
状
三
月
廿
二
日
拝
見 

一 
急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者

申
談
度
儀
有
之
間
、
当
廿
六
日
各
方
、
当 

 
 

 
御
役
所
へ
乍
御
太
儀
可
被
罷
出
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 

 
 
 
 
 
 

三
月
廿
二
日 

 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
新
次
郎
殿 

村
方
ハ
組
合
惣
代
と
し
て
五
十
川
・
太
田
二
ケ
村
へ
申
来
、
惣
代
多
右
衛
門
勤 
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右
ハ
当
三
月
七
日
、
江
戸
表
駒
込
御
屋
敷
御
類
焼
之
旨
申
来
候 

 
 
 
 

夫
二

付
、
為
御
見
舞
心
持
二

て
差
上
可
申
趣
御
披
露 

 

（
注
）
駒
込
屋
敷
は
六
義
園
が
あ
る
藩
下
屋
敷
で
あ
る
が
、
こ
の
下
屋
敷
類
焼
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
。 

 
 

（
武
江
年
表
）
三
月
七
日
西
大
風
、
昼
時
過
、
牛
込
通
寺
町
よ
り
出
火
に
て
、
小
石
川
・
小
日
向
・
駒
込
辺
・
巣

鴨
・
西
が
原
迄
、
武
家
・
町
屋
・
寺
院
多
く
焼
亡
す
・
・
・
焼
死
・
怪
我
人
夥
し
。 

 

１
２
７
（
１
２
９
） 

（
注
）
１
２
８
は
錯
簡
に
つ
き
１
１
２
に
移
し
た
。 

 

右
二

付
、
海
津
手
両
郡
ゟ
金
千
両
、
此
わ
り 

壱
石
二

付
弐
匁
七
分
一
り
程 

 
 
 

外
二

殿
様
御
代
始
出
雲
大
社
御
祈
祷
、
十
弐
貫
目
、
此
わ
り
当
村
へ
四
十
六
匁
余
り
掛
ル 

（
注
）
千
両
の
村
割
は
二
貫
二
十
五
匁
（
約
三
十
一
両
）
と
な
る
。
祈
祷
料
の
換
算
価
格
は
約
三
千
万
円
で
如
何
に
も
高

す
ぎ
る
。
十
二
貫
文
（
約
四
十
万
円
）
の
間
違
い
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
「
西
矢
田
年
代
記
」
に
は
駒
込
下
屋
敷

類
焼
に
つ
い
て
、
村
負
担
は
お
ろ
か
類
焼
記
事
そ
の
も
の
が
記
録
に
な
い
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
９
） 

 
 

 
 

同
十
三
壬
寅
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
三
月
七
日
、
江
戸
駒
込
御
屋
敷
御
類
焼
二

付
、
御
普
請
御
入
用
御
手
伝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

両
郡
ゟ
金
千
両 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

又
帯
刀
人
中
ゟ
銘
々
金
百
疋
ツ
ヽ
献
納
、
為
御
称
美
御
扇
子
料
被
下
之 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 

先
月
廿
六
日
、
於
江
戸
表 

殿
様
御
儀 

御
政
治
向 

 
 

 

 
 
 

御
改
革
之
御
趣
意
二

付
、
御
譜
代
衆
御
取
締
被
為
蒙 

仰
候 

（
注
）
水
野
忠
邦
に
よ
る
株
仲
間
の
解
散
・
人
返
令
・
江
戸
大
坂
所
領
上
知
令
等
の
「
天
保
改
革
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

（
家
譜
附
録
）
「
天
保
十
三
年
壬
寅
二
月
廿
五
日
、
奉
由
御
政
事
改
革
御
普
第
衆
取
締
之
事
、
水
野
越
前
守
忠
邦
伝

旨
。」 

 

寅
三
月
十
九
日 

 

寺
社
奉
行 

丹
羽
與
太
夫 

 

村
方
へ
も
同
断  

 

 
 
 
 
 
 

寺
社
へ 

 
 
 
 
 

  

関
根
藤
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

一 

此
度
江
戸
表
御
屋
鋪
御
類
焼
被
為
遊
候
段
、
恐
入
奉
存
候
、
右
御
普
請
為 

 
 

 

御
入
用
、
乍
聊
為
御
冥
加
差
上
奉
り
度
、
冝
御
執
成
被
遊
被
下
候
様
、
奉
願
上
候 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

寅
三
月 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
五
両
壱
歩 

 

高
嶋
郡
帯
刀
人 

廿
壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人
分
百
疋
ツ
ヽ 

献
上 

 

 
 

 

右
調
印
い
た
し
霜
降
へ
為
持
遣
し
候
也 

 
 
 
 
 
 

四
月
四
日 

（
注
）
高
島
郡
帯
刀
人
が
二
十
一
人
、
金
一
分
づ
つ
で
計
二
十
一
分
、
即
ち
五
両
一
分
に
な
る
。 

  
 

 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

此
度
問
屋
株
并

組
合
抔
と
相
唱
候
義
ハ
不
相 

 
 

 

成
段
、
被 

仰
出
候
儀
二

付
、
尚
又
此
度
於
御
国
表
御
調
之
儀
二

付 

 
 

 

当
手
支
配
所
之
内
、
問
屋
共
并

下
方
二
而

申
合
仲
間
組
合
之
分
、
其 

 
 

 

外
為
御
冥
加 

公
儀
并 

御
地
頭
所
江

上
納
致
し
候
村
々
有
之
候 

 
 

 

得
者

、
早
々
可
申
出
様
御
沙
汰
二

付
、
於
村
々
前
顕
下
方
申
合
仲
間 

 
 

 

組
合
等
有
之
候
有
無
之
儀
取
調
、
来
ル
十
三
日
迄
二

、
当 

御
役
所
江 

 
 

 

書
付
を
以
可
申
出
候
、
右
可
申
入
如
此
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

四
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 

今
中―

―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
々
江 

（
注
）
天
保
改
革
に
よ
る
株
札
・
問
屋
・
仲
間
・
組
合
廃
止
令
、
組
合
解
散
令
等
が
厳
し
く
徹
底
さ
れ
て
い
る
。 

 

当
月
二
日
、
於
江
戸
表 

殿
様
被
為 

召
、
御
登
城
披
遊
候
処
、
御
老
中 

 
 

 

様
方
御
列
座
二
而 

日
光 

御
名
代
被
為
蒙 

仰
候
、
右
之
趣
村
中 

 
 

 
大
小
之
百
姓
末
々
二

至
迄
、
悉
可
為
申
聞
候
也 

 
 
 
 
 
 

四
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

岡 

祖
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

内
蔵
允 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北 

弥
一
右
衛
門 

 
 

 

右
四
月
廿
日
、
無
御
滞 

御
名
代
被
為
済
候
而

、
御
目
見
被 

遊 

御
拝
領
物
有
之

候
由 
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（
注
）（
家
譜
附
録
） 

「
天
保
十
三
年
壬
寅
二
月
廿
五
日
、
奉
由
御
政
事
改
革
御
普
第
衆
取
締
之
事
、・
・
・ 

四
月
二
日
、
芙
蓉
之
間
、
老
中
列
座
、
保
興
当
為
日
光
御
霊
屋
御
名
代
使
、
真
田
信
濃
守
幸
貫
伝
旨
、 

同
十
二
日
、
於
御
座
敷
、
賜
日
光
御
名
代
使
之
御
暇
。
有
御
懇
之
上
意
。
同
廿
日
・
・
・
参
詣
于
日
光
御
霊
屋 

同
廿
四
日
、
於
御
座
敷
拝
謁
、
有
御
懇
之
上
意
、
由
勤
保
興
日
光
御
名
代
使
也
」 

 
 

＊
真
田
家
は
れ
っ
き
と
し
た
外
様
で
あ
る
が
、
幸
貫
は
松
平
定
信
の
二
男
（
先
代
の
幸
専
は
井
伊
家
）
で
願
譜
代 

と
し
て
老
中
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
保
泰
正
室
（
保
光
生
母
）
輝
子
は
真
田
家
か
ら
嫁
し
て
お
り
、
次
代
幸
良 

の
正
室
は
保
泰
娘
で
、
両
家
の
関
係
は
深
い
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
０
９
） 

 
 

 
 

 

同
四
月
二
日
、
於
江
戸
表 

殿
様
被
為 
召
御
登
城
披
遊
候
所
、
御
老
中
様
方
御
例
座 

二
而

日
光
御
名
代
被
為
蒙 

仰
候
、
同
廿
日
無
御
滞
被
為
済
、
御
目
見
被
遊
、
御
拝
領 

物
有
之
候
由 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
３
０ 

五
月
十
四
日
、
宗
門
御
改 

高
橋
彦
次
郎
様
・
那
須
宗
平
様 

 
 

 

六
月
二
日
、
殿
様
御
帰
国
之
由 

 
 

 

八
月
廿
一
日
、
壱
朱
銀
通
用
停
止
御
触 

（
注
）
貨
幣
改
鋳
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
、
文
政
銀
貨
（
草
字
二
分
・
二
朱
・
一
朱
銀
貨
）
の
通
用
を
停
止
し
た
も
の
。

こ
の
様
な
措
置
が
幕
末
貨
幣
価
値
の
混
乱
（
イ
ン
フ
レ
）
を
招
い
た
。 

         

九
月
十
八
日
、
毛
見
御
泊
り 

 

土
用
三
日
目 

 

（
注
）
土
用
は
四
立
（
立
秋
・
立
冬
等
）
の
前
十
八
日
間
で
あ
り
、
旧
暦
立
冬
土
用
に
入
っ
て
か
ら
三
日
目
か
。 

 

廿
四
日
、
大
通
り
御
休
、
渡
部
内
蔵
允
・
志
村
藤
七
様 

 

 
 

 

十
月
十
五
日
、
湖
東
騒
動
ア
リ 

甲
賀
郡
川
筋
新
開
役
人 

市
野
茂
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

藤
井
鉄
五
郎 

 
 
 

三
上
ノ
遠
藤
家
ノ
臣
、
加
藤
周
治
十
六
才
鎮
之
ト
云 

 
 

 

明
頃 

比
叡
山
僧
衆
徒
京
二

入
ト
云 

 
 

  
 

 

卯
正
月 

江
戸
ゟ
御
役
人
両
人
大
津
へ
来
、
甲
賀
郡
之
者
御
吟
味 

 

 
 

 

同
二
月
五
日
、
江
戸
へ
御
引
取
之
由
、
甲
賀
郡
ノ
者
十
三
人
江
戸
行 

（
注
）
こ
の
騒
動
は
「
近
江
天
保
一
揆
」
と
称
さ
れ
る
野
洲
・
栗
太
・
甲
賀
群
を
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な
地
域
一
揆
で
、

幕
府
と
江
戸
豪
商
が
結
託
し
た
新
田
（
琵
琶
湖
水
位
の
低
下
に
よ
る
）
開
拓
と
新
基
準
（
江
戸
尺
）
で
の
検
地
に

よ
る
増
収
策
に
地
域
農
民
が
抵
抗
し
、
大
混
乱
の
結
果
、
一
応
検
地
の
無
期
限
延
期
を
勝
ち
取
っ
た
が
、
指
導
者

の
多
く
が
拷
問
に
よ
り
死
亡
す
る
と
い
う
凄
惨
な
結
果
を
招
い
た
。
市
野
・
藤
井
は
幕
府
勘
定
方
、
藤
井
は
普
請

役
で
あ
る
。
こ
の
失
敗
が
老
中
水
野
の
失
脚
の
一
因
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准
也 

 
 

 

十
二
月
十
三
日
、
新
保
村
黒
川
孫
左
衛
門 

帯
刀
苗
字
披
露 

半
切
百
枚 

  
 
 
 

御
扇
子
料 

弐
匁
五
分 

 
 
 
 

右
者
被
為 

御
称
被
下
之 

 
 
 

卯
六
月
庄
屋
ゟ
受
取 

 
 

 
 

寅
十
二
月 

 

１
３
１
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 

 

一 

銀
弐
匁
五
分 

 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 

 

右
者
為
御
称
御
扇
子
料
被
下
之 

  
 
 
 
 

寅
十
二
月 

 

今
中
幸
右
衛
門 

  

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 
 

 
 

 

同
壬
寅
十
月
、
琉
球
人
参
府 

 
 

 
 

 
 

 

右
御
入
用
国
役
金 

石
二

付 

弐
分
六
厘
ツ
ヽ
掛
り 
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同
卯
十
一
月 

 
 

 
 

 
 

 

公
儀 

上
納 

陰
徳
金
高
割 

八
分
六
り
御
掛 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 
 

 

１
３
０
（
続
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

天
保
十
四
癸
卯
正
月 

（
注
）
天
保
十
四
癸
卯
（
１
８
４
３
）
年 

雪
な
し 

 
 
 
 

供
平
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
礼 

 

惣
代
多
右
衛
門 

 
 

三
日
立
二
而

四
日
二

勤
帰
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り 

  
 
 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

 

一 

当
卯
年
年
始
御
祝
儀
先
例
之
通
、
参
上
仕
可
奉
申
上
旨
、
被 

仰
聞
難
有
奉
畏
候 

 
 
 

然
ル
処
、
私
義
旧
冬
よ
り
足
痛
二
而

歩
行
難
仕
候
二

付
不
参
仕
候
、
乍
恐 

此
段
書
付
を
以
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 

卯
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准
也 

 

旧
冬 

 
 
 

正
月
廿
日
、
饗
庭
又
兵
衛
次
男
岩
蔵
殿 

帯
刀
苗
字
御
免
之
由
披
露
半
切
百
枚 

 

（
注
）
長
男
文
蔵
は
天
保
十
年
に
正
規
の
帯
刀
苗
字
御
免
。
東
右
衛
門
に
は
次
男
等
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
於
白
鬚
大
明
神
之
社
前
、
乍
恐 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
、
相
頼
ミ
申
候
所
、
右
社
人
よ
り 

御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被
為 

遊
被
下
置
候
者 

難 

有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
保
十
四
年
卯
年
二
月 

 
 
 

此
書
付
添 

 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

箱
入
之
御
札
ヲ
又
伊
豫
奉
書
紙
二

包
ミ
、
水
引
ヲ
カ
ケ
又
紙
二

包
ミ
封
し
て 

差
上
候
也 

 
 
 
 

 

三
月
五
日
、
川
除
御
奉
行 

須
宗
平
様
・
川
合
作
左
衛
門
様
へ
御
頼
ミ
申
差
上
候 

 

１
３
２ 

四
月
朔
日
、
宗
旨
改 

岡
田
氏
・
那
須
氏 

  
 

 

日
光
御
社
参
二

付
、
当
四
月
十
三
日
ヨ
リ
鳴
物
音
曲
停
止
、
神
事
・
仏
事
等
も
止 

 
 

 

漁
猟
・
普
請
等
ハ
勿
論
、
煙
を
立
候
職
、
惣
而

人
寄
御
差
止
、
自
身
番 

 
 

 

右
為
見
廻
り
海
津
ゟ
岡
田
良
兵
衛
様
巡
村
、
猶
又
村
内
并

田
井
村
見
廻
り
候
様 

 
 

 

被
仰
付
手
前
相
勤
、
多
右
衛
門
ハ
下
古
賀
・
梅
ケ
原
へ
見
廻
り
、
新
次
郎
ハ
三
尾
里 

へ
見
廻
ル 

 
 

 
 
 
 
 

廿
一
日
迄 

（
注
）
四
月
十
二
日
将
軍
家
慶
、
日
光
社
参
の
た
め
江
戸
城
出
発
、
十
六
日
日
光
発
、
二
十
一
日
江
戸
城
帰
着 

 
 

 

九
月
廿
八
日
御
毛
見
、
田
井
村
御
休
当
村
御
泊
り 

閏
九
月
四
日
、
大
通
御
休
ミ
小
野
市
左
衛
門
様
・
小
林
俊
左
衛
門
様 

 
 

 

同
月
廿
九
日
、
家
造
建
方
御
見
分
、
那
須
宗
平
殿
当
村
御
泊
り 

 

天
保
十
四
年 

 
 

 

卯
十
一
月
廿
八
日
御
用
状
到
来 

 
 

 

以
書
付
申
達
候
、
然
者

其
許
孫
多
喜
蔵
へ
、
御
仰
渡
之
御
用
有
之
間 

 
 

 

来
月
二
日
召
連
、
当 

御
役
所
へ
可
被
罷
出
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

以
上 

 
 
 
 
 

十
一
月
廿
六
日 

 
 

 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

判 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 

以
手
紙
得
御
意
候
、
然
者

其
許
孫
多
喜
蔵
殿
江

、
被
仰
渡
之
儀
二

付 

 
 

 

御
呼
出
有
之
間
、
被
罷
出
候
之
砌
、
御
同
人
麻
上
下
二

大
小
所
持 

 
 

 

二
而

可
被
罷
出
候
、
此
段
御
心
得
迄
二

、
拙
者
共
ゟ
得
御
意
候 

以
上 

 
 
 
 
 

十
一
月
廿
六
日 

 
 

岡
田
良
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
須
宗
平 
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高
橋
彦
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
様 

 
 
 

右
二

付
十
二
月
朔
日
昼
前
ゟ
発
足
、
海
津
郷
宿
金
屋
行 

 
 
 

其
夜
御
屋
敷
五
軒
へ
、
御
届
旁
御
見
舞
申
上 

 
 
 

 

１
３
３ 

 
 
 

翌
二
日
朝
、
御
奉
書
来 

 
 
 

御
用
之
儀
有
之
間
、
孫
多
喜
蔵
江

麻
上
下
着
為
致
、
其
許 

 
 
 

同
道
、
只
今
当 

御
役
所
江

可
被
罷
出
候 

以
上 

 
 
 
 
 

卯
十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門
殿 

 
 
 
 

右
二

付
即
刻
御
役
所
参
上
仕
候
所 

 

一 

帯
刀
苗
字 

 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 

御
免 

 
 
 
 
 
 
 

孫
多
喜
蔵
江 

 
 
 
 

右
者

平
日
御
為
筋
心
懸
ケ
、
万
端
御
用
向
出
情
相
勤
候
二

付
、
格
段
厚 

 
 
 
 

御
思
召
を
以
、
書
面
之
通
為
御
称
被 

仰
付
之 

 
 
 
 
 
 

卯
十
二
月 

 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

判 

（
注
）
東
右
衛
門
に
は
平
五
郎
以
外
に
息
子
は
居
な
か
っ
た
の
か
、
孫
の
多
喜
蔵
が
後
継
者
と
し
て
帯
刀
人
に
な
っ
た
。 

 
 

或
い
は
年
齢
的
に
特
例
措
置
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
右
衛
門
の
年
齢
か
ら
特
任
措
置
か
。 

 

右
之
通
之
御
書
付
頂
戴
い
た
し
、
即
刻
帯
刀
二

て 

 
 
 

御
役
所
江

御
礼
二

上
り
、
夫
ゟ
御
代
官
様
御
内
始
、
外
五
軒
江

御
礼
申
上 

 

 
 
 

則 

包
物
御
代
官
様
、
金
百
疋
水
引
二
而

結
、
へ
ぎ
二

載
持
参 

 
 

 

（
注
）
代
官 

壱
分
（
銀
約
十
六
～
七
匁 

改
鋳
下
落
に
よ
り
約
三
～
四
万
円
） 

  
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
彦
次
郎
様 

弐
朱
ツ
ヽ 

 

高
橋
鶴
蔵
様 

銀
三
匁 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

那
須
宗
平
様 

 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田
良
兵
衛 

 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 

河
合
作
左
衛
門 

五
匁 

 
 
 
 

同
心
田
中
新
助
殿 

弐
匁
五
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

羽
岡
凌
右
衛
門 

〃 
 
 
 
 
 

御
門
新
兵
衛 

 
 

弐
匁
五
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
宿
金
や
平
三
郎 

 

弐
匁
五
分 

（
注
）
手
代
は
代
官
の
半
額
（
銀
八
匁
）、
書
役
銀
五
匁
等
々 

 

右
之
通
御
礼
相
済
、
二
日
夕
帰
村 

 
 

 

帯
刀
人
中
ハ 

 

角
野
藤
右
衛
門
殿 

角
野
藤
太
夫
殿 

松
井
又
兵
衛
殿 

 

磯
野
源
兵
衛
殿 

 
 
 
 

井
関
吉
郎
次
殿 

 

井
関
汶
助
殿 

 

中
川
市
郎
右
衛
門
殿 

 
 

 

右
七
軒
其
日
半
切
紙
包
持
参
、
外
北
九
軒
ハ
郷
宿
へ
頼
置 

１
３
４ 

 
 
 
 

大
村
五
郎
左
衛
門
殿 

粟
津
新
蔵
殿 

松
村
庄
左
衛
門
殿 

黒
川
吉
郎
右
衛
門
殿 

 
 
 
 

沢
田
太
右
衛
門
殿 

伊
丹
易
左
衛
門
殿 

野
崎
源
左
衛
門
殿 

水
口
作
兵
衛
殿 

 
 
 
 

黒
川
孫
左
衛
門
殿 

 
 

 
 
 
 

 右
九
軒
金
平
へ
頼
候
、
賃
銭
弐
百
文
遣
ス 

 
 
 
 

饗
庭
又
兵
衛
殿 

足
立
新
次
郎
殿 

 
 
 

 

  
 

天
保
十
五
甲
辰
年
正
月
御
年
礼
、 

（
注
）
天
保
十
五
甲
辰
（
１
８
４
４
）
年
（
十
二
月
改
元
、
弘
化
元
年
） 

 

六
日
立
七
日
相
勤
、
八
日
村
方
同
道
二
而

帰
ル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
喜
蔵 

 
 

供
平
八 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 
一 
当
辰
年
年
始
御
祝
儀
、
先
例
通
参
上
仕
可
奉
申
上
之
処
、
私
義 

風
邪
二

罷
在
候
二

付
、
無
拠
不
参
仕
候
、
此
段
乍
恐
書
付
を
以
御
断
奉 

申
上
候 
以
上 

 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 

天
保
十
五 
辰
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 
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右
年
頭
わ
り 

  
 

 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
、
於
白
鬚
大
明
神
之
宝
前
、
乍
恐 

 
 
 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼
申
候
所
、
右 

社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被
為 

 
 
 

遊
被
下
置
候
者

、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
奉
願
上
候 

以
上 

 
 
 

天
保
十
五
年
辰
年
二
月 

 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

  
 

 

五
月
八
日
、
宗
門
御
改 

  
 

 

当
五
月
十
日
、
江
戸
御
本
丸
火
事
二

付
、
御
見
舞
と
し
て
郡
山
様
ゟ
三
万
両
差
上 

 
 

 

可
被
成
候
二

付
、
此
わ
り
当
海
津
手
ゟ
弐
千
五
百
両
、
此
わ
り
当
方
三
人
ゟ
五
十
両

ツ
ヽ
調
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
巳
午
三
ケ
年 

 
 
 

十
一
月
二

差
上
申
候
様
、
被 

仰
付 

 

 
 
 

右
之
金
子
不
用
之
由
、
十
月
廿
七
日
被 

仰
聞
候 

 

＊ 

（
注
）「
家
譜
付
録
」
天
保
十
五
年
甲
辰
五
月
十
日
、
保
興
名
代
武
田
左
京
太
夫
信
之
登
城
、
於
白
書
院
縁
頬
、
老
中
列
座
、

牧
野
・
・
・
伝
命
曰
、
由
御
本
丸
御
普
請
、
窈
願
献
金
之
旨
達
上
聞
、
乃
許
願
、
命
奉
献
三
萬
金
之
事
給
、
可
被

加
御
普
請
御
用
也
。 

十
一
月
三
日
、
阿
部
伊
勢
守
正
弘
伝
旨
、
大
目
附
・
・
・
達
曰
、
往
日
、
由
御
本
丸
御
城
御
普
請
、
雖
被
命
献
金
、

近
年
諸
国
五
穀
不
登
、
且
往
年
西
丸
御
城
御
普
請
、
被
命
献
金
手
伝
之
事
、
公
役
繁
多
也
、
今
次
以
格
別
台
慮
、

減
往
日
被
許
献
金
額
之
員
数
、
命
一
万
石
献
五
百
金
為
度
之
事
給
、
由
是
、
各
宜
勉
励
文
道
武
備
、
且
献
金
以
三

箇
年
為
期
。
前
件
之
事
、
一
万
石
以
上
雖
被
許
献
金
額
之
両
面
、
無
脱
漏
可
達
也
。 

＊
本
件
の
正
式
通
達
は
十
一
月
三
日
だ
が
、
そ
の
趣
意
は
十
月
廿
日
ま
で
に
内
聞
か
。 

 

１
３
５
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

 

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候 

 
 
 
 
 

一 

金
百
五
拾
両 

太
田 

 
 
 
 
 

一 

金
百
五
拾
両 

五
十
川 

 
 

  
 
 
 
 
 

右
者

此
度
無
御
拠
、
御
臨
時 

 
 
 
 
 
 

御
入
用
二

付
、
当
辰
年
ゟ
来
ル
午 

 
 
 
 
 
 

年
迄
三
ケ
年
二

割
合
、
年
々
十 

 
 
 
 
 
 

一
月
上
旬
二

調
達
之
儀
被 

 
 
 
 
 
 

仰
談
候
段
奉
畏
、
無
相
違
調
達 

 
 
 
 
 
 

之
儀
御
請
奉
申
上
候
、
尤
御
下
之
儀 

 
 
 
 
 
 

調
達
年
々
之
翌
年
ゟ
五
カ
年
二 

 
 
 
 
 
 

割
合
年
々
元
利
御
下
被
成
下
候 

 
 
 
 
 
 

段
、
被
仰
渡
奉
畏
候
、
為
其
御
請 

 
 
 
 
 
 

書
奉
差
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 

天
保
十
五
辰
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
月 

 

 
 
 
 
 
 

右
者

一
統
献
納
止
メ
二

相
成
不
用
之
由
、
十
月 

 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様
御
出
府
之
節
被
仰
聞 

 
 

 

１
３
６
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 

一
金 

三
万
両 

御
献
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
万
両
宛 

 

辰
巳
午 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
カ
年
二

上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
之
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
千
両 

 
 

金
堂
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
千
五
百
両 

海
津
手 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 
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八
百
四
拾
両 

辰
十
一
月
上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巳
ゟ
五
カ
年
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割
合
元
り
御
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
足
月
五
朱 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

八
百
三
拾
両 

巳
十
一
月
上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
ゟ
御
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

八
百
三
拾
両 
午
十
一
月
上
納 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未
ゟ
御
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

（
注
）
当
初
五
月
十
日
に
本
丸
普
請
の
た
め
三
年
分
割
で
三
万
両
（
一
年
一
万
両
）
の
献
金
が
決
定
し
、
海
津
が
二
千
五 

百
両
（
一
年
八
百
四
十
両
）
の
負
担
と
さ
れ
、
返
済
は
五
年
分
割
（
年
利
６
％
）
と
し
て
十
一
月
に
当
年
分
を
納 

 
 

 

入
し
た
処
、
十
一
月
に
な
っ
て
幕
府
か
ら
負
担
軽
減
の
た
め
四
分
の
一
に
減
額
指
示
が
あ
っ
た
も
の
。 

 

１
３
７
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
書
札
を
以
奉
申
上
候
、
秋
冷
之 

 
 
 
 
 
 

節
各
様
御
壮
健
被
成
御
座
奉
喜
悦
候 

 

前
年
ゟ 

 
 
 
 
 
 

然
者

足
立
多
右
衛
門
父
、
先
多
右
衛
門
儀
先
年
よ
り 

 
 
 
 
 
 

宗
旨
御
改
別
紙
証
文
被 

仰
付
難
有
奉 

 
 
 
 
 
 

存
候
所
、
先
年
父
多
右
衛
門
相
果
候
以
後
、
村
方
惣
人
数
帳
二 

 
 
 
 
 
 

相
成
来
候
義
二

御
座
候
、
何
卒
父
多
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 

同
様
二

別
紙
証
文
被
仰
付
被
下
候
様
、
御
願 

 
 

 
 
 
 
 
 

奉
申
上
度
乍
恐
奉
存
候
、
冝
御
時
節 

 
 
 
 
 
 

御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
御
執
成
被 

仰
上
被
下 

 
 

 
 
 
 
 
 

父
多
右
衛
門
同
様
二

、
後
相
続
仕
候
様
被 

 
 
 
 
 
 

仰
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
参
上
仕 

 
 
 
 
 
 

御
願
奉
申
上
度
存
候
得
共
、
遠
路
歩
行
難
義
二 

 
 
 
 
 
 

御
座
候
二

付
、
重
々
乍
恐
以
書
付 

 
 
 
 
 
 

各
様
迄
奉
願
上
候
、
冝
御
執
成 

 
 
 
 
 
 

之
程
奉
希
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 
 
 

辰
八
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
彦
次
郎
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

那
須
宗
平
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田
良
兵
衛
様 

（
注
）
別
紙
證
文
（
宗
旨
一
紙
改
）
に
つ
い
て
は
３
０
文
化
八
年
三
月
六
日
（
注
）
参
照
。 

 
 
 

こ
れ
は
（
南
）
多
右
衛
門
家
の
家
格
に
係
る
重
要
事
項
で
あ
っ
た
。 

 

１
３
８ 

九
月
十
二
日
、
御
毛
見
御
泊 

藤
兵
衛
方
二
而 

 
 

 

十
七
日
、
大
通
御
休 

渡
部
内
蔵
允
様
・
志
村
藤
七
様 

 

急
廻
状
を
以
申
達
候
、
然
者 

 

 
 

 

殿
様
御
儀
、
当
廿
一
日
頃
江
戸
御
発
駕 

御
帰
国
二

付
、
美
濃
路 

 
 

 

海
道
御
通
行
二
而

柏
原
宿 

御
止
宿
被
遊
候
段
、
被
仰
出
候 

 
 

 

二

付
、
各
方
之
内
御
同
所
へ
罷
出
、
御
目
見
へ
被
致
度
義
も
有 

 
 

 

之
候
得
者

、
別
紙
名
前
之
帳
面
二

御
請
印
形
可
被
致
候
、
若 

 
 

 

病
気
差
支
等
之
儀
二
而

、
不
参
被
致
候
得
者

、
名
前
之
下 

 
 

 

二

不
参
之
旨
、
断
書
付
可
被
致
候
、
留
り
名
前
之
も
の
ゟ
、
来
ル 

 
 

 

廿
五
日
迠
二

、
当
方
へ
可
被
相
戻
候
、
右
可
申
入
如
斯
候 

已
上 

 
 
 
 
 

九
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 

今
中
幸
右
衛
門 

（
注
）
１
０
３
天
保
七
年
二
月
参
照
。
保
泰
は
侍
従
任
官
の
報
告
の
た
め
、
甲
州
路
を
経
て
吉
保
の
墓
参
を
行
っ
た
後
に
、

中
山
道
を
通
り
柏
原
に
止
宿
し
た
が
、
今
回
は
理
由
不
明
な
が
ら
、
東
海
道
の
脇
街
道
（
美
濃
路
）
で
尾
張
を
経

て
中
山
道
垂
井
に
入
り
、
柏
原
止
宿
を
図
っ
た
も
の
（
後
年
真
華
院
も
海
路
を
避
け
て
こ
の
コ
ー
ス
を
取
っ
て
い

る
）。 

 

廿
四
日
七
ツ
時
拝
見 
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水
所
・
饗
庭
組
帯
刀
人
中 

十
八
人 

尚
々
、
本
文
御
発
駕
御
日
限
御
相
違
も
無
之
候
得
者

、
来
月 

 
 
 

朔
日
・
二
日
之
内
、
柏
原
宿 

御
止
宿
二

も
可
有
之
哉
二

被
存
候
共
、
聢
与
致
候 

 
 
 

御
日
限
之
義
ハ
、
追
而

急
廻
状
を
以
可
申
入
候
間
、
是
亦
承
知
可
有
之
候 

已
上 

  
 
 

右
十
月
三
日
、
柏
原
御
止
宿
二

テ
御
帰
国
之
由 

 

十
一
月
、
斉
藤
孫
兵
衛
様
御
願
之
通
、
御
家
老
御
役
御
免
之
由 

 
 
 

十
二
月
、
高
橋
彦
次
郎
様
家
内
御
国
へ
御
帰
り
餞
別
弐
朱
一
書
状
相
添 

当
村
四
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霜
降
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
壱
人 

  
 
 

河
合
作
左
衛
門
様
手
代
被
仰
付 

新
書
役 
益
田
連
蔵
様 

 
 
 

十
二
月
十
五
日
、
西
ノ
寿
作
苗
字
帯
刀
御
免 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下 

上 

（
注
）「
下
上
」
と
あ
る
の
は
苗
字
帯
刀
と
記
し
た
が
、
正
し
く
は
「
帯
刀
苗
字
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

１
３
９
（
挿
入
）―

―
―
―
―
―
―
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
筆
啓
上
仕
候
、
甚
寒
節
弥
以
御
壮 

 
 
 
 
 
 
 
 

健
被
成
御
座
、
珍
重
御
儀
奉
喜
悦
候
、
然
者 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今 

 
 
 
 
 
 
 
 

貴
所
様
御
義
此
般
御
願
通
、
御
役
御
免
被
為 

 
 
 
 
 
 
 
 

仰
付
、
御
国
表
御
引
取
披
成
候
趣
承
知
仕 

 
 
 
 
 
 
 
 

目
出
度
御
儀
奉
存
候
、
乍
併
永
々
御
当
地 

 
 
 
 
 
 
 
 

被
成
御
勤
メ
候
内
、
萬
之
預
御
苦
労
忝
奉
存
候 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

於
私
共
者

、
甚
御
残
多
御
義
奉
存
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

銘
々
参
上
仕
、
御
挨
拶
可
申
上
候
処
、
時
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

柄
勝
手
仕
、
乍
失
礼
愚
札
を
以
右 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
祝
奉
申
上
候 

恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
二
月 

 
 
 

東
右
衛
門 

 

東 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
次 

 
 

西 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
兵
衛 

 
 

饗
庭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
次
郎 

 
 

太
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
右
衛
門 

 

南 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
蔵 

 
 
 

饗
庭 

 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
彦
次
郎
様 

 
 

多
喜
蔵 

 
 

東 

（
注
）
太
田
が
一
名
に
な
っ
て
お
り
、
多
喜
蔵
は
東
右
衛
門
の
孫
（
継
承
者
）。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ
イ
元 

弘
化
元
年
十
二
月
十
三
日
、
開
元
之
由 

江
戸
二

テ
御
披
露 

 
 

（
注
）
珍
し
い
こ
と
に
「
改
」
の
字
が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
・
・
・ 

 

弘
化
二
巳
年
御
年
礼 

（
注
）
弘
化
二
乙
己
（
１
８
４
５
）
年 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候 

 

一 

当
巳
年
年
始
御
祝
儀
先
例
通
参
上
仕
、
可
奉
申
上
之
処 

私
義
風
邪
二

罷
在
候
二

付
、
無
拠
不
参
仕
候
、
此
段
乍
恐
書
付
を
以 

１
４
０ 

御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 

弘
化
二
巳
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 

 
右
年
頭
正
月
六
日
立
、
村
方
同
道 

多
右
衛
門
・
多
喜
蔵
・
寿
作 

供
平
八 

 
 

（
注
）（
東
）
多
喜
蔵
、（
西
）
寿
作
は
後
継
者
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
日
相
勤
八
日
昼
帰
宅 

 
 
 
 
 
 
 

年
頭
わ
り
并 
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河
合
手
代 

祝
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

益
田
連
蔵 

書
役
祝
義 

合
弐
拾
弐
匁
弐
分
弐
り 

弐
人
分 

  
 

 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
於
白
鬚
大
明
神
社
前
、
乍
恐 

 
 
 

御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
御
頼
申
候
所 

 
 
 

右
社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
、
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

 

御
受
納
被
為
遊
被
下
置
候
者

、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
奉 

願
上
候 

以
上 

 
 
 

弘
化
二
巳
年
二
月 

 
 
 

 
足
立
東
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青
山
ヨ
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
堀 

正
月
廿
四
日
、
江
戸
芝
出
火
二

付
、
殿
様
御
中
屋
敷
御
類
焼
被
成 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

シ
バ
マ
テ 

候
二

付
為
御
見
舞
、
海
津
手
ゟ
金
千
両
献
上
、
此
わ
り
当
村
壱
〆
六
百
、 

石
二

弐
匁
八
分
三
り 

 
 
 

帯
刀
人
中
ゟ
壬
寅
年
之
例
二

献
上
仕
度
申
上
、
銘
々
百
疋
ツ
ヽ
献
上 

 

 
 
 
 
 

右
三
月
廿
日
上
納
手
前
高
掛
り
百
八
匁
壱
分
五
り
、
両
人
分
弐
百
疋
掛
屋
へ
遣
ス 

 

右
二

付
御
上
様
よ
り
村
方
へ
御
酒
料
被
下
、
四
月
十
八
日
中
ノ
申
ノ
日 

（
注
）
１
２
６
天
保
十
三
壬
寅
年
三
月
七
日
駒
込
下
屋
敷
類
焼
の
例
に
習
い
、
海
津
手
よ
り
千
両
献
金
。
た
だ
こ
の
時
は

石
二
匁
七
分
一
厘
と
な
っ
て
お
り
、
銀
価
格
が
僅
か
に
変
動
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
な
お
「
西
矢
田
宮
座
年
代

記
」
に
は
中
屋
敷
類
焼
も
献
納
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。 

（
武
江
年
表
）
正
月
二
十
四
日
、
北
大
風
、
砂
石
を
飛
す
。
昼
八
時
過
、
青
山
・
・
・
よ
り
出
火
し
て
・
・
・
・
大

名
方
屋
敷
百
十
五
ケ
所
・
・
・
焼
死
・
水
死
八
千
九
百
と
云
え
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 

 
 

 
 

 

弘
化
二
乙
巳
年
正
月
廿
四
日 

 
 

 
 
 
 
 

江
戸
新
堀
御
中
屋
鋪
御
類
焼
二

付
御
見
舞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

海
津
手
ゟ
金
千
両
献
上 

 

当
村
壱
〆
六
百
匁
余
り 

 
 
 

石
二

弐
匁
八
分
三
り 

 

 
 
 
 
 

帯
刀
中
ゟ
壬
寅
年
ノ
例
二

献
上
、
銘
々
百
疋
ツ
ヽ 

手
前
弐
人
分
弐
百
疋
献
納 

 
 
 
 
 

右
為
称
美
村
方
へ
御
酒
料
被
下 

 
 
 
 
 
 
 
 

手
前
等
銘
々
へ
ハ
銀
壱
両
ツ
ヽ
被
下
之 

  
 
 
 
 

宮
様
へ
御
酒
上
ケ
、
村
中
不
残
宮
ノ
芝
ノ
上
二

テ
、
御
い
た
ゞ
き
祝
ひ
候
也 

 
 
 
 
 

手
前
ヘ
ハ
別
上
二

付
、
銘
々
銀
壱
両
ツ
ヽ
御
書
付
被
下
之 

 
 

 

（
注
）
地
元
の
神
社
の
前
庭
で
宴
会
を
持
っ
た
の
だ
が
「
祝
」
は
如
何
な
も
の
か
・
・
・ 

 

四
月
十
五
日
新
御
代
官
、
小
堀
雄
之
丞
様
御
中
飯 

多
右
衛
門
宅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
家
内
・
娘
弐
人
・
御
子
息
・
同
嫁 

藤
兵
衛
宅 

 
 
 
 

右
二

付
手
前
等
、
南
畑
迄
出
迎
ひ
申
候
事 

（
注
）
今
中
代
官
の
更
迭
記
事
が
無
い
よ
う
だ
が
、
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
幕
末
分
限
帳
に
は
松
之
間
席
四
十
石
役
料

五
俵
で
今
中
禎
三
郎
が
あ
る
が
関
係
不
明
。
な
お
同
席
に
四
十
石
役
料
十
俵
中
間
頭
兼
役
で
小
堀
雄
之
丞
の
名
が

あ
る
が
、
当
人
は
嘉
永
三
年
六
月
に
葬
式
記
事
が
あ
る
の
で
跡
目
継
名
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

十
七
日
多
右
衛
門
、
宮
ノ
鳥
井
願
相
済
候
、
御
礼
ヲ
兼
テ
行 

 

祝
義
ハ
銘
々
此
方
ハ 

手
前
と
多
喜
蔵
、
庄
屋
と
神
主
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

為
御
酒
料
銀
壱
両
頼
ミ
遣
ス 

（
注
）
銀
一
両
（
四
匁
三
分
）
は
当
時
銀
価
格
低
下
の
た
め
換
算
約
一
万
円
程
度
か
。 

 

１
４
１
（
挿
入
） 

 
 
 
 
 
 

覚 

 
 

 
一 

大
庄
屋
格 

 
 

 
一 
帯
刀
苗
字 

 
 

 

一 
他
所
出
之
節
帯
刀
苗
字 

 
 

 

一 

苗
字
計 

 
 

 

一 

継
目
願
二

付
帯
刀
苗
字 

 
 

 

一 

せ
か
れ
年
頃
二

相
成
帯
刀
苗
字 
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一 

宗
旨
一
紙
改 

 
 
 

一 

永
々
御
扶
持
方 

 
 
 

一 
其
身
一
代
御
扶
持
方 

 
 
 

一 
永
上
金
二

付
御
扶
持
方 

 
 
 

一 

先
祖
之
者
ゟ
当
代
迄
御
紋
付
類 

 
 
 

一 

諸
御
品
物 

（
注
）「
他
所
出
之
節
帯
刀
苗
字
」
が
「
准
帯
刀
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
て
「
帯
刀
人
」
と
さ
れ
る
。「
苗
字
計
（
ば
か

り
）」
は
庄
屋
な
ど
苗
字
付
敬
称
抜
き
で
表
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

１
４
２
（
挿
入
） 

 
 
 

右
ケ
條
之
通
、
一
躰
何
々
之 

 
 
 

勤
功
二

寄
、
何
ノ
何
年
何
月 

 
 
 

何
故
二

被 

仰
付
并

御
品
物 

 
 
 

被
下
置
、
且
献
金
永
上
金 

 
 

 
 
 

其
ノ
員
数
并

諸
出
入
取
噯 

 
 
 

之
儀
者

、
何
村
与

何
村
何
論 

 
 
 

之
儀
二

付
、
右
巨
細
二

取
調 

 
 
 

書
上
候
様
従 

 
 
 

御
国
表
被
仰
越
候
間
、
銘
々 

 
 
 

一
分
之
処
、
得
与

取
調
書
付 

 
 
 

を
以
、
早
々
可
被
申
出
候 

以
上 

 
 
 

巳
九
月
廿
四
日 

  
 
 

弘
化
二
巳
年
九
月 

 

 
 
 

右
御
毛
見
之
節
、
此
御
書
付
被
下
候
事 

（
注
）
こ
れ
ら
の
適
宜
乱
発
に
よ
り
、
か
な
り
の
処
遇
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
、
確
認
が
必
要
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 

東
右
衛
門
家
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
文
案
に
良
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、（
南
）
多
右
衛
門
家
が
嫡
子
、（
西
）
太
平
治

家
が
二
男
、（
東
）
平
五
郎
（
東
右
衛
門
）
家
が
三
男
で
あ
る
。
な
お
祖
父
多
右
衛
門
は
大
庄
屋
格
で
一
代
扶
持
方

の
よ
う
で
あ
る
。 

 

（
参
考 

別
文
書
「
御
尋
二

付
奉
書
上
候
」
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

祖
父 

多
右
衛
門 

享
保
十
五
年
、
被
召
出
、
於
御
国
表
帯
刀
苗
字
御
免
被
仰
付 

御
目
見
仕
候
、
其
後
年
頭
御
禮
毎
度
御
目
見
仕
候 

延
享
四
卯
年
ゟ
、
毎
歳
金
子
百
疋
宛
、
明
和
六
年
迠 

右
者

御
用
銀
調
達
仕
候
為
御
賞
美
被
下
置
頂
戴
仕
候 

 

 

一 

金
百
疋 

頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

右
者

宝
暦
六
子
年
、
太
田
村
安
曇
川
堤
切
候
節
、
御
普
請
被
仰
付 

 
 
 

相
勤
候
ニ

付
、
為
御
賞
美
被
下 

 
 
 
 

宝
暦
十
二
午
年
、
大
庄
屋
格
被
仰
付 

 
 
 

御
紋
付
麻
御
上
下
頂
戴 

 
 
 

御
晒
壱
疋 

 
 
 

頂
戴
仕
候 

 
 
 

挑
灯
之
内
合
印
大
小
御
合
印
等
御
免
被
仰
下
候 

 
 
 
 

安
永
二
巳
年
、
病
気
之
節
為
御
守
、
御
菓
子
一
折
頂
戴
仕
候 

  

一 
 
 
 
 
 
 
 

右
嫡
子
権
次
郎 

改
多
右
衛
門 

 
 
 
 

明
和
元
申
年
、
被
召
出
、
帯
刀
苗
字
御
免
被
仰
付
候 

 

一 
 
 
 
 
 
 
 

右
二
男 

 
 
 

太
平
治 

 
 
 
 

安
永
三
午
年
、
被
召
出
、
帯
刀
苗
字
御
免
被
仰
付
候 

 

一 
 
 
 
 
 
 
 

右
末
子 

 
 

父
平
五
郎 

 
 
 
 

安
永
六
酉
年
三
月
、
被
召
出
、
帯
刀
苗
字
御
免
被
仰
付
候 

 
 
 

右
者

京
都
ニ

テ
調
達
集
銀
御
取
結
之
節
、
為
御
賞
美
被
下
之 

 

一 
宗
旨
一
本
紙
改 

 
 
 
 

文
化
八
未
年
、
御
用
銀
并

御
講
等
、
出
精
相
勤
候
二

付
、
御
思
召 

 
 
 

を
以
被
仰
出
之 

 

一 

御
紋
付
麻
上
下 

 
 
 

御
米 

 
 
 
 
 
 

頂
戴
仕
候 
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文
政
元
年
寅
十
二
月 

 
 
 

右
者

先
年
安
永
五
申
年
、
多
右
衛
門
・
太
平
治
・
平
五
郎 

 
 
 

調
達
仕
候
無
御
利
息
銀
、
四
拾
壱
〆
目
之
御
證
文
献
納 

仕
候
二

付
、
右
之
通
被
下
置
頂
戴
仕
候 

 

一 

大
和
木
綿
壱
反 

 
 
 

 

文
政
元
寅
年
十
二
月
、
頂
戴
仕
候 

 
 
 

右
者

御
頼
御
用
金
献
納
仕
候
ニ

付
被
下
之 

 
 
 

 

 

〇 
 

文
政
五
午
年
九
月
十
五
日 

 
 
 

松
平
越
前
守
様
御
通
行
ニ

付 

 
 
 

同
郡
新
保
村
江

罷
越
、
御
馳
走
可
申
上
被
仰
付
、
相
勤
申
候
ニ

付 

 
 
 

鐚
弐
百
文
下
人
共
へ
被
下
之 

 
 
 

金
百
疋
、
是
者

越
前
様
よ
り
被
下
候
旨
被
仰
、
頂
戴
仕
候 

 

一 

白
金
巾
木
綿
壱
反 

頂
戴
仕
候 

 
 
 

 

文
政
六
未
年
四
月 

 
 
 

右
者

関
東
筋
川
浚
御
用
金
相
働
候
ニ

付
、
為
御
賞
美
被
下
之 

 

一 

大
和
柿
木
綿
壱
反 

 

頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

文
政
七
申
年
十
二
月 

 
 
 

右
者

村
々
二
而

御
講
取
結
相
調
候
ニ

付
、
為
御
賞
美
被
下
之 

 

一 

御
米
三
俵 

頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

文
政
八
酉
年
五
月 

 
 
 

右
者

京
都
調
達
銀
集
出
精
ニ

付
、
為
御
賞
美
被
下
之 

 

一 

銀
弐
匁
五
分 

 

頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

同
年
六
月 

 
 
 

右
者
若
殿
様
、
初
而

御
出
府
被
為 

遊
、
御
祝
義
奉
申
上
候
所 

 
 
 

為
御
賞
美
御
酒
料
被
下
之 

 

一 

帯
刀
苗
字 

 
 

セ
か
れ 

平
五
郎 

 
 
 

天
保
二
卯
年
十
二
月
、
被
召
出
御
思
召
を
以
仰
付
之 

 
 
 
 

同
十
二
丑
相
果
申
候 

 

一 

御
扇
子
一
対 

頂
戴
仕
候 

 
 
 

右
者

大
殿
様
侍
従
御
任
官
被
為
遊
候
ニ

付
、
聊
御
祝
儀
奉
申
上
候
所 

 
 
 

為
御
賞
被
下
之 

 

一 

銀
壱
両 

 
 
 
 

天
保
九
戌
年
六
月 

 
 
 

右
者

御
巡
見
御
通
行
之
砌
、
同
郡
深
清
水
江

罷
出
、
相
勤
候
ニ

付 

 
 
 

為
御
賞 

被
下
之 

 

一 

御
酒
料
銀
壱
匁 

 

頂
戴
仕
之 

 
 
 
 

右
者

天
保
九
戌
年
十
二
月
、
殿
様
御
家
督
御
入
部
、
御
歓 

 
 
 

奉
申
上
候
所
、
為
御
称
美
被
下
之 

 

一 

御
紋
付
麻
上
下
頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

天
保
十
亥
年
十
二
月 

 
 
 

右
者

京
都
年
賦
済
調
達
銀
集
ニ

付
、
年
限
中
会
毎
上
京
之
上
出
精
相
勤 

 

 
 
 

其
上
平
日
、
御
上
之
儀
大
切
二

奉
致
候
段
奇
特
至
極
ニ

付 

 
 
 

右
両
様
為
御
称
被
下
之 

 

一 

御
扇
子
料
銀
弐
匁
五
厘 

 
 

頂
戴
仕
候 

 
 
 
 

天
保
十
三
年
寅
年
十
二
月 

 
 
 

右
者

江
戸
駒
込
御
屋
鋪
御
類
焼
二

付
、
聊
為
御
冥
加
奉
差
上
候
所 

 
 
 

為
御
称
美
被
下
之 

 

一 

帯
刀
苗
字 

 
 
 
 
 
 

孫
多
喜
蔵 

 
 
 
 

天
保
十
四
卯
年
十
二
月 

 
 
 

右
者

平
日
御
為
筋
心
掛
、
万
端
御
用
向
出
精
相
勤
候
ニ

付 

 
 
 

御
思
召
を
以
被
仰
付
之 

 
 
 
 
 

右
奉
書
上
候
通
、
相
違
無
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 

弘
化
二
巳
年
十
月 

 
 
 
 

足
立
東
右
衛
門 

 
 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 
 

右
之
内
〇
印
ハ
除
キ
書
上
候
事 

 

御
代
官
ハ
巳
四
月
よ
り 

 
 

小
堀
雄
之
丞 
様 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 
１
４
３ 

五
月
廿
一
日
、
宗
門
御
改 

那
須
宗
平
様
・
河
合
作
右
衛
門
様 

宿
藤
兵
衛
宅 

 
 

 

九
月
廿
四
日
、
御
毛
見
御
泊
り 

多
右
衛
門
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

晦
日
、
大
通 

御
休 

同
断 

鈴
木
為
右
衛
門
様
・
深
井
喜
右
衛
門
様 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

弘
化
三
丙
午
年
正
月 

（
注
）
弘
化
三
丙
午
（
１
８
４
６
）
年 

 

御
年
礼 

六
日
二

行
、
七
日
勤
、
八
日
帰
ル 

村
方
同
道 

多
喜
蔵 

供
伝
四
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寿
作 

 
 
 
 

献
上
わ
り
拾
四
匁
五
分
四
り
雑
用
共 
東
右
衛
門
・
多
右
衛
門
不
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
弐
人
分 

 

去
巳
十
二
月 

四
品
御
任
官 

被
為 

蒙
仰
候
之
由 

 

 
 
 
 
 
 
 

御
祝
義
海
津
手
よ
り
金
千
両
献
上 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
わ
り
五
十
川
内
高
割
三
匁
壱
厘
ツ
ヽ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
井
分
高
わ
り
弐
匁
弐
分
八
り
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 

同 

帯
刀
人
銘
々
百
疋
ツ
ヽ
献
上 

（
注
）「
田
井
村
」
は
庄
屋
不
在
と
な
り
、
五
十
川
村
が
代
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

御
代
官
小
堀
雄
之
丞
様 

 
 
 
 
 

十
二
月 

殿
様
四
品
御
任
官
被
為
蒙 

仰 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

御
祝
儀
と
し
て
海
津
手
よ
り
金
千
両
献
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

此
わ
り
当
村 

高
わ
り
三
匁
壱
厘
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
井
村
分 

同
弐
匁
弐
分
八
り
ツ
ヽ
当
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
帯
刀
人
中
銘
々
百
疋
ツ
ヽ
献
納 

（
注
）「
家
譜
附
録
」
十
二
月
十
六
日
、
叙
四
品
。
於
白
書
院
縁
頬
、
老
中
列
席
、
牧
野
備
前
忠
雅
伝
旨
。 

当
村
高
割
は
七
百
四
十
七
石
と
し
て
、
約
二
貫
三
百
目
（
三
十
四
両
二
分
）、
五
百
石
で
あ
れ
ば
二
十
三
両
。 

（
西
矢
田
年
代
記
）
御
殿
様
、
去
巳
十
二
月
十
六
日
、
従
四
位
上
御
位
二

御
登
り
被 

遊
、
依
之
和
州
御
領
分
中
ゟ

御
祝
儀
と
し
て
献
金
弐
百
貫
目
奉
差
上
候
、
当
村
分
銀
弐
百
目
奉
差
上
候
。 

 

＊
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
和
州
領
九
万
三
千
百
石
全
体
で
約
三
千
両
、
西
矢
田
村
分
が
約
三
両
で
あ
り
、
極
め
て
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
４
３
（
続
） 

毎
歳
差
上
候 

白
鬚
大
明
神
御
札
、
願
書
相
添
、
三
支
配
衆
へ
出
状 

 
 

 

二
月
十
三
日
、
村
方
ゟ
年
寄
罷
出
候
二

付
、
頼
ミ
遣
し
候
也 

  
 

 

四
月
十
五
日
多
右
衛
門
、
別
紙
宗
門
御
改
被 

仰
付 

 

（
注
）
１
３
７
天
保
十
五
年
八
月
（
挿
入
）
願
書
が
認
め
ら
れ
た
も
の
。
な
お
「
宗
旨
一
紙
改
」
に
つ
い
て
は
３
０
の
文

化
八
年
三
月
六
日
（
注
）
参
照
。 

 

同 
 
 
 

御
任
官
御
祝
義
献
金
二

付
為
御
称
美 

 
 
 
 
 
 
 
 

銀
壱
両
ツ
ヽ 

東
右
衛
門
江

被
下
之 

 
 

 

村
方
庄
屋 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
喜
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
中
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
酒
料
九
拾
匁
余
被
下
之 

（
注
）
村
中
へ
の
九
十
匁
は
貨
幣
価
格
が
下
落
し
た
と
は
い
え
、
十
数
万
円
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

右
御
称
美
と
し
て 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

丙
午
四
月
十
五
日
銘
々
江

銀
壱
両
ツ
ヽ
被
下
之 

 

庄
屋
江

も 

 
 
 
 
 

村
方
へ
ハ
九
拾
匁
余
り
被
下
之 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

１
４
３
（
続
） 

同
日 

 

隠
居
願
書
付
差
上 

 
 

 

四
月
廿
三
日
中
ノ
申
ノ
日
御
酒
、
宮
様
へ
上
、
村
中
芝
原
二

て
、
い
た
ゝ
き
候
事 
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廿
五
日
川
除 

 
 

 
閏
五
月
十
一
日
宗
旨
改
、
宿
多
右
衛
門
方 

  
 

 

午
七
月
十
日
、
麟
八
郎
様
御
死
去
二

付
、
廿
日
ゟ
廿
九
日
迄
音
曲
鳴
物 

（
注
）
保
泰
子
、
信
剛
公 

隣
八
郎 

生
母
横
川
氏
梶
子
女 

 

燐
八
郎
（
大
過
去
帳
・
懐
中
本
） 

適
心
院
殿
無
外
玄
光
大
居
士 

弘
化
三
丙
午
年
七
月
七
日 

 
 

正
覚
寺 

月
桂
寺 

 

八
月
廿
八
日
、
御
毛
見
御
泊
り
宿
太
平
次
宅 

 

 

八
月 

土
生
山
、
木
津
村
ゟ
横
領
ノ
出
訴
二

付 

十
一
日
多
右
衛
門
上
京
、
十
六
日
藤
兵
衛
・
惣
左
衛
門
上
京 

十
八
日
善
次
・
重
右
衛
門
上
京
、
廿
三
日
平
兵
衛
・
伝
左
衛
門
上
ル 

廿
七
日
御
前
対
決
、
東
御
奉
行
伊
奈
遠
江
守
様 

御
掛
り
与
力
山
田
省
三
郎
様 

 
 
 
 

同
心
中
川
三
九
郎
様 

（
注
）
訴
訟
の
内
容
は
定
か
で
は
無
い
が
、
当
地
の
木
津
村
か
ら
の
山
論
訴
え
で
、
京
都
東
役
所
（
町
奉
行
）
伊
奈
遠
江

守
斯
綏
の
御
前
対
決
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
次
頁
参
照
）。
翌
年
八
月
に
和
談
と
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
１
） 

 
 

 
 

 
 

去
午
八
月
、
木
津
村
庄
や
九
郎
右
衛
門
、
年
寄
忠
蔵 

 
 

 
 

 
 

当
村
土
生
山
、
横
領
ノ
工
ミ
二
而

出
訴
二

及
、
十
五
日
御
裏
判
来 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

廿
七
日
対
決
、
東
御
奉
行 

 
 

伊
奈
遠
江
守
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
か
り
与
力 

 

山
田
省
三
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
心 

 

中
川
三
九
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

未
八
月
廿
七
日 

山
論
和
談
済 

 
 

  
 

（
注
）
波
爾
布
神
社
（
は
に
ふ
じ
ん
じ
ゃ
）
は
高
島
市
新
旭
町
饗
庭
に
鎮
座
す
る
神
社
で
あ
り
、
土
生
（
は
ぶ
）
大
明

神
・
土
生
さ
ん
と
も
称
さ
れ
る
。
木
津
村
は
五
十
川
村
か
ら
北
東
湖
岸
に
あ
り
小
浜
藩
・
大
溝
藩
の
相
給
で
あ
る

が
こ
の
式
内
社
は
古
来
木
津
荘
の
惣
社
で
あ
り
山
論
（
境
界
争
）
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
に
領
主
が
異

な
る
村
間
の
訴
訟
は
地
方
奉
行
所
等
が
管
轄
し
、
奉
行
所
の
無
い
地
域
で
は
幕
府
寺
社
奉
行
の
管
轄
と
な
っ
た
。

な
お
「
工
ミ
二
而

」
は
「
た
く
ら
み
に
て
」
で
あ
ろ
う
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

九
月
五
日
大
通
り 

志
村
忠
太
夫
様 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

小
林
俊
左
衛
門
様 

昼
飯 

 

同 

太
平
次
宅 

 

 

１
４
４ 

 
 
 
 

海
津
御
役
所
御
建
替
御
普
請 

 

為
御
見
舞
、
大
竹
百
束
村
方
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
二
月
十
六
日
二

切
、
十
八
日
海
津
献
上 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 

 
 

 
 

 
 

同
四
丁
未
年
、
海
津
御
陣
屋
建
替
御
普
請 

為
御
見
舞 

大
竹
百
束 

村
方
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巳
十
二
月
十
八
日
献
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
前
高
割
百
拾
匁
壱
分
弐
り
当
ル 

（
注
）
手
前
割
高
に
つ
い
て
は
不
詳
。 

１
４
４
（
続
） 

 

弘
化
四
丁
未
年 

（
注
）
弘
化
四
丁
未
（
１
８
４
７
）
年 

  
 

 

御
年
礼
七
日
雪
降
、
皆
不
参 

  
 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
候 

 
一 

当
未
年
年
始
御
祝
義
、
先
例
之
通
参
上
仕
可
奉
申
上
候
処
、
私
共
義 

 
 

 
去
冬
ゟ
風
邪
二

罷
在
候
二

付
、
無
拠
不
参
仕
候
、
此
段
乍
恐
書
付
を
以 

 
 

 
御
断
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

東
右
衛
門 

 
 
 
 
 

弘
化
四
未
年
正
月 

 
 
 
 
 
 
 

多
喜
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
代
官
様 
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（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 

 
 

 
 

二
月 

宮
ノ
拝
殿
瓦
直
し
、
北
宮
屋
根
直
し
入
用
〆
廿
〆
五
百
十
四
文 

四
ケ
村
割 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
軒
之
分
四
匁
余
り
掛
る
、
一
は
ん
長
ハ
用
捨 

 

（
注
）
二
十
貫
五
百
十
四
文
は
、
概
ね
銀
二
百
匁
に
当
た
る
の
で
、
価
値
変
動
を
考
慮
す
る
と
約
五
十
万
円
と
な
り
安
価

に
過
ぎ
る
が
、
村
方
に
よ
る
労
務
提
供
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
軒
当
た
り
四
匁
と
す
る
と
五
十
軒
程
度
に

な
る
が
四
ケ
村
に
し
て
は
過
少
に
過
ぎ
、
本
百
姓
の
み
で
あ
ろ
う
か
（
或
い
は
二
十
貫
五
百
十
四
匁
の
誤
記
で
あ

れ
ば
約
五
千
二
百
万
円
で
あ
る
が
、
逆
に
軒
数
が
五
千
軒
に
な
り
、
こ
れ
も
あ
り
得
な
い
）。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 
 

１
４
４
（（
続
） 

 
 
 

巳
十
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

御
任
官
御
祝
御
赤
飯
代
、
鐚
三
十
文
ツ
ヽ
両
人
へ
被
下 

（
注
）
１
４
３
弘
化
二
巳
年
十
二
月
、
四
品
叙
任
祝
儀
百
疋
の
返
礼
と
し
て
赤
飯
代
が
下
さ
れ
た
も
の
。 

 

毎
歳
奉
差
上
候
白
鬚
大
明
神
御
札
、
例
年
之
通
書
付
相
添 

 
 
 
 

御
支
配
衆
様
へ
差
出
し
候
也 

 
 
 

未
二
月
十
四
日 

 
 

 

四
月
九
日
、
宗
門
御
改 

那
須
宗
平
様
・
岡
田
良
兵
衛
様
、
多
右
衛
門
宅 

 
 

 

五
月 

足
立
修
蔵
殿
、
帯
刀
苗
字
御
免
為
披
露
半
切
百
枚
ツ
ヽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
包
ミ
来 

（
注
）
足
立
修
蔵
は
文
化
九
年
四
月
に
帯
刀
御
免
と
な
り
、
そ
の
後
帯
刀
人
と
し
て
種
々
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に

跡
目
継
承
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
詳
細
不
明
。 

 

五
月
十
四
日
、
東
本
願
寺
門
主
御
通
行
、
十
三
日 

海
津 

願
慶
寺
泊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
四
日 

今
津 

西
福
寺
昼
休 

鴨 

慈
敬
寺
泊 

 
 
 

海
津
ゟ
御
馳
走 

岡
田
良
兵
衛
様
御
越 

御
鑓
御
供
、
御
泊
藤
兵
衛
宅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

先
拂
同
心
弐
人 

〆
上
下
五
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

外
二

若
党
弐
人
此
方
二
而

拵 

多
喜
蔵 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

寿
作 

（
注
）
真
宗
大
谷
派 

梅
霊
山
願
慶
寺
（
海
津
） 

、
安
養
山
西
福
寺
（
今
津
）
、 

慈
敬
寺
鴨
御
堂
（
鴨
）
、
な
お
海
津

代
官
所
か
ら
手
代
岡
田
以
下
五
名
が
警
護
に
就
い
た
（
若
手
の
帯
刀
人
が
若
党
役
を
務
め
た
の
か
）
。 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
０
） 

 

六
月
七
日
、
千
賀
太
夫
京
都
二

テ
位
階
上
下
四
人
、
神
主
二
而

一
宿
、 

寄
進
わ
り
弐
匁
八
分
ツ
ヽ 

（
注
）
竹
本
千
賀
太
夫
は
一
般
的
に
京
都
の
浄
瑠
璃
師
を
言
う
が
、
本
文
と
の
関
係
不
詳
。 

１
４
４
（（
続
） 

 
 

 
 

 
 

海
津
御
陣
屋
御
建
替
、
八
月
廿
七
日
御
門
御
槌
打 

 

 
 
 
 
 
 
 

九
月
六
日
御
家
移 

（
注
）
１
４
４
弘
化
三
年
十
二
月
建
替
普
請
に
竹
百
束
献
上
記
事
あ
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

九
月
十
二
日
、
御
毛
見
昼
御
休
中
飯 

 

 
 

 

十
九
日
、
大
通
昼
御
休
御
中
飯 

渡
部
内
蔵
允
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
俊
左
衛
門
様 

 
 

 

１
４
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
庭
易
左
衛
門 

息 
 

 

十
二
月
十
七
日
、
伊
丹
伴
介
帯
刀
続
目
、
半
切
紙
百
枚
ツ
ヽ
両
人
江

来 

（
注
）
石
庭
易
左
衛
門
は
石
庭
村
伊
丹
易
左
衛
門
の
略
称
。 

 

申
年 

（
注
）
弘
化
五
戊
申
（
１
８
４
８
）
年
、
二
月
二
十
八
日
嘉
永
改
元
。 

 

正
月
御
年
礼
三
日
、
二
日
発
足
角
ノ
浜
ゟ
舟
二
而

多
右
衛
門
・
寿
作 

三
人
供
十
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

多
喜
蔵 

 
 

 

東
右
衛
門
ハ
不
参
書
付
差
上
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

四
日
、
御
普
請
ノ
御
祝
御
酒
被
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀
人
中
ゟ 

 
 

 

年
頭
献
上
わ
り
廿
壱
匁
八
分
弐
人
分 

 
 

金
弐
百
疋
御
祝
儀
差
上 

 
 
 

 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
１
）  

嘉
永
元
戊
申 

御
陣
屋
御
普
請
御
祝
御
酒
被
下 
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金
弐
百
疋 

帯
刀
人
中
ゟ
御
祝
義
差
上 

１
４
５
（
続
） 

毎
歳
差
上
候
白
鬚
大
明
神
御
札
、
書
付
「
相
添
」
例
年
之
通 

 
 
 

三
御
支
配
衆
迄
差
出
ス 

 
 

御
初
穂
料
ハ
三
月
朔
日 

多
喜
蔵 

持
参 

 
 
 
 
 

申
二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
京
之
節 

右
三
月
六
日
、
伊
織
殿 

海
津
行
二

頼
ミ
遣
ス 

 
 

 

 
 

 

四
月
廿
六
日
、
宗
旨
改
那
須
氏
・
河
合
氏
、
宿
藤
兵
衛
宅 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
興
君 

 
 

 

八
月
廿
一
日
、
殿
様
御
病
気
之
所
、
御
逝
去
被
遊
候
由 

 
 
 

九
月
三
日
、
鳴
物
停
止
御
触
来 

 
 
 

 

六
日
海
津
へ
御
悔
、
多
右
衛
門
・
多
喜
蔵
・
寿
作 

 
 
 
 
 

御
霊
供
わ
り
三
匁
弐
分
一
り 

弐
人
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
匁
九
分
五
り 

雑
用
わ
り 

（
注
）
保
興
公 

信
求
公 

銀
之
助
公 

造
酒
正
公 

御
年
三
十
四
歳
、
実
母
野
島
氏
遊
良
子
様 

 
 
 

天
寧
院
殿
鎮
山
全
功
大
居
士
、
嘉
永
元
戊
申
年
六
月
二
日 

 

正
覚
山 

月
桂
寺 

 

表
向
八
月
廿
一
日
（
大
過
去
帳
）
八
月
廿
一
日
（
系
譜
） 

「
家
譜
付
録 

八
月
十
九
日
、
保
興
疾
日
漸
危
篤
、
故
欲
譲
家
督
于
時
時
之
助
保
申
。
保
申
生
年
三
歳
、
幼
而

有

憚
公
務
、
且
以
慮
後
事
、
密
窺
于
老
中
阿
部
伊
勢
守
正
弘 

正
弘
密
達
于
内
聴
、
即
有
御
懇
之
内
命
、
伊
勢
守
正
弘
以
書
附
伝
旨
、
於
是
願
譲
家
督
于
保
申
、
保
申
時
在
郡

山
、
由
疾
憚
旅
行
、
願
以
名
代
奉
其
事
、
達
于
阿
部
伊
勢
守
正
弘
。
八
月
廿
一
日
。
保
興
卒
。」 

逝
去
の
日
に
二
ヶ
月
以
上
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
慣
習
と
し
て
（
正
室
を
憚
っ
て
）
公
儀

未
届
の
三
歳
の
幼
児
に
無
事
家
督
相
続
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
の
工
作
期
間
で
あ
り
、
家
譜
附
録
に
は
老
中
阿

部
伊
勢
守
の
配
慮
が
記
さ
れ
て
い
る
（
恐
ら
く
嫡
母
淑
子
か
ら
御
台
所
姉
篤
子
へ
の
工
作
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
１
） 

同
八
月
廿
一
日
、
殿
様
保
興
君 

御
病
気
之
所
、
御
逝
去
被
遊
候
由 

 
 

 
 

 
 

九
月
三
日
、
鳴
物
音
曲
停
止
、
御
触
来 

御
悔
申
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
霊
供
献
上
、 

三
匁
弐
分
一
り 

弐
人
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

外
二

雑
用 

壱
匁
九
分
五
り 

１
４
５
（
続
） 

九
月
廿
二
日
、
御
毛
見
御
泊 

 
 

 

廿
七
日
大
通
り
御
休 

渡
部
内
蔵
允
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
川
幾
右
衛
門
様 

  
 

 

十
月
十
一
日
、
若
殿
様 

時
之
助
三
歳 

御
遺
領
無
滞
被
為
蒙
仰
候
段
、
村
方
へ
御
廻

状
同
廿
九
日
二

来 

（
注
）「
家
譜
付
録 

嘉
永
元
年
戊
申
十
月
十
二
日
、
保
申
名
代
柳
沢
弾
正
少
弼
康
孝
、
於
牧
備
前
守
忠
雅
伝
命
曰
、
賜
亡

父
保
興
遺
領
於
保
申
、
且
以
書
附
達
宜
今
年
中
出
府
。 

十
一
月
朔
日
、
保
申
名
代
柳
沢
摂
津
守
光
昭
登
城
、
於
白
書
院
捧
太
刀
目
録
、
拝
謝
継
家
督
之
辱
。」 

＊
柳
澤
康
孝
は
第
六
代
三
日
市
藩
主
（
保
光
孫
）、
柳
澤
光
昭
は
第
七
代
黒
川
藩
主
（
保
泰
十
男
） 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
１
） 

十
月
十
一
日
、
若
殿
様 

時
之
助 

三
歳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
遺
領
無
滞
被
為
蒙 

仰
候
段
、
村
方
へ
御
廻
状
来 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

十
月
廿
九
日 

１
４
５
（
続
） 

十
一
月
三
日
、
御
役
所
へ
御
悦
申
上 

多
右
衛
門 

 
 
 

入
用
わ
り
壱
匁
弐
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

多
喜
蔵 

 

供
喜
市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

御
祝
義
金
弐
両 

帯
刀
人
中
此
わ
り 

拾
匁
八
分
三
り 

弐
人
分 

 
（
注
）
祝
儀
金
二
両
の
二
名
分
が
銀
十
匁
八
分
三
厘
と
い
う
事
は
、
帯
刀
人
が
、
二
十
四
名
で
銀
相
場
が
一
両
銀
六
十
五

匁
の
計
算
に
な
る
。 

 

（
参
考
「
累
年
記
事
」
２
１
１ 

十
一
月
三
日
、
御
役
所
へ
御
悦
申
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
祝
儀
金
弐
両 

帯
刀
人
中
ゟ
献
上 

此
割 

弐
人
分 
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拾
匁
八
分
三
里 

１
４
５
（
続
） 

殿
様 

 
 
 

御
役
御
免
之
由 

 
御
家
老 

松
平
但
見
様 

        

柳
澤
市
正
様 

 
 

薮
田
五
郎
左
衛
門
様 

平
岡
宇
右
衛
門
様 

柳
澤
新
五
郎
様 

柳
沢
権
大
夫
様 

 

御
家
督
御
祝
、
海
津
手
ゟ
金
千
両
献
上 

 
 

（
注
）
こ
の
千
両
献
金
に
つ
い
て
の
「
累
年
記
事
」
は
欠
け
て
い
る
。 

 

１
４
６ 

 
 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

私
義
、
段
々
結
構
二

被 

仰
付
、
誠
以
冥
加
至
極
恐
入
難
有 

仕
合
二

奉
存
候
、
然
ル
所
段
々
及
老
年
二

多
病
二

相
成 

申
候
二

付
、
同
苗
多
喜
蔵
江

名
前
相
譲
、
帯
刀
苗
字 

差
上
隠
居
仕
度
奉
存
候
間
、
願
之
通
御
聞
済 

被
成
下
候
様
、
奉
願
上
候 

 

以
上 

 
 
 

嘉
永
元
申
年
九
月 

 
 
 

 
 
 

足
立―

―
―
―

 
 

 
 
 
 

 

御
代
官
様 

小
堀
雄
之
丞 

 
 
 

同
十
二
月
御
聞
済
之
由
申
来 

（
注
）
寛
政
十
二
年
、
東
右
衛
門
跡
目
帯
刀
苗
字
御
免
か
ら
約
四
十
八
年
の
帯
刀
人
任
務
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

酉
四
月
朔
日
、
御
国
御
発
駕
、
二
日
大
津
御
止
宿 

 
 

 
 
 

殿
様
関
東
御
下
り 

 
 
 
 
 
 

柳
沢
市
正
様
御
付
添 

 

（
注
）
「
和
州
郡
山
藩

幕
末
代
官
記
録
（
嘉
永
二
酉
年
御
用
手
控
）」 

三
月
廿
八
日 

 

今
日
御
発
駕
御
歓
二

付
朝
五
ツ
時
揃
、
何
れ
も
罷
出
候
事 

 
 
 
 
 
 

口
達 

但
支
配
丈
廻
状
相
廻
ス 

殿
様
此
度 

御
参
府
被
為
遊
候
上
者 

御
入
国
迄
暫
御
間
も
被
為
在
候
御
義
二

付
、
御
家
中
之
面
々
何
れ
も
別
而

相
慎 

御
成
長
被
為
遊
候
を
奉
仰
、
猶
此
上
弥
以
前
々
被 

仰
出
候
通
節
倹
を
相
守
、
御
上
江

不
奉
掛
御
苦
労 

御
奉
公
精
勤
可
被
致
候 

右
之
趣
、
柳 

新
五
郎
殿
被 

仰
渡
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 

四
月
朔
日 

一 

殿
様
益
御
機
嫌
能
今
朝
六
ツ
時
、
御
発
駕
被
遊
候
事 

一 

茂
之
丞
様
御
義
益
御
機
嫌
能
御
出
立
、
被
為
成
候
事 

 

四
月
、
御
扇
子
料
献
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
人
分
三
匁
八
分
六
り 

 

東
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
喜
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
次 

（
注
）
こ
の
文
書
に
（
家
譜
附
録
に
も
）
無
い
が
、
塚
田
代
官
記
録
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
二
酉
年
閏
四
月
十
二
日
、
増
上
寺

安
国
殿
其
外
御
修
復
御
用
被
仰
付
、
金
一
万
四
千
両
（
銀
九
百
貫
目
）
が
必
要
と
な
り
、
同
二
十
二
日
に
和
州
・

河
州
村
々
三
百
貫
、
町
方
百
貫
、
金
堂
手
百
貫
・
海
津
手
百
貫
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

左
の
称
美
は
こ
の
見
返
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
家
譜
附
録
」
に
も
次
の
記
述
が
あ
る 

「
同
二
年
己
酉
十
月
十
五
日
、
保
申
名
代
柳
沢
摂
津
守
光
昭
登
城
、
於
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
、
拝
領
時
服
十 

五
領
。
由
勤
往
日
増
上
寺
安
国
殿
御
宮
并
本
堂
三
門
方
丈
御
修
覆
御
用
也
。」 

  
 

 

酉
十
二
月
、
為
御
酒
料 

被
下
之 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
壱
匁
弐
分
ツ
ヽ
壱
人
前 

 
 

 
同 

 
 
 

村
方
人
別
二

御
酒
料
被
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
十
文
ツ
ヽ 

  
 

 

戌
六
月
廿
七
日
小
堀
雄
之
丞
様
葬
式 

 
 

（
注
）
嘉
永
三
庚
戌
（
１
８
５
０
）
年 
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宗 

 
 
 

九
月
七
日
新
御
代
官
、
小
野
荘
七
郎
様 

太
田
ゟ
小
舟
二
而

中
嶋
崎
へ
付 

 
当
村
ゟ
今
津
迄
送 

 
 
 

今
津
ゟ
海
津
の
御
迎
舟 

１
４
７ 

 
 

 

当
九
月
三
日
、
安
曇
川
大
水
大
荒
二

付 

 
 
 

六
日
荒
所
御
見
分
、
岡
田
良
兵
衛
様
・
益
田
連
蔵
殿 

 
 
 
 
 
 

 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一 

毎
歳
御
願
奉
申
上
候
通
、
為
御
冥
加
之
於
白
鬚
大
明
神
之
社
前 

乍
恐
御
上
様
御
武
運
長
久
・
御
壽
算
延
長
之
御
祈
祷
相
頼
ミ
申
候
所 

右
社
人
よ
り
御
札
差
越
候
二

付
奉
差
上
度
候
、
乍
恐 

御
受
納
被 

為 

遊
被
下
置
候
者
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
段
御
願
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 

年
号 

日 
 
 
 

 

 
 
 
 

御
代
官
様 

 
 
 

右
箱
二

入
、
御
札
ヲ
又
伊
与
奉
書
紙
二

包
、
水
引
ヲ
カ
ケ
又
紙
二
而
上
包 

封
し
て
差
上
可
申
事 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
了
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

（
参
考
資
料
） 

（
蒲
生
郡
）
林
村
・
駕
輿
丁
村
・
島
村
・
綾
戸
村
・
東
横
関
村
・
中
小
森
村
・
八
木
村
・
東
村
・
舩
木
村
・

寺
内
村
・
東
鍛
冶
屋
村
・
多
賀
村
・
西
之
庄
村
・
市
井
村
・
宇
津
呂
村
・
中
村
・
西
庄
浅
小
井

村
・
多
賀
市
井
北
ノ
庄
村
倉
橋
部
村
・
鷹
飼
村
・
杉
森
村
・
大
手
村
・
香
之
庄
村
・
上
慈
恩
寺

村
・
下
慈
恩
寺
村
・
常
楽
寺
村
・
清
水
鼻
村 

（
神
埼
郡
）
林
村
・
猪
子
村
・
佐
野
村
・
佐
生
村
・
種
村
・
神
郷
村
・
長
勝
寺
・
北
ノ
庄
村
・
五
位
田
村
・

和
田
村
・
石
馬
村
・
金
堂
村
・
河
並
村 

（
坂
田
郡
）
長
久
寺
村
・
柏
原
村
・
目
河
内
村
・
上
野
村
・
本
郷
村
・
大
鹿
村
・
山
室
村
・
醒
井
村
・
能
登

瀬
村
・
河
崎
村
・
乾
村
・
国
友
村
・
勝
村 

（
浅
井
郡
）
今
庄
村
・
法
楽
寺
村
・
佐
野
村
・
宮
部
村
・
唐
国
村
・
青
名
村
・
五
ノ
坪
村
・
津
ノ
里
村
・
小

倉
村
・
小
観
音
寺
村
・
香
花
寺
村
・
弓
削
村
・
新
井
村
・
野
寺
村
・
河
道
村
・
大
浜
村
・
下
八

木
村
・
沓
掛
村
・
祝
山
村
・
塩
浜
津
村
・
上
ノ
庄
中
村
・
庄
村 

（
高
島
郡
）
海
津
東
町
・
海
津
中
村
町
内
・
海
津
中
小
路
町
・
西
浜
村
・
知
内
村
・
蛭
口
村
・
石
庭
村
・
有

原
村
・
野
口
村
・
小
荒
路
村
・
山
中
村
・
浦
村
・
下
村
・
白
谷
村
・
牧
野
村
・
上
開
田
村
・
寺

久
保
村
・
辻
村
・
森
西
村
・
沢
村
・
新
保
村
・
中
庄
村
・
深
清
水
村
・
大
沼
村
・
梅
ケ
原
村
・

五
十
川
村
・
下
古
賀
村
・
田
井
村
・
霜
降
村
・
太
田
村
・
三
尾
里
村 

    


